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設
問

・回
答

欄
 

 1. 
次

の
う

ち
、

今
年

度
（平

成
31

年
4月

～
令

和
2年

1月
、

以
下

同
じ

。
）の

貴
セ

ン
タ

ー
で

頻
度

が
最

も
高

い
も

の
を

 １
 と

し
、

順
位

を
（ 

）内
に

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
同

程
度

の
頻

度
で

あ
っ

た

り
頻

度
の

違
い

が
わ

か
ら

な
い

場
合

は
同

じ
番

号
を

付
し

て
く
だ

さ
い

。
該

当
し

な
い

選
択

肢
に

は

×
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

） 
特

定
の

障
害

者
・患

者
の

採
用

（ま
た

は
職

場
適

応
、

職
場

復
帰

）に
伴

う
事

業
主

支
援

 
（ 

） 
障

害
者

・患
者

が
特

定
さ

れ
て

い
な

い
段

階
（雇

用
の

拡
大

を
含

む
）の

事
業

主
支

援
 

（ 
） 

そ
の

他
の

事
業

主
支

援
 

  2. 
上

の
設

問
で

「そ
の

他
の

事
業

主
支

援
」が

も
し

あ
れ

ば
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  3. 
貴

セ
ン

タ
ー

で
は

、
障

害
者

・患
者

が
特

定
さ

れ
て

い
な

い
段

階
（雇

用
の

拡
大

を
含

む
）の

事
業

主
支

援
を

、
今

年
度

に
実

施
し

ま
し

た
か

？
 

い
ず

れ
か

の
（ 

）内
に

〇
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

） 
実

施
し

た
 

→
問

「4
」へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
 

（ 
） 

実
施

し
て

い
な

い
（ま

た
は

わ
か

ら
な

い
） 

→
問

「1
0.」

へ
お

進
み

く
だ

さ
い

。
 

  
 

  

 

A
nc

ho
r 

  

事
業

主
支

援
の

実
施

内
容

に
関

す
る

 
ア

ン
ケ

ー
ト

 
  

◎
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

の
事

業
主

支
援

の
実

施
内

容
に

対
応

し
た

新
た

な
ツ

ー
ル

の
開

発
等

に

資
す

る
た

め
、

本
調

査
へ

の
ご

協
力

を
お

願
い

し
ま

す
。

 
 

◎
本

調
査

の
結

果
に

つ
い

て
は

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

や
個

人
が

特
定

さ
れ

な
い

方
法

に
よ

り
分

析
を

行
い

、
結

果
に

つ
い

て
は

調
査

研
究

報
告

書
等

に
よ

り
公

表
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
こ

の
た

め
、

回
答

の
記

述
に

は
、

事
業

所
や

個
人

が
特

定
さ

れ
る

よ
う

な
情

報
や

個
人

情
報

を
含

め
な

い
で

く

だ
さ

い
。

 
 

◎
令

和
２

年
３

月
９

日
（月

）頃
ま

で
に

回
答

を
完

了
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

支
部

共
有

フ
ォ

ル
ダ

内
の

、
こ

の
調

査
票

が
置

か
れ

て
い

た
以

下
の

フ
ォ

ル
ダ

へ
こ

の
フ

ァ
イ

ル
を

保
存

し
て

く
だ

さ
い

。
 

¥¥
●

●
¥ 

 
¥●

●
¥ 

 
 

¥●
●

¥ 
 

◎
お

問
い

合
わ

せ
は

以
下

の
担

当
者

宛
、

お
願

い
し

ま
す

。
 

  
◎

次
ペ

ー
ジ

の
問

「１
」か

ら
回

答
を

開
始

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 


 担

当
者
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障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）
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ai
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代
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 6. 
今

年
度

実
施

し
た

、
障

害
者

・患
者

が
特

定
さ

れ
て

い
な

い
段

階
（雇

用
の

拡
大

を
含

む
）の

事
業

主
支

援
の

、
事

業
主

に
と

っ
て

の
ね
ら
い

に
つ

い
て

、
今

年
度

の
貴

セ
ン

タ
ー

の
事

業
主

支
援

に

当
て

は
ま

る
も

の
を

い
く
つ

で
も

選
び

、
（ 

）内
に

〇
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

） 
障

害
者

の
担

当
職

務
の

検
討

 
（ 

） 
法

定
雇

用
率

の
達

成
 

（ 
） 

法
定

雇
用

率
の

達
成

後
の

さ
ら

な
る

障
害

者
雇

用
の

拡
大

 
（ 

） 
経

営
者

・社
員

の
意

識
向

上
、

経
営

者
・社

員
へ

の
情

報
提

供
 

（ 
） 

そ
の

他
の

ね
ら

い
 

  7. 
上

の
問

「6
」で

、
「そ

の
他

の
ね

ら
い

」が
も

し
あ

れ
ば

、
そ

の
概

要
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「8

」へ
お

進
み

く
だ

さ
い

。
 

 
 

  

 

 4. 
今

年
度

に
実

施
し

た
、

障
害

者
・患

者
が

特
定

さ
れ

て
い

な
い

段
階

（雇
用

の
拡

大
を

含
む

）の
事

業
主

支
援

の
き
っ
か
け

に
つ

い
て

、
今

年
度

の
貴

セ
ン

タ
ー

で
頻

度
が

最
も

高
い

も
の

を
１

と
し

、

順
位

を
（ 

）内
に

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
同

程
度

の
頻

度
で

あ
っ

た
り

頻
度

の
違

い
が

わ
か

ら
な

い

場
合

は
同

じ
番

号
を

付
し

て
く
だ

さ
い

。
該

当
し

な
い

選
択

肢
に

は
×

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

） 
事

業
所

か
ら

の
要

請
 

（ 
） 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
雇

用
率

達
成

指
導

へ
の

同
行

 
（ 

） 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
に

よ
る

セ
ン

タ
ー

利
用

の
あ

っ
せ

ん
 

（ 
） 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

以
外

の
関

係
機

関
か

ら
の

要
請

 
（ 

） 
そ

の
他

の
き

っ
か

け
 

  5. 
上

の
問

「4
」で

、
「そ

の
他

の
き

っ
か

け
」が

も
し

あ
れ

ば
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「6

」へ
お

進
み

く
だ

さ
い

。
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10
. 貴

セ
ン

タ
ー

で
は

今
年

度
、

事
業

主
に

対
し

、
障

害
者

の
担

当
職

務
の

内
容

に
関

す
る

何
ら

か
の

提
案

を
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

 
い

ず
れ

か
の

（ 
）内

に
〇

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
□

 提
案

し
た

 
□

 提
案

し
な

か
っ

た
→

問
「1

7.」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
 

□
 そ

の
他

 
  11

. 上
の

問
「1

0」
で

「そ
の

他
」を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  12
. 貴

セ
ン

タ
ー

が
提

案
し

た
の

は
、

ど
の

よ
う

な
職

務
で

し
た

か
？

 
で

き
れ

ば
、

職
務

の
検

討
方

法

や
、

今
後

同
様

の
取

り
組

み
を

行
う

他
の

支
援

者
に

伝
え

た
い

留
意

点
と

併
せ

て
、

ご
記

入
願

い

ま
す

。
 

  

次
の

問
「1

3」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
 

  
 

    

 

8. 
障

害
者

・患
者

が
特

定
さ

れ
て

い
な

い
段

階
（雇

用
の

拡
大

を
含

む
）の

事
業

主
支

援
の
方
法

に

つ
い

て
、

今
年

度
の

貴
セ

ン
タ

ー
の

事
業

主
支

援
に

当
て

は
ま

る
も

の
を

い
く
つ

で
も

選
び

、
（ 

）

内
に

〇
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

） 
障

害
者

の
担

当
職

務
の

内
容

の
提

案
 

（ 
） 

求
人

票
の

作
成

に
係

る
助

言
 

（ 
） 

制
度

や
事

業
の

利
用

の
ご

案
内

 
（ 

） 
セ

ミ
ナ

ー
や

研
修

へ
の

参
加

の
ご

案
内

（セ
ン

タ
ー

主
催

か
否

か
を

問
わ

な
い

） 
（ 

） 
社

員
研

修
へ

の
協

力
（講

師
派

遣
、

外
部

講
師

の
活

用
を

含
む

） 
（ 

） 
典

型
的

な
障

害
特

性
や

配
慮

事
項

の
説

明
 

（ 
） 

他
社

の
障

害
者

雇
用

事
例

の
紹

介
 

（ 
） 

雇
用

事
例

企
業

、
訓

練
校

等
の

見
学

の
設

定
 

（ 
） 

障
害

者
雇

用
管

理
サ

ポ
ー

タ
ー

の
活

用
 

（ 
） 

そ
の

他
の

方
法

 
  9. 

上
の

問
「8

」で
「そ

の
他

の
方

法
」を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「1

0」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
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 15
. 障

害
者

の
担

当
職

務
の

提
案

の
前

段
階

で
、

貴
セ

ン
タ

ー
が

行
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
、

頻
度

が
最

も
高

い
も

の
を

１
と

し
、

順
位

を
（ 

）内
に

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
同

程
度

の
頻

度
で

あ
っ

た
り

頻
度

の
違

い
が

わ
か

ら
な

い
場

合
は

同
じ

番
号

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
該

当
し

な
い

選
択

肢
に

は
×

を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

 ）
 業

務
リ

ス
ト

を
事

業
所

に
作

成
し

て
も

ら
っ

た
 

（ 
 ）

 業
務

内
容

に
つ

い
て

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

し
た

り
、

職
場

を
見

学
さ

せ
て

も
ら

っ
た

り
し

た
 

（ 
 ）

 同
業

他
社

等
の

状
況

を
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
や

他
職

員
の

経
験

等
か

ら
確

認
し

た
 

（ 
 ）

 そ
の

他
 

  16
. 上

の
設

問
で

「そ
の

他
」を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「1

7」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
 

  
 

  

 

 13
. 障

害
者

の
担

当
職

務
の

内
容

の
提

案
に

際
し

、
貴

セ
ン

タ
ー

が
着

目
・確

認
し

た
事

項
に

つ
い

て
、

今
年

度
の

貴
セ

ン
タ

ー
の

事
業

主
支

援
に

当
て

は
ま

る
も

の
を

い
く
つ

で
も

選
び

、
（ 

）内
に

〇
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

 ）
 そ

の
事

業
所

の
誰

か
が

日
常

的
に

担
当

し
て

い
た

職
務

 
（ 

 ）
 主

な
職

務
を

補
う

周
辺

の
職

務
 

（ 
 ）

 外
注

し
て

い
た

職
務

 
（ 

 ）
 生

産
性

向
上

、
主

要
な

業
務

へ
の

専
念

等
が

期
待

さ
れ

る
サ

ポ
ー

ト
の

職
務

 
（ 

 ）
 当

該
事

業
所

の
誰

か
が

行
い

た
い

と
考

え
て

い
た

が
十

分
に

行
え

て
い

な
か

っ
た

職
務

 
（ 

 ）
 当

該
事

業
所

で
は

普
段

行
わ

れ
て

い
な

か
っ

た
が

、
他

社
で

は
行

わ
れ

て
お

り
、

 
  

  
 当

該
事

業
所

に
お

い
て

も
有

用
と

な
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

職
務

 
（ 

 ）
 そ

の
他

 
  14

. 上
の

問
「1

3」
で

「そ
の

他
」を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「1

5」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
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  ◎
ア

ン
ケ

ー
ト
は

以
上

で
す

。
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 
 ◎

令
和

２
年

３
月

９
日

（月
）頃

ま
で

に
回

答
を

完
了

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
支

部
共

有
フ

ォ
ル

ダ
内

の
、

こ
の

調
査

票
が

置
か

れ
て

い
た

以
下

の
フ

ォ
ル

ダ
へ

フ
ァ

イ
ル

を
保

存
し

て
く
だ

さ
い

。
 

¥¥
●

●
¥ 

 
¥●

●
¥ 

 
 

¥●
●

¥ 
 ◎

お
問

い
合

わ
せ

は
以

下
の

担
当

者
宛

、
お

願
い

し
ま

す
。

 

   


 担

当
者

 
●
●（

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

 
TE

L／
●
●●
●-
●●
●-
●●
●●

（
直
通
）

 
e-

m
ai

l／
●
●●
●@

●
●●
●.
●
●.

jp
（
代
表
）

 

 

17
. 貴

セ
ン

タ
ー

で
は

今
年

度
、

事
業

所
の

社
内

研
修

（セ
ン

タ
ー

か
ら

の
講

師
派

遣
、

外
部

講
師

の

活
用

な
ど

）を
支

援
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
し

た
か

？
 い

ず
れ

か
の

（ 
）内

に
〇

を
入

力
し

て
く
だ

さ

い
。

 
 

（ 
 ）

 支
援

し
た

こ
と

が
あ

る
 

（ 
 ）

 支
援

し
た

こ
と

は
な

い
 

→
問

「2
0」

へ
お

進
み

く
だ

さ
い

。
 

  18
. 上

の
問

「1
7」

で
「支

援
し

た
こ

と
が

あ
る

」を
選

択
し

た
場

合
は

、
そ

の
講

義
･演

習
等

の
テ

ー
マ

（タ
イ

ト
ル

ま
た

は
内

容
説

明
）を

お
答

え
く
だ

さ
い

。
 

  19
. 上

の
問

「1
7」

で
「支

援
し

た
こ

と
が

あ
る

」を
選

択
し

た
場

合
は

、
そ

の
研

修
の

（事
業

主
に

と
っ

て

の
）ね

ら
い

に
つ

い
て

、
そ

の
概

要
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

  20
. 障

害
者

雇
用

に
関

す
る

最
近

の
事

業
主

の
実

状
、

地
域

の
障

害
者

雇
用

の
課

題
、

支
援

機
関

へ

の
期

待
、

今
後

の
事

業
主

支
援

の
あ

り
方

等
に

関
す

る
ご

意
見

を
、

自
由

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

  21
. ど

の
よ

う
な

資
料

、
ツ

ー
ル

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
が

あ
れ

ば
、

貴
セ

ン
タ

ー
の

今
後

の
事

業
主

支
援

に

役
立

ち
そ

う
で

す
か

？
 資

料
等

の
内

容
、

解
決

し
た

い
課

題
等

を
自

由
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
 

  22
. こ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

の
主

た
る

回
答

者
の

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
と

し
て

の
経

験
年

数
を

、
１

年

未
満

は
切

上
げ

て
１

年
と

し
て

加
算

し
、

「〇
〇

年
」の

単
位

で
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

  

   
年
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□
 
特
定
の
障
害
者
の
障
害
特
性
や
適
性
に
着
目

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
を

現
在

利
用

し
て

い
る

求
職

中
の

障
害

者
を

想
定

し
て

、
具

体
的

な
特

性
等

を

担
当

者
に

説
明

し
な

が
ら

(臨
機

応
変

な
対

応
が

苦
手

で
あ

る
等

)、
対

象
者

が
経

験
し

た
こ

と

の
あ

る
業

務
や

対
応

が
可

能
で

あ
る

と
思

わ
れ

る
業

務
を

組
み

合
わ

せ
て

提
案

し
た

。
 

●
現

場
が

障
害

者
の

受
入

れ
に

対
し

て
不

安
や

負
担

感
を

訴
え

て
い

る
事

業
主

に
対

し
て

、
現

場
か

ら
の

理
解

を
得

ら
れ

や
す

く
な

る
よ

う
、

間
接

業
務

、
補

助
業

務
を

提
案

し
た

。
 

●
保

育
園

で
の

清
掃

 

●
職

業
準

備
支

援
3
等

の
受

講
者

の
中

に
、

そ
の

事
業

所
の

職
場

や
業

務
に

マ
ッ

チ
し

そ
う

な
障

害
者

が
い

れ
ば

、
事

業
所

と
障

害
者

に
見

学
や

実
習

を
提

案
し

た
。

 

●
執

務
室

で
の

事
務

補
助

、
ピ

ッ
キ

ン
グ

業

務
、

清
掃

中
心

の
庶

務
業

務
。

 

●
右

欄
で

「
電

話
応

対
の

な
い

」
と

し
た

の
は

、
発

達
障

害
が

あ
る

た
め

、
電

話
を

か
け

て
く
る

人

の
真

意
を

掴
む

こ
と

や
要

領
良

く
回

答
す

る
こ

と
が

難
し

い
た

め
。

精
神

障
害

が
あ

り
、

電
話

対

応
に

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
る

た
め

で
あ

る
。

 

●
右

欄
で

「
介

護
職

で
は

な
い

」
と

は
、

高
齢

者
へ

の
直

接
の

介
護

を
す

る
必

要
が

な
い

仕
事

。

そ
の

方
の

入
職

に
よ

り
、

介
護

職
員

は
介

護
業

務
に

専
念

す
る

こ
と

が
で

き
、

施
設

全
体

の
効

率
を

上
げ

る
よ

う
な

仕
事

で
あ

る
。

 

●
右

欄
で

「
分

業
」
と

し
た

の
は

、
シ

ー
ツ

は
が

し
、

ト
イ

レ
等

、
特

定
の

職
務

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、

作
業

の
漏

れ
を

減
ら

す
た

め
で

あ
る

。
 

●
電

話
応

対
の

な
い

Ｐ
Ｃ

入
力

を
主

と
し

た

事
務

作
業

。
 

●
介

護
現

場
に

お
け

る
介

護
職

で
は

な
い

清
掃

、
下

膳
作

業
。

 

●
ホ

テ
ル

清
掃

に
お

け
る

分
業

。
 

●
工

場
に

お
け

る
清

掃
業

務
。

 

●
特

定
の

障
害

者
の

障
害

特
性

を
念

頭
に

、
電

話
対

応
な

ど
一

部
業

務
を

除
外

し
て

も
ら

っ
た

。

人
事

担
当

者
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
と

、
事

業
場

の
見

学
を

実
施

し
、

提
案

し
た

。
 

●
簡

易
作

業
、

補
助

作
業

を
切

り
出

し
、

組

み
合

わ
せ

る
。

 

 
 

□
 
現
に
事
業
に
貢
献
し
て
い
る
職
務
に
着
目

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
雇

用
後

、
そ

の
職

務
を

担
当

す
る

障
害

者
の

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
に

も
影

響
す

る
た

め
「
障

害
者

に
も

で
き

る
仕

事
」
と

い
う

視
点

、
言

い
方

は
し

な
か

っ
た

。
決

め
つ

け
な

い
、

限
定

し
な

い
よ

う

に
配

慮
し

た
。

「
雑

務
」
「軽

作
業

」
等

の
言

葉
を

用
い

な
い

よ
う

留
意

し
た

。
 

●
職

務
を

探
し

て
も

見
つ

か
ら

な
い

場
合

は
、

新
た

な
職

務
を

創
り

出
す

よ
う

に
し

た
。

企
業

に
と

っ
て

プ
ラ

ス
と

な
る

、
社

員
に

と
っ

て
あ

る
と

よ
い

職
務

を
新

た
に

創
出

し
て

障
害

者
雇

用
を

検

討
す

る
こ

と
も

一
案

で
あ

る
。

 

●
事

業
所

の
人

事
担

当
者

、
地

域
セ

ン
タ

ー
、

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

だ
け

で
職

務
を

検
討

・
選

定
す

る

の
で

は
な

く
、

現
場

の
担

当
者

と
と

も
に

検
討

し
た

。
 

●
職

務
の

検
討

は
、

職
場

や
事

業
所

全
体

の
受

入
れ

態
勢

づ
く
り

に
も

な
っ

て
い

る
等

、
様

々
な

要
因

と
も

関
係

す
る

。
事

業
主

に
と

っ
て

も
、

雇
用

さ
れ

る
障

害
者

に
と

っ
て

も
、

W
in

-
W

in
の

状

態
に

結
び

つ
け

や
す

か
っ

た
。

 

●
業

務
請

負
・
派

遣
社

員
に

よ
り

対
応

し
て

い
る

業
務

な
ど

を
、

新
た

に
雇

用
す

る
障

害
者

の
仕

事
と

す
る

こ
と

も
一

案
で

あ
る

。
 

●
製

造
部

門
、

製
品

シ
ョ

ー
ル

ー
ム

 

▶
 Ｃ

Ａ
Ｄ

エ
ン

ジ
ニ

ア
、

機
械

加
工

作
業

（
旋

盤
等

）等
 

▶
 製

品
在

庫
管

理
、

検
品

、
梱

包
・
発

送
、

返
品

処
理

、
廃

版
処

理
、

デ
ー

タ
入

力
 

▶
 原

材
料

発
注

書
類

の
入

力
・
フ

ァ
イ

リ
ン

グ
 

▶
 図

面
製

本
、

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
（Ｐ

Ｄ
Ｆ

化
） 

▶
 工

場
内

の
窓

、
壁

、
床

等
の

清
掃

、
掲

示

物
貼

替
え

、
展

示
物

の
入

れ
替

え
、

見
学

者
情

報
の

管
理

 

●
営

業
・販

売
部

門
、

企
画

・間
接

部
門

 

▶
 〔

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
〕
 
基

礎
デ

ー
タ

の
調

査
・
分

析
、

収
益

分
析

、
営

業
関

連
デ

ー

タ
の

収
集

・
分

析
（市

場
リ

サ
ー

チ
） 

▶
 〔

営
業

支
援

〕 
資

料
作

成
 

伝
票

・名
刺

・

封
筒

印
刷

、
会

議
資

料
作

成
・
セ

ッ
ト

、
ダ

イ
レ

ク
ト

メ
ー

ル
封

入
・
発

送
、

 

▶
 〔

Ｗ
ｅ
ｂ
〕 

W
e
b

コ
ン

テ
ン

ツ
作

成
、

W
e
b

デ
ザ

イ
ン

・
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
、

W
e
b

ア
ク

セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
チ

ェ
ッ

ク
、

ネ
ッ

ト
販

売
情

報

の
更

新
、

W
e
b

掲
載

用
写

真
撮

影
、

画

像
処

理
・
取

り
込

み
 

▶
 〔

経
理

〕
 
給

与
・出

張
費

計
算

・
デ

ー
タ

入
力

 

▶
 〔

庶
務

〕
 Ｏ

Ａ
機

器
管

理
、

事
務

用
品

・
消

耗
品

の
在

庫
管

理
、

コ
ピ

ー
用

紙
・ト

ナ

ー
補

充
、

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

作
業

、
会

議
室

清
掃

・会
議

向
け

レ
イ

ア
ウ

ト
セ

ッ
ト

、
給

湯
室

清
掃

・
給

茶
機

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

 

●
そ

の
他

の
部

門
 

 
3
 
職

場
で

の
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
、

作
業

へ
の

集
中

、
日

々
の

生
活

リ
ズ

ム
等

に
関

す
る

、
職

業
準

備
の

た
め

の
通

所
プ

ロ
グ

ラ
ム

。
 

 

問
12

の
回

答
の

詳
細

1
 

自
由

記
述

（
49

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 
□

 
障
害
者
雇
用

の
検
討
に

至
っ

た
経
緯
に

着
目

 

地
域

セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
そ

の
事

業
主

が
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
き

っ
か

け
や

、
面

談
す

る
担

当
者

の
立

場
を

考
慮

し
て

、
ニ

ー
ズ

を
く
み

取
り

、
ニ

ー
ズ

と
結

び
付

け
て

提
案

す
る

こ
と

に
留

意
し

た
。

 

●
造

園
会

社
に

対
し

て
、

面
談

及
び

職
場

見

学
に

よ
る

助
言

を
行

い
、

本
社

内
の

事
務

と
清

掃
の

組
合

せ
、

又
は

清
掃

、
洗

車
、

併
設

す
る

倉
庫

内
の

整
理

を
組

み
合

わ

せ
る

職
務

を
提

案
し

た
。

 

●
事

業
所

の
業

務
拡

大
（
作

業
量

の
増

大
）
に

伴
い

、
事

業
所

か
ら

相
談

を
受

け
、

仕
事

の
切

り

出
し

や
創

出
を

提
案

し
た

。
 

●
清

掃
、

事
務

 

●
事

業
所

が
担

当
職

務
を

あ
る

程
度

検
討

し
た

上
で

相
談

を
受

け
た

。
 

●
外

注
や

、
す

で
に

ほ
か

の
従

業
員

が
行

っ
て

い
る

清
掃

作
業

等
を

担
当

職
務

に
設

定
す

る
場

合
、

職
務

の
内

容
の

み
で

な
く
、

作
業

量
を

調
整

し
た

。
 

●
備

品
（掃

除
用

具
）
の

扱
い

に
つ

い
て

確
認

し
た

。
 

●
清

掃
、

ス
キ

ャ
ン

、
デ

ー
タ

入
力

等
。

 

●
こ

れ
か

ら
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
き

た
い

が
、

具
体

的
な

進
め

方
が

決
ま

っ
て

い

な
い

企
業

に
対

し
て

は
、

そ
の

事
業

所
で

の
障

害
者

雇
用

が
イ

メ
ー

ジ
で

き
る

よ
う

に
、

参
考

と

な
り

そ
う

な
先

行
雇

用
事

例
の

中
か

ら
職

務
選

定
、

職
務

創
出

の
進

め
方

を
情

報
提

供
し

た
。

 

●
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

方
法

が
具

体
的

に
決

ま
っ

て
い

る
企

業
に

対
し

て
は

、
上

記
の

説
明

と
と

も
に

、
職

場
を

拝
見

し
、

事
業

主
と

一
緒

に
職

務
を

検
討

し
た

。
 

●
特

定
の

障
害

者
に

採
用

の
内

定
を

既
に

出
し

て
い

る
企

業
に

対
し

て
は

、
事

業
主

が
マ

ッ
チ

ン

グ
を

考
え

て
職

務
を

検
討

で
き

る
よ

う
、

そ
の

方
の

障
害

特
性

を
把

握
し

説
明

し
た

。
 

●
地

域
の

支
援

機
関

に
対

し
て

は
、

マ
ッ

チ
ン

グ
の

た
め

、
上

記
の

方
法

の
ほ

か
、

障
害

者
の

職

場
見

学
や

職
場

実
習

を
勧

め
た

。
 

－
 

 
 

□
 
他
社
の
雇
用

事
例
に
着

目
 

地
域

セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
他

社
の

事
例

の
紹

介
を

行
い

な
が

ら
、

社
内

に
あ

る
仕

事
で

で
き

そ
う

な
こ

と
を

考
え

て
い

た

だ
い

た
。

別
の

事
業

所
で

は
、

職
務

創
出

の
考

え
方

の
説

明
を

、
社

員
研

修
を

通
じ

て
行

っ
た

後
、

社
内

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
た

例
も

あ
っ

た
。

 

●
事

務
補

助
 

（
デ

ー
タ

入
力

、
名

刺
作

成
、

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

、
D

M
発

送
等

）
、

介
護

補

助
 
（
利

用
者

と
一

緒
に

行
う

軽
作

業
）

等
。

 

●
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
事

例
、

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
2
を

参
照

の
上

、
事

業

所
を

訪
問

し
て

相
談

を
実

施
し

た
。

 

●
支

援
を

進
め

る
上

で
は

、
事

業
所

の
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

考
え

方
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

っ
た

。
 

●
Ａ

社
で

は
対

応
で

き
た

こ
と

で
も

、
Ｂ

社
で

は
対

応
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

は
よ

く
あ

り
、

他
社

の

事
例

情
報

の
提

供
だ

け
で

は
必

ず
し

も
有

効
と

は
言

え
な

い
。

 

●
研

究
機

関
に

お
け

る
軽

作
業

（
試

験
器

具

の
洗

浄
、

共
用

部
分

の
清

掃
、

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

、
書

籍
の

管
理

、
郵

便
物

や
書

籍
を

各
部

署
に

運
ぶ

な
ど

）
 

●
雇

用
事

例
を

口
頭

で
説

明
し

た
。

 
●

老
健

施
設

内
の

清
掃

や
洗

濯
、

介
護

補

助
な

ど
の

職
務

。
 

●
ア

パ
レ

ル
メ

ー
カ

ー
の

店
舗

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
障

害
者

雇
用

の
実

績
の

あ
る

事
業

所
を

、
今

後
、

障
害

者
雇

用
を

進
め

よ
う

と
し

て
い

る
同

業
の

事
業

所
に

紹
介

し
、

店
舗

で
の

作
業

内
容

の
検

討
に

つ
い

て
情

報
交

換
で

き
る

場
を

設
け

た
。

 

●
製

造
工

場
に

対
し

て
、

製
造

以
外

の
事

務
部

門
の

業
務

内
容

の
例

を
提

案
し

た
。

 

－
 

 
  

1
 
こ
の
表
の
左
側
の
欄
「
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
に
際
し
て
事
業
主
と
共
有
し
た
着
目
点
、
留
意
点
」
と
、
右
側
の
欄
「
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
し
た
職
務
」
の

２
つ
は
、
読
み
や
す
さ
等
の
配
慮
の
た
め
執
筆
者
が
行
っ
た
整
理
結
果
で
あ
り
、
回
答
欄
に
は
こ
の
よ
う
な
区
分
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
整
理
に
当
た

り
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
文
体
の
一
部
を
整
え
る
と
と
も
に
、
左
右
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
内
容
が
な
い
回
答
文
の
場
合
は
「
－
」
を
記
入
し
た
。
 

2
 
障

害
者

の
雇

用
事
例

を
紹

介
す

る
独

立
行

政
法

人
高

齢
･
障

害
･
求

職
者

雇
用
支

援
機

構
が

運
営

す
る

W
E
B
サ

イ
ト
。

 h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
r
e
f
.j
ee
d.
go
.j
p/
 

資
料
２
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
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□
 
職
務
の
検
討
手
順
に
着
目
（
業
務
の
リ
ス
ト
化
、
並
べ
替
え
な
ど
）

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
具

体
的

職
務

を
提

案
す

る
前

に
、

職
務

創
出

の
考

え
方

を
伝

え
た

（
既

存
の

職
務

か
ら

選
ぶ

、

障
害

者
が

従
事

で
き

る
職

務
を

創
出

す
る

等
）。

 

●
上

記
と

併
せ

て
、

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
か

ら
当

該
事

業
所

向
け

に
抽

出

し
た

、
同

業
他

社
の

雇
用

事
例

を
、

情
報

提
供

し
た

。
 

－
 

●
特

定
の

障
害

者
を

雇
入

れ
る

予
定

の
事

業
所

で
、

情
報

処
理

を
要

す
る

仕
事

し
か

な
い

職
場

に
対

し
て

、
ど

の
よ

う
に

仕
事

の
適

性
を

検
討

す
る

か
の

プ
ロ

セ
ス

を
以

下
の

よ
う

に
ご

説
明

し

た
。

 

１
）
職

務
単

位
で

考
え

る
の

で
は

な
く
、

日
頃

の
仕

事
が

「
ど

の
よ

う
な

流
れ

で
行

わ
れ

て
い

る
の

か
」
「
ど

う
い

う
判

断
や

処
理

を
行

っ
て

い
る

の
か

」
の

プ
ロ

セ
ス

を
細

分
化

す
る

こ
と

を
ま

ず
ご

提
案

す
る

。
 

２
）
次

に
、

「
重

要
な

認
知

・
判

断
・情

報
処

理
を

す
る

部
分

」
と

「
ス

キ
ー

ム
が

整
理

さ
れ

た
後

に
実

行
す

る
部

分
」
に

分
け

る
。

そ
の

際
、

ど
の

よ
う

な
経

過
で

情
報

処
理

を
行

っ
た

か
も

で
き

れ
ば

ご
確

認
い

た
だ

く
。

 

３
）
２

）
を

繰
り

返
す

と
、

当
該

障
害

者
が

ど
の

程
度

ま
で

職
務

対
応

が
で

き
る

か
が

見
え

て
く
る

の

で
、

以
上

を
幾

つ
か

の
業

務
で

体
験

さ
せ

て
も

ら
っ

た
。

そ
の

結
果

か
ら

、
周

囲
が

あ
る

程
度

フ

ォ
ロ

ー
す

る
こ

と
で

、
該

当
職

務
を

担
え

る
か

ど
う

か
検

証
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

 

●
定

型
業

務
が

少
な

く
、

一
定

程
度

の
認

知
的

処
理

が
求

め
ら

れ
た

た
め

、
単

な
る

職
務

の
提

案
で

は
な

く
、

以
上

の
よ

う
な

検
討

の
プ

ロ
セ

ス
を

支
援

し
て

、
提

案
す

る
よ

う
に

し
た

。
 

－
 

●
社

内
ア

ン
ケ

ー
ト

（
業

務
リ

ス
ト

化
）
を

提
案

、
ひ

な
型

を
提

供
し

た
。

 

●
近

い
業

界
の

雇
用

事
例

を
紹

介
し

た
。

 

●
事

務
周

辺
業

務
。

 

●
環

境
美

化
、

清
掃

。
 

●
職

務
創

出
に

つ
い

て
、

全
部

署
担

当
者

へ
障

害
者

雇
用

の
理

解
周

知
と

併
せ

て
、

創
出

可
能

な
職

務
に

つ
い

て
の

ア
ン

ケ
ー

ト
実

施
を

行
い

、
職

場
全

体
の

職
務

の
創

出
実

施
を

提
案

し

た
。

 

－
 

●
事

務
補

助
に

関
し

て
は

、
全

社
員

に
対

し
て

職
務

創
出

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
た

。
 

●
保

育
現

場
で

の
ト

イ
レ

清
掃

専
従

、
金

属

加
工

業
に

お
け

る
粉

塵
の

処
理

、
事

務

補
助

業
務

を
提

案
。

 

●
定

型
業

務
を

集
約

す
る

た
め

の
社

内
ア

ン
ケ

ー
ト

を
実

施
し

、
当

該
業

務
の

見
学

を
踏

ま
え

て

提
案

し
た

。
 

●
朝

の
準

備
等

の
「
オ

フ
ィ

ス
管

理
・
事

務

補
助

業
務

」
「
製

造
補

助
・
屋

外
清

掃
業

務
」
等

。
 

●
仕

事
の

切
り

出
し

方
の

方
法

、
考

え
方

を
提

案
し

た
。

事
業

所
に

よ
る

職
務

の
検

討
の

後
、

再

訪
問

し
、

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
同

席
を

求
め

労
働

条
件

等
の

相
談

を
受

け
た

。
 

－
 

●
先

行
雇

用
事

例
で

の
職

務
の

切
り

出
し

方
法

、
職

務
設

計
の

方
法

を
説

明
し

た
。

切
り

出
し

モ

デ
ル

、
積

み
上

げ
モ

デ
ル

、
特

化
モ

デ
ル

を
紹

介
。

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
、

職
務

の
リ

ス
ト

ア
ッ

プ

の
提

案
、

そ
の

後
、

内
容

を
検

討
し

て
い

た
だ

い
た

。
 

●
口

頭
に

て
事

例
を

説
明

、
他

社
の

見
学

を
調

整
し

た
。

 

●
事

務
補

助
業

務
 

●
清

掃
業

務
、

ゴ
ミ

回
収

・仕
分

け
業

務
 

●
職

務
開

発
の

手
法

で
あ

る
「
切

り
出

し
・
再

構
成

モ
デ

ル
」
「
特

化
モ

デ
ル

」
「
積

上
げ

モ
デ

ル
」

を
解

説
し

た
。

 

●
高

齢
者

施
設

に
お

け
る

「
清

掃
」
「
食

事
の

配
膳

・
下

膳
」
「
レ

ク
レ

ー
シ

ョ
ン

の
準

備
」

等
の

職
務

創
出

に
つ

い
て

助
言

し
た

。
 

●
職

務
の

検
討

方
法

の
留

意
点

と
し

て
、

積
み

上
げ

モ
デ

ル
で

任
せ

ら
れ

る
事

務
等

作
業

や
当

初
想

定
し

て
い

た
よ

う
な

成
果

が
あ

が
ら

な
か

っ
た

場
合

、
何

を
中

心
に

任
せ

る
か

等
の

特
化

型
雇

用
に

関
す

る
相

談
を

、
事

業
主

か
ら

受
け

た
。

 

●
P

C
を

使
用

し
た

事
務

作
業

、
紙

媒
体

も

含
む

事
務

補
助

作
業

。
 

 
 

 

▶
 店

舗
、

駐
車

場
、

オ
フ

ィ
ス

、
研

修
施

設
、

社
員

寮
の

清
掃

 

▶
 工

場
構

内
の

緑
化

・
保

全
、

作
業

着
等

の

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

 

▶
 社

員
食

堂
・
喫

茶
の

調
理

、
洗

浄
、

コ
ー

ヒ
ー

サ
ー

バ
保

守
 

●
職

場
見

学
に

よ
り

対
応

可
能

と
思

わ
れ

る
職

務
を

切
り

出
し

た
。

 

●
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

障
害

が
あ

る
方

で
あ

れ
ば

、
そ

の
職

務
に

対
応

で
き

そ
う

か
を

、
支

援

者
側

で
想

定
し

な
が

ら
、

工
場

内
の

作
業

内
容

を
見

学
し

た
。

 

●
製

造
ラ

イ
ン

の
工

程
の

一
部

。
 

●
工

場
内

を
案

内
し

て
も

ら
い

、
作

業
手

順
を

細
分

化
し

て
切

り
出

し
を

実
施

。
併

せ
て

、
現

場
担

当
者

に
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
実

施
し

た
。

 

●
製

造
作

業
の

準
備

（
糸

の
取

り
付

け
）
、

手
書

き
の

図
面

の
Ｃ

Ａ
Ｄ

化
。

 

●
担

当
者

か
ら

の
聴

取
、

現
場

の
見

学
、

同
業

種
の

他
社

の
事

例
を

踏
ま

え
て

切
り

出
し

方
法

を
、

事
業

所
と

一
緒

に
検

討
。

事
業

所
と

の
相

談
場

面
で

、
地

域
セ

ン
タ

ー
以

外
の

支
援

機
関

も
同

席
し

、
意

見
を

出
し

合
っ

た
。

 

●
(事

務
系

)屋
内

・
屋

外
で

の
清

掃
、

シ
ュ

レ

ッ
ダ

ー
、

書
類

の
P

D
F

化
等

の
雑

務
、

草

取
り

等
の

環
境

整
備

。
 

●
(製

造
系

)部
品

の
補

充
、

単
独

遂
行

で
き

る
検

品
作

業
、

運
搬

の
補

助
業

務
。

 

●
事

業
所

内
（
特

に
工

場
等

）
を

見
学

し
た

の
ち

に
、

障
害

者
が

従
事

で
き

そ
う

な
職

務
に

つ
い

て

提
案

し
た

。
 

●
工

場
内

の
軽

作
業

（
補

充
作

業
、

ラ
ベ

ル

貼
り

、
箱

詰
め

等
）
、

事
務

補
助

業
務

等
。

 

●
一

つ
の

部
署

で
切

り
出

し
を

完
結

さ
せ

よ
う

と
す

る
の

で
は

な
く
、

複
数

の
部

署
を

ま
た

が
っ

た

形
で

職
務

を
切

り
出

し
て

設
定

し
て

い
く
こ

と
を

助
言

し
た

。
 

●
製

造
工

程
に

お
け

る
定

型
作

業
、

部
品

等
の

供
給

作
業

等
 

●
事

務
的

作
業

（
各

種
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

作

成
、

文
書

や
図

面
類

の
電

子
化

等
） 

●
清

掃
作

業
 

●
特

定
の

障
害

者
（
応

募
者

）
が

決
ま

っ
て

い
な

い
局

面
で

は
、

幅
広

く
応

募
者

を
募

る
こ

と
が

で

き
る

よ
う

な
仕

事
を

提
案

し
た

。
 

●
障

害
者

が
簡

単
な

仕
事

し
か

で
き

な
い

と
勘

違
い

さ
れ

な
い

よ
う

提
案

す
る

必
要

が
あ

っ
た

。
 

●
納

期
が

長
い

、
期

間
が

切
迫

し
て

い
な

い
仕

事
を

提
案

し
た

。
 

●
あ

く
ま

で
お

互
い

の
ハ

ー
ド

ル
を

下
げ

る
た

め
、

当
初

の
仕

事
内

容
と

し
て

上
記

の
よ

う
な

仕
事

か
ら

始
め

る
こ

と
を

提
案

し
、

お
互

い
が

慣
れ

て
、

本
人

の
適

性
が

見
え

て
き

た
ら

、
中

核
的

な

仕
事

内
容

に
移

行
し

て
い

く
よ

う
助

言
し

た
。

 

●
運

送
業

で
の

段
ボ

ー
ル

片
付

け
や

折
り

コ
ン

テ
ナ

の
整

理
や

準
備

作
業

。
 

●
製

造
業

で
の

社
内

書
類

の
デ

ー
タ

化
作

業
。

 

●
複

数
の

事
務

職
が

い
る

職
場

で
、

事
務

補
助

業
務

を
切

り
出

し
て

一
人

分
に

す
る

、
既

存
の

業

務
で

対
人

折
衝

的
な

職
務

を
除

き
定

型
業

務
に

特
化

し
て

括
っ

て
い

た
だ

く
、

時
間

的
に

不
足

す
る

の
で

環
境

整
備

(清
掃

等
)を

本
来

業
務

に
付

け
加

え
て

い
た

だ
く
、

な
ど

の
対

応
を

お
願

い
し

た
。

 

●
提

案
し

た
職

務
が

、
当

初
の

事
業

所
の

希
望

と
は

異
な

っ
て

い
た

場
合

、
障

害
者

に
対

す
る

ア

セ
ス

メ
ン

ト
と

と
も

に
、

必
ず

戦
力

と
な

る
よ

う
支

援
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

－
 

●
「
障

害
者

用
に

わ
ざ

わ
ざ

作
り

出
す

」
、

特
に

「
障

害
者

に
仕

事
を

確
保

す
る

こ
と

が
全

体
の

効

率
を

低
下

さ
せ

る
」
こ

と
が

な
い

よ
う

に
、

で
き

る
だ

け
企

業
・
事

業
所

全
体

を
俯

瞰
し

て
捉

え
、

障
害

者
・
事

業
主

双
方

の
利

益
に

つ
な

が
る

提
案

を
心

が
け

た
。

 

●
好

事
例

集
や

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

サ
ー

ビ
ス

な
ど

を
活

用
し

、
同

業
他

社
の

取
組

事
例

を
紹

介
し

、
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
や

前
向

き
な

気
持

ち
を

も
っ

て
い

た
だ

け
る

よ
う

に
支

援
し

た
。

 

●
ピ

ッ
キ

ン
グ

（
食

品
製

造
、

電
気

製
造

な

ど
複

数
社

）
、

調
理

補
助

・
清

掃
・
介

護
補

助
（
病

院
）
、

事
務

・
清

掃
・
洗

濯
・
送

迎
・

介
助

・
訪

問
看

護
（
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

）
、

在
宅

勤
務

で
の

デ

ー
タ

入
力

・
情

報
収

集
・
デ

ー
タ

整
理

（
情

報
通

信
企

業
） 

●
そ

の
事

業
所

の
既

存
の

一
般

向
け

求
人

の
仕

事
内

容
か

ら
、

障
害

者
が

従
事

で
き

る
職

務
が

な
い

か
、

工
程

を
分

け
部

分
的

に
従

事
で

き
る

職
務

が
な

い
か

検
討

を
い

た
だ

く
。

「
本

来
業

務
」
の

中
で

担
当

職
務

を
見

出
し

た
ほ

う
が

、
戦

力
に

直
結

し
や

す
か

っ
た

。
 

●
周

囲
の

従
業

員
の

負
担

感
を

少
な

く
す

る
た

め
、

ミ
ス

が
起

き
た

と
き

の
リ

カ
バ

リ
ー

が
し

や
す

い
職

務
を

選
定

し
た

。
 

●
職

務
の

「
難

易
度

」
や

「
ま

と
ま

り
」
、

「
ル

ー
チ

ン
ワ

ー
ク

（
日

・
週

・
月

単
位

）
」
、

「
重

要
だ

が
急

ぎ
で

は
な

い
職

務
」
等

の
視

点
か

ら
事

業
主

に
検

討
し

て
い

た
だ

い
た

。
 

●
種

類
を

限
定

し
た

ピ
ッ

キ
ン

グ
と

検
品

作

業
。

 

●
事

務
補

助
作

業
。

 

●
荷

受
け

、
社

内
メ

ー
ル

便
、

注
文

票
の

入

力
。

 

●
事

業
所

内
各

部
署

の
業

務
内

容
及

び
人

員
、

人
手

が
不

足
し

て
い

る
部

署
と

充
足

し
て

い
る

部
署

、
事

業
所

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

が
ど

の
程

度
と

れ
る

か
ど

う
か

を
、

実
際

に
社

内
を

見
学

さ
せ

て
も

ら
っ

て
提

案
し

た
。

 

●
事

務
補

助
作

業
、

清
掃

等
環

境
整

備
、

事
業

所
内

で
必

要
な

物
品

の
管

理
 

●
職

務
設

定
に

関
す

る
職

場
従

業
員

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

提
案

し
た

。
 

●
複

数
の

既
存

業
務

か
ら

ピ
ッ

ク
ア

ッ
プ

、
集

約
し

て
提

案
し

た
。

 
－
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問
18

の
回

答
の

詳
細

4
 

自
由

記
述

（
51

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 

講
義

･演
習

等
の

テ
ー

マ
（
タ

イ
ト

ル
又

は
内

容
説

明
） 

 

□
 
障
害
者
雇
用

の
現
状
、

制
度

と
サ
ー
ビ

ス
 

●
障

害
者

雇
用

の
情

勢
 

●
障

害
者

雇
用

と
は

（
雇

用
率

制
度

・
障

害
者

の
雇

用
状

況
・企

業
の

メ
リ

ッ
ト

） 
●

障
害

者
雇

用
の

必
要

性
 

●
障

害
者

雇
用

の
必

要
性

、
法

制
度

 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

、
法

律
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

雇
用

制
度

・意
義

 
●

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

意
義

と
障

害
者

雇
用

に
向

け
て

の
準

備
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

説
明

 
●

障
害

者
雇

用
率

制
度

、
障

害
者

雇
用

納
付

金
制

度
、

差
別

禁
止

及
び

合
理

的
配

慮
の

提
供

 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

、
雇

用
率

制
度

等
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

制
度

 
●

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
～

法
令

、
会

社
に

求
め

ら
れ

る
配

慮
事

項
 

●
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

つ
い

て
 

●
合

理
的

配
慮

の
ヒ

ン
ト

（
事

例
・演

習
） 

●
法

改
正

の
動

向
 

●
活

用
で

き
る

助
成

制
度

、
支

援
制

度
 

●
各

種
支

援
制

度
の

説
明

（
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
、

各
支

援
機

関
等

) 
●

支
援

機
関

の
役

割
・支

援
制

度
等

 
●

関
係

機
関

の
機

能
 

●
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

活
用

方
法

 

  
  

4
 
こ
の
表
の
回
答
の
分
類
及
び
分
類
名
は
、
読
み
易
さ
等
の
配
慮
の
た
め
執
筆
者
が
行
っ
た
整
理
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
複
数
の
回
答
者
が
同
様
の
回
答
記
述

を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
実
を
表
す
た
め
す
べ
て
の
回
答
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
似
た
よ
う
な
回
答
が
重
複
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
 

資
料
３
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
 

 

□
 
そ
の
他
の
着
目
点
、
留
意
点

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
し
た
職
務

 

●
労

働
市

場
、

求
職

者
の

希
望

職
種

を
考

慮
し

、
応

募
者

が
多

数
見

込
め

る
事

務
系

の
業

務
の

切
り

出
し

を
検

討
す

る
よ

う
提

案
し

た
。

 

●
定

型
的

な
Ｐ

Ｃ
入

力
、

Ｐ
Ｄ

Ｆ
化

業
務

等
。

 

●
外

注
業

務
を

内
部

職
員

の
職

種
と

し
て

検
討

、
本

人
の

強
み

の
作

業
を

他
部

署
か

ら
寄

せ
集

め
て

、
一

日
の

仕
事

に
す

る
、

事
務

実
務

作
業

の
創

出
に

つ
い

て
、

同
業

他
社

の
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
シ

ー
ト

（
雇

用
事

例
）
を

持
参

し
、

参
照

・検
討

い
た

だ
い

た
。

 

－
 

●
高

齢
者

施
設

で
、

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

の
配

置
、

単
独

作
業

と
他

の
社

員
と

一
緒

の
作

業
と

の
別

、

ど
の

社
員

の
仕

事
の

補
助

作
業

か
、

誰
に

質
問

・
報

告
・
連

絡
す

る
か

･･
な

ど
の

人
的

環
境

が
、

雇
用

さ
れ

る
障

害
者

に
と

っ
て

明
確

に
な

る
よ

う
に

職
務

を
検

討
し

、
ご

提
案

し
た

。
 

●
介

護
・看

護
補

助
。

 

●
事

務
補

助
。

 

●
環

境
整

備
、

建
物

内
清

掃
。

 

●
身

体
障

害
者

で
S
E

の
業

務
を

想
定

す
る

事
業

主
に

、
現

在
の

求
職

者
の

動
向

を
伝

え
つ

つ
、

シ
ン

プ
ル

な
事

務
補

助
的

な
業

務
が

望
ま

し
い

こ
と

を
お

伝
え

し
た

。
 

●
事

業
主

が
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
を

持
ち

、
実

現
可

能
と

思
わ

れ
る

内
容

を
提

案
し

た
。

 

－
 

●
い

わ
ゆ

る
「
隙

間
仕

事
」
の

洗
い

出
し

に
よ

る
職

務
を

調
整

・
創

出
し

、
提

案
し

た
。

 
－

 

●
初

め
て

障
害

者
を

雇
入

れ
る

事
業

主
に

対
し

て
、

職
務

を
検

討
す

る
際

に
「
す

き
間

仕
事

を
組

み
合

わ
せ

て
障

害
者

の
業

務
に

」
と

い
う

説
明

を
研

修
等

で
行

う
こ

と
が

あ
る

が
、

そ
れ

ま
で

障

害
者

の
雇

用
経

験
が

な
か

っ
た

（
障

害
特

性
の

理
解

が
か

な
ら

ず
し

も
十

分
で

な
い

）
事

業
主

の
中

に
は

「
（
障

害
者

に
で

き
そ

う
な

）
す

き
間

仕
事

が
な

い
」
と

否
定

的
に

捉
え

た
り

、
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
が

わ
か

な
い

場
合

も
多

く
あ

る
。

同
業

他
社

の
取

組
事

例
を

、
な

る
べ

く
多

く
用

意

し
、

必
要

に
応

じ
て

提
供

し
な

が
ら

、
相

談
を

進
め

て
い

っ
た

。
 

●
職

務
の

検
討

に
際

し
て

は
、

ま
ず

事
業

所
側

が
想

定
し

て
い

る
配

属
部

署
を

ベ
ー

ス
に

職
場

を

訪
問

さ
せ

て
い

た
だ

き
、

想
定

業
務

の
内

容
や

執
務

環
境

等
を

確
認

し
な

が
ら

周
辺

業
務

で

追
加

可
能

と
思

わ
れ

る
業

務
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

提
案

し
た

。
 

●
事

務
職

(定
型

作
業

を
中

心
と

し
た

簡
易

事
務

)、
倉

庫
内

補
助

作
業

、
簡

易
事

務

と
環

境
保

全
業

務
の

組
み

合
わ

せ
な

ど
。

 

 
 

□
 
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
し
た
そ
の
他
の
職
務
の
例
（「

着
目

点
、
留
意

点
」に

関
す
る
事
項
が

付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
回

答
）

 

●
一

般
求

人
と

同
等

の
職

務
、

補
助

業
務

 

●
物

流
部

門
で

の
作

業
で

、
現

在
い

る
ベ

テ
ラ

ン
従

業
員

は
検

品
と

梱
包

を
一

括
し

て
行

っ
て

い
る

が
、

発
達

障
害

者
や

精
神

障
害

者
は

検
品

に

対
し

て
プ

レ
ッ

シ
ャ

ー
を

感
じ

や
す

い
こ

と
か

ら
、

分
業

す
る

こ
と

を
提

案
し

た
。

 

●
コ

ン
ビ

ニ
を

運
営

す
る

事
業

所
に

対
し

て
、

同
業

他
社

で
の

取
組

を
紹

介
し

つ
つ

、
清

掃
や

バ
ッ

ク
ヤ

ー
ド

で
の

業
務

等
具

体
的

な
職

務
内

容
の

提
案

を
行

っ
た

。
 

●
ヘ

ア
サ

ロ
ン

店
舗

の
事

務
、

ス
タ

ッ
フ

の
補

助
、

ユ
ニ

フ
ォ

ー
ム

の
洗

濯
 

●
自

社
ビ

ル
の

清
掃

、
デ

ー
タ

の
入

力
作

業
 

●
高

齢
者

施
設

の
事

務
補

助
、

清
掃

、
敷

地
内

植
栽

管
理

 

●
事

務
部

門
で

の
職

務
の

切
り

出
し

 

●
事

務
補

助
作

業
、

清
掃

作
業

、
事

業
所

内
に

あ
る

既
存

の
作

業
か

ら
の

切
り

出
し

 

●
定

型
的

一
般

事
務
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 □
 
職
場
で
の
対
応
の
仕
方

 

●
障

害
特

性
と

職
場

で
の

接
し

方
と

支
援

機
関

の
理

解
に

つ
い

て
 

●
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
お

け
る

リ
ー

ダ
ー

の
た

め
の

ア
サ

ー
テ

ィ
ブ

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
 

●
職

場
で

の
具

体
的

な
支

援
ポ

イ
ン

ト
 

●
障

害
特

性
と

効
果

的
な

か
か

わ
り

方
 

●
障

害
の

あ
る

方
と

働
く
 

●
分

か
り

や
す

い
教

え
方

（
事

例
・演

習
） 

●
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

の
進

め
方

と
ヒ

ン
ト

（
演

習
） 

●
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

技
能

の
向

上
 

●
グ

ル
ー

プ
で

意
見

交
換

（
例

：障
害

者
を

雇
用

す
る

に
あ

た
り

不
安

に
感

じ
る

こ
と

） 
●

体
調

不
良

の
精

神
障

害
の

方
が

久
し

ぶ
り

に
出

勤
し

て
き

た
際

の
声

の
か

け
方

（
管

理
者

以
上

を
集

め
て

の
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

） 
●

障
害

の
あ

る
方

と
の

関
わ

り
方

～
○

○
障

害
の

特
性

と
対

応
の

ポ
イ

ン
ト

～
 

●
雇

用
中

の
障

害
者

の
特

徴
、

具
体

的
な

エ
ピ

ソ
ー

ド
と

そ
れ

に
対

す
る

合
理

的
配

慮
に

つ
い

て
講

義
、

質
疑

応
答

を
含

め
1

時
間

程
度

の
研

修
を

実
施

. 
●

発
達

障
害

者
の

在
職

者
が

い
る

事
業

所
に

つ
い

て
、

ご
本

人
の

復
職

時
に

講
義

を
行

っ
た

。
現

場
で

ご
本

人
と

一
緒

に
働

く
方

、
上

司
に

対
し

て
、

一
般

的
な

発
達

障
害

の
特

性
に

つ
い

て
の

講
義

を
行

っ
た

。
ま

た
、

当
該

障
害

者
の

特
性

と
配

慮
事

項
に

つ
い

て
、

人
事

部
と

協
力

し
て

講
義

を
行

っ
た

。
講

義
終

了
後

は
意

見
交

換
を

行
い

、
現

場
で

の
困

り
ご

と
に

つ
い

て
共

有
し

た
。

 
●

精
神

障
害

者
の

在
職

者
が

い
る

事
業

所
に

つ
い

て
、

ご
本

人
の

部
署

異
動

時
に

講
義

を
行

っ
た

。
現

場
で

ご
本

人
と

一
緒

に
働

く
方

、
上

司
に

対
し

て
、

一
般

的
な

精
神

障
害

の
特

性
及

び
ご

本
人

の
病

気
（
統

合
失

調
症

）
に

つ
い

て
講

義
を

行
っ

た
。

ま
た

、
当

該
障

害
者

の
特

性
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

、
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
と

協
力

し
て

講
義

を
行

っ
た

。
講

義
終

了
後

は
、

現
場

で
懸

念
さ

れ
る

点
に

つ
い

て
参

加
者

か
ら

意
見

を
募

り
、

対
応

方
法

に
つ

い
て

話
合

い
を

行
っ

た
。

 
●

在
職

中
の

社
員

が
う

つ
病

で
休

職
と

な
り

、
同

時
期

に
発

達
障

害
の

診
断

も
受

け
た

た
め

、
復

職
の

際
に

発
達

障
害

の
特

性
及

び
配

慮
事

項
の

説
明

を
実

施
。

そ
の

後
、

社
員

の
方

と
意

見
交

換
を

行
っ

た
。

 
●

障
害

者
雇

用
の

考
え

方
～

精
神

障
害

者
の

雇
用

継
続

と
職

場
定

着
支

援
～

 
●

精
神

障
害

・発
達

障
害

に
つ

い
て

～
障

害
の

基
礎

知
識

と
と

も
に

働
く
ポ

イ
ン

ト
～

 
●

精
神

障
害

者
の

障
害

特
性

と
職

場
定

着
の

進
め

方
 

●
高

次
脳

機
能

障
害

の
あ

る
方

の
特

性
と

関
わ

り
方

に
つ

い
て

 
●

高
次

脳
機

能
障

害
で

休
職

し
、

配
置

転
換

で
復

職
し

た
方

に
つ

い
て

、
同

じ
部

署
で

働
く
社

員
向

け
に

特
性

と
配

慮
事

項
を

説
明

。
そ

の
後

、
現

場
で

の
対

応
で

困
っ

て
い

る
事

な
ど

意
見

交
換

し
、

対
応

方
法

を
助

言
。

 
●

て
ん

か
ん

の
対

処
法

 

 □
 
そ
の
他

 

●
職

務
設

定
の

考
え

方
 

●
障

害
者

雇
用

を
一

歩
進

め
る

た
め

に
～

職
務

の
切

り
出

し
・
活

用
で

き
る

支
援

を
知

る
～

 
●

障
害

特
性

と
配

慮
事

項
、

職
務

内
容

創
出

 
●

職
務

創
出

の
ヒ

ン
ト

 
●

機
構

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

各
種

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
 

●
色

々
な

職
場

で
活

躍
す

る
障

害
者

（
雇

用
事

例
紹

介
）
 

●
障

害
者

雇
用

の
進

め
方

～
障

害
者

雇
用

の
ス

テ
ッ

プ
と

そ
れ

ぞ
れ

の
ポ

イ
ン

ト
～

 
●

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
た

め
に

 
●

障
害

者
雇

用
管

理
全

般
 

●
障

害
者

雇
用

と
職

場
定

着
に

向
け

て
 

●
障

害
者

雇
用

の
基

礎
知

識
 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
の

業
務

概
要

、
一

般
的

な
障

害
特

性
、

職
場

で
の

対
応

方
法

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

事
例

紹
介

等
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
所

の
ニ

ー
ズ

に
合

わ
せ

て
、

内
容

を
組

み
合

わ
せ

て
講

義
を

行
っ

た
。

 
●

医
療

・介
護

業
務

に
お

け
る

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
 

●
「
企

業
を

取
り

巻
く
障

害
者

雇
用

の
状

況
と

障
害

特
性

へ
の

配
慮

」
と

い
う

よ
う

な
テ

ー
マ

で
実

施
す

る
こ

と
が

多
い

で
す

が
、

ニ
ー

ズ
に

応
じ

て
配

分
を

変
え

る
、

特
定

の
障

害
に

重
点

を
置

い
て

説
明

す
る

な
ど

オ
ー

ダ
ー

メ
イ

ド
で

対
応

し
て

い
る

こ
と

を
強

調
し

て
い

ま
す

。
 

●
障

害
者

雇
用

の
啓

発
や

障
害

へ
の

理
解

促
進

を
目

的
と

し
た

も
の

が
中

心
。

障
害

者
雇

用
率

、
全

国
や

地
域

の
障

害
者

雇
用

の
情

勢
、

障
害

の
種

類
、

障
害

の
一

般
的

特
性

や
関

わ
り

方
、

就
労

支
援

機
関

等
を

説
明

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

（
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

法
律

、
制

度
、

な
ぜ

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

の
か

、
利

用
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

、
参

加
者

同
士

で
自

分
が

所
属

し
て

い
る

部
署

で
採

用
が

検
討

で
き

そ
う

な
職

務
を

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
形

式
で

検
討

し
て

い
た

だ
い

た
） 

  
 

 

□
 
障
害
特
性
、
配
慮
事
項

 

●
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

 
●

障
害

特
性

と
配

慮
事

項
 

●
障

害
特

性
、

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
つ

い
て

 
●

各
障

害
に

応
じ

た
配

慮
事

項
な

ど
 

●
障

害
別

の
特

性
及

び
配

慮
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

障
害

特
性

の
理

解
（管

理
者

、
一

般
社

員
、

指
導

者
、

障
害

者
そ

れ
ぞ

れ
向

け
） 

●
障

害
特

性
と

雇
用

管
理

の
ポ

イ
ン

ト
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
概

要
と

障
害

特
性

に
つ

い
て

説
明

 
●

障
害

特
性

に
つ

い
て

（
依

頼
に

も
と

づ
き

調
整

） 
●

障
害

特
性

に
つ

い
て

 
●

一
般

的
な

障
害

特
性

と
、

対
応

の
ポ

イ
ン

ト
 

●
障

害
の

基
礎

知
識

、
障

害
に

よ
る

特
性

と
対

応
方

法
 

●
障

害
特

性
と

対
応

方
法

に
つ

い
て

 
●

障
害

別
の

特
性

と
具

体
的

な
配

慮
の

方
法

、
社

内
体

制
の

構
築

方
法

 
●

障
害

者
雇

用
の

基
礎

知
識

、
リ

ワ
ー

ク
支

援
の

活
用

に
つ

い
て

、
ラ

イ
ン

ケ
ア

の
要

（気
づ

き
力

を
高

め
る

） 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

及
び

身
体

障
害

者
（
視

覚
障

害
、

肢
体

不
自

由
者

）
の

障
害

特
性

に
応

じ
た

配
慮

事
項

に
つ

い
て

 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

及
び

発
達

障
害

及
び

発
達

障
害

が
疑

わ
れ

る
職

員
へ

の
配

慮
の

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

 
●

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
～

障
害

の
基

礎
知

識
と

と
も

に
働

く
ポ

イ
ン

ト
～

 
●

障
害

者
の

雇
用

・
職

場
定

着
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

障
害

特
性

と
職

場
に

お
け

る
配

慮
事

項
 

●
障

害
理

解
の

た
め

の
研

修
会

 
···
発

達
障

害
、

知
的

障
害

、
精

神
障

害
に

関
す

る
内

容
 

●
障

害
者

雇
用

と
職

場
定

着
に

向
け

て
 

···
障

害
者

雇
用

の
進

め
方

、
知

的
障

害
、

精
神

障
害

、
発

達
障

害
に

関
す

る
内

容
 

●
会

社
か

ら
オ

ー
ダ

ー
が

あ
っ

た
障

害
に

つ
い

て
の

特
性

説
明

(身
体

、
精

神
) 

●
精

神
障

害
、

発
達

障
害

、
知

的
障

害
、

高
次

脳
機

能
障

害
の

特
性

と
効

果
的

な
環

境
調

整
、

配
慮

が
望

ま
れ

る
事

項
等

に
つ

い
て

（
事

業
所

の
ニ

ー
ズ

に
よ

っ
て

必
要

な
内

容
を

組
み

合
わ

せ
て

実
施

） 
●

障
害

特
性

は
す

べ
て

の
障

害
。

精
神

・発
達

障
害

が
多

い
わ

け
で

は
な

い
。

 
●

一
般

的
な

障
害

特
性

に
つ

い
て

（
知

的
、

精
神

、
発

達
） 

●
障

害
の

特
性

・配
慮

事
項

に
つ

い
て

（
知

的
・
精

神
・
発

達
） 

●
知

的
障

害
・発

達
障

害
の

障
害

特
性

と
対

応
 

●
知

的
障

害
・発

達
障

害
・
精

神
障

害
の

障
害

特
性

と
対

応
方

法
 

●
知

的
障

害
、

発
達

障
害

、
精

神
障

害
者

な
ど

の
障

害
特

性
に

関
す

る
解

説
 

●
知

的
障

害
者

の
障

害
特

性
・配

慮
 

●
知

的
障

害
、

発
達

障
害

の
特

性
と

職
業

的
課

題
 

●
知

的
障

害
の

特
性

と
雇

用
管

理
 

●
知

的
障

害
の

特
性

と
対

応
に

つ
い

て
 

●
知

的
障

害
者

の
障

害
特

性
と

対
応

法
に

つ
い

て
 

●
知

的
障

害
の

特
性

と
配

慮
事

項
 

●
精

神
疾

患
の

基
礎

知
識

と
職

場
復

帰
の

際
の

会
社

の
対

応
・
配

慮
 

●
精

神
、

発
達

障
害

の
特

性
や

対
応

に
つ

い
て

 
●

精
神

・発
達

障
害

の
あ

る
従

業
員

の
対

応
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

障
害

特
性

と
対

応
···
精

神
障

害
を

中
心

と
し

た
内

容
 

●
発

達
障

害
の

特
性

と
接

し
方

の
ポ

イ
ン

ト
に

つ
い

て
 

●
発

達
障

害
の

あ
る

方
の

職
場

で
の

特
性

を
見

え
る

化
す

る
～

情
報

処
理

過
程

に
お

け
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
視

点
紹

介
～

 
●

発
達

障
害

者
の

障
害

特
性

と
雇

用
管

理
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

発
達

障
害

の
特

性
と

雇
用

管
理

 
●

発
達

障
害

者
の

障
害

特
性

と
対

応
法

に
つ

い
て

 
●

発
達

障
害

・精
神

障
害

の
特

性
な

ど
、

障
害

特
性

に
つ

い
て

の
理

解
を

深
め

る
研

修
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

－
発

達
障

害
の

方
を

中
心

に
－

 
●

障
害

者
雇

用
（精

神
障

害
、

発
達

障
害

）～
は

じ
め

か
ら

わ
か

る
障

害
者

雇
用

～
 

●
障

害
特

性
の

理
解

（精
神

障
害

及
び

発
達

障
害

の
特

性
と

配
慮

事
項

） 
●

高
次

脳
機

能
障

害
に

つ
い

て
 

●
高

次
脳

機
能

障
害

の
特

性
と

配
慮

事
項

 

  
 

− 187 −



 

□
 
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
経
営
層
の
理
解
促
進

 

●
上

層
部

に
対

し
て

の
障

害
者

雇
用

の
理

解
促

進
 

●
経

営
層

や
管

理
職

員
の

た
め

の
理

解
促

進
。

 
●

役
員

に
障

害
者

雇
用

の
大

切
さ

を
知

っ
て

も
ら

う
／

リ
ー

ダ
ー

ク
ラ

ス
や

、
一

緒
に

働
く
人

に
障

害
者

雇
用

へ
の

抵
抗

感
を

減
ら

す
目

的
、

或
い

は
一

緒
に

働
く
た

め
の

心
構

え
づ

く
り

／
一

緒
に

は
働

か
な

い
も

の
の

、
社

内
の

障
害

者
雇

用
へ

の
理

解
を

促
し

、
受

入
れ

に
関

す
る

雰
囲

気
を

受
容

的
に

す
る

た
め

。
 

●
企

業
上

層
部

の
理

解
促

進
、

意
識

の
醸

成
。

 
●

経
営

幹
部

、
配

属
先

の
社

員
へ

の
障

害
者

に
対

す
る

理
解

促
進

（雇
用

前
）
。

 
●

事
業

所
幹

部
職

員
へ

の
啓

発
 

 □
 
職
場
の
雇
用
管
理
ノ
ウ
ハ
ウ
、
具
体
的
接
し
方
の
理
解
、
演
習

 

●
障

害
者

を
各

店
舗

で
雇

用
し

て
い

る
事

業
主

で
あ

り
、

各
店

長
へ

の
知

識
付

与
及

び
対

応
ス

キ
ル

の
向

上
を

意
図

し
て

い
た

。
 

●
在

職
障

害
者

支
援

：在
職

し
て

い
る

方
の

障
害

特
性

に
特

化
し

た
特

性
や

特
徴

、
関

わ
り

方
を

知
り

た
い

。
 

●
現

場
担

当
者

へ
の

関
わ

り
方

の
理

解
と

サ
ポ

ー
ト

の
協

力
依

頼
。

 
●

障
害

に
つ

い
て

、
正

し
い

知
識

を
理

解
す

る
。

 
●

障
害

者
と

一
緒

に
働

く
こ

と
に

つ
い

て
、

社
員

の
不

安
軽

減
を

図
る

。
 

●
直

接
接

す
る

現
場

担
当

社
員

を
対

象
と

し
、

障
害

に
関

す
る

知
識

を
付

与
す

る
こ

と
で

、
不

安
の

軽
減

を
図

る
こ

と
。

 
●

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
に

つ
い

て
は

、
精

神
障

害
の

方
と

の
関

わ
り

方
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

職
員

が
ど

の
よ

う
に

取
っ

て
い

る
の

か
を

事
業

所
人

事
が

把
握

す
る

こ
と

、
ま

た
、

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
に

よ
っ

て
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

取
る

と
い

う
こ

と
の

意
識

向
上

。
 

●
現

場
の

不
安

軽
減

、
受

入
れ

態
勢

づ
く
り

。
 

●
障

害
特

性
に

つ
い

て
理

解
促

進
（
精

神
障

害
、

発
達

障
害

、
知

的
障

害
、

聴
覚

障
害

、
身

体
障

害
等

）。
 

●
人

事
担

当
者

、
指

導
担

当
者

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
（面

接
、

面
談

、
関

わ
り

方
等

）
。

 
●

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

活
性

化
、

社
員

相
互

の
理

解
促

進
。

 
●

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

支
援

を
通

じ
、

事
業

所
の

管
理

者
は

本
人

の
特

徴
に

つ
い

て
あ

る
程

度
把

握
が

で
き

た
が

、
実

際
に

現
場

で
働

く
同

僚
社

員
が

対
応

方
法

に
悩

ん
で

い
た

た
め

、
具

体
的

な
エ

ピ
ソ

ー
ド

を
基

に
接

し
方

に
理

解
を

深
め

た
い

ニ
ー

ズ
が

あ
っ

た
。

 
●

採
用

を
前

提
と

し
て

職
場

実
習

を
行

っ
た

が
、

特
に

事
前

の
情

報
等

が
な

い
ま

ま
で

受
け

入
れ

た
た

め
、

当
該

障
害

者
の

特
性

等
へ

の
対

応
に

予
想

以
上

に
苦

慮
し

た
こ

と
か

ら
、

障
害

に
関

す
る

正
確

な
知

識
と

そ
れ

ら
を

踏
ま

え
た

適
切

な
対

応
方

法
等

を
上

層
部

や
関

係
す

る
従

業
員

で
共

有
す

べ
き

と
考

え
た

。
 

●
障

害
特

性
の

理
解

や
配

慮
事

項
の

協
力

を
現

場
の

従
業

員
に

促
す

こ
と

。
加

え
て

、
普

段
接

す
る

社
員

の
困

り
感

を
把

握
し

、
対

応
方

法
を

助
言

す
る

こ
と

で
、

障
害

の
あ

る
従

業
員

の
雇

用
管

理
に

役
立

て
る

こ
と

を
ね

ら
い

と
し

た
。

 
●

受
入

れ
職

場
の

負
担

軽
減

。
 

●
受

入
れ

現
場

の
不

安
の

解
消

。
 

●
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
係

る
基

幹
職

の
知

識
や

対
応

力
の

向
上

。
 

●
雇

用
障

害
者

の
配

属
先

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

へ
の

知
識

付
与

（
雇

用
前

）
。

 
●

管
理

職
を

対
象

と
し

て
、

障
害

者
雇

用
の

意
義

・
必

要
性

の
理

解
及

び
現

に
雇

用
し

て
い

る
視

覚
障

害
者

等
へ

の
配

慮
事

項
を

学
ん

で
い

た
だ

く
こ

と
。

 
●

発
達

障
害

者
と

と
も

に
働

く
上

司
、

同
僚

等
に

対
し

て
、

障
害

特
性

及
び

配
慮

事
項

に
つ

い
て

適
切

な
理

解
を

促
す

こ
と

。
 

●
新

規
雇

用
も

し
く
は

雇
用

中
の

障
害

者
の

障
害

特
性

や
配

慮
事

項
に

つ
い

て
、

管
理

職
及

び
上

司
、

同
僚

社
員

の
意

識
向

上
を

図
る

た
め

。
 

●
既

に
接

し
て

い
る

、
あ

る
い

は
今

後
接

す
る

こ
と

に
な

る
障

害
者

に
つ

い
て

、
障

害
特

性
と

特
性

に
応

じ
た

対
応

方
法

を
理

解
す

る
こ

と
で

、
職

場
の

従
業

員
が

安
心

し
て

障
害

者
と

働
く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
り

、
結

果
と

し
て

障
害

者
が

継
続

的
に

働
け

る
よ

う
に

な
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
た

。
 

●
す

で
に

内
定

し
て

い
る

対
象

者
と

似
た

よ
う

な
事

例
を

説
明

し
て

、
職

場
で

の
対

応
の

具
体

的
な

感
触

を
つ

か
ん

で
い

た
だ

く
。

障
害

の
知

識
に

つ
い

て
は

、
対

応
し

て
み

な
い

と
分

か
ら

な
い

こ
と

も
多

い
が

、
コ

ン
パ

ク
ト

に
分

か
り

や
す

く
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

し
た

。
 

●
発

達
障

害
者

が
ス

ム
ー

ズ
に

復
職

し
、

現
場

に
定

着
す

る
こ

と
。

ま
た

、
従

業
員

の
発

達
障

害
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
こ

と
。

 
●

精
神

障
害

者
が

現
場

に
定

着
す

る
こ

と
。

ま
た

、
従

業
員

の
精

神
障

害
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
こ

と
。

 
●

採
用

し
た

障
害

者
の

特
性

や
雇

用
管

理
の

ポ
イ

ン
ト

を
説

明
し

た
。

 
●

現
場

の
理

解
促

進
（採

用
後

）
。

 
●

雇
用

し
て

い
る

障
害

者
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
。

 
●

障
害

者
と

一
緒

に
働

く
上

司
・同

僚
な

ど
、

従
業

員
の

サ
ポ

ー
ト

力
の

向
上

。
 

 □
 
そ
の
他

 

●
会

社
内

だ
け

で
は

情
報

や
支

援
方

法
の

検
討

が
限

ら
れ

る
た

め
、

各
種

支
援

制
度

や
情

報
、

資
料

の
探

し
方

を
知

っ
て

も
ら

う
。

 
●

合
理

的
配

慮
の

提
供

、
セ

ル
フ

ケ
ア

・
ラ

イ
ン

ケ
ア

、
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

の
推

進
。

 
●

新
設

の
特

例
子

会
社

の
支

援
員

（
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

つ
い

て
は

未
経

験
者

）
に

対
す

る
障

害
特

性
の

理
解

促
進

（雇
用

と
同

時
）。

 
●

在
職

者
（
発

達
障

害
）
の

特
性

・配
慮

事
項

に
つ

い
て

。
 

●
大

企
業

で
は

自
社

雇
用

だ
け

で
雇

用
率

達
成

が
難

し
い

こ
と

を
想

定
し

、
依

頼
元

の
事

業
所

担
当

者
だ

け
で

な
く
関

連
会

社
等

で
も

障
害

者
雇

用
を

す
す

め
る

た
め

、
関

連
会

社
の

責
任

者
、

人
事

担
当

者
な

ど
も

集
め

障
害

特
性

や
障

害
者

雇
用

の
社

会
的

意
義

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
た

。
 

●
適

切
な

雇
用

管
理

 

 
 

 

問
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の
回

答
の

詳
細
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自
由

記
述

（
50

の
地
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セ

ン
タ
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が

回
答

） 
（
事

業
主

に
と

っ
て

の
）
研

修
の

ね
ら

い
 

 □
 
障
害
者
雇
用

に
向
け
た

社
内

の
理
解
促

進
 

●
こ

れ
ま

で
の

身
体

障
害

者
中

心
の

雇
用

か
ら

、
精

神
障

害
・
発

達
障

害
な

ど
の

障
害

者
の

雇
用

を
考

え
た

い
。

 
●

従
業

員
の

障
害

者
雇

用
、

障
害

特
性

等
に

つ
い

て
の

理
解

促
進

、
障

害
者

雇
用

の
促

進
の

た
め

の
土

台
づ

く
り

。
 

●
社

内
の

全
部

署
に

対
し

て
の

研
修

だ
っ

た
た

め
、

障
害

者
雇

用
を

進
め

て
い

く
う

え
で

、
な

ぜ
進

め
て

い
く
必

要
が

あ
る

の
か

法
律

面
や

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
の

観
点

を
理

解
し

て
も

ら
う

。
 

●
現

場
で

雇
用

さ
れ

て
い

る
障

害
者

の
一

般
的

な
障

害
特

性
を

知
っ

て
も

ら
い

つ
つ

、
今

後
の

新
規

採
用

者
の

受
入

れ
時

に
確

認
が

必
要

な
人

事
側

、
現

場
側

そ
れ

ぞ
れ

で
の

支
援

方
法

の
ポ

イ
ン

ト
を

伝
え

、
受

入
れ

態
勢

の
基

盤
を

整
え

て
も

ら
う

。
 

●
事

業
所

総
務

部
の

依
頼

を
受

け
て

、
障

害
者

雇
用

の
目

的
、

知
的

障
害

者
と

一
緒

に
働

く
ポ

イ
ン

ト
を

講
義

し
た

。
事

業
所

と
し

て
は

、
当

セ
ン

タ
ー

の
講

義
に

よ
り

、
「
障

害
者

雇
用

は
社

と
し

て
取

り
組

む
こ

と
」
を

周
知

し
た

か
っ

た
よ

う
で

あ
る

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
対

す
る

社
内

気
運

の
醸

成
と

理
解

の
促

進
。

 
●

障
害

者
雇

用
を

進
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

に
つ

い
て

、
社

員
（管

理
職

を
含

む
）の

理
解

促
進

を
図

る
。

 
●

人
事

部
門

が
社

内
研

修
を

企
画

す
る

こ
と

に
よ

り
、

組
織

的
に

障
害

者
雇

用
を

進
め

て
い

る
こ

と
を

伝
え

る
。

 
●

管
理

職
を

対
象

と
し

た
意

識
の

醸
成

。
 

●
広

く
社

内
に

障
害

者
雇

用
の

必
要

性
を

示
す

こ
と

、
障

害
理

解
を

深
め

る
こ

と
を

ね
ら

い
と

す
る

。
 

●
は

じ
め

て
の

障
害

者
雇

用
の

理
解

促
進

。
 

●
障

害
者

雇
用

を
各

部
署

で
進

め
て

い
く
た

め
、

管
理

職
等

を
対

象
に

、
障

害
者

雇
用

に
対

す
る

理
解

を
促

す
。

 
●

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

理
解

促
進

（管
理

職
向

け
、

現
場

ス
タ

ッ
フ

向
け

）。
 

●
社

員
の

理
解

促
進

。
 

●
社

内
の

コ
ン

セ
ン

サ
ス

を
確

立
さ

せ
る

た
め

。
 

●
従

業
員

へ
の

障
害

者
雇

用
の

意
識

向
上

。
 

●
障

害
者

社
員

に
対

す
る

従
業

員
の

理
解

と
意

識
向

上
。

 
●

同
僚

や
上

司
へ

の
理

解
促

進
。

 
●

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
従

業
員

の
意

識
付

け
、

基
礎

知
識

の
理

解
。

 
●

管
理

職
又

は
受

入
れ

職
場

の
障

害
者

雇
用

の
啓

発
。

 
●

企
業

全
体

の
障

害
者

雇
用

の
啓

発
。

 
●

障
害

特
性

や
接

し
方

の
留

意
点

に
つ

い
て

現
場

の
従

業
員

が
理

解
す

る
こ

と
。

 
●

障
害

者
雇

用
の

基
本

的
な

知
識

に
つ

い
て

の
周

知
。

 
●

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
上

で
の

制
度

や
障

害
に

つ
い

て
の

知
識

付
与

。
 

●
社

内
コ

ン
セ

ン
サ

ス
の

形
成

、
新

規
受

入
れ

又
は

既
に

雇
入

れ
を

し
て

い
る

部
署

の
障

害
理

解
、

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

等
担

当
者

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
、

人
事

部
等

が
行

う
現

場
サ

ポ
ー

ト
の

一
環

。
 

●
受

入
れ

に
当

た
っ

て
、

社
内

で
障

害
に

対
す

る
共

通
理

解
を

す
る

。
 

●
既

に
雇

用
さ

れ
て

い
る

障
害

の
あ

る
方

へ
の

事
業

所
内

の
理

解
促

進
。

 
●

既
に

雇
用

し
て

い
る

複
数

の
精

神
障

害
の

あ
る

従
業

員
へ

の
雇

用
管

理
の

た
め

、
中

間
管

理
職

層
に

対
す

る
研

修
の

実
施

。
 

●
初

め
て

発
達

障
害

者
を

雇
用

す
る

事
業

所
に

対
し

て
、

一
般

的
な

特
性

に
つ

い
て

理
解

し
て

も
ら

い
、

指
示

の
出

し
方

等
を

検
討

し
て

い
た

だ
く

た
め

。
 

●
厳

し
い

職
場

環
境

で
、

な
ぜ

障
害

者
を

雇
用

し
な

い
と

い
け

な
い

の
か

を
、

社
員

に
う

ま
く
伝

え
て

ほ
し

い
と

い
う

ニ
ー

ズ
が

年
々

高
ま

っ
て

い
る

。
 

●
従

業
員

に
対

す
る

障
害

者
雇

用
へ

の
啓

発
や

、
障

害
へ

の
理

解
促

進
（
障

害
に

つ
い

て
基

本
的

な
知

識
や

関
わ

り
方

を
従

業
員

に
知

っ
て

も
ら

う
）
が

主
目

的
。

 
●

障
害

者
を

雇
用

す
る

上
で

、
他

部
署

の
従

業
員

も
含

め
て

一
般

的
な

障
害

特
性

等
の

知
識

と
接

し
方

を
習

得
す

る
。

 
●

職
員

の
障

害
者

雇
用

に
対

す
る

意
識

向
上

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
社

内
の

理
解

促
進

。
 

●
新

規
採

用
に

向
け

た
準

備
。

 
●

障
害

者
全

般
、

も
し

く
は

特
定

の
障

害
特

性
を

理
解

し
て

も
ら

い
、

受
入

れ
体

制
の

整
備

の
た

め
。

 
●

今
後

、
雇

用
す

る
か

も
知

れ
な

い
障

害
種

別
に

つ
い

て
理

解
す

る
。

 
●

自
社

の
雇

用
管

理
能

力
の

向
上

。
 

 □
 
雇
用
開
発
・

職
務
創
出

 

●
事

業
所

が
既

に
担

当
職

務
の

リ
ス

ト
（
案

）
を

作
成

し
て

い
た

た
め

、
そ

れ
を

も
と

に
相

談
を

実
施

。
 

●
職

務
の

切
り

出
し

 
●

障
害

者
の

新
規

雇
入

れ
に

係
る

職
務

内
容

の
選

定
 

 
  

5
 
こ
の
表
の
回
答
の
分
類
及
び
分
類
名
は
、
読
み
易
さ
等
の
配
慮
の
た
め
執
筆
者
が
行
っ
た
整
理
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
複
数
の
回
答
者
が
同
様
の
回
答
記
述

を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
実
を
表
す
た
め
す
べ
て
の
回
答
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
似
た
よ
う
な
回
答
が
重
複
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
 

資
料
４
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
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●
障

害
者

雇
用

の
支

援
で

は
、

就
業

規
則

、
俸

給
表

、
人

事
評

価
、

キ
ャ

リ
ア

コ
ー

ス
等

の
対

応
に

つ
い

て
の

企
業

か
ら

の
質

問
が

、
以

前
よ

り
も

増
え

て
い

る
。

 

●
支

援
機

関
の

活
用

・
登

録
を

望
む

事
業

所
、

個
々

の
特

性
を

把
握

し
た

い
（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
ブ

ッ
ク

や
就

労
パ

ス
ポ

ー
ト

活
用

）

事
業

所
ニ

ー
ズ

は
増

え
て

き
て

い
る

が
、

ご
本

人
側

の
ニ

ー
ズ

・
希

望
や

同
意

と
ど

う
結

び
つ

け
て

い
く
か

が
難

し
い

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
 

●
大

企
業

を
中

心
に

、
障

害
者

雇
用

率
の

引
上

げ
や

雇
用

ノ
ウ

ハ
ウ

の
蓄

積
、

一
般

社
員

も
含

め
生

産
性

や
働

き
や

す
さ

の
向

上
、

ダ
イ

バ
ー

シ

テ
ィ

の
推

進
と

い
っ

た
動

き
が

加
速

し
、

障
害

者
の

雇
入

れ
か

ら
定

着
ま

で
企

業
自

身
の

よ
り

主
体

的
・
積

極
的

な
取

組
も

高
ま

っ
て

い
る

。
そ

の
よ

う
な

企
業

か
ら

の
相

談
に

対
し

て
、

テ
レ

ワ
ー

ク
、

サ
テ

ラ
イ

ト
オ

フ
ィ

ス
、

Ｗ
ｅ
ｂ
会

議
、

Ａ
Ｉ、

ビ
ッ

グ
デ

ー
タ

の
活

用
、

業
務

プ
ロ

セ
ス

の
改

善
な

ど
も

、
障

害
者

雇
用

と
関

わ
り

が
深

く
、

支
援

を
求

め
ら

れ
て

い
る

。
造

詣
の

深
い

各
分

野
の

専
門

家
と

の
連

携
も

必
要

に
な

る
と

思
わ

れ

る
。

 

●
雇

用
障

害
者

の
増

加
に

伴
い

、
在

職
者

に
関

す
る

事
業

主
か

ら
の

相
談

や
、

在
職

障
害

者
か

ら
の

相
談

も
増

え
、

困
難

性
や

緊
急

性
が

高
い

も
の

も
増

え
て

い
る

。
 

●
少

子
化

や
人

手
不

足
の

解
決

策
と

し
て

、
各

社
で

R
P

A
（
Ｒ

o
bo

ti
c
 P

ro
c
e
ss

 A
ut

o
m

at
io

n
）
の

導
入

が
進

め
ら

れ
、

従
来

の
障

害
者

雇
用

の

職
務

が
、

R
P

A
に

よ
る

事
務

部
門

の
自

動
化

・
効

率
化

の
焦

点
と

な
っ

て
い

る
よ

う
に

思
う

。
職

務
開

発
の

考
え

方
、

進
め

方
の

再
検

討
が

求
め

ら
れ

る
時

期
に

来
て

い
る

の
か

も
し

れ
な

い
。

 

●
同

業
他

社
の

見
学

会
や

事
業

主
支

援
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

へ
の

希
望

は
高

い
が

、
ご

案
内

で
き

る
企

業
に

限
り

が
あ

る
地

域
も

あ
る

。
ま

た
、

事
業

主
向

け
の

セ
ミ

ナ
ー

で
あ

る
事

業
主

支
援

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

事
前

に
所

定
の

計
画

・
準

備
が

必
要

だ
が

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
タ

イ

ム
リ

ー
に

即
応

で
き

る
開

催
が

求
め

ら
れ

る
場

合
も

増
え

て
き

た
。

 

●
職

務
開

発
で

、
業

務
リ

ス
ト

を
事

業
所

に
作

成
し

て
い

た
だ

く
場

合
も

多
い

が
、

今
年

度
は

、
作

成
は

し
て

い
た

だ
い

た
も

の
の

、
作

成
後

の
雇

用
に

向
け

た
相

談
に

至
ら

な
か

っ
た

。
 

●
法

定
雇

用
率

の
引

き
上

げ
に

伴
い

、
中

小
企

業
に

お
い

て
も

今
ま

で
以

上
に

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
ま

れ
て

い
る

が
、

大
企

業
と

比
較

す
る

と
、

切
り

出
せ

る
職

務
内

容
が

限
定

さ
れ

る
場

合
が

あ
り

、
求

人
を

出
し

て
も

応
募

が
な

い
と

い
う

状
況

が
続

き
、

結
果

的
に

障
害

者
雇

用
が

進

み
に

く
い

。
 

●
採

用
後

に
発

達
障

害
と

診
断

さ
れ

た
従

業
員

へ
の

対
応

や
、

発
達

障
害

等
が

疑
わ

れ
る

従
業

員
へ

の
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

事
業

所
も

増
え

て
い

る
。

 

●
障

害
者

求
人

は
多

い
が

、
仕

事
内

容
や

給
料

等
の

条
件

が
本

人
の

希
望

と
折

り
合

わ
な

い
場

合
も

あ
り

、
マ

ッ
チ

ン
グ

の
難

し
さ

が
あ

る
。

県

の
中

心
部

か
ら

離
れ

た
地

域
で

は
、

企
業

数
が

少
な

く
、

雇
用

で
き

る
と

こ
ろ

は
す

で
に

雇
用

が
進

み
、

こ
れ

以
上

の
受

入
れ

は
難

し
い

と
こ

ろ

も
あ

る
。

 

●
最

近
の

相
談

内
容

と
し

て
は

、
今

ま
で

か
ら

積
極

的
に

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
か

ら
、

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の

仕
組

み
と

そ
れ

ら
と

連
動

し
た

人
事

評
価

制
度

の
あ

り
方

、
賃

金
体

系
に

対
す

る
助

言
や

他
企

業
で

の
取

組
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

を
、

求
め

ら
れ

る
こ

と
が

増
え

て
き

た
。

 

●
精

神
障

害
者

や
発

達
障

害
者

の
雇

用
は

徐
々

に
進

ん
で

き
て

い
る

。
 

●
一

方
で

、
職

務
内

容
や

面
接

時
に

適
切

な
配

慮
事

項
を

事
業

所
側

が
把

握
で

き
て

い
な

い
等

に
よ

り
、

マ
ッ

チ
ン

グ
が

図
れ

て
い

な
い

状
況

も

う
か

が
え

る
。

ま
た

、
こ

れ
ま

で
連

携
を

図
っ

て
い

た
地

域
の

支
援

機
関

の
中

に
、

拠
点

と
な

る
就

労
移

行
支

援
事

業
の

休
止

あ
る

い
は

廃
止

と

な
る

事
業

所
が

出
て

き
て

お
り

、
就

職
後

の
定

着
支

援
や

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
協

同
支

援
も

困
難

な
場

合
が

あ
る

等
、

事
業

所
の

支
援

ニ
ー

ズ
に

対
応

が
困

難
な

状
況

も
出

て
き

て
い

る
。

今
後

、
事

業
主

支
援

を
実

施
し

て
い

く
中

で
、

事
業

所
に

雇
用

管
理

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

提
供

し
、

採
用

か
ら

定
着

支
援

ま
で

の
事

業
所

の
主

体
的

な
取

組
は

ま
す

ま
す

重
要

と
な

る
。

併
せ

て
、

関
係

機
関

に
対

し
、

定
着

支
援

に
関

す
る

事
業

主
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

方
法

を
広

く
助

言
し

、
支

援
の

力
量

の
あ

る
支

援
者

だ
け

に
頼

る
よ

り
地

域
の

連
携

や
組

織
力

を
生

か
し

た
支

援
を

意
識

し
て

、
事

業
主

支
援

を
実

践
で

き
る

よ
う

に
支

援
ノ

ウ
ハ

ウ
を

蓄
積

し
て

い
く
ア

プ
ロ

ー
チ

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

●
支

援
機

関
に

対
す

る
期

待
が

高
く
な

っ
て

い
る

の
を

実
感

す
る

が
、

事
業

所
の

取
組

を
検

討
す

る
視

点
が

薄
く
、

本
人

の
課

題
に

つ
い

て
支

援

機
関

に
何

と
か

し
て

ほ
し

い
と

の
要

望
が

強
い

事
業

所
へ

の
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

。
 

●
発

達
障

害
が

疑
わ

れ
る

在
職

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

事
業

主
か

ら
の

相
談

が
増

え
て

い
る

。
 

●
法

定
雇

用
率

が
上

昇
し

続
け

て
い

る
が

、
配

慮
・
支

援
の

必
要

性
が

高
い

求
職

者
、

安
定

出
勤

が
困

難
な

求
職

者
に

つ
い

て
は

、
マ

ッ
チ

ン
グ

や
定

着
が

難
し

い
。

 

●
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
に

同
行

し
、

法
定

雇
用

率
の

未
達

成
企

業
を

訪
問

す
る

と
、

定
型

作
業

が
切

り
出

せ
る

事
業

所
の

障
害

者
雇

用
は

比
較

的
進

ん
で

き
て

い
る

こ
と

が
理

解
で

き
る

。
し

か
し

、
中

小
企

業
を

中
心

に
、

定
型

作
業

が
な

い
こ

と
を

理
由

に
障

害
者

雇
用

が
進

ま
な

い
企

業
が

多

い
。

最
近

相
談

し
た

事
業

所
で

は
、

多
品

種
少

量
生

産
の

製
造

業
、

運
転

手
が

多
い

旅
客

運
送

会
社

等
か

ら
、

職
務

の
切

り
出

し
の

ニ
ー

ズ
を

受
け

た
。

事
例

集
に

も
あ

ま
り

掲
載

さ
れ

て
い

な
い

、
こ

の
よ

う
な

多
様

な
ニ

ー
ズ

も
応

え
、

職
務

設
計

に
関

す
る

効
果

的
な

提
案

を
し

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

●
「
雇

用
し

た
障

害
者

ご
自

身
が

、
障

害
の

意
識

が
あ

ま
り

な
い

」
と

の
こ

と
で

、
職

場
の

社
員

は
疲

弊
し

て
お

り
、

事
業

主
と

し
て

ど
の

よ
う

な
接

し

 

問
20

の
回

答
の

詳
細

 

自
由

記
述

（
46

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

最
近

の
事

業
主

の
実

状
、

地
域

の
障

害
者

雇
用

の
課

題
、

 

支
援

機
関

へ
の

期
待

、
今

後
の

事
業

主
支

援
の

あ
り

方
に

関
す

る
意

見
 

 ●
事

業
主

ご
と

の
障

害
者

雇
用

の
経

験
の

ば
ら

つ
き

が
大

き
い

。
 

●
障

害
者

＝
身

体
障

害
と

イ
メ

ー
ジ

し
て

い
る

事
業

主
の

場
合

、
具

体
的

な
雇

用
の

ス
テ

ッ
プ

へ
進

み
に

く
い

。
 

●
障

害
者

雇
用

の
受

け
入

れ
が

積
極

的
な

企
業

と
、

全
く
進

ん
で

い
な

い
企

業
に

、
二

極
化

し
て

い
る

と
い

う
印

象
が

あ
る

。
 

●
支

援
機

関
や

制
度

の
情

報
自

体
を

知
ら

な
い

会
社

も
見

受
け

ら
れ

る
。

障
害

者
雇

用
を

支
援

す
る

社
会

資
源

が
限

ら
れ

る
地

域
も

あ
る

。
 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
を

は
じ

め
、

支
援

機
関

の
サ

ー
ビ

ス
や

制
度

の
概

要
を

知
っ

て
い

た
だ

く
機

会
が

必
要

。
 

●
障

害
者

雇
用

を
ト

ー
タ

ル
で

相
談

で
き

る
窓

口
を

分
か

り
や

す
く
し

て
ほ

し
い

、
支

援
機

関
が

あ
っ

て
も

仕
組

み
が

分
か

り
に

く
く
相

談
し

に
く
い

と

の
事

業
主

の
声

が
寄

せ
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

 

●
具

体
的

な
求

人
の

作
成

に
苦

慮
す

る
事

業
主

へ
の

対
応

。
人

手
不

足
の

高
齢

者
施

設
等

で
は

、
簡

易
業

務
や

補
助

業
務

で
の

増
員

が
難

し

く
、

直
接

利
用

者
対

応
の

で
き

る
人

材
を

求
め

て
い

る
。

 

●
当

セ
ン

タ
ー

管
内

で
は

、
障

害
者

雇
用

率
の

達
成

を
目

的
と

し
て

、
障

害
者

の
職

務
の

再
設

計
・
開

発
を

含
め

て
検

討
し

て
い

る
事

業
主

は
少

な
く
、

既
存

の
業

務
の

多
少

の
調

整
を

行
う

に
と

ど
ま

っ
て

い
る

。
 

●
事

業
主

の
関

心
や

障
害

者
雇

用
へ

の
取

組
に

は
地

域
差

が
大

き
く
、

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
の

実
状

を
十

分
に

把
握

し
た

上
で

支
援

に
取

り
組

む

必
要

性
を

感
じ

る
。

 

●
社

内
コ

ン
セ

ン
サ

ス
の

形
成

に
係

る
研

修
を

企
業

担
当

者
が

自
ら

行
え

る
よ

う
な

サ
ポ

ー
ト

を
、

地
域

セ
ン

タ
ー

が
行

う
こ

と
も

重
要

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
行

う
こ

と
が

重
要

。
事

業
所

が
「
雇

用
し

な
い

と
い

け
な

い
」
と

い
う

状
況

で
対

面
相

談
ま

で
こ

ぎ

つ
け

る
と

、
1

時
間

程
度

は
事

業
所

と
し

て
の

悩
み

を
話

し
て

く
れ

る
の

で
、

そ
の

悩
み

に
ど

う
応

え
ら

れ
る

か
が

重
要

で
あ

る
。

一
緒

に
悩

み
、

共
同

歩
調

を
取

る
の

が
満

足
度

を
高

め
る

ポ
イ

ン
ト

で
あ

り
、

対
象

者
支

援
と

本
質

は
変

わ
ら

な
い

と
考

え
る

。
「
身

体
障

害
者

が
い

な
い

か
ら

精
神

・発
達

障
害

者
の

雇
用

を
」
と

い
う

提
案

の
仕

方
は

必
ず

し
も

望
ま

し
く
な

い
。

 

●
菅

内
で

は
障

害
者

求
人

に
応

募
す

る
際

に
支

援
機

関
の

担
当

者
の

同
行

を
積

極
的

に
受

け
入

れ
て

く
だ

さ
る

事
業

主
が

増
え

て
お

り
、

地
域

の
資

源
を

活
用

し
て

の
雇

用
に

向
け

た
取

組
は

広
が

っ
て

い
る

よ
う

に
思

う
。

 

●
一

方
で

、
支

援
ニ

ー
ズ

が
増

大
し

て
い

る
精

神
・
発

達
障

害
者

に
対

す
る

事
業

所
の

理
解

は
ま

だ
十

分
で

は
な

く
、

開
示

就
職

が
ス

ム
ー

ズ
に

進
ま

な
い

面
が

あ
る

。
す

で
に

雇
用

し
て

い
る

社
員

の
中

で
障

害
者

雇
用

で
は

な
い

精
神

・
発

達
障

害
者

へ
の

対
応

に
苦

慮
す

る
事

業
所

か
ら

の
相

談
が

あ
り

、
新

規
雇

用
に

積
極

的
に

踏
み

込
め

な
い

と
い

っ
た

相
談

も
増

え
て

い
る

。
従

来
の

単
な

る
「
障

害
者

雇
用

」
と

い
っ

た
切

り
口

だ

け
で

は
対

応
が

難
し

い
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
取

組
み

を
積

極
的

に
行

っ
て

い
る

事
業

所
へ

の
職

場
見

学
や

、
意

見
交

換
の

場
に

ご
協

力
い

た
だ

け
る

よ
う

な
協

力
事

業
主

が
増

え
る

と
よ

い
と

思
わ

れ
る

。
 

●
積

極
的

に
雇

用
を

進
め

よ
う

と
し

て
い

て
も

、
他

社
と

比
較

し
て

給
料

が
安

い
、

交
通

が
不

便
な

ど
労

働
条

件
や

通
勤

手
段

等
の

課
題

に
よ

り
、

求
職

者
の

応
募

が
相

当
少

な
い

事
業

所
も

あ
る

。
 

●
障

害
者

雇
用

の
支

援
者

も
、

Ｉo
Ｔ

等
の

技
術

革
新

の
変

化
に

つ
い

て
い

く
努

力
が

必
要

。
 

●
様

々
な

障
害

に
つ

い
て

基
本

的
な

知
識

を
得

た
い

と
い

う
ニ

ー
ズ

や
、

社
内

に
ま

だ
ま

だ
雇

用
の

必
要

性
が

普
及

し
て

い
な

い
と

い
っ

た
声

も

依
然

と
し

て
多

い
。

 

●
同

業
他

社
の

事
業

主
同

士
の

意
見

交
換

会
を

行
っ

た
が

、
事

業
主

同
士

で
個

別
具

体
的

に
情

報
交

換
や

意
見

交
換

が
で

き
る

場
の

設
定

は

効
果

的
で

あ
っ

た
。

 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
及

び
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
の

連
携

の
下

、
事

業
主

支
援

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

調
整

力
、

交
渉

力
、

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
能

力
等

の
各

リ
テ

ラ
シ

ー
を

、
今

後
も

一
層

伸
ば

し
て

い
き

た
い

。
 

●
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

の
ス

タ
ッ

フ
も

職
務

創
出

の
支

援
を

行
う

場
合

が
あ

る
。

 

●
警

備
、

人
材

派
遣

等
の

中
に

、
職

務
の

提
案

が
し

づ
ら

い
業

種
も

あ
る

。
 

●
中

小
企

業
は

そ
れ

ぞ
れ

に
独

自
性

が
あ

り
、

他
の

企
業

の
雇

用
事

例
な

ど
が

活
用

が
難

し
い

場
合

も
多

い
。

 

●
障

者
雇

用
を

と
り

ま
く

IT
の

変
化

が
早

い
。

テ
レ

ワ
ー

ク
の

雇
用

管
理

等
、

こ
れ

ま
で

必
ず

し
も

求
め

ら
れ

て
こ

な
か

っ
た

助
言

が
、

求
め

ら
れ

て

い
る

。
対

応
で

き
る

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

、
職

業
訓

練
機

関
等

の
技

能
の

専
門

家
と

の
連

携
等

も
今

後
益

々
重

要
。

 

資
料
５
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な
る

ケ
ー

ス
が

散
見

さ
れ

る
（
団

塊
世

代
が

退
職

す
る

時
期

の
た

め
同

様
の

ケ
ー

ス
が

散
見

さ
れ

る
）
。

こ
の

た
め

、
「
障

害
者

の
雇

入
れ

」
の

た

め
の

ノ
ウ

ハ
ウ

・経
験

が
あ

ま
り

な
く
、

「
障

害
者

の
新

規
採

用
」
を

す
る

こ
と

に
不

安
・抵

抗
感

を
持

つ
事

業
所

も
多

い
。

 

●
事

業
主

に
と

っ
て

事
業

主
支

援
を

行
う

支
援

機
関

の
選

択
肢

が
増

え
、

地
域

セ
ン

タ
ー

の
役

割
も

変
化

し
つ

つ
あ

る
。

 

●
中

小
企

業
は

人
員

的
に

一
人

で
完

結
す

る
仕

事
を

求
め

ら
れ

る
た

め
、

事
業

所
に

メ
リ

ッ
ト

が
あ

る
切

り
出

し
は

難
し

い
と

い
う

現
状

が
あ

る
。

障
害

者
雇

用
を

本
当

に
進

め
た

い
と

い
う

気
持

ち
は

、
以

前
よ

り
高

ま
っ

て
き

て
お

り
、

き
ち

ん
フ

ォ
ロ

ー
し

て
い

れ
ば

支
援

関
係

も
続

く
よ

う
に

思
う

。
 

●
入

社
後

に
診

断
を

受
け

た
方

や
、

診
断

は
な

い
も

の
の

障
害

が
疑

わ
れ

る
方

へ
の

対
応

（
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

、
周

囲
と

の
関

係
性

）
に

苦
慮

す
る

と
い

っ
た

相
談

を
事

業
所

か
ら

受
け

る
こ

と
が

増
え

つ
つ

あ
る

。
事

業
所

は
手

帳
の

取
得

や
支

援
者

の
介

入
等

を
希

望
す

る
も

、
ご

本
人

に
抵

抗
等

が
あ

り
、

ま
た

、
支

援
者

か
ら

し
て

も
、

ご
本

人
の

就
業

継
続

が
保

証
さ

れ
て

い
な

い
中

で
、

支
援

介
入

に
難

し
さ

を
感

じ
る

こ
と

が
あ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
進

め
方

や
、

求
人

を
出

し
て

も
充

足
し

な
い

と
い

っ
た

、
事

業
主

か
ら

の
相

談
が

増
加

し
て

い
る

。
 

●
中

小
企

業
は

人
手

不
足

。
戦

力
と

し
て

の
障

害
者

雇
用

を
考

え
て

い
る

が
、

社
内

で
育

て
る

余
裕

が
な

い
。

配
慮

や
支

援
を

必
要

と
し

な
い

障

害
者

の
採

用
が

現
実

的
に

は
難

し
い

こ
と

が
分

か
る

と
、

採
用

に
踏

み
切

れ
な

い
等

の
悩

み
が

あ
る

。
 

●
長

く
雇

用
し

て
き

た
身

体
障

害
者

の
定

年
退

職
に

よ
り

、
実

雇
用

率
の

低
下

に
対

応
す

る
た

め
、

障
害

者
の

新
規

採
用

が
検

討
さ

れ
て

い
る

企

業
が

あ
る

。
現

在
の

障
害

者
の

労
働

市
場

の
状

況
（
身

体
障

害
者

の
応

募
者

が
少

な
い

こ
と

等
）
に

つ
い

て
は

、
人

事
担

当
者

は
理

解
し

て
い

て
も

、
理

解
で

き
る

人
が

社
内

に
少

な
い

た
め

、
採

用
が

進
ん

で
い

な
い

企
業

は
少

な
く
な

い
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
必

要
性

は
理

解
す

る
が

、
職

務
創

出
の

方
法

や
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
、

あ
る

い
は

、
合

理
的

配
慮

と
い

う
言

葉
は

知
っ

て

い
る

が
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
も

の
か

分
か

ら
な

い
、

と
い

う
事

業
所

か
ら

の
相

談
が

増
え

て
い

る
。

 

●
法

律
改

正
後

、
初

め
て

障
害

者
雇

用
を

行
う

事
業

所
か

ら
の

相
談

も
増

え
て

い
る

。
実

習
や

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
制

度
を

利
用

せ
ず

に
早

急
に

雇

用
し

、
後

で
様

々
な

課
題

に
気

づ
い

て
、

相
談

に
つ

な
が

る
ケ

ー
ス

も
増

え
て

い
る

。
 

●
複

数
の

事
業

主
に

発
達

障
害

に
類

似
す

る
特

性
を

有
す

る
従

業
員

の
雇

用
管

理
に

課
題

が
あ

る
。

 

●
中

小
企

業
の

場
合

、
「
切

り
出

し
モ

デ
ル

」
で

は
限

界
が

あ
り

、
雇

用
が

進
み

に
く
い

。
「積

み
上

げ
モ

デ
ル

」
「
特

化
モ

デ
ル

」
を

勧
め

て
い

る
。

 

●
○

○
県

で
は

、
障

害
者

の
雇

用
は

全
国

的
に

は
高

い
が

、
精

神
障

害
者

の
雇

用
は

全
国

と
比

較
す

る
と

遅
れ

て
い

る
。

事
業

主
支

援
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

等
で

、
先

進
的

な
取

組
と

し
て

紹
介

で
き

る
事

業
所

も
少

な
い

。
 

●
職

場
改

善
好

事
例

集
等

の
資

料
は

文
字

数
が

多
く
、

視
覚

的
に

イ
メ

ー
ジ

し
づ

ら
い

も
の

が
多

い
。

ま
た

、
取

組
が

進
ん

で
い

な
い

地
方

都
市

に
お

け
る

中
小

企
業

に
と

っ
て

は
、

障
害

者
雇

用
の

取
組

が
進

ん
で

い
る

大
都

市
の

事
例

は
参

考
に

し
に

く
い

も
の

も
多

い
。

 

●
事

業
主

が
支

援
機

関
に

抱
く
期

待
の

中
に

は
、

「
障

害
者

を
紹

介
し

て
ほ

し
い

」
と

い
う

も
の

が
一

番
で

あ
る

場
合

が
あ

る
。

深
刻

な
人

材
不

足

も
背

景
に

あ
る

も
の

と
思

わ
れ

る
。

 

●
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

と
し

て
、

公
開

求
人

よ
り

非
公

開
求

人
を

希
望

す
る

事
業

所
も

多
い

。
支

援
機

関
が

サ
ポ

ー
ト

し
て

く
れ

る
こ

と
を

期
待

し
て

い

る
も

の
と

推
測

し
て

い
る

。
 

●
職

務
創

出
を

行
い

、
求

人
票

が
作

成
さ

れ
、

募
集

活
動

に
至

っ
て

も
、

求
職

者
の

応
募

が
な

い
事

案
が

散
見

さ
れ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
量

的
進

展
が

み
ら

れ
る

。
そ

の
一

方
で

、
雇

用
さ

れ
た

障
害

者
や

そ
の

家
族

が
、

事
業

主
に

と
っ

て
対

応
が

難
し

い
配

慮
の

要

望
を

強
く
要

望
す

る
等

の
相

談
も

あ
る

。
 

●
障

害
者

雇
用

を
検

討
し

て
求

人
票

を
出

し
て

も
、

人
手

が
集

ま
ら

な
い

事
業

所
か

ら
の

相
談

が
増

え
て

い
る

。
 

●
障

害
者

が
一

般
求

人
へ

応
募

し
、

採
用

さ
れ

る
ケ

ー
ス

は
少

な
く
な

い
。

そ
の

際
、

事
業

主
が

、
障

害
に

配
慮

し
た

教
育

・
指

導
体

制
が

整
え

ら

れ
て

い
な

い
場

合
が

あ
り

、
職

場
定

着
に

課
題

が
出

て
い

る
。

十
分

な
配

慮
が

行
わ

れ
ず

、
仕

事
に

対
す

る
事

業
主

の
要

求
水

準
は

高
く
、

障

害
者

に
と

っ
て

負
荷

が
高

く
、

体
調

悪
化

や
転

職
を

希
望

す
る

場
合

も
あ

る
。

労
働

者
不

足
の

解
消

の
た

め
に

も
、

障
害

者
に

配
慮

し
た

雇
用

の
あ

り
方

を
企

業
が

検
討

し
て

い
た

だ
け

る
よ

う
、

支
援

す
る

こ
と

が
必

要
に

な
っ

て
い

る
。

 

●
企

業
が

持
つ

長
期

的
な

労
働

力
の

確
保

の
ニ

ー
ズ

に
も

つ
な

が
る

、
障

害
者

の
職

場
定

着
に

向
け

た
企

画
書

を
作

成
し

、
提

案
す

る
こ

と
も

必

要
と

考
え

る
。

 

  
 

 

方
を

す
れ

ば
よ

い
か

を
、

事
業

主
か

ら
質

問
さ

れ
る

こ
と

が
あ

っ
た

。
距

離
の

取
り

方
や

、
専

門
家

へ
の

相
談

方
法

等
を

助
言

し
て

い
る

。
 

●
売

り
手

市
場

の
労

働
市

場
の

昨
今

、
雇

入
れ

の
相

談
を

受
け

て
も

応
募

者
の

確
保

が
難

し
く
、

採
用

ま
で

の
支

援
に

つ
な

が
り

に
く
い

状
況

が

あ
る

。
ま

た
、

支
援

機
関

を
活

用
せ

ず
、

準
備

性
も

整
わ

な
い

状
態

で
障

害
者

を
採

用
し

、
採

用
後

に
対

応
に

苦
慮

す
る

事
業

所
は

少
な

く
な

い
。

 

●
発

達
障

害
の

傾
向

の
あ

る
い

わ
ゆ

る
グ

レ
ー

ゾ
ー

ン
の

状
態

の
方

に
対

す
る

事
業

主
の

対
応

に
つ

い
て

、
相

談
を

受
け

る
こ

と
が

あ
る

。
 

●
実

際
に

関
わ

っ
た

中
小

企
業

の
担

当
者

か
ら

は
、

雇
入

れ
の

意
欲

は
あ

っ
て

も
、

単
純

反
復

作
業

や
定

型
作

業
が

切
り

出
せ

な
い

、
長

い
時

間
を

か
け

て
人

を
育

て
る

時
間

的
・
経

済
的

余
裕

が
な

い
、

大
企

業
と

違
っ

て
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
を

聞
い

て
も

義
務

感
し

か
感

じ
ら

れ
な

い

等
の

切
実

な
悩

み
を

聞
く
こ

と
が

多
く
、

事
業

主
支

援
の

課
題

の
ひ

と
つ

で
あ

る
と

感
じ

て
い

る
。

 

●
実

習
等

を
経

ず
に

採
用

と
な

り
、

就
労

後
に

不
適

応
が

生
じ

る
ケ

ー
ス

が
多

い
た

め
支

援
や

関
係

機
関

の
介

入
が

ス
ム

ー
ズ

に
行

え
な

い
事

例
が

あ
る

。
本

採
用

前
に

は
な

る
べ

く
実

習
や

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
等

の
制

度
活

用
を

し
て

も
ら

う
よ

う
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
は

じ
め

関
係

機
関

と
連

携
し

て
周

知
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

段
階

の
事

業
主

と
、

複
数

名
か

つ
数

年
～

1
0

年
以

上
の

雇
用

経
験

の
あ

る
事

業
主

と
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

主
か

ら
の

相
談

、
支

援
の

要
請

が
あ

る
。

各
事

業
主

の
状

況
や

障
害

者
雇

用
に

対
す

る
認

識
を

踏
ま

え
、

事
業

主
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

●
診

断
の

な
い

発
達

障
害

が
疑

わ
れ

る
従

業
員

の
雇

用
管

理
に

関
し

て
、

事
業

主
か

ら
の

相
談

が
増

え
て

い
る

。
事

業
主

へ
の

助
言

に
際

し
て

は
、

人
権

を
一

層
意

識
し

慎
重

に
行

っ
て

い
る

。
 

●
障

害
者

の
求

人
に

対
し

、
求

職
者

、
応

募
者

の
絶

対
数

が
不

足
し

て
い

る
地

域
が

あ
る

。
法

定
雇

用
率

の
達

成
に

向
け

て
採

用
を

急
ぐ

事
業

所
、

職
務

と
の

ミ
ス

マ
ッ

チ
に

悩
む

事
業

所
、

体
調

不
良

に
よ

る
欠

勤
が

目
立

つ
障

害
者

を
雇

用
す

る
事

業
所

な
ど

、
採

用
後

の
不

適
応

の
相

談
も

増
え

て
き

て
い

る
。

戦
力

化
で

き
て

い
な

い
障

害
者

を
雇

用
し

続
け

、
職

場
の

社
員

が
疲

弊
し

て
い

る
事

業
所

も
あ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
関

わ
る

限
ら

れ
た

社
会

資
源

の
中

で
、

地
域

の
就

労
移

行
支

援
事

業
所

、
就

労
定

着
支

援
事

業
所

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
を

実

施
す

る
機

関
と

の
連

携
事

例
が

増
え

、
支

援
方

法
の

共
有

を
目

指
し

て
い

る
。

 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
と

関
係

諸
機

関
が

事
業

所
向

け
の

セ
ミ

ナ
ー

を
多

様
な

内
容

で
開

催
し

て
い

る
。

地
域

セ
ン

タ
ー

の
事

業
主

支
援

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
も

、
テ

ー
マ

設
定

、
企

画
な

ど
に

つ
い

て
こ

れ
ま

で
以

上
に

工
夫

が
必

要
に

な
っ

て
い

る
。

 

●
支

援
機

関
の

サ
ー

ビ
ス

の
あ

り
方

に
対

す
る

事
業

所
か

ら
の

意
見

の
中

に
は

、
障

害
者

と
事

業
所

の
ど

ち
ら

の
側

に
立

っ
て

い
る

の
か

が
イ

メ

ー
ジ

し
に

く
い

と
い

う
も

の
が

あ
っ

た
。

近
年

で
は

、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

み
な

ら
ず

地
方

自
治

体
や

就
労

移
行

支
援

事
業

所
が

、
旧

来
型

の
障

害

者
支

援
の

み
な

ら
ず

、
事

業
所

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
と

い
う

立
ち

位
置

を
明

確
に

し
て

事
業

主
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
、

サ
ー

ビ
ス

を
説

明
す

る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

支
援

の
ツ

ー
ル

に
も

工
夫

を
こ

ら
し

て
い

る
。

 

●
企

業
が

自
社

の
仕

事
で

障
害

者
を

雇
用

し
な

く
て

も
、

外
部

か
ら

障
害

者
向

け
の

仕
事

を
企

業
に

提
供

す
る

民
間

事
業

者
の

進
出

が
見

ら
れ

る
。

障
害

者
に

と
っ

て
働

き
や

す
い

職
場

は
障

害
の

な
い

方
に

と
っ

て
も

働
き

や
す

い
こ

と
、

障
害

者
と

健
常

者
が

一
緒

に
働

く
こ

と
を

当
た

り
前

と
す

る
共

生
社

会
、

ノ
ー

マ
ラ

イ
ゼ

ー
シ

ョ
ン

の
本

来
の

理
念

が
実

現
で

き
て

い
な

い
と

感
じ

て
い

る
。

障
害

の
あ

る
方

と
な

い
方

が
同

じ
職

場
で

働
い

て
い

る
好

事
例

を
社

会
で

共
有

し
て

い
け

る
と

よ
い

。
 

●
初

め
て

精
神

障
害

者
や

発
達

障
害

者
を

雇
用

す
る

場
合

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

研
修

依
頼

が
増

加
し

て
い

る
。

併
せ

て
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
を

活
用

す
る

場
合

が
多

い
が

、
作

業
支

援
よ

り
も

生
活

支
援

を
中

心
と

す
る

場
合

も
増

え
て

い
る

（
知

的
障

害
者

の
支

援
件

数
が

減
少

し
、

精
神

、
発

達
の

支
援

件
数

が
増

加
）。

 

●
県

全
体

の
雇

用
率

は
○

○
％

と
高

い
が

、
達

成
企

業
割

合
は

○
○

％
と

、
支

援
が

必
要

な
事

業
主

は
多

い
。

 

●
障

害
者

の
雇

用
経

験
の

な
い

事
業

主
の

中
に

は
、

初
め

は
身

体
障

害
者

を
採

用
し

た
い

と
言

わ
れ

る
と

こ
ろ

も
多

い
。

 

●
法

定
雇

用
率

の
引

上
げ

に
伴

っ
て

、
中

小
事

業
主

に
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

説
明

す
る

機
会

が
増

え
て

い
る

。
障

害
の

な
い

従
業

員
の

確
保

も
難

し
い

状
況

の
企

業
も

多
く
、

障
害

者
の

雇
入

れ
は

積
極

的
で

あ
る

一
方

、
マ

ン
パ

ワ
ー

の
問

題
で

十
分

な
配

慮
が

な
さ

れ
ず

、
早

期
に

退

職
し

て
し

ま
う

ケ
ー

ス
も

あ
る

。
 

●
精

神
障

害
者

や
発

達
障

害
者

の
雇

用
に

つ
い

て
も

、
以

前
よ

り
は

相
談

の
テ

ー
ブ

ル
に

乗
ろ

う
と

い
う

事
業

主
は

増
え

て
い

る
。

し
か

し
従

来

の
、

初
め

て
の

障
害

者
雇

用
＝

身
体

障
害

者
雇

用
と

い
う

認
識

の
企

業
は

、
現

代
で

も
あ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
特

性
に

配
慮

し
て

職
務

を
工

夫
す

る
よ

り
も

、
既

存
業

務
へ

の
あ

て
は

め
の

イ
メ

ー
ジ

は
ま

だ
強

く
、

業
務

の
切

り
出

し
、

あ
る

い
は

特
性

を
生

か
し

た
職

務
創

出
な

ど
の

提
案

に
は

、
仕

事
を

増
や

す
＝

人
件

費
が

余
計

に
か

か
る

、
企

業
経

営
と

し
て

成
立

し
な

い

と
の

意
見

も
、

根
強

く
あ

る
。

 

●
障

害
者

の
雇

用
の

メ
リ

ッ
ト

に
つ

い
て

は
、

健
康

な
職

場
環

境
へ

の
寄

与
や

従
業

員
の

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

ア
ッ

プ
な

ど
の

事
例

は
聴

く
が

、
ス

ト

レ
ー

ト
に

利
潤

へ
の

好
影

響
の

事
例

は
、

数
多

く
あ

る
事

例
の

中
で

も
見

聞
き

し
た

こ
と

が
あ

ま
り

な
い

。
シ

ビ
ア

な
経

営
が

求
め

ら
れ

る
中

小

企
業

等
に

障
害

者
雇

用
を

提
案

す
る

際
、

法
令

順
守

の
ほ

か
に

も
直

接
的

な
メ

リ
ッ

ト
を

訴
え

ら
れ

る
事

例
が

あ
っ

て
も

よ
い

の
で

は
と

思
う

。
 

●
雇

用
後

に
中

途
で

障
害

者
と

な
っ

た
社

員
に

、
よ

り
雇

用
率

を
満

た
し

て
い

た
事

業
所

が
、

当
該

社
員

の
定

年
退

職
に

よ
り

、
雇

用
数

が
不

足
と
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 □
 
事
例
関
係
資
料

 

●
精

神
・
発

達
・
高

次
脳

に
特

化
し

た
業

種
別

の
雇

用
事

例
集

、
精

神
・
高

次
脳

の
復

職
事

例
集

、
高

次
脳

機
能

障
害

者
に

対
す

る
心

理
教

育

（
疾

病
理

解
、

障
害

受
容

、
自

己
理

解
促

進
）の

マ
ニ

ュ
ア

ル
・
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
回

復
期

リ
ハ

か
ら

社
会

復
帰

に
つ

な
げ

て
い

く
プ

ロ
セ

ス
で

医
療

機

関
と

協
同

し
て

行
え

る
よ

う
な

取
組

。
） 

●
発

達
障

害
者

等
が

、
本

人
の

特
性

の
う

ち
苦

手
と

す
る

部
分

に
つ

い
て

は
配

慮
を

得
な

が
ら

も
、

得
意

と
す

る
部

分
を

十
分

に
活

か
す

形
で

職

場
で

高
い

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
を

発
揮

し
、

企
業

利
益

に
貢

献
し

て
い

る
事

例
等

の
具

体
的

な
紹

介
が

あ
る

と
、

事
業

主
に

と
っ

て
、

障
害

者
の

雇

入
れ

を
前

向
き

に
考

え
る

き
っ

か
け

に
な

る
の

で
は

な
い

か
。

 

●
発

達
障

害
が

疑
わ

れ
る

在
職

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て
の

事
例

、
ノ

ウ
ハ

ウ
集

、
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

等
 

●
職

務
の

幅
を

広
げ

る
、

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
や

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

と
い

う
意

味
で

は
な

く
、

い
わ

ゆ
る

人
事

評
価

制
度

や
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
モ

デ
ル

事

例
が

ほ
し

い
。

評
価

項
目

、
評

価
・査

定
の

仕
方

、
契

約
社

員
や

正
社

員
登

用
の

基
準

等
の

情
報

が
ほ

し
い

。
 

●
同

業
他

社
等

の
現

状
を

よ
り

説
明

し
や

す
い

よ
う

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
を

そ
の

場
で

見
せ

ら
れ

る
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

や
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
の

企
業

先
が

増
え

る
こ

と
。

 

●
参

考
事

例
が

一
目

で
分

か
る

、
絵

が
多

い
、

雇
用

促
進

、
定

着
、

研
修

の
別

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
 

●
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
の

よ
う

な
、

ほ
か

の
事

業
所

の
具

体
例

が
掲

載
さ

れ
て

お
り

携
帯

で
き

る
事

例
集

で
、

イ
ン

デ
ッ

ク
ス

等
で

職

種
別

に
引

き
や

す
く
な

っ
て

い
る

も
の

。
 

●
業

種
ご

と
の

雇
用

事
例

を
ま

と
め

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
 

●
介

護
施

設
、

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
、

病
院

等
業

種
別

の
障

害
者

が
対

応
し

や
す

い
職

務
や

必
要

な
配

慮
を

ま
と

め
た

資
料

。
既

に
業

種
別

の

事
例

集
は

あ
る

が
、

事
例

の
み

で
は

な
く
、

同
じ

業
種

に
共

通
す

る
雇

用
管

理
の

ポ
イ

ン
ト

等
を

ま
と

め
た

内
容

が
あ

る
と

活
用

し
や

す
い

。
 

●
既

存
の

雇
用

事
例

サ
イ

ト
は

非
常

に
役

に
立

つ
が

、
簡

易
版

、
例

え
ば

、
業

種
と

障
害

別
で

従
事

作
業

の
一

覧
が

出
て

そ
こ

か
ら

詳
細

を
調

べ

ら
れ

る
よ

う
な

も
の

等
が

あ
る

と
よ

い
。

 

●
支

援
機

関
や

制
度

を
活

用
す

る
際

に
、

ど
の

タ
イ

ミ
ン

グ
で

、
ど

う
い

っ
た

機
関

や
制

度
を

活
用

し
た

の
か

プ
ロ

セ
ス

に
沿

っ
た

事
例

紹
介

(冊
子

や
D

V
D

等
) 

 □
 
研
修
資
料

 

●
障

害
者

の
採

用
面

接
に

つ
い

て
事

業
所

に
実

施
し

た
研

修
内

容
例

。
 

●
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

、
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
の

視
点

か
ら

の
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

研
修

資
料

。
 

●
研

修
メ

ニ
ュ

ー
及

び
説

明
資

料
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
係

る
社

内
研

修
内

容
例

。
 

●
社

内
研

修
資

料
で

活
用

し
や

す
い

ス
ラ

イ
ド

や
統

計
情

報
等

を
ま

と
め

た
マ

テ
リ

ア
ル

集
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
D

V
D

は
、

職
員

研
修

等
の

機
会

に
活

用
し

て
い

ま
す

。
 

●
座

学
の

み
の

研
修

だ
と

反
応

が
芳

し
く
な

い
の

で
、

研
修

の
進

め
方

等
ア

イ
デ

ィ
ア

集
。

 

●
Ｄ

Ｖ
Ｄ

は
障

害
者

雇
用

に
係

る
情

報
収

集
や

、
社

内
研

修
に

頻
繁

に
活

用
さ

れ
、

事
業

所
か

ら
の

満
足

度
も

高
い

た
め

、
障

害
種

別
や

業
種

、

職
種

等
様

々
な

事
例

に
つ

い
て

提
供

で
き

る
と

よ
い

。
 

●
研

修
資

料
に

つ
い

て
、

基
礎

知
識

～
特

例
子

会
社

担
当

者
向

け
レ

ベ
ル

ま
で

、
講

義
・
演

習
・
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

・
研

修
用

Ｄ
Ｖ

Ｄ
等

が
あ

る
と

よ

い
。

「障
害

者
の

雇
用

状
況

」
の

数
字

等
は

、
最

新
の

デ
ー

タ
を

パ
ワ

ー
ポ

イ
ン

ト
で

。
 

●
雇

用
率

達
成

指
導

の
同

行
で

、
話

せ
る

時
間

が
10

分
と

す
る

と
、

雇
用

事
例

を
紹

介
す

る
際

に
、

文
字

情
報

よ
り

、
働

く
様

子
の

写
真

や
既

存

資
料

の
イ

メ
ー

ジ
写

真
、

図
表

等
が

あ
る

と
よ

い
。

 

●
面

談
の

進
め

方
や

課
題

の
共

有
の

仕
方

、
問

題
解

決
の

方
法

等
に

関
す

る
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
が

あ
る

と
、

ニ
ー

ズ
が

多
く
寄

せ
ら

れ
る

の
で

は
な

い
か

。
 

  
 

 

問
21

の
回

答
の

詳
細

 

自
由

記
述

（
42

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 

事
業

主
支

援
に

役
立

ち
そ

う
な

資
料

、
ツ

ー
ル

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
の

内
容

、
 

解
決

し
た

い
事

業
主

支
援

の
課

題
等

に
関

す
る

意
見

 
 □

 
相
談
で
役
立

ち
そ
う
な

資
料

、
ツ
ー
ル

 

●
相

談
場

面
で

提
示

で
き

る
よ

う
な

、
各

障
害

特
性

の
説

明
資

料
や

中
途

障
害

者
の

職
場

復
帰

の
進

め
方

等
A

4
サ

イ
ズ

1
枚

で
提

示
で

き
る

資

料
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
向

け
て

の
相

談
を

進
め

る
上

で
求

職
者

の
概

況
を

数
字

で
示

す
こ

と
は

有
効

。
地

域
ご

と
に

求
職

者
数

や
就

職
者

数
な

ど
を

入
力

す
れ

ば
活

用
で

き
る

、
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
が

あ
れ

ば
。

 

●
各

業
界

、
事

業
主

が
現

に
直

面
し

て
い

る
課

題
、

仕
事

の
や

り
方

や
働

き
方

の
変

化
等

を
知

る
こ

と
が

、
効

果
的

な
事

業
主

支
援

の
実

施
に

は

必
要

で
あ

り
、

そ
の

サ
ポ

ー
ト

と
な

る
資

料
、

ツ
ー

ル
等

が
あ

れ
ば

効
果

的
と

思
わ

れ
る

。
 

●
障

害
の

あ
る

方
の

職
場

適
応

に
関

す
る

相
談

を
事

業
主

か
ら

受
け

る
場

合
、

使
用

者
側

と
し

て
の

お
立

場
か

ら
会

社
側

の
事

情
の

ご
相

談
と

な

り
、

職
場

で
現

象
化

し
て

い
る

問
題

を
使

用
者

か
ら

捉
え

た
ご

相
談

と
な

る
た

め
、

障
害

者
や

職
場

の
方

々
か

ら
み

た
状

況
や

背
景

が
つ

か
め

な
い

こ
と

も
多

い
。

状
況

把
握

の
た

め
の

情
報

が
不

足
し

て
い

た
り

、
偏

っ
て

い
る

た
め

に
、

見
立

て
が

ズ
レ

な
い

よ
う

、
集

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い

情
報

の
整

理
シ

ー
ト

等
が

あ
れ

ば
、

会
社

と
の

相
談

が
進

め
や

す
く
な

る
と

思
わ

れ
る

。
 

●
単

発
的

な
相

談
は

あ
る

も
の

の
、

継
続

的
な

相
談

に
つ

な
が

る
ケ

ー
ス

が
少

な
い

。
相

談
後

に
提

案
書

を
送

付
し

て
、

段
階

的
に

事
業

主
が

取

り
組

む
べ

き
こ

と
を

提
案

す
る

ケ
ー

ス
も

あ
る

が
、

さ
ら

に
視

覚
的

に
分

か
り

や
す

い
相

談
ツ

ー
ル

（
事

業
主

と
セ

ン
タ

ー
と

の
双

方
的

な
情

報
共

有
ツ

ー
ル

等
）
が

あ
る

と
、

そ
の

後
の

継
続

的
な

相
談

に
つ

な
が

っ
た

り
、

事
業

主
が

主
体

的
に

取
り

組
む

姿
勢

を
引

き
出

せ
る

か
も

し
れ

な

い
。

 

 □
 
障
害
者
雇
用

の
理
解
促

進
 

●
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
等

、
事

業
主

が
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

始
め

て
い

た
だ

け
る

よ
う

な
資

料
。

 

●
今

後
、

現
在

、
在

職
中

の
身

体
障

害
者

が
続

々
と

定
年

退
職

し
、

新
規

の
採

用
を

進
め

て
い

く
と

き
、

事
業

所
と

し
て

は
「
今

ま
で

い
た

身
体

障

害
者

の
ス

キ
ル

の
あ

る
人

な
ら

い
つ

で
も

」
と

い
う

ス
タ

ン
ス

で
ス

タ
ー

ト
す

る
。

そ
も

そ
も

、
即

戦
力

に
な

り
う

る
身

体
障

害
者

が
中

小
企

業
を

希

望
す

る
こ

と
が

少
な

い
。

一
方

、
地

域
セ

ン
タ

ー
等

の
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

機
関

は
、

精
神

・
発

達
障

害
者

の
利

用
が

多
い

。
そ

の
状

況
を

分
か

り
や

す
く
、

説
得

力
の

あ
る

表
現

で
ご

理
解

い
た

だ
く
た

め
の

説
明

資
料

が
必

要
で

あ
る

。
事

業
所

と
一

定
の

共
通

理
解

を
得

ら
れ

れ
ば

、

ほ
か

の
障

害
種

別
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

ど
う

し
た

ら
よ

い
か

と
い

う
話

に
移

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

へ
の

取
組

へ
の

ハ
ー

ド
ル

が
下

が
る

よ
う

な
見

や
す

く
使

い
や

す
い

ツ
ー

ル
。

 

 □
 
雇
用
開
発
・

職
務
創
出

 

●
職

務
の

切
り

出
し

等
に

つ
い

て
演

習
を

行
う

こ
と

も
あ

る
が

、
そ

の
よ

う
な

受
講

者
参

加
型

の
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
研

修
内

容
や

具
体

的
な

進
め

方
等

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

、
資

料
等

）が
あ

れ
ば

大
変

あ
り

が
た

い
。

 

●
業

務
の

切
り

出
し

の
た

め
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等

、
事

業
主

が
す

ぐ
に

活
用

で
き

そ
う

な
ツ

ー
ル

。
 

●
相

談
場

面
に

て
、

作
業

創
出

し
た

内
容

が
動

画
及

び
視

覚
的

な
資

料
と

し
て

、
ＩＴ

端
末

等
を

活
用

し
た

呈
示

が
行

え
る

と
よ

い
。

併
せ

て
、

企
業

の
規

模
や

作
業

内
容

等
を

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

の
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
に

○
を

つ
け

る
こ

と
で

、
該

当
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
事

例
が

そ
の

場
で

見
ら

れ
る

よ
う

に

な
る

と
、

持
参

し
た

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

シ
ー

ト
は

あ
る

も
の

の
実

際
の

相
談

場
面

で
想

定
し

た
業

務
や

職
種

が
異

な
っ

た
場

合
等

に
、

役
立

つ
と

思
わ

れ
る

。
 

●
業

種
ご

と
の

職
務

の
切

り
出

し
例

。
 

●
中

小
企

業
の

事
情

を
考

慮
し

た
業

務
の

切
り

出
し

や
障

害
者

雇
用

に
前

向
き

に
な

っ
て

も
ら

う
た

め
の

提
案

ツ
ー

ル
が

あ
れ

ば
支

援
に

役
立

て

ら
れ

る
と

思
わ

れ
る

。
 

●
職

務
分

析
・再

設
計

の
方

法
が

図
や

具
体

例
で

示
さ

れ
て

い
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

。
 

●
職

務
創

出
・設

定
の

仕
方

に
つ

い
て

、
様

々
な

職
種

の
事

例
紹

介
が

あ
る

と
よ

い
（Ｄ

Ｖ
Ｄ

等
映

像
化

さ
れ

た
も

の
）。

 

●
テ

レ
ワ

ー
ク

の
雇

用
管

理
の

留
意

点
・工

夫
を

ま
と

め
た

ツ
ー

ル
。

 

●
テ

レ
ワ

ー
ク

等
の

在
宅

勤
務

の
雇

用
プ

ロ
セ

ス
、

会
社

の
取

組
事

例
、

当
事

者
の

意
見

等
が

盛
り

込
ま

れ
た

資
料

。
 

  
 

資
料
６
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
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A
nc

ho
r 

【
ア
ン
ケ
ー
ト
Ａ
】

 
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
検
討
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

 
 問

１
 
回

答
地

域
セ
ン

タ
ー

名
 

   問
２

 
こ

れ
ま

で
の
事

業
主

援
助
業

務
の

ご
経
験

を
踏

ま
え
て

、
チ

ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
と

参
考

資
料
の

有
用

性
、
あ

る
い

は
修
正
・
不

要
等
の

改
善

点
に
つ

い
て

ご
意
見

を
お

答
え
く

だ
さ

い
（
欄

は
適

宜
増
や

し
て

入
力
し

て
く

だ
さ

い
）
。

 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
の

有
用

性
等

 
（

複
数
回

答
可

）
 

有
用

、
修

正
、

不
要
の

内
容

 
有

用
、
修

正
、

不
要
の

理
由

 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
１

]
 

経
営

者
は

障
害

者
雇

用

の
方

針
を

全
社

に
示

し

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
２

] 

障
害

者
雇

用
が

全
社

的

に
理

解
さ

れ
る

よ
う

取

組
ま

れ
て

い
ま

す
か

 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
３

] 

障
害

者
の

仕
事

、
部

署

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
４

] 

配
属

先
の

職
場

の
上

司

や
従

業
員

は
取

組
を

理

解
し

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
５

] 

募
集

・
採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
６

] 

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー

ト
す

る
社

外
の

支
援

機

関
を

ご
存

じ
で

す
か

 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
７

] 

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制

は
あ

り
ま

す
か

 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

 
 

資
料
７
 

（
第
３
章
第
２
節
関
係
）
 

 

□
 
そ
の
他
の
意
見

 

●
障

害
別

に
、

一
般

的
な

特
徴

や
対

応
方

法
を

A
４

、
１

～
２

枚
程

度
で

ま
と

め
て

あ
り

、
イ

ラ
ス

ト
入

り
で

事
業

主
に

と
っ

て
読

み
や

す
い

も
の

。
 

●
診

断
を

受
け

て
い

な
い

が
、

発
達

障
害

の
疑

い
が

あ
る

方
に

対
す

る
、

職
場

で
の

関
わ

り
方

等
に

つ
い

て
、

事
業

主
に

参
考

と
な

る
資

料
等

。
 

●
障

害
理

解
、

配
慮

を
示

し
た

簡
略

化
し

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
（
長

い
と

読
ん

で
も

ら
え

な
い

）
。

 

 ●
合

理
的

配
慮

に
つ

い
て

、
文

字
数

が
多

く
な

く
、

そ
の

度
に

話
し

合
っ

て
い

く
こ

と
が

大
事

だ
と

理
解

し
て

も
ら

え
る

よ
う

な
、

分
か

り
や

す
い

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
。

 

●
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

に
関

す
る

工
夫

（
人

事
評

価
、

俸
給

表
や

処
遇

と
の

リ
ン

ク
、

社
内

制
度

等
）
を

ま
と

め
た

資
料

。
 

●
企

業
の

障
害

者
雇

用
の

担
当

者
が

異
動

さ
れ

る
と

き
の

、
後

任
者

へ
の

「
引

継
ぎ

事
項

(例
)の

マ
ニ

ュ
ア

ル
」。

 

●
事

業
所

内
で

作
成

で
き

る
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

ブ
ッ

ク
。

 

●
業

種
ご

と
に

「障
害

者
が

よ
く
従

事
し

て
い

る
仕

事
内

容
」
を

イ
ラ

ス
ト

付
き

で
ま

と
め

た
参

考
資

料
。

 

●
同

業
他

社
見

学
会

等
。

 

●
「
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

Ｑ
＆

Ａ
」
が

分
か

り
や

す
く
、

障
害

者
雇

用
に

関
し

て
初

め
て

の
事

業
所

で
な

い
場

合
に

も
活

用
し

て
い

る
。

今
後

、
障

害
種

別
コ

ミ
ッ

ク
版

の
「
事

業
主

支
援

」
バ

ー
ジ

ョ
ン

の
よ

う
な

も
の

が
あ

る
と

よ
い

と
思

う
。

 

 ●
従

業
員

向
け

研
修

で
活

用
で

き
る

、
各

テ
ー

マ
に

応
じ

た
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

資
料

、
映

像
資

料
。

 

●
よ

り
一

層
の

視
覚

的
な

資
料

の
充

実
(特

に
Ｄ

Ｖ
Ｄ

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

等
) 

。
 

●
企

業
が

気
軽

に
参

考
に

で
き

る
視

聴
覚

ツ
ー

ル
は

ま
だ

ま
だ

必
要

だ
と

思
い

ま
す

。
よ

い
も

の
も

あ
り

ま
す

が
、

古
く
な

っ
て

い
た

り
内

容
が

か
た

い
も

の
で

あ
っ

た
り

す
る

た
め

、
充

実
す

る
と

事
業

主
支

援
が

し
や

す
い

と
思

い
ま

す
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

事
業

所
に

対
す

る
支

援
の

難
し

さ
は

、
事

業
所

内
の

様
々

な
立

場
の

方
が

関
わ

る
こ

と
。

統
一

的
見

解
を

描
き

に
く
い

こ
と

が
あ

る
。

 

 ●
ツ

ー
ル

は
既

存
の

も
の

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
現

行
の

も
の

で
十

分
だ

と
思

っ
て

い
ま

す
。
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A
nc

ho
r 

【
ア
ン
ケ
ー
ト
Ｂ
】

 
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
検
討
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
の
試
用
結
果
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

 
 ◎

こ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
は

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
セ

ッ
ト

（
参

考
資

料
等

を
含

む
）
を

試
用

し
た

場

合
に

の
み

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 問
１

 
回

答
地

域
セ
ン

タ
ー

名
 

  問
２

 
試

用
状

況
を
ご

回
答

く
だ
さ

い
（

欄
は
適

宜
増

や
し
て

使
用

し
て
く

だ
さ

い
）
。
 

事
業
主
の
業

種
・
業
態
等

（
対
応
者
）

 
試

用
前
の

 
事

業
主
の
状

況
 

障
害
者
雇
用

の
課

題
 

事
業
主
の
取

組
の

提
案

 
（

支
援
を
伴
う
か
否
か
を
問
わ
な
い
）

 
(例

) 
ホ

ー
ム
セ

ン
タ

ー
の

店
舗

 
（

店
長
、

本
社

総
務

部
長

）
 

(例
) 

●
障

害
者

を
新

規
採

用
し

た
こ

と
も

、
社

員
が

障
害

者
に

な
っ

た
こ
と

も
な

か
っ
た

。
 

●
本

社
か

ら
障

害
者

１
名

の
採

用
を

指
示

さ
れ

、
何

か
ら

取
組

め
ば

よ
い

か
が

漠
然

と
し

て
い

た
。

 

(例
) 

●
仕

事
内

容
が

決
ま

っ
て

い
な

い
こ

と
。

 
●

仕
事

の
教

え
方

、
ど

の
よ

う
に

接
す

れ
ば

よ
い

か
が

、
わ

か
ら

な
い

こ
と

。
 

●
現

在
の

職
場

の
人

間
関

係
に

障
害

者
が

入
っ

て
い

け
る

か
を

店
長

が
心

配
に

思
っ

て
い

る
こ

と
。

 

(例
) 

●
職

務
の

検
討

 
●

社
員
研

修
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 問
３

 
上

の
試

用
の
際

、
相

談
の
話

の
流

れ
の
中

で
、
事

業
主

の
課

題
は
ど

の
よ

う
な
質

問
、
き

っ
か

け
、
タ

イ
ミ

ン
グ

で
把
握

さ
れ

ま
し
た

か
（

欄
は
適

宜
増

や
し
て

使
用

し
て
く

だ
さ

い
）
。

 
  問
４

 
上

の
試

用
の

際
、

相
談

の
話

の
流

れ
の

中
で

、
取

組
検

討
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

セ
ッ

ト
（

参
考

資
料

等
を

含
む

）
の

活
用
の

タ
イ

ミ
ン
グ

、
併

用
し
た

ツ
ー

ル
や
資

料
等

を
以
下

に
ご

入
力
く

だ
さ

い
（
欄

は
適

宜
増
や

し
て

使
用

し
て
く

だ
さ

い
）
。

 
  問
５

 
障

害
者

雇
用
に

向
け

た
事
業

主
の

課
題
の

把
握

の
た
め

に
、
ど
の

よ
う
な

資
料
、
ツ
ー

ル
等
が

あ
れ

ば
よ
い

と
思

わ
れ
ま

す
か

（
欄
は

適
宜

増
や
し

て
使

用
し
て

く
だ

さ
い
）
。

 
  問
６

 
こ

の
ア

ン
ケ
ー

ト
の

回
答
結

果
に

つ
い
て

研
究

部
門
か

ら
お

聞
き
で

き
る

場
合
の

照
会

先
 

職
氏

名
 

資
料
８
 

（
第
３
章
第
２
節
関
係
）
 

 

問
３
 
障

害
者

雇
用
に

係
る

事
業
主
の
現
状
を
把
握
す
る
う
え
で
、
新
た
に
加
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

は
あ

り
ま
す

か
（
欄
は
適
宜
増
や
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
）
。

 
 □
特
に
な

い
 

□
あ
る
 
→
下

欄
へ
具

体
的
に
ご
記
入
く
だ
さ
い

 
□
わ
か
ら

な
い

 
 チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
名

 
（
ま
た
は

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン

ト
の
概
要
）

 
左
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
加
え
る
理
由

 

[
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
] 

 

[
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
] 

 

 問
４
 
参
考
資
料
に
つ
い
て
追
加
ま
た
は
削
除
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
内
容
（
欄
は
適
宜
増
や
し
て
入
力
し
て
く
だ
さ

い
）。

 
   問
５
 
障

害
者

雇
用
の

た
め

の
取
組
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
は
、
事
業
主
と
の
相
談
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
面
や
タ
イ

ミ
ン

グ
で

活
用

す
る
と

効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
か
（
欄
は
適
宜
増
や
し

て
入
力
し
て
く
だ
さ
い
）。

 
   問
６
 
そ

の
他

、
感
想

、
ご

意
見
、
ご
要
望
（
欄
は
適
宜
増
や
し
て
入
力
し
て
く
だ
さ
い
）。

 
   問
７
 
こ

の
ア

ン
ケ
ー

ト
の

回
答
結
果
に
つ
い
て
研
究
部
門
か
ら
お
聞
き
で
き
る
場
合
の
照
会
先

 

職
氏
名
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２
 
相

談
の

主
な

留
意

点
 

※
事

業
主

と
の

相
談

に
際

し
て

参
考

と
な

る
事

項
で

す
。
 

信
頼

関
係

を
基

礎
と

し
て


 

事
業

主
の

取
組

の
提

案
、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

支
援

の
提

案
の

前
に

は
、
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

事
業

所

の
状

況
を

話
し

て
も

ら
い

、
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
事

業
主

の
状

況
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

る
。
そ

の
際

、
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
事

業
主

か
ら

信
頼

を
得

る
こ

と
が

、
す

べ
て

の
相

談
の

基

盤
と

な
る

こ
と

は
、
障

害
者

の
相

談
と

同
じ

で
あ

る
。
 

何
か

ら
手

を
付

け
れ

ば
よ

い

か
わ

か
ら

な
い

、
と

お
っ

し

ゃ
る

事
業

主
の

場
合


 

事
業

主
が

、
障

害
者

雇
用

に
ほ

と
ん

ど
取

り
組

め
て

い
な

い
場

合
や

、
ま

ず
何

か
ら

手
を

付
け

れ
ば

よ
い

か
が

わ
か

ら
な

い
場

合
は

、
「障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
一

覧
」の

中
か

ら
、
取

り
組

み
や

す
い

も
の

を
ひ

と
つ

で
も

選
び

、
取

組
ん

で
み

る
こ

と
を

お
勧

め
し

、
障

害
者

雇
用

の
実

現
に

向
け

た
当

面
の

目
標

と
し

て
も

ら
う

よ
う

に
す

る
。
 


 

「障
害

者
雇

用
に

は
取

り
組

ん
だ

こ
と

が
な

い
、
ま

だ
何

も
着

手
で

き
て

い
な

い
」と

お
っ

し
ゃ

る
事

業
主

の
中

に
も

、
実

は
既

に
取

組
め

て
い

る
側

面
を

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ

ン
ト

一
覧

」の
中

に
見

出
す

こ
と

が
で

き
る

場
合

が
あ

る
。
そ

の
取

組
が

必
ず

し
も

進
ん

で
い

な
い

場

合
は

、
対

応
す

る
支

援
を

提
案

す
る

。
 

障
害

の
あ

る
求

職
者

を
紹

介

し
て

ほ
し

い
と

い
う

事
業

主

の
場

合
 


 

事
業

主
が

障
害

者
の

職
業

紹
介

を
求

め
て

い
る

場
合

が
あ

る
。
 


 

こ
の

場
合

は
、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

使
用

せ
ず

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

の
求

人
申

込
み

を
お

勧
め

す
る

。
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

求
人

申
込

書
の

作
成

方
法

に
つ

い
て

は
、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
か

ら
の

助
言

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

要
請

す
る

。
 


 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
ス

ー
パ

ー
ビ

ジ
ョ

ン
を

受
け

な
が

ら
、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

相
談

の
中

で
事

業
主

と
一

緒
に

求
人

申
込

書
を

作
成

す
る

方
法

も
あ

る
。
求

人
申

込
書

の
作

成
に

あ
た

り
、
「仕

事
の

内
容

」の
記

載
に

つ
い

て
相

談
を

受
け

た
場

合
は

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

助
言

を
得

た
上

で
、
職

務
の

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

や

職
務

切
出

し
等

の
支

援
を

提
案

す
る

。
 


 

「求
人

以
外

に
、
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

上
で

留
意

す
べ

き
事

項
が

何
か

な
い

か
」の

よ
う

に
、
事

業
主

の
関

心
が

他
に

も
向

け
ら

れ
た

段
階

で
、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

使
用

す
る

。
 

主
要

な
職

務
内

容
が

障
害

者

に
は

困
難

で
あ

る
と

お
考

え

の
事

業
主

の
場

合
 


 

当
該

事
業

所
に

お
い

て
従

業
員

数
の

多
く

を
占

め
、
主

力
と

な
っ

て
い

る
職

務
が

、
医

療
・Ｉ

Ｔ
等

の
高

度

専
門

職
、
小

売
や

営
業

等
の

顧
客

接
点

の
現

場
で

自
立

し
て

動
く

職
務

、
重

工
業

等
の

危
険

を
伴

う
職

務
等

、
事

業
主

の
意

識
が

仕
事

内
容

に
集

中
し

、
障

害
者

雇
用

を
あ

き
ら

め
て

い
る

場
合

が
あ

る
。
 


 

そ
れ

で
も

地
域

セ
ン

タ
ー

に
相

談
が

あ
る

場
合

は
、
同

業
他

社
の

事
例

が
雇

用
に

至
っ

た
経

過
を

調

べ
、
当

該
事

業
所

に
お

け
る

雇
用

へ
の

道
筋

を
描

い
て

も
ら

う
に

す
る

。
 


 

「仕
事

の
内

容
以

外
に

、
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

上
で

留
意

す
べ

き
事

項
が

何
か

な
い

か
」の

よ
う

に
、

事
業

主
の

関
心

が
他

に
も

向
け

ら
れ

た
段

階
で

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル

を
使

用
す

る
。
 

事
業

所
の

多
様

性
へ

の
対

応


 
障

害
者

雇
用

の
イ

メ
ー

ジ
が

必
ず

し
も

明
確

に
な

っ
て

い
な

い
事

業
主

の
悩

み
や

不
安

は
、
事

業
主

の
話

を
た

だ
聞

く
だ

け
で

は
、
明

ら
か

に
な

ら
な

い
こ

と
も

多
い

。
ま

た
、
事

業
主

が
障

害
者

雇
用

に

向
け

た
実

状
を

話
す

と
き

、
そ

の
内

容
は

実
に

多
様

で
あ

る
。
こ

れ
は

、
産

業
・業

種
、
組

織
、
職

務
内

容
、
職

場
の

モ
ラ

ル
、
仕

事
で

使
う

言
葉

が
、
事

業
所

ご
と

に
異

な
る

こ
と

に
よ

る
。
 


 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
事

業
主

と
の

相
談

に
お

い
て

、
「障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」の

よ
う

な
様

々
な

ツ
ー

ル
を

使
う

こ
と

は
、
事

業
主

と
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

と
の

間

の
共

通
言

語
を

確
認

し
合

い
、
支

援
関

係
を

深
め

、
関

係
機

関
の

支
援

を
受

け
る

準
備

を
整

え
る

意
味

が
あ

る
。
 


 

事
業

主
が

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
検

討
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」の
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
の

言
葉

を
指

し
、
「こ

れ
っ

て
ど

う
い

う
意

味
で

す
か

」と
問

わ
れ

た
と

き
こ

そ
が

、
支

援
関

係
の

構
築

の
チ

ャ
ン

ス

で
あ

る
。
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
解

説
を

手
掛

か
り

に
、
当

該
事

業
主

の
今

後
の

障
害

者
雇

用

の
進

め
方

を
、
事

業
主

の
言

葉
で

語
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

れ
ば

、
次

は
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
事

業
主

の
言

葉
を

使
っ

て
、
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

提
案

書
を

作
成

し
、
支

援
を

提
案

し
ま

し

ょ
う

。
 

 

 

障
害
者
雇
⽤
の
た
め
の
取
組
検
討
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル

 

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
向

け
 
使

い
方

ガ
イ

ド
 

１
 
基

本
的

な
使

い
方

 

※
代

表
的

な
事

業
主

の
相

談
ニ

ー
ズ

を
想

定
し

た
使

い
方

の
例

で
あ

り
、
良

好
な

関
係

構
築

と
自

然
な

流
れ

の
相

談
を

心
が

け
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
 

ど
の

よ
う

な
支

援
者

が
使

う
か


 

事
業

主
の

相
談

を
既

に
何

回
か

経
験

し
、
相

談
の

進
め

方
の

イ
メ

ー
ジ

を
有

す
る

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
が

、
事

業
主

の
障

害
者

雇
用

の
課

題
（疑

問
、
悩

み
、
問

題
）を

把
握

す
る

際
に

活
用

で

き
る

よ
う

作
成

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

ど
の

よ
う

な
事

業
主

に
 


 

初
め

て
の

障
害

者
雇

用
に

臨
も

う
と

し
て

い
る

も
の

の
、
何

か
ら

手
を

付
け

れ
ば

よ
い

か
が

、
わ

か
ら

な
い

場
合

。
 


 

障
害

者
雇

用
に

向
け

て
情

報
収

集
を

始
め

て
い

る
が

、
実

際
に

ど
の

よ
う

な
取

組
を

行
え

ば
よ

い

の
か

が
、
わ

か
ら

な
い

場
合

。
 


 

身
体

障
害

者
以

外
の

障
害

者
を

雇
用

し
た

経
験

が
な

い
場

合
。
 


 

そ
の

他
、
障

害
者

雇
用

の
取

組
み

方
や

支
援

機
関

の
活

用
方

法
が

わ
か

ら
な

い
場

合
。
 

ど
の

よ
う

な
目

的
で

 


 
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

事
業

主
の

課
題

の
整

理
を

支
援

 


 

障
害

者
雇

用
に

向
け

た
事

業
主

の
取

組
を

提
案

 

ど
の

よ
う

な
場

面
、
方

法
で

 
[方

法
１
] 

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
が

事
業

所
を

訪
問

（又
は

事
業

主
が

地
域

セ
ン

タ
ー

へ
来

所
）し

た
際

、
「障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」を

一
緒

に
ご

覧
い

た
だ

き
つ

つ
相

談
す

る
。
 

[方
法

２
] 

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」を
郵

送
又

は
メ

ー
ル

送
信

し
、
あ

ら
か

じ

め
お

読
み

い
た

だ
い

た
上

で
、
手

元
に

置
き

な
が

ら
電

話
や

Ｗ
Ｅ
Ｂ

等
で

相
談

す
る

。
 

相
談

の
進

め
方

 
１
. 

 
過

去
・現

在
・未

来
の

３
点

か
ら

事
業

主
の

状
況

を
聞

く
 

（１
）こ

れ
ま

で
の

相
談

歴
の

質
問

  

[例
] 

「貴
社

の
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

、
社

外
の

機
関

等
へ

相
談

さ
れ

た
こ

と
は

あ
り

ま
す

か
。
ど

の
よ

う
な

ア
ド

バ
イ

ス
を

受
け

ま
し

た
か

。
」 

[解
説

] 
先

行
す

る
関

係
機

関
で

の
対

応
は

、
地

域
セ

ン
タ

ー
で

の
相

談
に

影
響

を
与

え
ま

す
。
ア

ド

バ
イ

ス
を

受
け

た
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
内

容
を

確
認

の
上

、
以

下
の

２
で

障
害

者
雇

用
の

た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

活
用

し
ま

す
。
 

(2
)現

在
の

状
況

の
質

問
 

[例
] 

「こ
れ

ま
で

の
障

害
者

の
雇

用
状

況
を

お
聞

か
せ

い
た

だ
け

ま
せ

ん
か

。
」、

「特
定

の
障

害
者

に
つ

い
て

、
採

用
の

検
討

中
、
又

は
既

に
採

用
さ

れ
て

い
ま

す
か

。
」 

[解
説

] 
障

害
者

雇
用

の
経

験
が

な
い

場
合

は
、
こ

れ
ま

で
の

障
害

者
以

外
の

雇
用

ま
で

の
流

れ
を

尋
ね

、
先

行
事

例
と

比
較

し
ま

す
。
障

害
者

雇
用

の
経

験
が

あ
る

場
合

は
、
そ

の
流

れ
を

尋

ね
、
今

後
も

同
じ

方
法

を
と

る
か

ど
う

か
の

お
考

え
を

伺
い

ま
す

。
採

用
候

補
者

と
し

て
特

定
の

障
害

者
が

事
業

主
の

念
頭

に
あ

る
場

合
は

、
そ

の
支

援
ニ

ー
ズ

を
確

認
す

る
た

め
相

談
・支

援
ツ

ー
ル

を
活

用
し

ま
す

。
特

定
の

障
害

者
が

念
頭

に
な

い
場

合
は

、
以

下
の

２
で

障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

活
用

し
ま

す
。
 

（３
）今

後
の

取
組

の
質

問
 

[例
] 

「今
後

の
障

害
者

雇
用

の
具

体
的

な
計

画
は

あ
り

ま
す

か
。
」 

[解
説

] 
特

定
の

計
画

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
計

画
を

中
心

に
相

談
を

進
め

る
。
計

画
実

現
の

課
題

を

発
見

す
る

た
め

に
、
以

下
の

２
で

障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
検

討
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

を
活

用
し

ま
す

。
 

２
. 

障
害

者
雇

用
の

課
題

を
整

理
す

る
 

[例
] 

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
一

覧
」を

ご
覧

い
た

だ
き

な
が

ら
、
「様

々

な
企

業
の

取
組

や
、
取

組
む

際
に

課
題

に
な

っ
た

ポ
イ

ン
ト

を
ま

と
め

ま
し

た
の

で
、
ご

覧
い

た
だ

け
ま

せ
ん

か
。
」と

お
勧

め
し

ま
す

。
 

[解
説

] 
他

社
の

障
害

者
雇

用
の

ポ
イ

ン
ト

が
整

理
さ

れ
た

「チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

一
覧

」を
一

緒
に

見

て
い

き
、
そ

れ
ぞ

れ
の

課
題

の
原

因
を

整
理

し
説

明
し

ま
す

（障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー

は
「参

考
資

料
」等

を
も

参
考

に
、
解

説
で

き
る

よ
う

に
し

て
お

く
）。

次
に

、
当

該
事

業
所

の

現
況

に
照

ら
し

、
当

該
事

業
所

に
と

っ
て

課
題

と
な

る
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
に

メ
モ

を
書

き

加
え

て
い

き
ま

す
。
 

３
. 

事
業

主
に

と
っ

て
効

果
的

な
取

組
を

提
案

す
る

 

[例
] 

「当
面

、
○

○
と

○
○

に
つ

い
て

、
取

組
ん

で
み

て
は

い
か

が
で

し
ょ

う
か

。
」 

４
. 

取
組

を
支

援
で

き
る

こ
と

を
提

案
す

る
 

[例
] 

「○
○

に
つ

い
て

は
、
当

セ
ン

タ
ー

の
○

○
事

業
が

お
役

に
立

つ
と

思
い

ま
す

。
」 

資
料
９
 

（
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の
教
え
方
は
、
ど
な
た
か
１
人
の
障
害
者
を
雇
用
し
て
、
そ
の
方
に
仕
事
を
教
え
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多

い
。
仕
事
を
教
え
る
体
制
を
整
え
た
ら
、
最
初
は
あ
ま
り
深
く
考
え
ず
、
雇
用
し
て
か
ら
指
導
方

法
を
工
夫

し
、
変
え
て

い
く
と
い
う
方
が
現
実
的
で
、
ま
た
あ
る
べ
き
姿
だ
と
考
え
て
い
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
例
え
ば
、
労
働
条
件
（
処
遇
・
働
き
方
）
の
項
目
の
中
に
、
３
つ
の
小
項
目
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
詳
し
過
ぎ
る
。
障
害
者
の
労
働
条
件
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
相
談
は
確
か
に
多
い
が
、
相
談
を

受
け
た
支
援
者
は
、
こ
の
よ
う
な
項
目
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
項
目
を
頭
の
中
に
置
き
、
企
業
の
既
存

の
労
働
条
件
を
聞
い
て
か
ら
、
障
害
者
に
も
同
じ
よ
う
に
な
さ
っ
た
ら
い
か
が
で
す
か
、
と
シ
ン
プ
ル
に
助
言
す
る
こ
と

か
ら
始
め
る
方
が
よ
い
。
相
談
で
労
働
条
件
だ
け
を
掘
り
下
げ
て
し
ま
う
と
、
関
心
が
最
低
賃
金
の
減
額
特
例
に
安
易
に

移
っ
て
し
ま
い
、
相
談
の
収
集
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
合
理
的
配
慮
の
項
目
が
な
い
が
、
ど
こ
か
に
あ
っ
て
も
よ
い

。
合
理

的
配
慮
は

当
然
の
取
組
だ

が
、
相
談
の
手
掛
か
り
に
な
る
よ
う
に
、
要
点
だ
け
触
れ
て
置
い
た
方
が
。
必
要
に
応
じ
他
の
項
目
の
中
に
も
ち
り
ば
め

て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
、
何
を
、
ど
こ
に
照
会
、
相
談
す
れ
ば
よ
い
か
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
企
業
の
最
大
の
悩
み

だ
。
障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
何
で
も
相
談
で
き
る
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
相
談
窓
口
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

●
支

援
者

向
け

マ
ニ

ュ
ア

ル
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
地
域
セ
ン
タ
ー
等
の
支
援
機
関
の
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
し
て
作
る
場

合
と
、
実
際
に
障
害
者
を

雇
用
す
る
企
業
に
参
考
に
な
る
資
料
と
し
て
作
る
場
合
で
は
、
内
容
が
全
く
違
う
も
の
に
な
り
、
両
方
を
満
た
す
の
は
無

理
が
あ
る
。
両
方
に
向
け
て
作
り
た
い
な
ら
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
し
て
、
別
に
、
支
援
機
関
向

け
の
別
冊
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
項
目
に
は
丁
寧
な
解
説
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
書
か
れ
て
い
る
内
容
自
体
は
ど
れ
も
大
切
な
事
項
。

た
だ
、
文
が
長
く
、
ま
た
、
専
門
家
が
使
う
特
有
の
用
語
が
多
く
使
わ
れ
て
い
て
企
業
に
と
っ
て
は
難
解
だ
。
特
に
専
門

用
語
は
中
小
企
業
に
は
分
か
り
に
く
い
場
合
が
多
い
か
ら
、
企
業
向
け
の
資
料
を
作
る
場
合
は
、
平
易
な
こ
と
ば
の
方
が

よ
い
。
も
し
支
援
機
関
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
専
門
用
語
を
使
っ
た
資
料
は
そ
ち
ら
に
書
い
た

方
が
よ
い
。

 

障
害
者
雇
用
を
支
援
す
る
機
関
の
意
見
の
詳
細

 

（
２
）
地
域
セ
ン
タ
ー
の
主
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
意
見
 

ア
 
Ａ
地
域
セ
ン
タ
ー
の
主
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

 

●
ツ

ー
ル

を
活

用
す

る
主

体
に

つ
い

て
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
内
容
は
ど
れ
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
解
説
に
は
そ
の
理
由
も
書
か
れ
て
い
る
。
事
業

主
が
取
り

組
む
と
よ
い
内
容
と
そ
の
理
由
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
支
援
者
向
け
の
情
報
で
あ
る
。
「
こ
の

よ
う
に
説
明
す
る
と
よ
い
で
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
支
援
者
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
見
え
る
。
支
援
者
が
事
業
主
に
伝
え
た
い

情
報
と
、
事
業
主
が
知
り
た
い
情
報
は
、
違
う
。
ま
た
、
事
業
主
が
知
り
た
い
情
報
は
、
事
業
主
ご
と
に
違
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
人
事
担
当
者
が
持
ち
返
り
、
自
社
の
経
営
者
に
見
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
再
読

し
て
み
る

と
、
や
は
り
対
象
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
「
～
で
す
か
？
」
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
、
支
援
者
が
事
業
所

に
尋
ね
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
事
業
所
向
け
な
の
か
。
 

●
相

談
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
必

要
性

 

事
業
主
支
援
を
担
当
す
る
支
援
者
に
と
っ
て
勉
強
に
な
る
よ
う
な
、
相
談
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
て
も
よ
い
。（

他
の
資
料

と
の
併
用
を
含
め
て
）
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
使
っ
た
相
談
の
進
め
方
に
関
す
る
、
支
援
者
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
る
方

法
が
考
え
ら
れ
る
。
 


相
談
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
賃
金
体
系
、
就
業
規
則
に
関
す
る
質
問
は
、
事
業
所
か
ら
聞
か
れ
る
機
会
が
多
い
。

賃
金
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
求
人
も
作
れ
な
い
し
採
用
も
で
き
な
い
た
め
、
企
業
が
障
害
者
雇
用
の
ハ
ー
ド
ル
に
感
じ
て

し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
談
に
は
、
「
障
害
者
用
に
違
う
求
人
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
状
に

 

A
nc

ho
r 

障
害

者
雇

用
を

支
援
す

る
機

関
の
意

見
の

詳
細
 

（
１

）
中

央
障

害
者
雇

用
情

報
セ
ン

タ
ー

の
障
害

者
雇

用
支
援

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
の

意
見

の
詳
細

 

●
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

事
業

主
と

の
相

談
の

進
め

方
と

ツ
ー

ル
の

活
用

 


障

害
者
雇

用
を

進
め
る
事

業
主

と
の
相
談

で
は
、
何

よ
り
も
ま

ず
、
相
談
し
て

い
る
人
事

担
当

の
方
の
お

話
を

じ
っ
く
り

伺
う
。
そ
の
後
、
事

業
主
に
と
っ

て
参
考
と

な
り

そ
う
な
様

々
な

資
料
を
使

う
が
、
多
く
は
冊
子
「

は
じ
め
か
ら

わ
か
る

障
害
者
雇
用
 事

業
主
の
た

め
の

Ｑ
＆
Ａ
」

6
の

関
係
す
る
ペ

ー
ジ

を
開
い
て

お
話

し
し
、
ま

た
人

事
担
当
者

が
話

さ
れ
る

こ
と
を
聞
い

て
い

る
。
 


も
し
も

冊
子
「

は
じ
め

か
ら
わ

か
る
障

害
者
雇

用
 事

業
主
の

た
め
の

Ｑ
＆
Ａ

」
の
中

に
人
事

担
当
者

が
特
に

関
心
を

示

す
ペ
ー
ジ
が

あ
れ

ば
、
冊
子
を
１

冊
ご
と
お

渡
し
、
持
ち
帰
っ
て

お
読
み
い

た
だ

く
場
合
も

あ
る
。
巻
末
に
は
「
障

害
者

雇
用
の
た
め

の
企

業
用
自
己

診
断

チ
ェ
ッ
ク

シ
ー

ト
」
が

あ
る
が

、
項
目

が
多
く

、
相
談

場
面
で

は
あ
ま
り

使
っ

て
い
な

い
。
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の

内
容
は

、
こ
れ

か
ら
障

害
者
雇
用

を
進

め
る
企
業

に
対

し
て
確
認

し
て

お
き
た
い

項
目

が
、
網
羅

さ
れ
た
内
容

に
な

っ
て
い
る

と
思

う
。
た
だ
、
網

羅
さ
れ
て

い
る

が
ゆ
え
に
、
さ

き
ほ
ど
述

べ
た
「

障
害
者
雇
用

の
た
め

の
企
業
用
自

己
診

断
チ
ェ
ッ

ク
シ

ー
ト
」
と
同
様

、
相
談

し
て
い

る
人
事
担

当
の

方
の
前
に

こ
れ

を
出
す
と

、
一

度
に
全

部
の
項
目
を

考
え

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
よ
う

な
感

じ
に
な
り

、
無

理
が
あ
る

と
思

う
。
 


ま

ず
人
事

担
当

の
方
の
話

を
よ

く
聞
く
こ

と
だ

。
障
害
者

雇
用

で
課
題
と

な
る

ポ
イ
ン
ト

は
、

企
業
に
よ

っ
て

異
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の

企
業

に
と
っ
て
、
今

一
番
必
要

な
情

報
を
見
極

め
な

が
ら
、
人
事
担

当
の
方
が

着
目

し
て
い
る

ポ
イ

ン
ト
に

し
ぼ
っ
た
相

談
か

ら
始
め
た

方
が

、
支
援
者

側
の

説
明
が
、

人
事

担
当
者
に

と
っ

て
分
か
り

や
す

い
も
の
に

な
る

。
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の
内
容
は
、
例
え
ば
、
初

級
、
中
級
、
上

級
等
に
分

け
て

呈
示
で
き

る
よ

う
に
し
て

は
ど

う
だ
ろ
う

か
。
現
案

に
は
、
初
め
て

取
り
組

む
初
級
段

階
の

人
事
担
当

者
に

も
そ
こ
ま

で
聞

く
の
か
と

い
う

項
目
が
あ

る
。
初
め
て

の
企
業
が
見

る
に

し
て
は
詳

し
過

ぎ
る
情
報

。
 


人

事
担
当

者
が

ご
存
じ
の

こ
と

、
そ
れ
ま

で
取

り
組
ん
で

き
た

こ
と
、
企

業
の

状
況
は
、
パ
タ

ー
ン
が
無

数
に

あ
り
得
る
。

支
援
機
関
か

ら
の

、
企
業
の

取
組

に
対
す
る

ご
提

案
、
質
問

等
も

、
ツ
ー
ル
（
試

作
版
）
の

よ
う

な
形
で
は

書
き

き
れ
な

い
。
 


相

談
し
て

い
る

企
業
の
担

当
者

は
様
々
で
、
経

営
者
か
ら

特
命

を
受
け
て

相
談

に
来
て
い

る
人

事
担
当
者

も
い

れ
ば
、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

経
営

判
断

は
ま

だ
な

い
状

態
で

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

か
ら

の
お

話
を

受
け

て
何

か
ら

手
を

付
け

れ
ば

よ

い
の
か
困
っ

て
い

る
人
事
担

当
者

も
い
る
。
ど
ち

ら
か
と
い

え
ば

後
者
の
方

が
多

い
よ
う
に

思
う
。
相

談
し
て
い

る
人
事

担
当
者
は
、
相
談

に
来
る
前

に
、
障
害

者
雇
用
に

つ
い
て
ハ

ロ
ー

ワ
ー
ク
を

含
め

社
内
外
か

ら
ア

ド
バ
イ
ス

を
受

け
て
い

る
場

合
が
あ

る
。

受
け

て
い
れ
ば
そ
の
内
容
と
、
「
企
業
と
し
て
」
あ
る
い
は
「

人
事

担
当

者
と

し
て

」
こ

れ
か

ら
ど
の

よ
う
に
取
り

組
も

う
と
し
て

い
る

か
を
、
支
援
者

は
聞
く

。
資
料

も
使
い
な

が
ら

助
言
を
す

る
の

は
、
そ

れ
ら
の

お
話
を

踏
ま
え
て
か

ら
の

方
が
自
然

だ
し

、
い
き

な
り
助

言
す
る
こ

と
は

ま
ず
な
い

。
実

状
と
あ
ま

り
に

相
反
す
る

と
、
人
事
担

当
者
を
混
乱

さ
せ

て
し
ま
う

の
で

は
な
い
か

。
 

●
相

談
の

内
容

に
応

じ
た

活
用

方
法

 

ご

相
談
さ

れ
て

い
る
人
事

担
当

者
の
話
を

あ
ま

り
聞
か
な

い
ま

ま
で
、
ツ
ー
ル
（
試

作
版
）
を

い
き
な
り

見
せ

て
し
ま
う

の
は
あ
ま
り

よ
く

な
い
。
見

せ
る

に
し
て
も

、
こ

こ
に
書
か

れ
た

内
容
は
、

細
か

く
て
詳
し

す
ぎ

る
。
 


企

業
と
い

う
と

こ
ろ
は
、
障
害

者
雇
用
に

当
た

り
、
ま
ず
一
番

重
要
な
最

低
限

の
準
備
を

整
え

る
。
ど
の
企
業

に
も
あ
て

は
ま

る
最
重

要
項

目
は
、
「
雇
用
形
態
」
、
「
職
務

内
容
」
、
「
仕
事
を
教
え
る
体
制

」
の

３
つ

で
は

な
い

だ
ろ

う
か

。
初
め

て
の
企
業
に

は
、
こ
の

３
つ
を
ま

ず
整
え
る

こ
と

を
お
勧
め

す
る
。
そ

れ
以
外
は

応
用
編
と

す
る

の
が
よ
い

と
考

え
て
い

る
。
 


３

つ
の
う

ち
「

仕
事
を

教
え
る

体
制
」
に
つ
い

て
は
、
ジ
ョ
ブ

コ
ー
チ
の

研
修

等
で
は

、
一
般

的
な
障
害

特
性

に
応
じ
た

指
導
方
法

、
教
え

方
の
演
習

が
行

わ
れ
て
い

る
。
確
か
に

そ
の
よ

う
な
教
え

方
の

予
備
知
識

も
必

要
だ
が

、
実
際

の
仕
事
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独
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齢
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＆
Ａ
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。
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う
。
一
定
の
相
談
の
後
に
、
事
業
主
が
持
ち
帰
り
、
振
り
返
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
課
題
が
網
羅
さ
れ
て
い
て
よ
い
か
も
し

れ
な
い
。

 

●
地

域
に

よ
る

違
い

 

障
害
者
雇
用
の
課
題
、
相
談
内
容
は
、
都
市
と
地
方
、
県
内
の
圏
域
に
よ
っ
て
も
違
う
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に

も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
版
の
独
自
の
項
目
群
や
解
説
を
入
れ
る
余
地
が
あ
れ
ば
、
な
お
よ
い
。
 


企
業
が
活
用
で
き
る
情
報
は
全
国
一
律
で
は
な
く
、
網
羅
で
き
な
い
情
報
が
多
く
あ
る
。
企
業
の
力
量
に
よ
っ
て
も
活
用

で
き
る
も
の
が
違
う
。
例
え
ば
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
中
に
、
他
社
の
見
学
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
イ
ベ
ン
ト
、
助
成
金
、

ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支
援
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
ら
は
都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
制
度
、
や
り
方
で
実
施
す
る
場

合
も
多
く
、
事
業
主
も
、「

ぜ
ん
ぜ
ん
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
は
、
地

域
ご
と
に
変
え
た
り
削
除
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
作
っ
た
方
が
、
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
る
と
思
う
。
地
域
セ
ン
タ
ー

が
複

数
の

ツ
ー

ル
や

資
料

を
併

用
し

た
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

に
応

じ
た

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

資
料

を
作

る
の

は
そ

の
た

め

だ
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
作
る
の
は
、
支
援
者
に
と
っ
て
も
支
援
の
や
り
方
を
考
え
る
上
で
頭
の
整
理
に
な
っ
て
い
る
。
 


し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
課
題
が
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
中
に
書
い
て
あ
る
必
要
は
な
い
。
課
題
は
事
業
主
が

気
づ
き
、

整
理
す
る
。
事
業
所
の
人
が
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
る
の
か
と
知
っ
た
り
、
気
づ
い
た
り
、
あ
と
は
し
ゃ
べ
っ
て
も
ら
う
材

料
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
れ
ば
、
十
分
だ
と
思
う
。

 

●
ツ

ー
ル

の
中

に
追

加
し

た
方

が
よ

い
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
等

 


（
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
課
題
項
目
群
に
追
加
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
項
目
は
あ
る
か
、
と
の
問
に
対
し

て
、）

次

の
項
目
を
加
え
て
は
ど
う
か
。
 

「
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
貴
社
の
方
針
、
考
え
方
は
」
 

「
障
害
者
雇
用
を
受
け
入
れ
る
環
境
づ
く
り
（
物
理
的
、
人
的
）
の
取
組
状
況
は
」

 

「
社
内
で
障
害
者
が
働
い
て
い
る
姿
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
す
か
」

 

「
受
入
れ
部
署
だ
け
に
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
、
ど
の
よ
う
に
社
内
が
連
携
し
て
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
か
（
人
事
部
門
で
の
人
件
費
負
担
等
）」

 

「
募
集
活
動
、
人
材
確
保
の
方
法
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
」

 

「
採
用
面
接
へ
の
不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

 

「
な
ぜ
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
の
で
す
か
」

 

「
定
着
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
職
場
外
の
サ
ポ
ー
ト
、
支
援
機
関
を
ご
存
じ
で
す
か
」

 

「
社
内
に
障
害
の
あ
る
社
員
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
紹
介
・
解
説
）」

 

最
後
の
「
社
内
に
障
害
の

あ
る
社
員
が
･･
」
に
つ
い
て
。
ど
の
事
業
所
に
も
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
項
目
。
全

社
員
に
対

す
る
プ
ラ
イ

バ
シ

ー
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
に
沿
っ

た
障

害
の
確
認

方
法

を
提
案
す

る
と

、
事
業
所

に
と

っ
て
取
り

組
み

や
す
い

内
容
の
よ
う

で
、
反

応
が
よ

い
。
支

援
者
の

立
場

と
し
て
、
新
規

の
雇
用
に

い
き

な
り
向
か

う
よ

り
も
、
中

途
障

害
者
も
、

力
を
発
揮
で

き
る

よ
う
な
職

場
環

境
に
し
て

い
た

だ
き
た
い

と
考

え
て
い
る

。
 


こ
の
ツ
ー
ル
の
中
に
加
え
た
方
が
よ
い
と
思
う
情
報
と
し
て
、
各
種
研
究
調
査
デ
ー
タ
が
あ
る
。
ツ
ー

ル
（
試
作
版
）
の

参
考
資
料
の
「
コ
ラ
ム
」
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
障
害
者
雇
用
の
環
境
づ
く
り
、
配
慮
、
障
害
別
の
職
場
配
置
や
職

務
、
他
社
は
な
ぜ
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
、
障
害
者
を
雇
用
す
る
理
由
等
の
、
調

査
デ
ー
タ
。
事
業
主
と

の
相
談
で
、
こ
れ
ら
の
話
が
事
業
主
か
ら
出
る
場
合
が
あ
る
。「

今
回
は
手
元
に
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
と
き

に
は
、
次
の
事
業
主
と
の
相
談
で
同
じ
こ
と
を
聞
か
れ
た
ら
、
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
用
意
し
て
お
こ
う
と
思
い
、
調
べ
よ

う
と
す
る
が
、
調
査
デ
ー
タ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
探
し
き
れ
な
い
う
ち
に
、
次
の
相
談
が
来
る

こ
と
も
あ
る
。
蓄
積
が

難
し
い
。
現
場
の
声
を
集
め
て
、
ま
と
め
て
調
べ
て
も
ら
い
、
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
と
、
使
え
る
材
料
に
な
る
と
思
う
。

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
部
門
の
成
果
物
の
内
容
も
、
こ
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
よ
い
。
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い

た
情
報
提
供
を
行
い
た
い
も
の
の
、
成
果
物
の
ど
の
箇
所
が
必
要
な
情
報
な
の
か
が
、
分
か
ら
な
い
。
成
果
物
の

冊
子
１

冊
を
熟
読
す
る
時
間
は
な
か
な
か
と
り
に
く
い
。

 

 

お
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
の
か
、
足
り
な
い
部
分
は
何
な
の
か
等
、
働
く
人
に
対
し
て
適
切
な
説
明
が
行
え
る

よ
う
な
検
討
を
行
え
る
よ
う
、
支
援
す
る
た
め
の
相
談
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
と
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


事
業
主
の
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
ポ
イ
ン
ト
」
の
よ
う
な
内
容
も
相
談
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
掲
載
し
て
は
ど
う
か
。
 

●
資
料
の
言
葉
を
手
掛
か
り
と
し
た
相
談

 

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
よ
う
な
資
料
を
作
成
す
る
場
合
、
事
業
主
と
の
相
談
で
話
題
に
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
書

い
て
あ
る

方
が
、
支
援
者
が
キ
ー
ワ
ー
ド
を
き
っ
か
け
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
示
し
な
が
ら
聞
き
取
り
が
し
や
す
く
な
り
、
事
業
主
に

と
っ
て
も
気
づ
か
な
か
っ
た
課
題
に
、
気
づ
き
や
す
く
な
る
。
事
業
主
の
課
題
を
「
見
え
る
化
」
す
る
よ
う
な
相
談
に
な

る
こ
と
が
あ
る
。
 


障

害
者

雇
用

に
向

け
て

は
準

備
万

端
な

感
じ

で
相

談
に

臨
む

事
業

主
や

、
こ

れ
以

上
何

も
取

り
組

む
必

要
は

な
い

と
お

考
え
の
事
業
主
も
、
地
域
セ
ン
タ
ー
が
用
意
し
た
資
料
に
書
い
て
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
取
組
の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
ら

れ
る
場
合
は
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
障
害
者
募
集
の
求
人
を
作
成
す
れ
ば
準
備
Ｏ
Ｋ
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
場
合
で
も
、
社
内

の
理
解
や
体
制
等
、
他
に
も
取
り
組
ん
で
お
き
た
い
こ
と
が
ま
だ
あ
っ
た
、
と
気
づ
か
れ
た
例
等
。
 


ま
た
、
採
用
面
接
に
つ
い
て
は
支
援
機
関
に
相
談
す
る
予
定
が
無
か
っ
た
も
の
の
、
相
談
で
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る
資
料

に
「
採
用
面
接
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
書
い
て
あ
れ
ば
、
障
害
者
の
採
用
面
接
に
関
す
る
質
問
を
し
や
す
く
な
る
。
支
援
者

の
方
か
ら
採
用
面
接
に
つ
い
て
話
を
切
り
出
し
た
い
場
合
も
、
ま
と
ま
っ
た
資
料
の
中
に
「
採
用
面
接
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

が
書
い
て
あ
れ
ば
、
自
然
な
相
談
の
流
れ
の
中
で
話
し
や
す
く
な
る
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
事
業
主
支
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
障
害
者
の
面
接
や
選
考
の
仕
方
を
、
企
業
の
人

事
担
当
者
の
方
に
練
習
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
る
。
相
談
で
そ
の
話
題
が
出
せ
れ
ば
、
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
を
提
案
し
や

す
く
な
る
。
同
業
他
社
の
事
例
に
つ
い
て
書
か
れ
た
資
料
を
見
せ
れ
ば
「
他
社
さ
ん
は
ど
う
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
」
と

尋
ね
ら
れ
、「

他
社
の
例
で
は
･･
･
」
と
情
報
提
供
す
る
等
、
話
が
進
み
や
す
く
な
る
。
 


あ

る
人

事
担

当
者

か
ら

「
障

害
者

を
雇

用
す

る
と

、
ず

ー
っ

と
誰

か
が

付
い

て
教

え
な

い
と

い
け

な
い

の
で

し
ょ

う
？

（
そ
の
よ
う
な
方
を
雇
用
す
る
の
は
）
無
理
で
す
よ
ね
。」

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
障
害
者
に
仕
事
を
教
え
る
人

が
い
な
い
。
こ
れ
に
は
そ
の
職
場
の
人
出
不
足
も
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
を
理
解
し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
提
案

を
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
、
い
つ
提
案
す
る
か
。
職
場
の
環
境
面
を
、
お
金
を
か
け
て
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
話
よ
り
も
、
今
の
環
境
で
も
、
雇
用
で
き
る
障
害
者
が
い
る
、
で
き
る
仕
事
が
あ
る
。
支
援
者
が
提
示
す
る
資
料
に
課

題
の
整
理
と
解
決
に
向
け
た
方
法
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
な
ら
ど
う
で
す
か
と
切
り
出
し
や
す
く
な
る
。
 

●
課
題
を
絞
り
込
ん
だ
相
談

 

障
害
者
雇
用
の
課
題
、
相
談
内
容
は
、
事
業
主
ご
と
に
違
う
。
 


事
業
主
と
の
相
談
は
、
そ
の
事
業
所
に
ど
の
よ
う
な
雇
用
経
験
が
あ
り
、
こ
の
度
の
障
害
者
雇
用
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な

こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
た
か
、
相
談
し
て
い
る
方
が
障
害
者
雇
用
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
、
自

負
を
お
持
ち
な
の
か
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
人
事
担
当
者
、
ト
ッ
プ
、
管
理
職
、
職
場
ス
タ
ッ
フ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

状
況
や
考
え
を
分
か
っ
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
理
解
さ
れ
や
す
い
か
、
言
い
方
や
相
談
の
進
め
方
等
、
よ
く
考
え

な
が
ら
相
談
を
進
め
て
い
る
。
支
援
者
か
ら
何
ら
か
の
提
案
を
す
る
場
合
の
方
法
や
内
容
も
、
相

談
の
内
容
に
よ
っ
て
違

う
も
の
に
な
る
。
 


相
談
で
は
、
支
援
者
は
一
度
に
た
く
さ
ん
の
質
問
を
し
な
い
方
が
よ
い
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
が

書
い
て
あ
る
。
こ
れ
ら
全
分
野
を
１
回
の
相
談
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
す
る
と
無
理
が
あ
る
。
相
談
を
２
回
に
分
け
た
り
、

宿
題
方
式
に
し
て
２
回
目
の
相
談
で
続
き
を
見
て
い
く
よ
う
な
や
り
方
も
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
い
よ
う
に
思
う
。
 


今
日
相
談
し
た
い
の
は
ど
こ
の
部
分
で
す
か
と
尋
ね
、
事
業
主
が
関
心
を
示
し
た
テ
ー
マ
に
絞
る
。
相
談
で
出
た
キ
ー
ワ

ー
ド

を
メ

モ
し

て
事

業
主

と
共

有
す

る
。

事
業

主
に

関
心

の
あ

る
当

面
の

取
組

に
絞

っ
て

、
そ

の
日

の
相

談
を

完
結

さ

せ
、
地
域
セ
ン
タ
ー
と
し
て
で
き
る
支
援
を
行
う
よ
う
に
す
る
方
が
よ
い
。
事
業
主
が
関
心
を
示
し
た
内
容
は
、
１
回
の

相
談
で
そ
の
場
で
整
理
し
て
も
よ
い
し
、
時
間
を
か
け
て
整
理
し
て
い
く
の
も
よ
い
。
事
業
主
の
ペ
ー
ス
で
、
無
理
の
な

い
よ
う
に
話
し
た
り
気
づ
い
た
り
し
て
も
ら
う
と
、
事
業
主
の
関
心
が
深
ま
っ
た
り
広
が
っ
た
り
す
る
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
、
一
社
ご
と
に
違
う
提
案
書
を
作
り
、
事
業
主
が
取
り
組
も
う
と
さ
れ
て
い
る
内
容
に
対
応
し
た
支

援
の
内
容
を
提
案
し
て
い
る
。
提
案
書
で
は
、
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
企
業
の
課
題
を
絞
っ
て
作
成
し
、
次
の
課
題
が
出

て
き

た
ら

新
し

い
提

案
書

を
作

っ
て

支
援

を
進

め
る

。
障

害
者

雇
用

に
向

け
て

事
業

主
と

一
緒

に
歩

ん
で

い
く

イ
メ

ー

ジ
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
内
容
は
、
活
用
す
る
相
談
の
相
手

や
、
活
用
場
面
に
よ
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
内
容
が
異
な
る
と
思
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シ
ン
プ
ル
な
も
の
ほ
ど
使
い
や
す
い
。
情
報
量
を
落
と
せ
ば
、
も
っ
と
使
い
や
す
い
も
の
に
な
る
。
使
い
分
け
方
等
が
あ

る
程
度
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
あ
と
は
、
実
践
家
が
親
し
ん
で
い
け
ば
自
然
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
し
、
他
の
ツ
ー
ル
と

一
緒
に
加
工
さ
れ
、
溶
け
込
ん
で
い
く
。
そ
の
と
き
、
開
発
者
の
当
初
の
意
図
と
は
異
な
る
使
い
方
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
。
 

●
障

害
者

雇
用

の
取

組
間

の
関

係
 


障
害
者
雇
用
の
取
組
を
図
示
す
る
と
き
の
並
べ
方
は
、「

は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 事

業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」

で
は
ス
テ
ッ
プ
図
に
、
ま
た
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
取
組
項
目
の
グ
ル
ー
プ
を
円
環
状
に
並
べ
た
図
に
な
っ
て
い
る
。

何
か
お
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
う
。
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
、
事
業
主
と
の
相
談
で
「
は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇

用
 
事
業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
の
ス
テ
ッ
プ
図
を
使
う
こ
と
に
慣
れ
、
図
に
親
し
ん
で
い
る
の
で
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）

の
円
環
図
の
意
図
を
知
り
た
い
と
思
う
。
取
組
に
は
相
互
の
つ
な
が
り
が
あ
り
、
一
直
線
で
は
な
い
。
円
環
図
の
方
が
、

相
談
を
進
め
や
す
い
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 


円
環
図
を
見
る
と
、
取
組
項
目
は
相
互
に
関
係
し
な
が
ら
連
動
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
事
業
主
の
障
害
者
雇
用
の
取

り
組
み
方
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
関
連
性
も
変
わ
り
、
連
動
の
仕
方
、
上
下
左
右
の
配
置
が
違
っ
た
り
、
取
組
が
進
む
と
位

置
が
動
い
た
り
す
る
よ
う
に
思
う
。
図
の
取
組
項
目
の
位
置
関
係
は
、
固
定
し
て
考
え
て
は
い
け
な
い
関
係
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
 


例
え
ば
、
企
業
内
の
専
門
人
材
の
選
任
・
育
成
と
定
着
支
援
は
連
動
し
、
両
方
を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
く
こ
と
は
、
翻
っ

て
今
後
の
採
用
に
も
影
響
が
出
る
。
 


ま
た
、
「
募
集
」
と
「
職
務
」
は
離
れ
た
位
置
に
あ
る
が
、
事
業
所
に
よ
っ
て
は
近
し
い
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
と
こ
ろ
も

。

ま
た
「
配
属
先
の
不
安
」
は
、
不
安
の
解
消
も
大
事
だ
が
、
同
時

に
配
属
先

の
負
担
を
軽
減
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
こ
の
場
合
の
図
の
配
置
は
「
職
場
定
着
」
の
中
か
ら
「
職
場
の
理
解
」
の
中
へ
移
る
。
さ
ら
に
「
配
属
先
の
不
安
」

で
負
担
を
課
題
と
し
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
「
社
内
サ
ポ
ー
ト
」
と
「
全
社
的
理
解
」
が
必
要
だ
。
 


「
全
社
的
理
解
」
が
図
ら
れ
る
と
、「

職
務
選
定
」
を
進
め
や
す
く
な
る
。
チ
ー
ム
集
約
型
の
部
署
（
共
同
で
作
業
し
て

い
る
労
働
集
約
型
の
部
署
）
で
あ
れ
ば
他
部
署
か
ら
仕
事
を
も
ら
う
。
「
全
社
的
理
解
」
も
「
経
営
者
方
針
」
も
、
浸
透

に
は
時
間
が
か
か
る
。「

配
属
先
の
不
安
」
の
解
決
を
経
て
、「

全
社
的
理
解
」
に
波
及
す
れ
ば
、
「
職
場
定
着
」
に
も
貢

献
す
る
。
 


「
経
営
者
方
針
」
と
「
全
社
的
理
解
」
は
、
法
的
義
務
と
並
び
、
確
か
に
重
要
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
面
倒
で
堅
苦
し
い
も
の

と
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
、
事
業
主
が
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ま
な
く
な
る
の
は
、
支
援
者
の
本
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「

全

社
的
理
解
」
に
つ
い
て
は
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
は
初
め
か
ら
「
全
社
」
と
い
う
考
え
方
は
あ
ま
り
し
な
い
と
思
う
。

配
属
先
を
検
討
し
、
特
定
の
部
署
の
理
解
を
図
っ
た
後
、
雇
用
後
の
定
着
の
対
策
の
た
め
、
他
の
部
署
に
も
知
っ
て
も
ら

い
協
力
を
得
た
い
場
合
や
、
さ
ら
に
複
数
の
部
署
の
雇
用
を
進
め
て
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
「
全
社
」
へ
広
が
る
。
こ
の

よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
全
社
的
理
解
」
は
、
取
組
と
い
う
よ
り
、
取
組
の
過
程
で
現
れ
、
他
の
取

組
の
下
地
に
も
な
る
も

の
で
、
一
覧
か
ら
外
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

 
●

企
業

内
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
等

の
選

任
の

本
質

 

企
業
内
の
支
援
体
制
に
関
す
る
項
目
が
あ
る
。
例
え
ば
企
業
在
籍
型
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
等
の
専
門
家
の
選
任
に
つ

い
て
は
、

実
は
資
格
が
必
ず
し
も
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
企
業
も
あ
る
等
、
選
任
の
有
無
が
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
選
任
が

無
く
て
も
し
っ
か
り
し
た
支
援
を
さ
れ
て
い
る
事
業
所
も
あ
る
。
選
任
の
有
無
よ
り
、
支
援
体
制
の
有
無
が
課
題
。

 
●

そ
の

事
業

主
に

と
っ

て
そ

の
情

報
は

な
ぜ

必
要

か
 


こ
の
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
企
業
に
対

し
、
支
援
の
入
口
と
な
る
資
料
と
し
て
活

用
で
き
る
と
思
う
。
し
か
し
、
事
業
主
に
こ
れ
を
直
接
手
渡
し
た
り
、
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
ア
ッ
プ
す
る
だ
け
で
は
、
必
要
な
情

報
を
自
主
的
に
調
べ
る
行
動
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 


ネ
ッ
ト
上
に
は
既
に
障
害
者
雇
用
の
情
報
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
掲
載
で
き
る
情
報
量
は

限
ら
れ
て

い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
数
あ
る
資
料
の
中
か
ら
、
な
ぜ
こ
れ
ら
が
選
ば
れ
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
相
談
の

中
で
支
援
者
が
説
明
す
る
の
が
よ
い
。
手
渡
し
た
り
、
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
ア
ッ
プ
す
る
な
ら
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
事
業

主
が
読
ん
で
、
分
か
る
よ
う
に
書
い
た
方
が
よ
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
よ
う
な
資
料
を
事
業
主
に
お
示
し
す
る
と
き
の
難
し
さ
の
ひ
と
つ
は
、
障
害
者
雇
用
に
消
極
的
な

事
業
主
の
雇
用
の
意
欲
を
喚
起
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ツ
ー
ル
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
よ
り
詳

し
く
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
。
情
報
を
自
ら
取
り
に
行
き
、
自
社
に
と
っ
て
の
意
義

を
考
え
て
、
有
効
な
情
報
を
選
び
、
有

効
な
ら
使
う
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
意
欲
を
、
持
っ
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
、
こ
の
点
が
ツ
ー
ル
の
難
し
さ
だ
と
思
う
。 

 


も
ち
ろ
ん
支
援
者
自
身
も
、
普
段
か
ら
知
識
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
人
事
担
当
者
の
方
に
は
最
低
限

持
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
障
害
者
雇
用
の
知
識
と
し
て
、
障
害
の
範
囲
等
の
制
度
、
支
援
機
関
の
機
能
、
雇
用
事
例

が
あ
る
。
障
害
者
雇
用
の
「
障
害
者
」
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
方
々
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
正
確
な
知
識
を
事
業
主
が

持
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
支
援
者
と
し
て
は
、
尋
ね
ら
れ
た
ら
正
確
に
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
。
初
め

て
の
事
業
主
に
は
、
手
帳
に
も
種
類
が
あ
る
こ
と
、
等
級
の
意
味
、
重
度
の
意
味
等
、
基
本
的
な
こ
と
か
ら
、
分
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
。
「
重
度
な
の
に
働
け
る
の
で
す
か
」
と
い
う
方
が
い
る
。
一
般
の
人
が
と
ら
え
る
重
度
障
害
と
、
雇
用

の
分
野
の
重
度
障
害
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
。
精
神
障
害
者
の
応
募
も
多
い

こ
と
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
 

●
ツ
ー
ル
の
分
量

 

も
し
支
援
者
が
事
業
主
と
の
相
談
で
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
使
う
な
ら
、
冊
子
等
の
形
式
よ
り

、
項
目
の
一
覧
を
Ａ
４
片

面
で
１
枚
に
ま
と
め
た
方
が
見
や
す
く
、
相
談
で
も
活
用
さ
れ
や
す
い
と
思
う
。
も
し
冊
子
に
す
る
な
ら
、
Ａ
４
両
面
２

ペ
ー
ジ
１
枚
で
完
結
す
る
内
容
の
も
の
を
複
数
作
成
し
、
そ
れ
ら
を
綴
じ
て
、
支
援
者
が
相
談
内
容
に
応
じ
て
必
要
な
１

枚
を
引
き
出
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
全
体
の
分
量
は
多
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
 

（
取
組
項
目
に
企
業
と
し
て
な
ぜ
取
り
組
ん
だ
方
が
よ
い
の
か
の
解
説
が
書
か
れ
た
冊
子
を
も
し
作
る
な
ら
、
と
の
問
い

に
対
し
て
、
）
取
組
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
情
報
、
検
討
を
よ
り
深
め
る
た
め
の
資
料
、
コ
ラ
ム
と
い
っ
た
情
報
が
あ

る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
全
部
を
読
ま
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
も
の
よ
り
、
項
目
ご
と
に
ま
と
ま
っ
た
内
容
に
し
て
、

項
目
ご
と
に
、
前
後
の
項
目
の
解
説
が
無
く
て
も
、
冊
子
の
途
中
で
切
っ
て
必
要
な
ペ
ー
ジ
だ
け
情
報
提
示
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
、
使
い
や
す
い
も
の
に
な
る
。
 


（
障
害
者
雇
用
に
向
け
て
何
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
分
か
ら
な
い
事
業
主
が
、
相
談
の
中
で
一
緒

に
見
て
、

課
題

を
探

し
て

い
く

た
め

の
冊

子
で

あ
れ

ば
、

た
く

さ
ん

の
項

目
が

書
い

て
あ

り
、

ペ
ー

ジ
数

も
多

く
て

も
よ

い
の

で

は
、
と
の
意
見
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、）

そ
の
場
合
、
項
目
の
一
覧
と
は
別
に
、
冊
子
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
作
成
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
 


（
項
目
が
多
い
と
の
意
見
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、）

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
項
目
一
覧
の
ペ
ー
ジ
で
は
、「

労
働
条
件
」

ま
で
は
、
雇
用
前
の
、
採
用
計
画
、
採
用
活
動
の
段
階
。
次
の
「
支
援
体
制
・
配
慮
」
は
、
採
用
後
の
定
着
に
関
す
る
項

目
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
も
し
項
目
の
一
部
を
省
く
と
し
た
ら
、
例
え
ば
、
後
半
の
採
用
後
の
と
こ
ろ
を
切
り
離
し
て

別
に
作
成
し
、
前
半
の
、
採
用
に
向
け
て
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
シ
ー
ト
と
、
後
半
の
採
用
後
に
分
け
て
作
れ
ば
、
分

か
り
や
す
く
、
使
い
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


あ
る
い
は
、
前
半
、
後
半
、
前
後
半
が
一
緒
に
な
っ
た
も
の
の
３
種
類
作
る
と
か
、
前
半
の
最
後
に
後
半
の
一
部
を
入
れ

た
も
の
を
作
る
。
前
半
の
中
か
ら
後
半
を
全
部
省
か
ず
に
少
し
で
も
定
着
の
項
目
が
あ
る
と
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の

事
業
主
に
安
心
し
て
も
ら
え
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 

障
害
者
雇

用
を

支
援
す

る
機

関
の
意
見
の
詳
細

 

（
２
）
地

域
セ

ン
タ
ー

の
主

任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
意
見
 

イ
 
Ｂ
地

域
セ

ン
タ
ー

の
主
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
 

●
開
発
の
意
図
に
つ
い
て

 

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
従
来
の
ツ
ー
ル
や
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
部
門
の
成
果
物
の
一
部
を
ミ
ッ

ク
ス
し
て

い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
。
機
構
が
作
る
多
く
の
資
料
に
は
、
機
構
の
サ
ー
ビ
ス
だ
け
が
載
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
ツ

ー
ル
（
試
作
版
）
は
機
構
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
も
含
め
て
体
系
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
点
が
違
う
。
 

（
「
事
業
主
支
援
の
実
務
で
ど
う
使
う
か
は
地
域
セ
ン
タ
ー
に
お
任
せ
し
た
い
が
、
ど
の
よ
う
な
使
い
方
で
あ
る

に
せ
よ
、

地
域
セ
ン
タ
ー
の
事
業
主
援
助
業
務
の
質
が
高
ま
る
こ
と
に
貢
献
で
き
れ
ば
。」

と
説
明
す
る
と
、）

こ
れ
ま
で
に
も
た
く

さ
ん
の
ツ
ー
ル
が
出
て
い
た
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
目
的
は
従
来
の
ツ
ー
ル
と
同
じ
で
、
中
味

が
従
来
の
ツ
ー
ル
に
取

っ
て
代
わ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
目
的
自
体
が
違
う
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
、
使
い
づ
ら
い
し
、
ど
う
使
う
も
の
な

の
か
、
分
か
ら
な
い
と
使
っ
て
も
ら
え
な
い
。
新
し
い
も
の
が
出
て
き
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
支
援
場
面
の
ニ
ー
ズ
を
受
け
、

ど
の

よ
う

な
経

緯
で

作
り

、
ど

の
よ

う
な

使
い

方
を

想
定

し
て

い
る

の
か

、
開

発
サ

イ
ド

か
ら

は
っ

き
り

示
し

て
ほ

し

い
。
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の
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
か
を
確
認
す
る
。
参
考
と
な
り
そ
う
な
資
料
、
支
援
サ
ー
ビ
ス
、
制
度
を
説
明
し
て
い
く
。
最

新
情
報
を
意
識
し
た
い
と
き
は
、
機
構
が
作
成
し
て
い
る
「
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
好
事
例
集
等
の
ご
あ

ん
な
い
」
を
事
業
主
に
示
す
。
20

ペ
ー
ジ
程
度
の

Wo
rd

形
式
フ
ァ
イ
ル
で
毎
年
更
新
さ

れ
、
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ

ー
研
究
部
門
の
最
新
の
研
究
成
果
も
載
っ
て
い
る
。
 


同
じ
趣
旨
、
内
容
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
も
多
数
あ
り
、
分
量
が
多
く
て
も
、
使
わ
れ
て
い
く
中
で
加
工
さ
れ
、
分

量
も
使
い
方
も
シ
ン
プ
ル
に
変
わ
っ
て
い
く
。
ツ
ー
ル
は
必
要
最
低
限
の
分
量
さ
え
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
使
っ
て
地
域
セ
ン

タ
ー
が
話
を
す
る
こ
と
は
十
分
で
き
る
。
ツ
ー
ル
を
使
う
地
域
セ
ン
タ
ー
が
、
そ
の
ツ
ー
ル
を
使
う
際
の
イ
メ
ー
ジ
が
し

や
す
い
も
の
ほ
ど
、
使
わ
れ
る
。
情
報
量
が
多
く
て
も
小
分
け
に
で
き
る
も
の
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ

の
意
味
が
分
か
る
も
の
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
の
方
が
、
使
い
方
の
イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
、
応
用
も
き
く
。
 

●
ツ

ー
ル

の
分

量
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
情
報
量
が
多
い
。
障
害
者
雇
用
に
慣
れ
て
い
な
い
企
業
の
人
事
担
当
者
に
は
読
み
こ
な
せ
ず
、
取

組
に
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 


シ
ン
プ
ル
な
も
の
ほ
ど
応
用
が
利
き
、
使
い
や
す
い
も
の
だ
。
相
談
場
面
で
は
、
ペ
ー
ジ
を
何
回
も
開
く
の
は
わ
ず
ら
わ

し
い

と
感

じ
ら

れ
る

。
１

枚
で

全
体

像
を

示
し

、
詳

し
く

知
り

た
け

れ
ば

リ
ン

ク
先

Ｕ
Ｒ

Ｌ
や

Ｑ
Ｒ

コ
ー

ド
を

表
示

す

る
。
「

は
じ

め
か

ら
わ

か
る

障
害

者
雇

用
 
事

業
主

の
た

め
の

Ｑ
＆

Ａ
」

の
ス

テ
ッ

プ
図

は
Ａ

４
で

片
面

の
み

し
か

な
い

が
、
こ
の
情
報
量
で
十
分
。
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
あ
の
図
だ
け
で
も
相
当
の
相
談
が
行
え
て
い
る
。
 


他
の
資
料
へ
の
入
口
と
し
て
活
用
す
る
ツ
ー
ル
に
す
る
な
ら
な
お
さ
ら
、
Ａ
４
で
１
枚
ず
つ
か
、
Ａ
３
で
２
つ
折
り
、
４

ペ
ー
ジ
程
度
に
ま
と
め
た
方
が
よ
い
。
事
業
主
が
何
に
困
っ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
取
組
を
す
れ
ば
よ
い
か
、
ど
こ
に

相
談

す
れ

ば
よ

い
か

。
ひ

と
ま

ず
そ

の
ス

タ
ー

ト
を

切
っ

て
い

た
だ

き
、

雇
用

に
踏

み
切

っ
て

も
ら

え
る

よ
う

な
相

談

に
、
役
立
つ
資
料
が
必
要
だ
。
 


地
域
の
支
援
機
関
の
情
報
や
、
国
の
制
度
紹
介
を
掲
載
す
る
の
は
疑
問
だ
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
地
域
セ
ン
タ
ー
の
他
に
地

域
に
特
有
の
支
援
機
関
を
含
め
、
自
治
体
や
地
方
労
働
局
が
冊
子
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
し
て
お
り
、
地
域
セ
ン
タ

ー
で
も
こ
れ
ら
を
入
手
し
て
活
用
し
て
い
る
。
そ
の
情
報
量
は
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
よ
う
な
資
料
に
掲
載
で
き
る
分

量
で
は
な
い
。
掲
載
し
よ
う
と
す
る
と
、
他
の
ツ
ー
ル
へ
の
リ
ン
ク
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
 


特
に
企
業
と
の
初
期
の
相
談
で
は
、
必
要
な
内
容
だ
け
を
Ａ
３
で
２
つ
折
り
く
ら
い
に
ま
と
め
、
そ
の
他
の
相
談
の
留
意

点
等
は
、
支
援
者
向
け
の
手
引
と
し
て
分
冊
化
す
る
方
が
よ
い
。
支
援
者
に
は
そ
の
方
が
使
い
や
す
い
と
思
う
。
（
最
小

限
の
情
報
を
１
枚
の
Ａ
３
に
し
、
そ
の
他
企
業
向
け
の
参
考
資
料
を
別
冊
化
し
て
、
１
テ
ー
マ
１
ペ
ー
ジ
ず
つ
切
り
離
し

て
企
業
に
渡
す
か
、
冊
子
ご
と
渡
す
か
、
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
よ
う
に
す
る
場
合
は
ど
う
か
、
と
問
う
と
、
）
そ
れ
ぞ
れ

の
企
業
に
お
い
て
何
が
重
要
か
は
、
相
談
の
初
期
段
階
で
は
分
か
ら
な
い
。
相
談
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
が
浮
か
び
上
が
り
、

必
要
な
情
報
だ
け
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

 
 

 


例
え
ば
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
巻
末
資
料
に
、
機
構
が
発
行
す
る
事
例
集
等
の
資
料
の
一
覧
が
あ
り
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
数
あ
る
資
料
の
中
か
ら
、
な
ぜ
こ
れ
ら
が
選
ば
れ
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
個
々
の
企
業
に
と

っ
て
そ
の
情
報
は
、
「
な
ぜ
」
必
要
・
有
効
な
の
か
。
何
に
役
立
つ
資
料
か
が
示
さ
れ
、
活
用
の
目
的
や
使
い
方
の
別
に

分
類
さ
れ
て
い
る
等
、
そ
の
「
な
ぜ
」
が
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
あ
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た

り
、
相
談
で
説
明
で
き
る
と
、
事
業
主
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


そ
も
そ
も
Ｐ
Ｃ
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力
す
る
の
は
負
担
が
あ
る
し
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
、
ま
だ
自
信
も
無
く
前
向
き
で

も
な
い
事
業
主
が
こ
の
ペ
ー
ジ
を
見
て
も
、
ご
自
身
で
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
う
。
逆
に
、
自

分
か
ら
積
極
的
に
調
べ
る
意
欲
の
あ
る
意
識
の
高
い
事
業
主
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ペ
ー
ジ
は
必
要
な
い
も
の
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
積
極
的
に
調
べ
る
意
欲
の
あ
る
企
業
で
あ
れ
ば
、
そ
の
企
業
に
と
っ
て
そ
の
資
料
が
、
な
ぜ
有
効
・
必
要
か
が
分
か

る
か
ら
だ
。
 


初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
十
分
な
情
報
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
事
業
主
に
は
「
こ
れ
な
ら
で
き
そ
う
だ
」
と
い
う
具
体

例
を
中
心
に
厳
選
し
て
呈
示
し
、
意
識
の
高
い
事
業
主
に
は
障
害
者
雇
用
の
考
え
方
を
問
題
提
起
す
る
よ
う
な
相
談
の
進

め
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
 

●
雇

用
前

と
雇

用
後

の
課

題
の

違
い

 

（
課
題
一
覧
の
課
題
数
や
課
題
の
組
み
合
わ
せ
方
は
、
雇
用
前
の
課
題
と
雇
用
後
の
課
題
を
共
通
化
さ
せ
る
等

に
よ
り
、

現
在
は
大
項
目
７
個
と
小
項
目

12
個
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
絞
っ
た
方
が
よ
い
か
、
と
問
う
と
、
）
ど
の
企

業
で
も
採
用
担
当
者
は
、
障
害
者
の
雇
用
前
で
も
、
当
然
、
長
期
に
働
き
続
け
る
こ
と
を
考
え
て
障
害
者
を
採
用
す
る
。

「
ま
ず
は
雇
っ
て
か
ら
」、
「
定
着
に
つ
い
て
は
雇
用
後
に
ゆ
っ
く
り
考
え
て
も
ら
う
」
と
言
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
実

際
に
は
、
初
め
て
雇
用
す
る
企
業
が
方
針
を
考
え
て
い
く
と
、
そ
の
中
に
そ
の
先
の
定
着
に
つ
な

が
る
視
点
が
含
ま
れ
て

く
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
雇
用
後
の
定
着
に
向
け
た
最
低
限
の
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
経
営
者
の
方
針
」

で
あ
れ
ば
、
採
用
の
み
な
ら
ず
育
成
、
キ
ャ
リ
ア
ッ
プ
ま
で
も
が
方
針
と
し
て
検
討
さ
れ
る
な
ら
ば
、
定
着
の
取
組
に
も

つ
な
が
る
。
人
事
担
当
者
が
異
動
す
れ
ば
、
定
着
の
取
組
と
併
せ
て
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
と
同

様
の
取
組
も
必
要
に
な

る
か
ら
、
雇
用
前
・
雇
用
後
の
両
方
の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
課
題
項
目
は
、
全
部
が
、
常
に
課
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「

経
営
者
方
針
」
が
掲

げ
ら
れ
な
く
て
も
、
障
害
者
雇
用
は
で
き
る
。
ど
れ
が
入
口
に
な
り
、
ど
れ
に
波
及
し
、
当
面
ど
れ
を
し
な
い
か
は
、
企

業
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
。
 


た
だ
し
、
特
に
雇
用
後
の
状
況
、
取
組
の
詳
細
は
、
企

業
に
よ
っ
て
よ
り
多
様
な
も
の
に
な
り
、
雇
用
後
に
必
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
情
報
を
、
個
々
の
事
業
主
と
の
相
談
で
把
握
す
る
以
前
に
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
チ

ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
の
よ

う
に
事
前
に
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
。
 


例
え
ば
、
雇
用
後
の
相
談
の
例
と
し
て
、
企
業
で
雇
用
す
る
障
害
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
に
伴
い
、
人
事
評
価
の
制
度
を

見
直
し
た
い
、
と
い
っ
た
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
支
援
者
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
評
価
基
準
で
は
な
く
合
理
的

配
慮
を
伴
っ
て
の
職
務
遂
行
能
力
を
見
る
必
要
性
等
、
差
別
禁
止
指
針
・
合
理
的
配
慮
指
針
の
趣
旨
を
ご
説
明
す
る
こ
と

に
な
る
と
思
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
企
業
の
取
組
に
落
と
し
込
め
て
い
な
い
。
人
事
評
価
を
変
え

る
理
由
を
よ
り
深
く
聞

き
、
前
提
と
な
る
企
業
の
状
況
、
問
題
意
識
、
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
、
人
事
担
当
者
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
、
考
え
る

た
め
の
材
料
や
、
提
案
や
助
言
を
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
●

複
数

の
資

料
を

加
工

し
て

活
用

 


例
え
ば
、
地
域
セ
ン
タ
ー
が
、
事
業
主
に
障
害
者
雇
用
の
全
体
像
を
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
し
っ
か
り
ご
説
明
し
た
い
の

な
ら
、
機
構
の
冊
子
「
は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 事

業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
の
中
か
ら
、
相
談
内
容
に
合
っ

た
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
見
せ
な
が
ら
ご
説
明
す
る
。
障
害
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い

な
ら
コ
ミ
ッ
ク
版
、
具
体
的
な
雇
用
事
例
を
見
て
障
害
者
雇
用
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
た
だ
く
な
ら
冊
子
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の

事
例
集
、
地
域
セ
ン
タ
ー
の
事
業
を
ご
紹
介
し
た
い
場
合
は
地
域
セ
ン
タ
ー
が
共
通
で
使
っ
て
い
る
資
料
を
出
す
。
そ
れ

ぞ
れ
使
い
慣
れ
た
ツ
ー
ル
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
。
 


他
に
も
有
用
な
資
料
は
既
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
実
際
の
相
談
で
支
援
者
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
か
ら
、
事
業
主
の
状
況

に
応
じ
、
一
部
コ
ピ
ー
や
加
工
を
加
え
、
一
番
使
い
や
す
い
も
の
を
、
使
い
や
す
い
場
面
で
活
用
し
、
最
も
使
い
勝
手
の

よ
い
ツ
ー
ル
を
選
ん
で
い
る
。
ど
の
ツ
ー
ル
も
大
切
な
事
項
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
当
然
そ
の
内
容
は
重
な
り
合
っ
て
い

る
。
内
容
は
同
じ
で
も
、
見
せ
方
は
工
夫
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
主
に
合
わ
せ
て
加
工
し
、
様
々
な
企
業
の
反
応

を
知
り
、
使
う
こ
と
を
繰
り
返
す
中
で
、
支
援
の
勘
ど
こ
ろ
も
分
か
っ
て
く
る
。
 


相
談
の
進
め
方
と
し
て
、「

は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 
事
業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
の
障
害
者
雇
用
の
ス
テ
ッ
プ
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め
。
 


「
仕
事
、
部
署
」
が
不
明
確
な
ま
ま
採
用
し
、
事
後
に
苦
慮
す
る
事
業
所
が
あ
る
た
め
、
有
用
な
項
目
。
 


仕
事
、
部
署
の
検
討
の
意
義
、
背
景
を
解
説
し
て
い
る
点
で
有
用
。
時
代
背
景
、
問
題
点
、
陥
り
や
す
い
点
等
が
解
説
し

て
あ
る
た
め
、
適
確
な
検
討
に
つ
な
が
り
や
す
く
な
る
。
 


こ
れ
ま
で
の
経
験
上
、
事
業
主
か
ら
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
項
目
で
あ
る
た
め
有
用
。
 


「
障
害
者
の
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
は
、
日
頃
の
事
業
主
支
援
で
は
口
頭
で
伝
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
文

字
化
さ
れ
る
こ
と
は
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
支
援
（
職
務
創
出
）
が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
。
 


障
害
者
雇
用
推
進
の
た
め
に
は
、
必
須
の
内
容
と
考
え
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。

 

●
「
配

属
先

の
職

場
の

上
司

や
従

業
員

は
取

組
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

」 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
支
援
（
職
務
創
出
）
が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
。
 


同

僚
や

上
司

の
不

安
に

焦
点

を
あ

て
て

い
る

点
で

有
用

。
働

く
障

害
者

の
周

囲
の

従
業

員
の

関
わ

り
方

が
職

場
定

着
に

は
重
要
と
あ
る
と
い
う
企
業
側
へ
の
意
識
付
け
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
た
め
。
 


ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支
援
等
の
説
明
、
提
案
が
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
た
め
有
用
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。
 


配
属
先
の
理
解
が
な
い
と
雇
用
継
続
が
難
し
い
た
め
。
 


障
害
者
雇
用
推
進
の
た
め
に
は
、
必
須
の
内
容
と
考
え
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。

 

●
「
募

集
・採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
」 


失

業
者

の
内

訳
で

精
神

障
害

者
が

多
い

こ
と

を
明

示
し

て
い

る
点

で
有

用
。

発
達

障
害

を
含

む
精

神
障

害
者

の
雇

用
へ

取
り
組
む
動
機
付
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 


具

体
的

な
募

集
・

採
用

の
仕

方
に

関
す

る
助

言
や

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

と
の

連
携

等
が

必
要

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
た

め
に

有
用
で
あ
る
。
 


職

務
内

容
や

勤
務

時
間

、
日

数
等

に
つ

い
て

一
般

の
求

人
と

同
様

に
考

え
十

分
な

検
討

を
行

わ
な

い
ま

ま
雇

用
し

て
い

る
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
、
有
用
な
項
目
。
 


ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
活
用
方
法
等
説
明
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
た
め
有
用
。
 


事
業
所
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
連
絡
・
相
談
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
。
 


障
害
者
雇
用
経
験
が
全
く
な
い
事
業
所
の
場
合
は
、
募
集
・
採
用
の
仕
方
も
イ

メ
ー
ジ
が
持
て
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
た

め
有
用
な
項
目
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。

 

●
「
障

害
者

雇
用

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
社

外
の

支
援

機
関

を
ご

存
じ

で
す

か
」 


必
須
項
目
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
採
用
担
当
者
様
の
多
く
が
抱
え
込
ま
ず
に
済
む
と
分
か
っ
た
時
に
「
ホ
ッ
」
と
し
た
表

情
を
さ
れ
ま
す
。
 


支
援
機
関
の
活
用
の
仕
方
ま
で
触
れ
て
い
る
点
が
有
用
。
支
援
機
関
が
多
い
、
ア
ク
セ
ス
方
法
が
不
明
と
い
っ

た
企
業
に

と
っ
て
の
疑
問
、
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
対
応
で
き
て
い
る
。
 


ど

こ
に

相
談

し
て

よ
い

か
分

か
ら

な
い

事
業

所
は

多
い

と
思

わ
れ

る
。
「

～
ど

の
専

門
機

関
へ

連
絡

す
れ

ば
よ

い
の

か
 

地
域
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
」
と
書
い
て
あ
る
点
が
よ
い
。
 


社

外
の

支
援

機
関

を
把

握
し

て
い

な
い

ケ
ー

ス
が

散
見

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

支
援

体
制

の
検

討
を

促
す

意
味

で
有

用
と

考
え
る
。
 


障

害
者

雇
用

経
験

が
全

く
な

い
事

業
所

の
場

合
、

就
労

支
援

の
サ

ー
ビ

ス
が

あ
る

こ
と

自
体

を
ご

存
じ

な
い

場
合

も
多

い
た
め
。
 

 

障
害

者
雇

用
を

支
援
す

る
機

関
の
意

見
の

詳
細

 

（
３

）
全

地
域

セ
ン
タ

ー
の

事
業
主

援
助

業
務
担

当
者

等
の
意

見
及

び
試
用

結
果

 

有
用

で
あ

る
理

由
 

●
「
経

営
者

は
障

害
者

雇
用

の
方

針
を

全
社

に
示

し
て

い
ま

す
か

」 


障

害
者
雇

用
を

進
め
る
う

え
で

の
大
前
提

と
な

る
重
要
な

項
目

で
あ
る
た

め
、

有
用
で
あ

る
。
 


こ

の
質

問
を

入
れ

る
こ

と
で

、
会

社
の

障
害

者
雇

用
の

取
組

状
況

(
進

捗
)
や

取
り

組
む

経
緯

に
つ

い
て

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

が
ス
ム
ー
ズ

に
で

き
た
。
 


チ

ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
と
し

て
明

記
さ
れ
る

こ
と

で
必
要
な

こ
と

と
し
て
伝

え
や

す
く
な
る

。
 


方

針
が
示

さ
れ

て
い
る
企

業
で

雇
用
が
進

ん
で

い
る
デ
ー

タ
は

参
考
に
な

る
。
 


障

害
者
雇

用
で

比
較
的
多

く
見

ら
れ
る
採

用
担

当
者
が
孤

軍
奮

闘
さ
れ
て

い
る

事
業
所
に

お
い

て
、
こ
の

取
組

は
重
要
。
 


障

害
者

の
配

属
先

の
方

た
ち

が
障

害
者

雇
用

に
対

し
消

極
的

で
あ

る
場

合
は

取
組

が
進

ま
な

か
っ

た
り

、
雇

用
後

の
必

要
な
配
慮
が

あ
ま

り
行
わ
れ

な
い

事
例
が
あ

る
。
全
社

一
丸
と
な

っ
た
取
組

が
必

要
で
あ
り
、
有

用
な
項
目

で
あ

る
と
思

わ
れ
る
。
 


経

営
者

が
組

織
の

方
針

と
し

て
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

組
織

全
体

に
取

組
当

初
の

段
階

で
示

す
こ

と
は

、
そ

の
後

の
取

組
が
ス
ム
ー

ズ
に

進
む
こ
と

が
考

え
ら
れ
る

た
め

。
 


必
要
な

準
備
を

整
え
な

い
状
態

で
障
害

者
を
雇

用
し
て

し
ま
う

事
業
主

は
少
な

く
な
い

。
「
障

害
者
雇

用
が
全

社
的
に

理

解
さ

れ
る

よ
う

取
組

ま
れ

て
い

ま
す

か
」

と
併

せ
て

、
地

域
セ

ン
タ

ー
も

こ
の

よ
う

な
基

本
的

な
こ

と
か

ら
言

語
化

し

て
、
事
業
主
に
き

ち
ん
と
伝

え
て

い
く
こ
と

は
重

要
。
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
、
障
害
者

就
業
・
生
活
支

援
セ
ン
タ

ー
と

も
共
有

し
た
い
項
目

。
 


会

社
全

体
に

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
示

す
こ

と
の

意
義

を
ご

認
識

い
た

だ
き

た
い

事
業

所
は

少
な

く
な

い
。

こ
の

質
問

を
す
る
こ
と

で
、
社
内
研
修

や
そ

の
他
の
支

援
方

法
と
組
み

合
わ

せ
た
体
系

的
な

事
業
主
援

助
業

務
に
つ
な

げ
や

す
い
た

め
。
 


経

営
者

側
か

ら
ト

ッ
プ

ダ
ウ

ン
の

意
思

表
示

が
あ

る
こ

と
で

、
事

業
所

と
し

て
取

り
組

む
べ

き
課

題
で

あ
る

と
の

認
識

が
図
ら
れ
る

と
考

え
ま
す
。
 


こ

の
よ
う

な
項

目
が
あ
る

と
ワ

ー
ク
シ
ョ

ッ
プ

や
社
内
研

修
の

提
案
が
し

や
す

く
な
る
。
 


事

業
主
支

援
を

行
う
中
で

確
認

し
た
い
事

項
で

あ
る
た
め

。
 


「

理
解
者

の
異

動
・
退
職

が
安

定
し
た
障

害
者

雇
用
の
妨

げ
と

な
る
事
例

も
み

ら
れ
ま
す

」
は

特
に
周
知

す
べ

き
内
容
。
 

●
「
障

害
者

雇
用

が
全

社
的

に
理

解
さ

れ
る

よ
う

取
組

ま
れ

て
い

ま
す

か
」 


経

営
者
・
人
事

担
当
者
と

現
場

と
の
間
に
、
障

害
者
雇
用

に
対

す
る
考
え

方
の

温
度
差
が

あ
り
、
現

場
が
障
害

者
雇
用
に

対
し
消
極
的

で
あ

る
と
、
雇
用
し

て
も
必
要

な
配

慮
が
行
わ

れ
な

い
こ
と
が

あ
る
。
全

社
一
丸
と

な
っ
た
取

組
が

必
要
で

あ
り
、
現
場

へ
の

理
解
促
進

が
重

要
で
あ
る

こ
と

の
認
識
を

促
す

た
め
に
有

用
な

項
目
で
あ

る
。
 


人

事
部
門

の
み

な
ら
ず
、

経
営

者
、
人
事

部
門

、
配
属
先

現
場

の
共
通
理

解
が

図
ら
れ
る

こ
と

が
必
要
と

考
え

る
た
め
。
 


「
障
害

者
雇
用

が
全
社
的

に
理

解
さ
れ
る

よ
う

取
組
ま
れ

て
い

ま
す
か

」
の
項

目
は
有
用

だ
。
経
営
・
人
事
担

当
者
と
受

入
れ
側
で
あ

る
現

場
と
の
間

で
障

害
者
雇
用

に
対

す
る
考
え

方
に

違
い
が
生

じ
る

こ
と
は
、

よ
く

あ
る
。
 


「
障

害
者
雇
用

が
全
社
的

に
理

解
さ
れ
る

よ
う

取
組
ま
れ

て
い

ま
す
か
」
は
、
日
頃

の
事
業
主

支
援
で
は

口
頭

で
伝
え
る

こ
と
が
多
い

が
、

文
字
化
さ

れ
る

こ
と
は
効

果
が

あ
る
と
思

わ
れ

る
。
 


こ

の
よ
う

な
項

目
が
あ
る

と
ワ

ー
ク
シ
ョ

ッ
プ

や
社
内
研

修
の

提
案
が
し

や
す

く
な
る
。
 


事

業
主
支

援
を

行
う
中
で

確
認

し
た
い
事

項
で

あ
る
た
め

。
 

●
「
障

害
者

の
仕

事
、
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

」 


タ

イ
ト
ル

が
分

か
り
や
す

く
有

用
。
職
務
創
出

の
方
法
に

つ
い

て
や
環
境

設
定

等
、
ど
の
程
度

事
業
所
が

情
報

を
得
て
い

る
か
が
把
握

で
き

る
。
 


有

用
。

初
め

て
障

害
者

雇
用

を
考

え
る

企
業

の
多

く
が

、
職

務
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

に
悩

ん
で

い
る

状
況

が
見

ら
れ

る
た

資
料

1
1
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●
「
障

害
者

雇
用

が
全

社
的

に
理

解
さ

れ
る

よ
う

取
組

ま
れ

て
い

ま
す

か
」 


必
ず
し
も
全
社
員
に
対
し
て
一
律
に
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
が
よ
い
と
は
思
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、「

全
社
的
」

を
「
社
内
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
 


「
人
事
部
門
だ
け
で
は
な
く
全
社
的
に
」
に
修
正
。
も
し
項
目
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
れ
ば
。
 


「
障
害
者
雇
用
が
事
業
所
内
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
か
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
会
社
規

模
に
よ
っ

て
は

事
業

所
単

位
で

の
取

組
で

よ
い

場
合

も
考

え
ら

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

全
社

的
に

理
解

が
得

ら
れ

る
の

は
理

想
的

だ

が
、
理
解
が
必
ず
得
ら
れ
な
け
れ
ば
障
害
者
雇
用
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 


社
内
研
修
に
活
用
で
き
る
資
料
の
リ
ス
ト
が
あ
る
と
よ
い
。
 


解
説
文
の
順
番
を
入
れ
替
え
た
方
が
よ
い
。
ま
ず
、
方
針
を
示
し
社
内
全
体
で
取
り
組
む

こ
と

が
大
事
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
（
大
枠
）、

次
に
「
最
初
は
人
事
の
み
で
も
理
解
が
進
ん
だ
例
が
あ
る
」（

方
法
論
）
の
順
で
。
 


解
説
文
の
「
当
初
は
人
事
担
当
者
だ
け
の
…
配
属
先
の
理
解
を
得
て
い
っ
た
…
」
を
「
当
初
は
人
事
担
当
者
中
心
の
…
配

属
先
の
理
解
に
広
げ
て
い
っ
た
」
に
修
正
し
た
方
が
、
全
社
的
な
取
組
が
つ
な
が
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
よ
い
と

思
う
。
 


「
全
従
業
員
が
経
営
者
の
方
針
を
理
解
し
」
に
続
け
て
「
理
解
の
輪
を
拡
げ
る
試
み
が
重
要
で

す
」
と
書
く
等
、
従
業
員

が
受
け
身
で
は
な
く
積
極
的
に
拡
げ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
 

●
「
障

害
者

の
仕

事
、
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

」 


障

害
者

が
で

き
る

職
務

を
作

り
出

す
、

職
務

を
分

か
り

や
す

く
作

り
替

え
る

と
い

う
発

想
が

必
要

だ
と

い
う

こ
と

を
明

確
に
し
た
方
が
よ
い
。
 


仕
事
や
部
署
が
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
い
る
方
が
、
雇
用
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
逆
に
障
害

種
別
や
受

け
入
れ
る
部
署
を
狭
め
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「

障
害
者
の
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
広
い
た
め
、
特
に
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
場
合
、
障
害
者
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
自
体
が
な
い
た
め

、
こ
の

項
目
の
何
か
ら
行
え
ば
よ
い
か
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「

決
ま
っ
て
い
れ
ば
な
お
よ
い
」
く
ら
い

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
丁
度
よ
い
と
思
う
。
 


「
補
助
的
な
作
業
」
だ
け
で
な
く
、
一
連
の
作
業
工
程
の
一
部
分
を
「
切
り
出
す
」
こ
と
も
あ
り
得
る
。
 


「
障
害
者
が
従
事
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
仕
事
や
部
署
の
候
補
は
あ
り
ま
す
か
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
障
害
者
が
従

事
す
る
仕
事
や
部
署
が
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 


「
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
よ
り
、「

仕
事
の
選
定
は
進
ん
で
い
ま
す
か
」
等
の
方
が
は
答
え
や
す
い
の
で

は
な
い
か
。
 


障
害
者
の
切
り
出
し
、
選
定
に
役
立
つ
情
報
が
あ
る
と
よ
い
。
 


「
切
り
出
し
・
再
構
成
」
に
加
え
「
特
化
モ
デ
ル
」
に
も
言
及
し
て
ほ
し
い
。
 


「
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
 
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
一
覧
」
の
「
雇
用
前
の
実
習
等
の
制
度
の
利
用
も
有
効
で
す
」
の

「
有
効
」
を
よ
り
具
体
的
に
、
例
え
ば
「
職
務
や
職
場
環
境
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
確
認
す
る
た
め
に
も
有
効
で
す
」
等
。
 


仕
事
や
部
署
は
決
ま
っ
て
も
、
事
業
主
が
勤
務
時
間
や
賃
金
等
の
決
定
に
時
間
を
要
し
た
り
、
迷
う
場
合
も
あ

る
。
勤
務

時
間
、
賃
金
等
の
労
働
条
件
が
決
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
項
目
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
 


「
補
助
的
な
作
業
を
持
ち
寄
り
」
と
「
雇
用
前
の
実
習
等
の
制
度
の
利
用
」
は
特
に
周
知
す
べ
き
内
容
だ
。
 


「
補
助
的
な
作
業
を
持
ち
寄
り
」
を
「
職
務
を
切
り
出
し
て
再
構
成
す
る
」
等
に
修
正
し

て
は
ど
う
か
。
職
務
創
出
等
に

お
い
て
抽
出
す
る
作
業
は
、
補
助
的
な
も
の
に
限
ら
な
い
た
め
。

 

労
働
条
件
の
設
定
に
つ
い
て
の
助
言
や
情
報
を
求
め
ら
れ
る
事
例
も
多
い
。
具
体
的
に
例
示
さ
れ
て
い
た
方
が
よ
い
。

 

●
「
配

属
先

の
職

場
の

上
司

や
従

業
員

は
取

組
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

」 


「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
と
の
違
い
が
理
解
し
づ
ら
い
。
取
組
が
何
を
指

し
て
い
る
の
か
具
体
的
に
記
載
し
て
あ
れ
ば
、
差
異
が
分
か
り
や
す
く
な
る
と
考
え
る
。
 


「
配
属
先
の
上
司
や
従
業
員
は
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
取
組
を
理
解
し
て
い
ま
す
か
」
の
方
が
、
意
図
が
明
確
に
伝
わ
る

の
で
は
な
い
か
。

 


「
障
害
の
特
徴
や
配
慮
事
項
に
つ
い
て
、
配
属
先
の
上
司
等
は
、
情
報
の
不
足
や
不
安
を
感
じ
て
い
な
い
で
し

ょ
う
か
」

 


支
援
機
関
と
関
わ
り
慣
れ
て
い
な
い
事
業
所
に
、
支
援
機
関
と
の
連
携
の
重
要
性
を
示
せ
る
こ
と
は
有
用
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
支
援
（
提
供
、
関
係
機
関
と
の
つ
な
ぎ
）
が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
有
用
で
あ

る
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。

 

●
「
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

は
あ

り
ま

す
か

」 


担
当
者
が
孤
軍
奮
闘
し
た
り
、
疲
れ
果
て
て
し
ま
う
例
が
あ
る
。
担
当
者
を
支
え
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
た
め
有
用
な

項
目
。
 


担
当
者
が
孤
立
化
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
目
的
が
明
示
さ
れ
て
お
り
有
用
。
 


①

障
害

者
雇

用
の

開
始

に
向

け
た

社
内

で
の

相
談

体
制

の
構

築
や

指
導

担
当

者
の

フ
ォ

ロ
ー

体
制

を
整

備
、

②
実

際
に

雇
用
さ
れ
た
障
害
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
際
の
組
織
体
制
の
確
認
、
と
い
う
点
に
お
い
て
有
用
と
考
え
る
。
 


具

体
的

な
サ

ポ
ー

ト
体

制
構

築
等

に
お

い
て

、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

支
援

や
助

言
が

必
要

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
た

め
に

有
用
で
あ
る
。
 


有
用
で
あ
る
。「

社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
」
が
検
討
さ
れ
ず
現
場
任
せ
に
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
 


人
事
担
当
者
や
職
場
の
担
当
者
が
一
人
で
苦
慮
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
る
た
め
有
用
。
 


こ
の
「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
あ
り
ま
す
か
」
は
、
「
経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」

と
「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
で
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
改
善
で
き
る
か
の

具
体
的
な
回
答
に
も
な
っ
て
い
る
。
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
相
互
に
関
連
が
あ
る
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。
 

修
正
意
見

等
改

善
点
 

●
「
経

営
者

は
障

害
者

雇
用

の
方

針
を

全
社

に
示

し
て

い
ま

す
か

」 


な
ぜ
企
業
が
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
の
か
の
記
載
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
 


ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
例
も
あ
る
と
、
「
経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」
の
意
味
の
イ
メ

ー
ジ
を
持
っ
て
も
ら
い
や
す
い
と
思
う
。
 


「
方
針
」
を
「
取
組
方
針
」
に
修
正
し
た
方
が
具
体
的
で
よ
い
と
思
う
。
 


「
障
害
者
雇
用
の
方
針
や
計
画
に
つ
い
て
、
社
内
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
具
体
的
な
取
組
を
開

始
さ
れ
て

い
ま
す
か
」
に
修
正
し
た
方
が
、
企
業
が
受
け
入
れ
や
す
い
。
 


「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
と
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め

、「
経
営

者
は
障
害
者
雇
用
の
意
義
や
制
度
に
つ
い
て
理
解
し
、
具
体
的
方
針
を
決
定
し
て
い
ま
す
か
」
に
修
正
。
 


「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
の
必
要
条
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「

障
害
者
雇

用
が

全
社

的
に

理
解

さ
れ

る
よ

う
取

組
ま

れ
て

い
ま

す
か

」
の

中
の

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

で
も

よ
い

の
で

は
な

い

か
。
 


人
事
担
当
者
と
の
相
談
で
は
、
経
営
者
方
針
に
言
及
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
（
人
事
担
当

者
と
経
営

者
と
の
間
で
必
ず
し
も
十
分
な
調
整
が
図
ら
れ
て
い
な
い
場
合
等
）
。
今
回
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
試
用
し
た
企
業
は

い
ず
れ
も
、
経
営
者
が
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
 


チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
の
一
番
上
で
は
な
い
方
が
よ
い
。
障
害
者
雇
用
を
検
討
す
る
最
初
の
段
階
で
は
、
従
業
員

全
体
に
周

知
す
る
と
い
う
発
想
に
な
り
づ
ら
い
。
ま
た
「
全
社
」
と
い
う
表
現
を
変
え
た
方
が
よ
い
。
従
業
員
規
模
に
よ
っ
て
は
、

大
げ
さ
な
印
象
を
受
け
る
た
め
。
 


解
説
文
に
「
組
織
全
体
の
取
組
と
言
え
ま
す
」
と
あ
る
が
、
断
定
せ
ず
、「

組
織
全
体
の
取
組
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
」
の
方
が
よ
い
。
 

「
経
営
者
は
」
を
削
除
。
経
営
者
の
姿
勢
は
重
要
だ
が
、
経
営
者
に
向
け
て
直
接
問
う
よ
う
な
表
現
は
避
け
た

方
が
よ
い
。  
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制
度
や
資
料
の
活
用
の
文
の
中
で
、「

無
料
か
つ
○
○
日
で
可
能
」
等
の
コ
ス
ト
を
記
載
で
き
な
い
か
。
記
載
の
Ｗ
ｅ
ｂ

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
情
報
を
得
た
い
と
い
う
動
機
付
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
。
 


参
考
資
料
の
「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
意
義
と
効
果
」
に
、
「
職
場
の
同
僚
や
上
司
に
任
せ
き
り
に
し
な
い
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
職
場
の
同
僚
や
上
司
が
不
調
に
陥
っ
た
り
、
障
害
者
雇
用
の
理
解
が
深
ま
ら
な
い
こ
と
等
が
懸
念

さ
れ
る
等
、
理
由
を
具
体
的
に
書
い
た
方
が
説
得
力
が
増
す
と
考
え
る
。
 


「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
あ
り
ま
す
か
」
の
項
目
は
障
害
者
雇
用
の
必
要
条
件
で
は
な
い
。
あ
れ
ば
な
お
よ
い
チ
ェ
ッ

ク
項
目
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 


社
内
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
も
例
示
し
て
ほ
し
い
。
事
業
主
支
援
の
中
で
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
も
含

め
た
雇
用
管
理
体
制
づ
く
り
に
対
す
る
助
言
を
求
め
ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
た
め
。
 


障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
資
格
認
定
講
習
、
企
業
在
籍
型
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
養
成
研
修
に
つ
い
て
の
記
載
も
必
要

。
 

●
７

項
目

の
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
に

共
通

す
る

改
善

意
見

 


取
組
の
例
示
、
「
で
き
て
い
る
」
場
合
と
「
で
き
て
い
な
い
」
場
合
の
い
ず
れ
か
に
✔
を
入
れ
る
欄
、
取
組
を
実
施
し
て

い
る
場
合
の
記
入
欄
が
あ
る
と
、
相
談
を
深
め
や
す
い
。
 


７
つ
の
取
組
に
な
ぜ
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
の
か
、
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
方
が
よ
い
。
 


説
明
文
を
よ
り
平
易
に
、
見
出
し
と
本
文
の
構
成
を
整
理
し
て
ほ
し
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
表
紙
の
「
趣
旨
と
使
い
方
」
の
「
障
害
者
の
就
業
意
欲
が
高
ま
る
と
と
も
に
…
事
業
主
も
増
加
し

て
い
ま
す
」
は
、
こ
こ
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
 


文
を
明
確
に
。（

例
「
相
談
相
手
と
な
る
体
制
」
→
「
雇
用
管
理
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
体
制
」
に
。）

 


文
を
控
え
め
に
。
（
例
「
○
○
と
言
え
ま
す
」
を
「
○
○
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
」
に
。）

 


障
害
者
雇
用
は
企
業
が
自
律
的
・
主
体
的
に
取
り
組
む
も
の
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
文
言
「
～
ま
す
か
」
等
の
文
言
は
、

事
業
主
が
第
三
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
り
、
不
適
切
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
●
●
と
言
え
る
」「

●
●
が
重
要
で
あ
る
」
等
の
文
言
は
、
障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
学
び
た
い
、

知
り
た
い
と
お
考
え
の
事
業
主
に
は
、
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
方
に
と
っ
て
は
、
高
み
か
ら
説
明
さ
れ
て
い

る
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
と
思
う
。
活
用
に
は
注
意
が
必
要
。

 

そ
の
他
の
意
見
 

●
相

談
の

進
め

方
と

ツ
ー

ル
の

活
用

の
仕

方
 


こ

れ
ま

で
の

相
談

の
中

で
、

事
業

主
も

支
援

者
も

経
験

則
に

基
づ

い
て

言
及

し
て

い
た

漠
然

と
し

た
障

害
者

雇
用

の
課

題
が
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
明
確
に
文
字
化
さ
れ
て
い
て
よ
い
と
思
っ
た
。
 


こ
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
は
、
多
種
多
様
、
多
い
ほ
ど
よ
い
。
事
業
所
と
の
相
談
の

幅
が
広
が

り
、
支
援
の

幅
が
広

が
る
と
思

う
。
 


チ
ェ
ッ
ク
項
目
ご
と
の
研
究
デ
ー
タ
を
載
せ
て
あ
る
点
は
、
支
援
機
関
が
説
明
す
る
際
の
助
け
に
な
る
。
 


事
業
主
と
の
相
談
場
面
に
お
い
て
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
別
冊
参
考
資
料
が
大
変
分
か
り
や
す
く
、
参
考
に
な
る
。
既
存

の
資
料
と
組
み
合
わ
せ
て
活
用
し
て
い
き
た
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
内
容
は
、
地
域
セ
ン
タ
ー
で
の
通
常
の
事
業
主
相
談
場
面
に
お
い
て
、
説
明
し
て
い
る

内
容
で
、

目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
が
あ
る
こ
と
で
、
説
明
す
べ
き
内
容
を
漏
れ
な
く
伝
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
点
は
心
強
い
と
思
っ
た
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
す
る
に
は
、
事
業

主
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
の
支
援
者
の
技
術
の
向
上
が
必
要
。

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
個
別
事
業
主
の
障
害
者
雇
用
の
課
題
等
を
的
確
か
つ
速
や
か
に
把
握
す
る
、
と
い
う
目
的
に
限

定
す
れ
ば
有
用
。
し
か
し
そ
の
後
、
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
提
案
す
る
段
階
で
は
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
な
く
、
既
存
の

 

の
方
が
、
企
業
が
受
け
入
れ
や
す
い
表
現
に
な
る
。
 


「
不
安
」
を
「
理
解
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
際
に
不
安
が
生
じ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
。
 


「
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
 
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
一
覧
」
の
「
配
慮
事
項
と
そ
の
根
拠
と

な
る
障
害

特
性

」
を
、
よ

り
分
か
り
や
す
く
「
配
慮
事
項
と
関
連
す
る
障
害
特
性
に
つ
い
て
」
に
修
文
。
 


「
障
害
者
が
配
慮
を
希
望
し
」
を
「
障
害
に
対
す
る
必
要
な
配
慮
に
つ
い
て
」
に
修
正
。
障
害

者
個
人
の
希
望
だ
け
で
は

な
く
企
業
と
し
て
の
判
断
を
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

 


参
考
資
料
の
「
配
属
先
の
上
司
や
従
業
員
の
不
安
の
解
消
方
法
」
の

2
番
目
の
「
・
」
以
下
は
意
味
が
分
か
り

に
く
い
。

事
業
所
に
提
示
す
る
こ
と
を
考
え
て
、
修
文
す
る
か
削
除
し
た
方
が
よ
い
。

 

●
「
募

集
・採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
」 


求
人
の
受
付
や
求
職
者
の
紹
介
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
へ
ご
相
談
い
た
だ
け
る
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
方
が
よ
い

。
 


面
接
の
方
法
に
つ
い
て
も
触
れ
て
ほ
し
い
。
面
接
の
方
法
等
を
通
じ
て
、
応
募
者
の
障
害
の
開
示
範
囲
等
を
確
認
し
て
い

く
た
め
。
 


採
用
面
接
は
、
事
業
主
と
の
相
談
の
な
か
で
助
言
や
情
報
を
求
め
ら
れ
る
事
例
も
多
い
。
採
用
面
接
の
方
法
や
留
意
点
に

つ
い
て
記
述
し
て
ほ
し
い
。
 


非
公
開
求
人
（
支
援
機
関
に
の
み
限
定
的
に
情
報
提
供
）
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
「
公
募
原
則
」
で
は
齟
齬

が
生
じ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 


「
一
般
の
募
集
と
同
様
、
障
害
者
に
つ
い
て
も
公
募
が
原
則
で
す
」
と
あ
る
が
、
縁
故
採
用
等

も
あ
り
「
原
則
」
と
ま
で

は
言
え
な
い
。
 


「
公
募
が
原
則
」
は
説
明
不
足
で
あ
る
。
公
募
以
外
の
方
法
も
あ
る
。
 


「
公
募
が
原
則
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
募
集
す
る
場
合
に
は
、
公
募
に
よ
ら
ず
採
用
に
至
る
こ
と
も
あ

る
。「

原
則
」
以

外
の
緩
や
か
な
言
葉
に
置
き
換
え
た
方
が
よ
い
。
 


参
考
資
料
の
「
障
害
者
の
募
集
・
採
用
の
方
法
」
の
３
つ
目
の
「
・
」
を
削
除
。
企
業
に
お
け
る
採
用
と
育
成
の
問
題
提

起
で
終
わ
っ
て
お
り
、
具
体
的
に
障
害
者
雇
用
に
お
い
て
何
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
明
確
で
は
な
い
た
め
。
 


障

害
者

に
限

ら
ず

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

で
求

人
を

出
し

た
こ

と
の

な
い

事
業

所
が

あ
り

、
障

害
者

専
用

求
人

に
つ

い
て

ご
存

じ
な
い
事
業
所
も
あ
る
。
解
説
、
情
報
提
供
が
あ
る
と
よ
い
。
 


こ
の
項
目
と
関
連
付
け
て
各
種
助
成
金
等
の
活
用
に
つ
い
て
も
書
き
加
え
た
方
が
よ
い
。

 

●
「
障

害
者

雇
用

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
社

外
の

支
援

機
関

を
ご

存
じ

で
す

か
」 


支
援
機
関
の
説
明
は
、
文
字
情
報
で
は
な
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
図
等
で
関
係
性
や
機
能
が
分
か
る
よ
う
に
し
た
方
が

よ
い
。
 


本

資
料

が
支

援
者

の
手

元
資

料
で

は
な

く
事

業
主

に
提

供
す

る
も

の
で

あ
れ

ば
、

地
域

の
支

援
機

関
の

連
絡

先
等

が
掲

載
（
編
集
）
で
き
る
空
欄
が
あ
る
と
よ
い
と
思
う
。
 


代
表
的
な
支
援
機
関
を
記
載
し
て
、
相
談
し
て
い
る
機
関
に
〇
を
し
て
も
ら
う
方
式
で
も
よ
い
の
で
は
。
 


知
的
障
害
者
の
雇
用
に
際
し
て
は
、
特
別
支
援
学
校
の
見
学
や
実
習
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
支
援
機
関
の
ひ
と
つ
と

し
て
重
要
で
あ
り
、
掲
載
し
た
方
が
よ
い
。
 


「
相
談
相
手
と
な
る
体
制
」
の
「
相
談
」
の
目
的
を
絞
り
、「

雇
用
管
理
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
体
制
」
に
修
正
し
て
は

ど
う
か
。
 

●
「
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

は
あ

り
ま

す
か

」 


確
か
に
、
職
場
の
受
入
れ
の
担
当
者
が
「
孤
立
し
た
た
め
に
過
度
な
負
担
と
な
る
」
こ
と
は
あ

る
。
孤
立
は
し
て
い
な
い

も
の
の
一
人
に
集
約
し
過
ぎ
て
過
重
負
荷
に
な
っ
て
い
る
例
等
も
あ
り
、
孤
立
と
負
担
は
、
原
因
と
結
果
の
関
係
で
は
必

ず
し
も
な
い
。「

孤
立
し
た
り
、
過
度
な
負
担
と
な
っ
た
り
す
る
」
で
も
よ
い
。
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企
業

の
人

事
担

当
者
の

意
見

の
詳
細

 
（

１
）
Ｃ

社
の

人
事
担

当
者

の
意
見

 

●
ツ

ー
ル

の
全

体
構

成
と

使
い

方
に

つ
い

て
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の
障
害
者

雇
用
の
取

組
一

覧
の
円
環

図
は
、
企
業
は
最
初

に
こ
れ
を

見
て
、
例
え
ば
「
採

用
・
募
集

の
方
法
は
決

ま
っ

て
い
ま
す

か
」
の
項
目
に

対
し

て
、
何
と

な
く
「
ま
だ
決

ま
っ

て
い
な
い

」
と

な
れ
ば
、
参
考

資
料
の

該
当
の
ペ
ー

ジ
を

見
に
行
け

る
。
支
援

機
関
の
窓

口
の
担
当

者
は
、
人

事
担
当
者

に
一
覧
の

ひ
と

つ
ひ
と
つ

の
項

目
を
示

し
て

、
「
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
」

と
尋

ね
て

い
く

。
も

し
決

ま
っ

て
な

い
場

合
は

、
参

考
資

料
を

出
し

て
「

こ
こ

に
詳
し

く
出
て
い
ま

す
よ

」
と
い
う

感
じ

で
、
ツ
ー

ル
（

試
作
版
）

を
使

っ
て
相
談

を
進

め
れ
ば
よ

い
と

思
う
。
 


障

害
者
を

雇
用

し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
こ

と
は

、
ど
の

企
業
も

分
か
っ
て

い
る

と
思
う

。
ツ
ー

ル
（
試

作
版
）
に
「
取
組

み
や
す
い
も

の
か

ら
始
め
て

み
て

く
だ
さ
い
」
と

書
い
て
あ

る
の

は
、
雇
用
を
進

め
る
に
当

た
っ

て
何
を
ど

の
よ

う
に
進

め
れ
ば
よ
い

か
が

、
お
分
か

り
に

な
ら
な
い

企
業

に
と
っ
て

は
、

取
り
組
み

や
す

い
、
よ
い

書
き

方
だ
と
思

う
。
 


ツ

ー
ル
（

試
作

版
）
の
参

考
資

料
は
、
文

字
が

あ
ま
り
に

多
い

。
端
か
ら

読
も

う
と
す
る

と
読

む
の
が
大

変
。

し
か
し
、

企
業
は
、
全

部
を

読
ま
な
く

て
も

よ
く
、
気

に
な

っ
た
と
こ

ろ
だ

け
を
読
め

ば
よ

い
。
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の
中
に
書

き
き
れ
な

か
っ

た
部
分
や

詳
細

に
つ
い
て

は
、
相
談

窓
口
や
関

係
資
料
に

あ
た

る
よ
う
に

紹
介
さ
れ
て

い
る

。
だ
が

も
し
も

、
支
援

機
関
と

企
業
と
の

相
談

場
面
で
は

な
い

状
況
で

、
人
事

担
当
者
だ

け
で

ツ
ー
ル

（
試
作
版

）
を
見

て
い
る
場

合
で

あ
れ
ば

、
こ
こ

に
書
か
れ

た
相

談
窓
口
や

関
係

資
料
に
あ

た
る

こ
と
は

、
あ
ま

り
考
え

ら
れ
な
い
。
 


ツ

ー
ル
（

試
作

版
）
の
障

害
者

雇
用
の
７

つ
の

課
題
項
目

の
１

～
７
の
番

号
に

つ
い
て
。

も
し

順
番
を
決

め
た

い
な
ら
、

「
経
営
者
は

障
害

者
雇
用
の

方
針

を
全
社
に

示
し

て
い
ま
す

か
」
が

１
番
目
、
最

後
の
７
番

目
は
「

募
集
・
採
用

の
方
法

は
決

ま
っ
て
い
ま

す
か

」
で

、
他

は
特

に
順

番
は

な
い

と
思

う
。
「

経
営
者

は
障

害
者

雇
用

の
方

針
を

全
社

に
示

し
て
い

ま
す
か
」
は

、
人

事
担
当
者

と
し

て
社
内
で

障
害

者
雇
用
を

進
め

る
立
場
と

し
て

は
、
経
営

者
の

方
針
が
必

要
。
 


雇

用
率
達

成
は
、
バ

ッ
ク
ボ
ー

ン
と
し
て

法
律

で
決
ま
っ

て
い

る
当
た
り

前
の

こ
と
な
の

に
、
な
ぜ

経
営
者
が

方
針
を
示

さ
な
け
れ
ば

雇
用

が
進
ま
な

い
の

か
と
思
う

と
こ

ろ
も
あ
る
。
コ

ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
と
は
い

え
、
や
は

り
障
害
者

雇
用
は

大
変
だ
と

、
人
事

部
門
と
し

て
配

属
先
の
現

場
か

ら
言
わ
れ

、
取

組
が
後
回

し
に

な
っ
て
し

ま
う

の
が
現
実

。
こ

れ
か
ら

雇
用

率
を
達
成
し

よ
う

と
す

る
企

業
で

あ
れ

ば
、
「

目
標
雇

用
率

2.
3％

を
達
成

す
る

」
と

ト
ッ

プ
ダ

ウ
ン

で
言

っ
て
く

れ
な
い
と
、

会
社

の
人
事
担

当
者

と
し
て
は

動
き

に
く
い
の

で
は

な
い
か
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
実

務
に

資
す

る
資

料
に

つ
い

て
 


障

害
者
雇

用
に

関
す
る
人

事
担

当
者
の
実

務
は

、
始
め
は

何
か

ら
何
ま
で

分
か

ら
な
い
こ

と
が

多
い
。
例

え
ば

、
募
集
、

採
用
の
実
務

に
つ

い
て
は
ツ

ー
ル
（

試
作
版
）
に

は
書
い
て

い
な

い
が
、
企
業
が

障
害
者
雇

用
を

進
め
る
に

は
、
求

人
の

出
し
方
、
採
用
面

接
の
仕
方
、
保

管
す
る
手

帳
の

コ
ピ
ー
す

べ
き

ペ
ー
ジ
等

々
、
分

か
り
に
く
い

こ
と
が
多

い
。
制

度
の

仕
組
み
や
障

害
特

性
等
の
よ

う
な

基
本
的
情

報
は

掲
載
さ
れ

て
い

る
が
、
人

事
担

当
者
の
実

務
的

な
こ
と
が

分
か

ら
な
い

と
、
実
際
の

取
組

に
は
つ
な

が
ら

な
い
。
細

か
い

こ
と
な
の

だ
が

、
分
か
ら

な
い

と
き
や
、
迷
っ

た
都
度
、
教
え

て
も
ら

え
る
窓
口
が

あ
る

と
、
本
当

は
よ

い
と
思
っ

て
い

る
。
 


雇

用
率

制
度

や
障

害
者

雇
用

納
付

金
制

度
と

も
関

係
す

る
こ

と
だ

が
、

雇
用

率
制

度
で

事
業

主
は

手
帳

の
コ

ピ
ー

を
備

え
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
納
付
金

制
度
の
申

告
の

証
拠
書
類

の
中

に
も
手
帳

の
コ

ピ
ー
が
あ

る
。
障
害

者
手
帳
の

制
度
や

手
帳
の
中
身

の
読

み
方
は
分

か
り

に
く
い

。
療
育

手
帳
や
精

神
障

害
者
保
健

福
祉

手
帳
の
有

効
期

限
、
再

判
定
、
身
体
障

害
手

帳
も
医
療
が

発
達

し
て

更
新

が
あ

り
得

る
こ

と
等

、
都

道
府

県
に

よ
っ

て
も

違
う

。
「

重
度

」
や

「
判

定
書

」
に
つ

い
て
も
、
手
帳
は

軽
度
だ
が

雇
用

対
策
上
は

重
度

等
も
す
ぐ

に
理

解
で
き
な

い
。
療
育
手

帳
の
有

効
期
間
は

様
々

で
、
無

期
に
な
る
場

合
が

あ
る
。
採
用
時

に
担
当
者

が
取

っ
た
コ
ピ

ー
が

、
氏
名

だ
け
の

ペ
ー
ジ
だ

け
、
あ
る
い

は
減
免

措
置
の

ペ
ー
ジ
だ
け

で
、

等
級
の
ペ

ー
ジ

が
な
い
等

、
証

拠
書
類
と

し
て

必
要
な
条

件
を

満
た
し
て

い
な

か
っ
た
例

が
あ

る
。
 


初

め
て
の

障
害

者
雇
用
で

は
、

ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク

に
求
人
票

を
出

す
と
き
の

、
出

し
方
（
内

容
、

方
法
）
が

分
か

ら
な
い
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の

オ
ン
ラ
イ

ン
申

請
が
で
き

る
こ

と
も
、
ご
存
じ

な
い
企
業

は
多

い
の
で
は

な
い

か
。
採

用
面
接

は
、
障

害
特
性
を
踏

ま
え

て
行
う
こ

と
が

必
要
だ
。

実
務

で
は
、
障

害
ご

と
の
特
性

に
つ

い
て
分
か

り
や

す
い
解
説

が
ほ

し
い
。

実
務
に
資
す

る
情

報
は
非
常

に
多

く
、
ツ
ー
ル
（
試

作
版
）
に
は

書
き
き
れ

な
い

と
思
う
。
リ
ン

ク
先
が
あ

れ
ば

そ
れ
だ

け
で
も
書
か

れ
て

い
る
と
あ

り
が

た
い
と
思

う
。
 


企

業
の
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ
の

中
に

障
害
者
募

集
ペ

ー
ジ
を
立

ち
上

げ
、
そ
こ
へ
の

応
募
を
受

け
付

け
る
場
合

が
あ

る
。
精
神

障
害
者
の
応

募
、
雇

用
が
相
当
増

え
、
支
援
機
関

と
の
連
携

が
重

要
に
な
る

と
考

え
る
。
し
か
し
、
初
め
て
の
障

害
者
雇

資
料

1
2
 

（
第
３
章
第
２
節
関
係
）
 

 

多
種
に
及
ぶ
業
務
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
使
い
分
け
る
方
が
よ
い
。
 


初
め
て
障
害
者
雇
用
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
企
業
に
、
こ
の
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
示
し
な

が
ら
説
明
す
る
場
合
、
内

容
が
固
い
、
指
導
的
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
７
項
目
等
は
、
大
ま
か

な
内
容
で
詳
し
い
こ
と
に
は
触
れ
な
い
よ
う
な
内
容
に
し
て
、
事
業
主
が
支
援
者
か
ら
よ
り
詳
し
い
話
を
聞
き
た
い
場
合

に
、
よ
り
詳
し
い
資
料
を
お
示
し
す
る
方
が
よ
い
。
 


事
業
主
と
の
相
談
の
場
で
、
事
業
主
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
方
で
、
障
害
者
雇
用
の
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ

さ
る
。
ツ

ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
相
談
場
面
で
は
な
く
、
相
談
の
中
で
の
事

業
主
の
お
話
を
、
相
談
の
後
で
支
援
者
が
整
理
す
る
際

に
活
用
で
き
る
。
企
業
の
実
状
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
が
参
考
に
な
る
。
 


事

業
主
か
ら
「
身
体
障
害
者
を
雇
用
し
た
い
」「

軽
度
の
知
的
障
害
者
を
雇
用
し
た
い
」
と
い
っ
た
相
談
が
寄
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
独
自
の
資
料
を
作
成
す
る
場
合
も
多
い
が
、
例
え
ば
、
現
在
と

10
年
前
の
労
働
市

場
の
比
較
表
を
作
成
し
て
ご
説
明
し
、
身
体
、
知
的
障
害
者
で
の
新
規
雇
用
は
難
し
く
、
精
神
障
害
者
や
発
達
障
害
者
の

雇
用
に
取
り
組
む
こ
と
の
意
味
を
ご
理
解
い
た
だ
い
て
い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
そ
の
際
の
説
明
資
料
の
ひ
と
つ

と
し
て
も
有
効
だ
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
し
た
事
業
所
の
人
事
担
当
者
と
の
相
談
の
前
に
、「

は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 事

業

主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
等
の
中
の
、
事
業
主
の
障
害
者
雇
用
の
取
組
の
ス
テ
ッ
プ
図
を
使
っ
て
、
基
本
的
な
障
害
者
雇
用

の
進
め
方
を
ご
理
解
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。
ス
テ
ッ
プ
の
共
通
理
解
が
な
い
状
況
で
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
使
っ
て

「
経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」、
「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま

れ
て
い
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
て
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
か
が
ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
と
思
う
。
 


既
に
様
々
な
資
料
が
あ
り
、
事
業
主
相
談
で
の
使
い
分
け
が
難
し
い
。
 


既
存
の
資
料
の
体
系
化
、
使
い
分
け
方
、
活
用
す
る
支
援
者
の
条
件
（
事
業
主
支
援
の
経
験
や

所
属
機
関
等
）
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
方
が
よ
い
。
 

●
デ
ザ
イ
ン
や
レ
イ
ア
ウ
ト
の
変
更

 

各
項
目
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
否
か
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
と
、
企
業
ご
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
内
容
の
記
入
欄
が
あ

る
と
、
相

談
を
深
め
や
す
い
。
「
障
害
者
の
仕
事
、
部
署
は
」
は
、
仕
事
や
受
入
れ
部
署
が
決
ま
っ
て
い
る
場
合
の
記
入
欄
が
あ
る

と
よ
い
。「

社
外
の
支
援
機
関
」
は
、
代
表
的
な
機
関
名
の
選
択
肢
を
印
字
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
欄
が
あ
る
と
よ
い
。
 


全
体
的
に
説
明
が
文
章
で
記
載
さ
れ
紙
面
に
対
す
る
文
字
数
が
多
く
、
行
間
が
狭
い
。
情
報
量
を
絞
り
、
説
明

は
文
字
よ

り
図
表
や
イ
ラ
ス
ト
を
用
い
た
方
が
事
業
主
に
と
っ
て
ご
理
解
い
た
だ
き
や
す
い
内
容
に
な
る
。
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
つ
い
て
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
付
記
す
る
と
よ
い
。
（
文
字
数
、
行
数
、
フ
ォ
ン
ト
、
イ
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
は
多
数
の
意
見
あ
り
。
）
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
円
環
図
の
課
題
項
目
の
番
号
は
、
も
し
「
は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 
事
業
主
の
た
め
の

Ｑ
＆
Ａ
」
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
番
号
順
に
並
べ
た
方
が
よ
い
。（

こ
の
他
、
課
題
項
目
の

１
～
７
の
番
号
の
変
更
に
つ
い
て
は
多
様
な
意
見
あ
り
。）

 


こ
の
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
す
る
支
援
機
関
の
連
絡
先
を
入
力
で
き
る
欄
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
。
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「
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
の
ペ
ー
ジ
に
「
職
場
の
業
務
の
洗
い
出
し
・
リ
ス
ト
化
を
、
相
談
窓
口
・
支
援

機
関
が
ご
提
案
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
。
「
提
案
さ
れ
た
く
な
い
」
企
業
に
と
っ
て
は
、
強
引
に
提
案
さ
れ
る

印
象
が
あ
る
と
思
う
。
困
っ
て
い
る
企
業
、
提
案
し
て
ほ
し
い
企
業
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
「
提
案
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
」「

お
困
り
だ
っ
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
」
の
よ
う
に
書
い
た
方
が
よ
い
。
 

●
そ

の
他

 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
Ｑ
Ｒ
コ
－
ド
が
付
い
て
い
る
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ら
よ
い
が
、
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
で
は
画
面
が
小
さ
い

た
め
、
検
索
し
て
も
読
め
な
い
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
が

We
b
上
に
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
ペ
ー
ジ
を
パ
ソ
コ
ン
で
閲
覧
す

る
方
に
と
っ
て
は
Ｑ
Ｒ
コ
－
ド
は
不
要
で
、
リ
ン
ク
が
貼
ら
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。
紙
の
冊
子
で
あ
れ
ば
検
索
キ
ー
ワ
ー
ド

が
あ
れ
ば
よ
く
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
記
載
は
不
要
で
は
な
い
か
。
 


障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
に

当
た

り
、

無
料

の
制

度
や

公
共

サ
ー

ビ
ス

を
上

手
に

利
用

し
た

い
と

考
え

て
い

る
企

業
も

あ
る
と
思
う
。
民
間
の
人
材
紹
介
サ
ー
ビ
ス
は
、
利
用
す
る
と
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
一
般
に
地
域
の
支
援
機
関
は

無
料
の
も
の
が
多
い
と
思
う
が
、
無
料
と
書
い
て
あ
る
方
が
相
談
さ
れ
や
す
い
。
 


障

害
者

の
雇

用
助

成
金

は
必

要
な

申
請

書
類

の
作

成
が

大
変

と
い

う
イ

メ
ー

ジ
か

ら
、

ハ
ー

ド
ル

に
感

じ
ら

れ
る

か
も

し
れ
な
い
。
書
類
作
成
に
も
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
と
よ
い
と
思
う
。

 

（
２
）
Ｄ
社
の
人
事
担
当
者
の
意
見
 

●
ツ

ー
ル

の
全

体
構

成
と

使
い

方
に

つ
い

て
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
障
害
者
雇
用
の
７
つ
の
課
題
項
目
の
文
言
は
、
こ
の
と
お
り
で
よ
い
と
思
う
。
企
業
が

取
り
組
む

順
番
は
、「

経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」
が
最
初
で
、
そ
の
他
の
順
番
は
、
企
業
に
よ

っ
て
違
う
と
思
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
障
害
者
雇
用
の
７
つ
の
課
題
項
目
の
円
環
図
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
内
容
が
理
解
で
き
な
い
が
、
参

考
資
料
の
本
文
を
読
め
ば
理
解
で
き
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
す
る
企
業
が
最
初
に
手
に
す
る
の
は
参
考
資
料
で
、

参
考
資
料
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
が
円
環
図
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
参
考
資
料
を
主
に
し
て
、
そ
の
中
に
ま
と
め
と

し
て
円
環
図
が
入
っ
て
い
れ
ば
、
書
い
て
あ
る
内
容
が
理
解
し
や
す
く
な
る
。

 

●
障

害
者

の
担

当
職

務
に

つ
い

て
 


企
業
の
取
組
で
、
一
番
時
間
を
か
け
て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
で
あ
る
。
切
り
出

し
は
雇
用
前
に
行
い
、
手
間
を
か
け
た
ら
、
か
け
た
だ
け
の
こ
と
が
あ
る
。
障
害
者
雇
用
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
企
業

で
あ
れ
ば
、
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
は
１
年
あ
れ
ば
で
き
る
と
思
う
。
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
企
業
で
あ
れ
ば
、
着
手

か
ら
２
～
３
年
く
ら
い
は
、
か
か
る
の
で
は
な
い
か
。
 


当
企
業
グ
ル
ー
プ
の
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
に
際
し
て
は
、
障
害
者
の
採
用
の
方
針
が
決
ま
っ
た
事
業
所
に
障
害
者
雇
用

の
担
当
者
が
通
い
、
各
部
署
を
回
り
、
社
員
の
動
き
を
メ
モ
し
、
そ
れ
ま
で
の
障
害
者
雇
用
の
経
験
か
ら
様
々
な
障
害
者

の
障
害
特
性
を
念
頭
に
、
ど
の
仕
事
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
障
害
の
あ
る
方
に
で
き

そ
う
か
を

考
え
、
段
取
り
を
決
め
、
道

具
を
用
意
し
て
、
障
害
者
雇
用
の
担
当
者
が
自
分
で
や
っ
て
み
る
。
そ
の
後
、
試
し
に
そ
の
仕
事
を
障
害
の
あ
る
方
に
や

っ
て
も
ら
い
、
調
整
に
時
間
を
か
け
る
。「

仕
事
の
切
り
出
し
」
は
、
仕
事
の
段
取
り
を
含
め
実
際
の
仕
事
に
落
と
し
込

み
、
仕
事
を
作
っ
て
い
く
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
完
了
す
る
。
最
初
は
、
現
地
の
社
員
が
ど
う
い
う
動
き
を
し
て
い
る
か
を

見
て
、
「
障
害
が
あ
る
人
に
と
っ
て
も
し
か
し
た
ら
で
き
る
仕
事
な
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
た
仕
事
を
よ
く
調
べ
、
本

社
へ
持
ち
帰
り
、
工
程
を
分
け
た
仕
事
の
リ
ス
ト
を
作
り
、
そ
こ
で
働
け
る
障
害
者
が
い
る
か
ど
う
か
を
支
援
機
関
に
相

談
す
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
の
ペ
ー
ジ
に
、「

職
場
の
業
務
の
洗
い
出
し
・
リ
ス
ト

化
を
、
相
談
窓
口
・
支
援
機
関
が
ご
提
案
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
」
と
書
い
て
あ
る
。「

洗
い
出
し
・
リ
ス
ト
化
」
は
企

業
が
行
う
こ
と
で
、
外
部
の
支
援
機
関
か
ら
そ
の
よ
う
な
提
案
を
受
け
る
場
合
が
本
当
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
 


支
援
機
関
と
の
連
携
は
重
要
だ
。
障
害
特
性
、
職
業
経
験
や
働
く
準
備
は
様
々
で
、
例
え
ば
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
障
害

特
性
を
お
持
ち
の
方
が
、
こ
の
作
業
に
合
い
そ
う
だ
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
仕
事
の

洗
い
出
し
・
リ
ス
ト
化
の
後
で
、
障
害
者
一
人
分
の
作
業
に
「
落
と
し
込
む
」
段
階
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
う
い
う
障

 

用
の

企
業

で
あ

れ
ば

支
援

機
関

か
ら

ど
の

よ
う

な
サ

ポ
ー

ト
を

し
て

も
ら

え
る

か
を

知
れ

ば
、

安
心

で
は

な
い

だ
ろ

う

か
。
身
体
障
害
者
で
あ
れ
ば
、
お
ひ
と
り
で
応
募
し
て
き
て
、
す
ぐ
選
考
に
進
む
。
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
で
あ
れ

ば
学
校
や
支
援
者
が
つ
き
、
実
習
を
希
望
す
る
人
が
多
い
。
 


実
習
の
進
め
方
、
実
習
の
時
間
や
期
間
を
決
め
る
と
き
の
基
本
的
考
え
方
、
実
習
に
直
接
関
わ
る
労
働
法
制
度
等
も
障
害

者
雇
用
の
実
務
だ
が
、
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
し
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
特
別
支
援
学
校
の
実
習
で
あ
れ
ば
、

学
校
か
ら
説
明
が
あ
り
、
評
価
票
や
評
価
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
ツ
ー
ル
等
が
学
校
か
ら
提
供
さ
れ
る
等
に
よ
り
、

安
心
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
 


障
害
特
性
は
、
職
場
実
習
で
見
て
い
く
の
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版

）
に
は
、
特
別
支
援
学
校
の
実
習

に
つ
い
て
「
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
」
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
特
別
支
援
学
校
は
実
習
を
求
め
て
い
る
よ

う
な
の
で
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
企
業
と
し
て
は
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
求
職
者
確

保
の
手
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
説
明
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う

。
企
業
が
、
実
習
後
の

特
別
支
援
学
校
の
生
徒
さ
ん
（
知
的
障
害
者
）
に
対
す
る
指
名
求
人
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
一
般

に
は

知
ら

れ
て

い
な

い
。

特
別

支
援

学
校

高
等

部
を

卒
業

見
込

み
の

方
に

つ
い

て
は

、
大

人
の

障
害

者
の

雇
用

と
異

な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
仕
事
の
進
め
方
を
一
か
ら
教
え
て
い
け
る
良
さ
が
あ
る
。
職
場
実
習
か
ら
始
め
て
、
時
間
を
か

け
て
見
て
い
く
。
生
徒
さ
ん
た
ち
の
自
立
に
向
け
て
育
て
て
い
く
姿
勢
を
、
学
校
も
企
業
も
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
 


大
卒
の
就
職
活
動
で
も
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
選
考
や
採
用
の
要
領
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
の
多
く
は
店
舗
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
や
本
社
の
企
画
・
事
務
の
よ
う
な
仕
事
。
企
業
に
よ
っ
て
は
正
社
員
で
障

害
者
を
雇
用
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
実
習
で
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
小
売
業
の

場
合

、
地

方
の

店
舗

で
の

障
害

者
雇

用
の

求
職

者
で

増
え

て
い

る
精

神
障

害
者

や
発

達
障

害
者

に
多

い
、

店
舗

の
品

出

し
、
清
掃
等
の
仕
事
と
は
（
職
務
能
力
の
評
価
の
観
点
、
面
接
で
聞
く
べ
き
こ
と
、
配
慮
事
項
等
も
）
違
う
。
 


採
用
面
接
の
進
め
方
や
聞
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
聞
い
て
も
よ
い
こ
と
、
採
用
の
決
定
方
法
、
合
否
の
基
準
、
一
般
の

学
卒
や
中
途
採
用
と
の
違
い
等
、
採
用
に
関
す
る
実
務
的
な
こ
と
に
つ
い
て
も
、
解
説
が
あ
る
と
よ
い
と
思
う
。
 


採
用
決
定
後
、
入
社
ま
で
に
企
業
が
準
備
す
る
こ
と
は
、
ハ
ー
ド
面
も
ソ
フ
ト
面
も
あ
る
。
配
慮
に
伴
っ
て
、
そ
の
方
の

障
害
特
性
を
ど
こ
ま
で
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
い
の
か
、
面
接
の
中
で
ご
本
人
と
合
意
形
成
す
る
等
の
手
続
き
も
あ
る
。
社

内
の
ど
の
人
ま
で
オ
ー
プ
ン
に
す
る
か
を
決
め
、
し
っ
か
り
と
障
害
特
性
を
伝
え
て
い
く
勉
強
会
を
開
く
場
合
も
あ
る
。
 


障

害
者

の
募

集
や

採
用

の
実

務
は

、
で

き
る

だ
け

そ
れ

ぞ
れ

の
障

害
者

の
個

々
人

の
事

情
や

ペ
ー

ス
に

合
わ

せ
て

進
め

る
と
い
う
こ
と
。
就
職
で
き
る
よ
う
に
、
企
業
も
障
害
者
も
お
互
い
に
歩
み
寄
る
イ
メ
ー
ジ
。
 


障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
資
格
認
定
講
習
の
テ
キ
ス
ト
が
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
も
リ

ン
ク
先
が
出
て
い
る
。
し
か
し
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
認
定
講
習
を
受
講
す
る
と
分
か
る
が
、
上
で
述
べ
た
企
業
の
人
事
担

当
者
の
実
務
情
報
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
 


人
事
担
当
者
の
実
務
に
資
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
な
く
、
さ
ら
に
別
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
選
考
に
つ
い
て
は
、
採
用
基
準
の
基
本
的
な
考
え
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
が
ど
の
よ
う
に
決
め
て

い
く
か
、
一
律
に
線
が
引
け
る
わ
け
で
も
な
く
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
助
か
る
。
障
害
者
の
採
用
・

不
採
用
を
決
め
る
際
に
、「

仕
事
が
な
い
か
ら
」
は
理
由
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
人
物
が
職
業
へ
の
準
備
が

整
っ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
い
い
。
障
害
特
性
に
応
じ
て
仕
事
を
作
り
出
す
と
か
、
作
業
の
切
り
出
し
を
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
く
る
と
思
う
。

 

●
資

料
の

文
言

に
つ

い
て

 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
中
の
「
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
」
は
、
質
問
が
大
き
す
ぎ
て
何
を
問
わ
れ
て
い
る
の
か
分
か

り
に
く
い
。「

整
っ
て
い
ま
す
か
」「

準
備
が
で
き
て
い
ま
す
か
」「

検
討
し
て
い
ま
す
か
」「

決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
等
の

方
が
よ
い
。
 


「
理
解
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
。
全
体
に
「
理
解
」
の
意
味
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
障
害
の
「
理
解
」
で

あ
れ
ば
、
各
種
障
害
の
特
性
等
に
関
す
る
お
お
ま
か
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
「
理
解
」
と
、
障
害
者
個
人

の
事
情
や
気
持
ち
を
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
「
理
解
」
で
は
、
意
味
が
違
う
し
、
対
応
や
配
慮
、
取
組
も
別
の
も

の
だ
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
障
害
者
雇
用
の
７
つ
の
課
題
項
目
は
、
誰
に
対
し
て
の
質
問
な
の
か
。
お
そ
ら
く
企
業

の
人
事
担

当
者
に
向
け
て
「
こ
れ
は
で
き
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
経
営
者
に
対
し

て
言
っ
て
い
る
可
能
性
や
、
配
属
先
の
上
司
に
向
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
、
会
社
全
体
に
対
す
る
可
能
性
が
読
み
取
れ
る

箇
所
も
あ
り
、
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
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害
特
性
を
お
持
ち
の
方
が
、
こ
の
作
業
に
合
い
そ
う
だ
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
個
別
の
障
害
者
の
就
職
の
支
援
を
し

て
い
る
支
援
機
関
か
ら
受
け
る
場
合
が
あ
る
。
新
た
な
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
企
業
も
、
支
援
機
関
に
見
学
に
来
て
も
ら

っ
て
、
企
業
が
自
ら
切
り
出
し
た
作
業
を
支
援
機
関
の
方
に
実
際
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
方
が
よ
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
配
属
先
の
職
場
の
上
司
や
従
業
員
は
取
組
を
理

解
し
て
い
ま
す
か
」
と
「
障
害
者
雇
用
が
全
社

的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
当
に
こ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
既
に
障

害
者
雇
用
が
進
め
ら
れ
て
い
る
企
業
で
も
、
さ
ら
に
雇
用
を
拡
大
す
る
に
は
、
社
内
の
さ
ら
な
る
理
解
が
必
要
だ
。
 


当
企
業
グ
ル
ー
プ
の
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
で
は
、
障
害
者
が
配
属
さ
れ
て
い
な
い
部
署
に
も
、
障
害

者
雇
用
の
担
当
者

が
時
々
巡
回
し
、
社
員
が
や
っ
て
い
る
仕
事
を
見
せ
て
も
ら
う
。
も
し
障
害
者
に
で
き
そ
う
な
仕
事
を
見
つ
け
る
と
、
た

と
え
そ
れ
が
短
時
間
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
作
業
で
あ
っ
て
も
「
や
ら
せ
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
交
渉
し
、
既
に
障

害
者
が
配
属
さ
れ
て
い
る
部
署
へ
そ
の
作
業
を
持
っ
て
い
っ
て
、
障
害
者
に
先
程
の
作
業
を
や
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
仕
上

が
り
の
時
間
と
出
来
栄
え
を
、
先
程
の
社
員
に
評
価
し
て
も
ら
う
。
評
価
が
よ
い
と
、
「
障
害
者
に
も
こ
う
い
う
作
業
が

で
き
る
の
で
す
ね
」
と
気
付
い
て
も
ら
い
、
次
に
仕
事
を
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
企
業
グ
ル
ー
プ
で
は
こ
の
よ
う
に

し
て
、
ま
ず
障
害
者
雇
用
の
「
理
解
」
を
広
め
て
い
る
。
や
が
て

そ
の
部
署
の
仕
事
を
本
格
的
に
切
り
出
し
、
障
害
者
を

配
属
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
進
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

 

●
資

料
の

文
言

に
つ

い
て

 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
の
中

に
、「

理
解
が
、

徐
々
に
浸
透
し
た
例
も
」
と
あ
る
が
、
む
し
ろ
徐
々
に
浸
透
す
る
方
が
、
お
そ
ら
く
多
い
の
で
は
な
い
か
。
ト
ッ
プ
経
営

陣
が
方
針
を
出
し
て
も
、
社
内
に
浸
透
す
る
ま
で
は
２
～
３
年
く
ら
い
か
か
る
の
で
は
な
い
か
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
あ
り
ま
す
か
」
で
、
障
害

者
雇
用
の
現
場
の
担
当
者
に
つ
い
て
「
孤

立
さ
せ
な
い
よ
う
に
」
「
任
せ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
」
は
本
当
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
強
調
（
朱
書
）
さ
れ
て

も
よ
い
と
思
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
配
属
先
の
職
場
の
上
司
や
従
業
員
は
取
組
を
理
解
し
て
い
ま
す
か
」
の
中
に
、「

個
々
の
障
害

特
性

や
性

格
を

踏
ま

え
た

仕
事

を
教

え
る

コ
ツ

を
つ

か
み

、
障

害
者

に
仕

事
を

教
え

る
こ

と
が

重
要

」
と

書
か

れ
て

い

る
。
障
害
特
性
を
考
慮
す
る
の
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
が
、
新
た
に
障
害
者
が
配
属
さ
れ
た
部
署
の
、
障
害
者
に
仕
事

を
教
え
る
上
司
や
先
輩
社
員
に
、
配
属
す
る
障
害
者
の
こ
と
を
お
願
い
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
場
の
仕
事
を
初
め
て
覚
え

る
障

害
の

な
い

新
入

社
員

や
ア

ル
バ

イ
ト

の
方

に
仕

事
を

教
え

る
の

と
基

本
は

同
じ

だ
と

思
っ

て
も

ら
う

方
が

よ
い

と

思
う
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
「
仕
事
を
教
え
る
コ
ツ
を
つ
か
み
」
と
書
い
て
あ
り
、
障
害
者
へ
の
特
別
な
教
え
方
が

あ
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
が
、
障
害
者
に
仕
事
を
教
え
る
上
司
や
先
輩
社
員
に
は
、
教
え
方
の
基
本
は
、
障
害

の
な
い
新
入
社
員
に
対
す
る
教
え
方
と
同
じ
だ
と
説
明
す
る
方
が
、
配
属
先
の
職
場
の
社
員
に
は
安
心
し
て
も
ら
え
る
と

思
う
。
 

●
そ

の
他

 


人
事
担
当
者
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
障
害
者
雇
用
の
取
組
は
、
決
し
て
急
ぐ
こ
と
な
く
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
進
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
特
に
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
企
業
に
は
、
他
社
事
例
の
見
学
を
お
勧
め

し
た
い
。
支
援
機
関
と
一
緒
に
見
に
行
く
の
が
よ
い
と
思
う
。
 


賃
金
、
時
間
、
作
業
環
境
等
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
支
援
機
関
に
相
談
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
 


資
料
の
最
後
に
、
制
度
に
つ
い
て
記
載
し
た
部
分
は
、
す
べ
て
こ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
 


支
援
機
関
が
付
い
て
い
な
い
障
害
者
は
、
付
い
て
い
る
障
害
者
よ
り
も
採
用
が
難
し
い
と
思
う
。
障
害
の
あ
る
求
職
者
を

送
り
出
す
側
で
あ
る
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
や
就
労
移
行
支
援
事
業
所
が
、
障
害
者
の
雇
用
後
も
引
き
続
き

企
業
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
企
業
と
障
害
者
を
支
援
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
だ
。
障
害
者
の
不
調
の
場
合
の
対
応
、
万

一
離

職
し

た
後

の
戻

り
先

と
し

て
も

対
応

し
て

も
ら

い
た

い
。

雇
用

し
た

障
害

者
が

、
も

し
職

場
に

適
応

で
き

な
い

と

か
、
病
気
の
再
発
等
で
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
な
ぜ
で
き
な
く
な
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
障
害
者
就
業
・
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
や
就
労
移
行
支
援
事
業
所
を
通
し
て
企
業
が
把
握
で
き
れ
ば
、
対
応
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

ご
家
族
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
家
族
会
を
主
宰
し
て
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
企
業
も
あ
る
。
当
社
の
場
合
、
原
則
と
し
て

支
援
機
関
に
お
任
せ
し
て
い
る
。
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障
害
者
雇
⽤
の
た
め
の

 

サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル

 

  

こ
の

ツ
ー

ル
は

、
こ

れ
か

ら
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
事

業
主

や
既

に
取

り
組

ん

で
い

る
事

業
主

に
、
障

害
者

雇
用

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
の

ヒ
ン

ト
に

し
て

い
た

だ

け
る

よ
う

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

を
ま

と
め

た
も

の
で

す
。

 

事
業

主
が

主
体

と
な

っ
て

障
害

者
雇

用
に

向
け

た
取

組
を

検
討

し
て

い
た

だ
く

中
で

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

の
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

等
の

支
援

者
と

相
談

し
な

が
ら

、
こ

の
ツ

ー
ル

を
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
の

詳
細

を
説

明
し

た
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ

ー
ル

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
別

参
考

資
料

」
と

併
せ

て
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方
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2
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●
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ワ
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ク
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安
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w
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w
o

rk
.m

h
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.g
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.j
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就
職

を
希

望
す

る
障

害
者

の
求

職
登

録
を

行
い

、
専

門
職

員
が

障
害

の
種

類
・
程

度
に

応
じ

た
職

業
相

談
・
紹

介
、
職

場
定

着
指

導
等

を
 

 

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

 

●
 
独

立
行

政
法

人
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

 
 

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.j
e

e
d

.g
o

.j
p

/
 


 地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

 
事

業
主

に
対

す
る

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
関

す
る

相
談

・援
助

を
実

施
し

て
い

ま
す

（
雇

用
管

理
の

相
談

全
般

に
応

じ
ま

す
）
。
 


 都

道
府

県
支

部
 

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
・
申

請
の

受
付

、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

助
成

金
の

受
付

、
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
 

を
行

っ
て

い
ま

す
。
 


 中

央
障

害
者

雇
用

情
報

セ
ン

タ
ー

 
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

、
専

門
家

の
派

遣
に

関
す

る
相

談
、
就

労
支

援
機

器
の

紹
介

や
貸

出
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

●
 
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

 

障
害

者
の

職
業

生
活

に
お

け
る

自
立

を
図

る
た

め
、
就

業
面

及
び

生
活

面
に

お
け

る
一

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

※
そ

の
他

、
自

治
体

や
民

間
法

人
が

設
置

す
る

地
域

の
就

労
支

援
機

関
が

あ
り

ま
す

。
 

就
労

支
援

機
関

に
つ

い
て

の
詳

細
は

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

に
お

尋
ね

く
だ

さ
い

。
 

 

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

 
 
h

tt
p

s
:/

/
w

w
w

.j
e

e
d

.g
o

.j
p

/
 

💻💻💻💻
 雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
(事

例
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
) 

 

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
創

意
工

夫
を

行
い

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
の

事
例

や
、
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

関
す

る
事

例
を

 

紹
介

し
て

い
ま

す
。
業

種
や

障
害

ご
と

に
検

索
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 は

じ
め

て
の

障
害

者
雇

用
～

事
業

主
の

た
め

の
Ｑ

＆
Ａ

～
 

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
に

あ
た

っ
て

の
疑

問
や

不
安

に
対

し
て

、
具

体
的

な
方

策
や

関
連

情
報

を
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 障

害
者

の
職

場
定

着
と

戦
力

化
 

障
害

者
の

戦
力

化
の

工
夫

な
ど

中
小

企
業

の
1
5

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 み

ん
な

輝
く

職
場

へ
 
～

事
例

か
ら

学
ぶ

 
合

理
的

配
慮

の
提

供
～

 

合
理

的
配

慮
の

取
組

事
例

を
映

像
資

料
で

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 職

場
改

善
好

事
例

集
 

障
害

者
の

雇
用

管
理

等
、
事

業
所

の
実

践
を

テ
ー

マ
別

に
ご

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 
障

害
者

雇
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
や

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。
 

 
 

・
視
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
知
的
障
害
者
と
働
く
 

・
聴
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
精
神
障
害
者
と
働
く
 

・
発
達
障
害
者
と
働
く
 
 
・
高
次
脳
機
能
障
害
者
と
働
く
 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
各

種
情

報
・
資

料
 

障
害
者
雇
⽤
の
た
め
の

 

サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル

 

  

こ
の

ツ
ー

ル
は

、
こ

れ
か

ら
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
事

業
主

や
既

に
取

り
組

ん
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い

る
事

業
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に
、
障

害
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雇
用

を
円

滑
に
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め

る
た

め
の

ヒ
ン

ト
に

し
て

い
た

だ

け
る

よ
う

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

を
ま

と
め

た
も

の
で

す
。

 

事
業

主
が

主
体

と
な

っ
て

障
害

者
雇

用
に

向
け

た
取

組
を

検
討

し
て
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た

だ
く

中
で

、
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障
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者

職
業

セ
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の
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害
者
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業

カ
ウ

ン
セ
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等
の

支
援
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と

相
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し
な

が
ら

、
こ

の
ツ
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ル

を
ご

活
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く
だ

さ
い

。
 

チ
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の

詳
細

を
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め
の
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ポ
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ー
ル

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
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資
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併
せ
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さ
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。
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管
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る
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ま
す

（
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理
の

相
談

全
般

に
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じ
ま

す
）
。
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付
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、
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業
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資
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習
 

を
行

っ
て

い
ま

す
。
 


 中

央
障

害
者

雇
用

情
報

セ
ン

タ
ー

 
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

、
専

門
家

の
派

遣
に

関
す

る
相

談
、
就

労
支

援
機

器
の

紹
介

や
貸

出
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

●
 
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

 

障
害

者
の

職
業

生
活

に
お

け
る

自
立

を
図

る
た

め
、
就

業
面

及
び

生
活

面
に

お
け

る
一

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

※
そ

の
他

、
自

治
体

や
民

間
法

人
が

設
置

す
る

地
域

の
就

労
支

援
機

関
が

あ
り

ま
す

。
 

就
労

支
援

機
関

に
つ

い
て

の
詳

細
は

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

に
お

尋
ね

く
だ

さ
い

。
 

 

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

 
 
h

tt
p

s
:/

/
w

w
w

.j
e

e
d

.g
o

.j
p

/
 

💻💻💻💻
 雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
(事

例
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
) 

 

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
創

意
工

夫
を

行
い

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
の

事
例

や
、
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

関
す

る
事

例
を

 

紹
介

し
て

い
ま

す
。
業

種
や

障
害

ご
と

に
検

索
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 は

じ
め

て
の

障
害

者
雇

用
～

事
業

主
の

た
め

の
Ｑ

＆
Ａ

～
 

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
に

あ
た

っ
て

の
疑

問
や

不
安

に
対

し
て

、
具

体
的

な
方

策
や

関
連

情
報

を
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 障

害
者

の
職

場
定

着
と

戦
力

化
 

障
害

者
の

戦
力

化
の

工
夫

な
ど

中
小

企
業

の
1
5

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 み

ん
な

輝
く

職
場

へ
 
～

事
例

か
ら

学
ぶ

 
合

理
的

配
慮

の
提

供
～

 

合
理

的
配

慮
の

取
組

事
例

を
映

像
資

料
で

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 職

場
改

善
好

事
例

集
 

障
害

者
の

雇
用

管
理

等
、
事

業
所

の
実

践
を

テ
ー

マ
別

に
ご

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 
障

害
者

雇
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
や

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。
 

 
 

・
視
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
知
的
障
害
者
と
働
く
 

・
聴
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
精
神
障
害
者
と
働
く
 

・
発
達
障
害
者
と
働
く
 
 
・
高
次
脳
機
能
障
害
者
と
働
く
 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
各

種
情

報
・
資

料
 

資
料

13
-1
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[取
組

状
況

]

●
障

害
者

の
相

談
窓

口
（
担

当
者

）
や
困

っ
て
い

る
こ
と
等

の
対

応

を
検

討
す
る
体

制
を
社

内
に
整

え
る
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

●
担

当
者

が
孤

立
し
た
り
、
過

度
な
負

担
を
抱

え
る
こ
と
が

な
い

よ

う
、
社
内
の
協

力
体
制

を
整

え
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

経
営

者
は

 

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
 

広
く

社
内

に
 

示
し

て
い

ま
す

か
 

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
 

理
解

さ
れ

て
い

ま
す

か
 

上
司

や
同

僚
は

 

障
害

者
へ

の
関

わ
り

方
を

 

理
解

し
て

い
ま

す
か

 

障
害

者
雇

用
を

 

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を

利
用

し
て

い
ま

す
か

 

社
内

の
 

サ
ポ

ー
ト

体
制

は

あ
り

ま
す

か

募
集

・
採

用
の

方
法

は
 

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 

職
務

内
容

、
 

配
置

部
署

は
 

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 

取取
りり

組組
みみ

やや
すす

いい
もも

のの
かか

らら
  

始始
めめ

てて
みみ

まま
しし

ょょ
うう

  

障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

一
覧

 

●
既

存
の

職
務

の
中

に
障

害
者

に
合

っ
た
仕

事
が

見
当

た
ら
な
い

場
合

は
、
次

の
よ
う

な
方

法
で
既

存
の

仕
事

の
枠

組
み
を
見

直
し
新

た
な
職

務
を
創

出
し
ま
す
。

(1
)
仕

事
の

手
順

や
職

場
環

境
を
改

善
す
る

(2
)
複
数
の
仕
事
の
一
部
を
切
り
出
し
、
一
人
分
の
仕
事
と
し
て
段
階
的
に
積
み
上
げ
る

(3
)
障
害
者
の
不
得
手
な
作
業
等
の
担
当
を
見
直
し
強
み
を
生
か
す

[取
組

状
況

]

●
障

害
者

専
用

の
求

人
を
公

開
し
募

集
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●
障
害

者
専

用
求
人

、
一

般
の
求

人
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
募
集

の
対

象
か

ら
特

定
の

障
害

種
別

の
障

害
者

を
排

除
し
な

い
よ
う

に
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

[取
組

状
況

]

●
障
害
者
雇

用
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
支
援

機
関
を
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

●
活
用
方
法

が
わ
か
り
に
く
い
場
合
は
、
地
域
障
害

者
職
業
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

＊
就
労
支
援
機
関
に
つ
い
て
は
、
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

[利
用

し
て

い
る

支
援

機
関

]

●
障

害
者

と
一

緒
に
働

く
上

司
や
同

僚
が

、
障

害
者

の
障

害
特

性
や

必
要

な
配

慮
事

項
を
理

解
す
る
こ
と
は

、
仕

事
上

の
適

切
な

配
慮

の
提
供
と
職

場
の
良
好

な
関
係
構
築
に
つ
な
が
り
ま
す
。

[取
組

状
況

]

●
障
害
者
雇

用
に
つ
い
て
人
事
管
理

部
門
の
担
当

者
や
配
属
先
の

上
司
な
ど
特

定
の
社
員

の
み
な
ら
ず
社

内
の
幅
広

い
社
員
に
理

解
さ
れ
、
一
人
一
人
が
取
り
組
む
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

[取
組

状
況

]

●
経
営

者
が

障
害

者
雇

用
に
対
す
る
具

体
的

な
取
組

の
方

針
を
示

す
こ
と
は
、
障

害
者

雇
用

の
あ
り
方

に
つ
い

て
社

内
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得

る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。

[取
組

状
況

]
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■
 チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
別

 
参

考
資

料
 

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か
 ·

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
 ２

 

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 4
 

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 6

 

募
集

・採
用

の
方

法
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· ８
 

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
0

 

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
2

 

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か
 ··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
4

 

 

■
 
巻

末
情

報
 

［1
］ 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
6

 

[2
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
8

 

[3
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
9

 

［4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

0
 

[5
] 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 ·

··
··

··
··

··
··

··
· 2

3
 

[6
] 

障
害

者
雇

用
率

制
度

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

4
 

[7
] 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

5
 

 
 

 

  
 

2
0

2
2

.3
. 

    
 

障
害

者
雇

⽤
の

た
め

の
 

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
 

参
考

資
料

 

 

こ
の

参
考

資
料

は
、
別

冊
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」
の

７
つ

の

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

、
詳

し
く

説
明

し
て

い
ま

す
。
 

 こ
れ

か
ら

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

事
業

主
や

既
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

業
主

が
、

別
冊

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」で
現

状
の

取
組

を
確

認
し

、
必

要
な

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

い
た

だ
い

た
り

、
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

検
討

す
る

前
に

参
考

資

料
と

し
て

活
用

し
て

い
た

だ
く

な
ど

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

  

2
0

2
2

.3
. 

    
 

障
害

者
雇

⽤
の

た
め

の
 

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
 

参
考

資
料

 

 

こ
の

参
考

資
料

は
、
別

冊
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」
の

７
つ

の

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

、
詳

し
く

説
明

し
て

い
ま

す
。
 

 こ
れ

か
ら

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

事
業

主
や

既
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

業
主

が
、

別
冊

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」で
現

状
の

取
組

を
確

認
し

、
必

要
な

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

い
た

だ
い

た
り

、
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

検
討

す
る

前
に

参
考

資

料
と

し
て

活
用

し
て

い
た

だ
く

な
ど

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

  

2
0

2
2

.3
. 

    
 

障
害

者
雇

⽤
の

た
め

の
 

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
 

参
考

資
料

 

 

こ
の

参
考

資
料

は
、
別

冊
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」
の

７
つ

の

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

、
詳

し
く

説
明

し
て

い
ま

す
。
 

 こ
れ

か
ら

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

事
業

主
や

既
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

業
主

が
、

別
冊

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」で
現

状
の

取
組

を
確

認
し

、
必

要
な

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

い
た

だ
い

た
り

、
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

検
討

す
る

前
に

参
考

資

料
と

し
て

活
用

し
て

い
た

だ
く

な
ど

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

  

資
料

1
3
-
2
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3 

42
.9

25
.9

66
.2

51
.9

90
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88
.2 97

.7

96
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97
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93
.5
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9.
7
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.8
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4

2.
8

6.
5

0
20

40
60

80
10

0

言
及

あ
り

(n
 =
 1
05

)

言
及

な
し

(n
 =
 3
13

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
30

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
87

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
76

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
78

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
31

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
17

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
42

)

言
及

な
し

(n
 =
 7
7)

障
害

者
雇

用
あ

り
障

害
者

雇
用

な
し

4
0
～

4
9
人

5
0
～

9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

3
0
0
～

9
9
9
人

1
,0

0
0
人

以
上

(％
)

有
意

差

あ
り

有
意

差

あ
り

図
１
 
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
言

及
の

有
無

と
障

害
者

雇
用

状
況

 

障
害

者
雇

用
の

メ
リ

ッ
ト

（企
業

ト
ッ

プ
の

声
） 

障
害

者
が

戦
力

と
し

て
活

躍
し

て
い

る
 

・
会

社
に

と
っ

て
、
な

く
て

は
な

ら
な

い
戦

力
と

な
っ

て
い

る
。

・
人

手
不

足
の

中
、
戦

力
と

し
て

会
社

を
支

え
て

く
れ

て
い

る
。

職
場

環
境

の
改

善
に

つ
な

が
っ

た
 

・
障

害
者

が
働

き
や

す
く

な
る

よ
う

に
行

っ
た

環
境

整
備

が
、
障

害
の

な
い

従
業

員
の

働
き

や
す

さ
に

も
つ

な

が
っ

た
。

・
上

司
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

能
力

が
向

上
し

て
い

る
。

業
務

効
率

化
に

つ
な

が
っ

た
 

・
雑

多
だ

っ
た

作
業

プ
ロ

セ
ス

を
シ

ン
プ

ル
に

す
る

検
討

の
き

っ
か

け
に

な
っ

た
。

・
こ

れ
ま

で
職

人
化

し
て

い
た

業
務

に
つ

い
て

、
誰

で
も

そ
の

業
務

が
で

き
る

よ
う

工
夫

す
る

よ
う

に
な

っ
た

。

（独
）高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

（2
0

1
9

年
）「

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

」 
4

ペ
ー

ジ
 

2 

＜
障

害
者

雇
用

の
方

針
（

例
）

＞
 


障

害
の

あ
る

社
員

●
名

を
2

0
x
x

年
度

末
ま

で
に

●
●

工
場

に
配

属
す

る
。

 


障

害
者

を
配

属
す

る
店

舗
の

人
件

費
を

本
社

経
費

と
す

る
。

 


社

内
に

障
害

者
雇

用
と

定
着

に
取

り
組

む
「

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
」

を
立

ち
上

げ
る

。
 

   

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
貴

社
が

障
害

者
を

雇
用

す
る

理
由

は
、
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

❏
貴

社
の

障
害

者
雇

用
の

考
え

、
計

画
は

、
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か

●
多

く
の

企
業

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

み
、
雇

用
管

理
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
積

み
重

ね
て

い
ま

す
。

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
た

め
に

は
、
障

害
者

雇
用

を
経

営
課

題
の

一
つ

に
位

置
づ

け
、
他

の
経

営
課

題
と

の
バ

ラ

ン
ス

を
図

る
経

営
者

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

が
重

要
と

な
っ

て
い

ま
す

。

●
障

害
者

雇
用

の
あ

り
方

に
つ

い
て

社
内

の
コ

ン
セ

ン
サ

ス
を

得
る

た
め

、
経

営
者

が
障

害
者

雇
用

の
方

針
と

実
現

方
法

を
明

確
に

示
す

こ
と

が
大

切
で

す
。

経
営

者
が

示
す

障
害

者
雇

用
の

方
針

に
つ

い
て

 

●
企

業
規

模
が

大
き

く
な

る
ほ

ど
、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
障

害
者

の
雇

入
れ

、
人

材
活

用
、
能

力
開

発
等

に
積

極

的
に

取
り

組
む

方
針

・方
向

性
を

示
し

て
い

ま
し

た
。

●
4

0
～

4
9

人
、
5

0
～

9
9

人
規

模
の

企
業

で
は

、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
障

害
者

雇
用

方
針

等
の

言
及

の
有

無
と

、
障

害
者

雇
用

の
有

無
に

有
意

な
差

が
見

ら
れ

ま
し

た
（図

１
）。

経
営

者
の

方
針

の
有

無
と

障
害

者
雇

用
状

況
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
 
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

0
３

ペ
ー

ジ
） 

2
   

■
 チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
別

 
参

考
資

料
 

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か
 ·

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
 ２

 

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 4
 

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 6

 

募
集

・採
用

の
方

法
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· ８
 

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
0

 

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
2

 

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か
 ··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
4

 

 

■
 
巻

末
情

報
 

［1
］ 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
6

 

[2
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
8

 

[3
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
9

 

［4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

0
 

[5
] 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 ·

··
··

··
··

··
··

··
· 2

3
 

[6
] 

障
害

者
雇

用
率

制
度

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

4
 

[7
] 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

5
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5 

    
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

と
し

て
、
社

内
で

で
き

る
取

組
（会

議
な

ど
で

の
周

知
、
啓

発
用

資
料

の
作

成
な

ど
）の

ほ

か
、
社

外
の

機
関

を
活

用
す

る
方

法
も

あ
り

ま
す

。
そ

れ
ぞ

れ
の

企
業

に
あ

っ
た

効
果

的
な

方
法

で
進

め
る

た
め

に
、

「障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

」に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

 


障

害
者

雇
用

に
関

す
る

知
識

の
習

得
や

演
習

等
、
外

部
講

師
を

招
い

た
社

内
研

修
の

実
施

や
社

外
セ

ミ
ナ

ー
へ

の

参
加

等
を

通
し

て
、
障

害
者

雇
用

の
理

解
を

深
め

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


企

業
の

障
害

者
雇

用
の

取
組

状
況

に
応

じ
て

、
必

要
な

研
修

テ
ー

マ
や

方
法

で
実

施
す

る
こ

と
が

効
果

的
で

す
。


障

害
者

雇
用

企
業

を
見

学
し

、
募

集
・採

用
か

ら
職

場
定

着
ま

で
の

障
害

に
応

じ
た

職
場

環
境

整
備

や
取

組
の

工

夫
に

つ
い

て
の

情
報

を
社

内
理

解
の

促
進

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

を
見

学
し

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
を

知
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
イ

メ
ー

ジ
を

持
つ

こ
と

が
で

き
ま

す
。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

か
ら

の
職

場
見

学
や

職
場

実
習

を
受

け
入

れ
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
社

内

理
解

だ
け

で
な

く
、
職

務
内

容
や

職
場

環
境

の
見

直
し

に
つ

な
が

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
を

配
置

し
て

い
る

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
や

就
労

支
援

機
関

が
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

必
要

性
や

効
果

的
な

支
援

に
つ

い
て

相
談

に
応

じ
ま

す
。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

し
た

社
員

が
、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

」と
し

て
、
障

害
者

の
職

場
適

応
、

職
場

定
着

、
社

内
理

解
の

促
進

の
た

め
の

支
援

を
行

う
方

法
も

あ
り

ま
す

。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
の

支
援

に
よ

り
、
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
社

内
理

解
が

進
ん

で
い

る
事

例
が

多
く

見
ら

れ
ま

す
。

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

は
、
障

害
者

の
働

く
職

場
を

訪
問

し
、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

と
協

力
し

て
、
仕

事
の

進
め

方
や

職
場

で
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
等

、
障

害
者

の
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
を

行
い

ま
す

。
 

障
害

者
雇

用
企

業
等

の
見

学
 

就
労

支
援

施
設

、
特

別
支

援
学

校
等

の
見

学
 

社
員

研
修

の
実

施
 

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

（職
場

適
応

援
助

者
）の

活
用

 

4 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
、
障

害
者

の
配

属
先

の
管

理
責

任
者

と
従

業
員

、
配

属
先

以
外

の
従

業
員

が
、

障
害

者
雇

用
を

理
解

し
、
連

携
し

て
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

趣
旨

、
達

成
方

針
、
達

成
に

向
け

た
具

体
的

方
法

が
、
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
や

、
障

害

者
の

配
属

先
の

管
理

責
任

者
な

ど
特

定
の

社
員

の
み

な
ら

ず
、
社

内
の

幅
広

い
社

員
に

理
解

さ
れ

、
社

員
一

人
一

人
が

障
害

者
雇

用
に

参
画

す
る

意
識

を
持

つ
こ

と
が

大
切

で
す

。

●
社

内
で

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

進
む

と
、
採

用
部

署
の

拡
大

や
障

害
者

の
能

力
発

揮

の
た

め
の

職
場

環
境

の
整

備
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

の
職

場
定

着
と

と
も

に
、
社

員
同

士
の

連
携

や
関

わ
り

が
増

え
て

く
る

こ
と

か
ら

、
障

害
者

雇
用

の
理

解

を
社

内
へ

広
げ

る
意

義
は

大
き

い
と

言
え

ま
す

。

障
害

者
雇

用
の

社
内

理
解

に
つ

い
て

 

●
障

害
者

雇
用

の
理

解
は

、
必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の

ば
か

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
障

害

者
が

他
の

社
員

と
と

も
に

努
力

を
重

ね
る

過
程

で
、
戦

力
と

し
て

の
人

材
で

あ
る

こ
と

の
理

解
が

、
徐

々
に

浸
透

し
た

事
例

も
あ

り
ま

す
。

➔
1
8

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
2

]雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

社
内

理
解

の
効

果
 

障
害

者
雇

用
 

に
つ

い
て

 

社
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❏
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事
管

理
部

門
の

担
当
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、
障

害
者

の
配

属
先

の
管

理
責

任
者

と
従

業
員

、
配

属
先

以
外

の
従

業
員

が
、

障
害

者
雇

用
を

理
解

し
、
連

携
し

て
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

趣
旨

、
達

成
方

針
、
達

成
に

向
け

た
具

体
的

方
法

が
、
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
や

、
障

害

者
の

配
属

先
の

管
理

責
任

者
な

ど
特

定
の

社
員

の
み

な
ら

ず
、
社

内
の

幅
広

い
社

員
に

理
解

さ
れ

、
社

員
一

人
一

人
が

障
害

者
雇

用
に

参
画

す
る

意
識

を
持

つ
こ

と
が

大
切

で
す

。

●
社

内
で

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

進
む

と
、
採

用
部

署
の

拡
大

や
障

害
者

の
能

力
発

揮

の
た

め
の

職
場

環
境

の
整

備
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

の
職

場
定

着
と

と
も

に
、
社

員
同

士
の

連
携

や
関

わ
り

が
増

え
て

く
る

こ
と

か
ら

、
障

害
者

雇
用

の
理

解

を
社

内
へ

広
げ

る
意

義
は

大
き

い
と

言
え

ま
す

。

障
害

者
雇

用
の

社
内

理
解

に
つ

い
て

 

●
障

害
者

雇
用

の
理

解
は

、
必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の

ば
か

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
障

害

者
が

他
の

社
員

と
と

も
に

努
力

を
重

ね
る

過
程

で
、
戦

力
と

し
て

の
人

材
で

あ
る

こ
と

の
理

解
が

、
徐

々
に

浸
透

し
た

事
例

も
あ

り
ま

す
。
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❏
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携
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て
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す
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制

度
の
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、
達
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方
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達
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に
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た
具

体
的

方
法

が
、
人

事
管
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部

門
の

担
当

者
や

、
障
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者
の

配
属

先
の

管
理

責
任

者
な

ど
特

定
の

社
員

の
み

な
ら

ず
、
社

内
の

幅
広

い
社

員
に

理
解

さ
れ

、
社

員
一

人
一

人
が

障
害

者
雇

用
に

参
画

す
る

意
識

を
持

つ
こ

と
が

大
切

で
す

。

●
社

内
で

障
害

者
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て
の
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ニ
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ー

シ
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が
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と
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の
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環
境

の
整
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に
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る

こ
と

が
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で
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●
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の
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も

に
、
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の
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携
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が
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る

こ
と
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ら

、
障
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者

雇
用

の
理

解

を
社

内
へ

広
げ

る
意

義
は

大
き

い
と

言
え

ま
す

。

障
害
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雇

用
の

社
内

理
解

に
つ

い
て

 

●
障

害
者

雇
用

の
理

解
は

、
必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の

ば
か

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
障

害

者
が

他
の

社
員

と
と

も
に

努
力

を
重

ね
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過
程

で
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の
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携
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で

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
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●
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用

率
制

度
の

趣
旨

、
達

成
方

針
、
達

成
に

向
け

た
具
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的

方
法

が
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人

事
管
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部
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の

担
当
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や

、
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の
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の
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任

者
な

ど
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の
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の
み
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ら

ず
、
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い
社

員
に
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一
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が
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る
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を
持
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。
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の
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る

こ
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も

に
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携
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が
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る

こ
と
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ら

、
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者
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の
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を
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内
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る
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は
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と
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す

。

障
害

者
雇

用
の
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つ
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●
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の
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解
は
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必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の
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で
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ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
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が

他
の
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と
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も
に
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を
重
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過
程

で
、
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て

の
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で
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の
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に
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透
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0

言
及

あ
り

(n
 =
 1
05

)

言
及

な
し

(n
 =
 3
13

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
30

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
87

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
76

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
78

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
31

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
17

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
42

)

言
及

な
し

(n
 =
 7
7)

障
害

者
雇

用
あ

り
障

害
者

雇
用

な
し

4
0
～

4
9
人

5
0
～

9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

3
0
0
～

9
9
9
人

1
,0

0
0
人

以
上

(％
)

有
意

差

あ
り

有
意

差

あ
り

図
１
 
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
言

及
の

有
無

と
障

害
者

雇
用

状
況

 

障
害

者
雇

用
の

メ
リ

ッ
ト

（企
業

ト
ッ

プ
の

声
） 

障
害

者
が

戦
力

と
し

て
活

躍
し

て
い

る
 

・
会

社
に

と
っ

て
、
な

く
て

は
な

ら
な

い
戦

力
と

な
っ

て
い

る
。

・
人

手
不

足
の

中
、
戦

力
と

し
て

会
社

を
支

え
て

く
れ

て
い

る
。

職
場

環
境

の
改

善
に

つ
な

が
っ

た
 

・
障

害
者

が
働

き
や

す
く

な
る

よ
う

に
行

っ
た

環
境

整
備

が
、
障

害
の

な
い

従
業

員
の

働
き

や
す

さ
に

も
つ

な

が
っ

た
。

・
上

司
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

能
力

が
向

上
し

て
い

る
。

業
務

効
率

化
に

つ
な

が
っ

た
 

・
雑

多
だ

っ
た

作
業

プ
ロ

セ
ス

を
シ

ン
プ

ル
に

す
る

検
討

の
き

っ
か

け
に

な
っ

た
。

・
こ

れ
ま

で
職

人
化

し
て

い
た

業
務

に
つ

い
て

、
誰

で
も

そ
の

業
務

が
で

き
る

よ
う

工
夫

す
る

よ
う

に
な

っ
た

。

（独
）高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

（2
0

1
9

年
）「

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

」 
4

ペ
ー

ジ
 

2 

＜
障

害
者

雇
用

の
方

針
（

例
）

＞
 


障

害
の

あ
る

社
員

●
名

を
2

0
x
x

年
度

末
ま

で
に

●
●

工
場

に
配

属
す

る
。

 


障

害
者

を
配

属
す

る
店

舗
の

人
件

費
を

本
社

経
費

と
す

る
。

 


社

内
に

障
害

者
雇

用
と

定
着

に
取

り
組

む
「

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
」

を
立

ち
上

げ
る

。
 

   

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
貴

社
が

障
害

者
を

雇
用

す
る

理
由

は
、
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

❏
貴

社
の

障
害

者
雇

用
の

考
え

、
計

画
は

、
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か

●
多

く
の

企
業

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

み
、
雇

用
管

理
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
積

み
重

ね
て

い
ま

す
。

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
た

め
に

は
、
障

害
者

雇
用

を
経

営
課

題
の

一
つ

に
位

置
づ

け
、
他

の
経

営
課

題
と

の
バ

ラ

ン
ス

を
図

る
経

営
者

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

が
重

要
と

な
っ

て
い

ま
す

。

●
障

害
者

雇
用

の
あ

り
方

に
つ

い
て

社
内

の
コ

ン
セ

ン
サ

ス
を

得
る

た
め

、
経

営
者

が
障

害
者

雇
用

の
方

針
と

実
現

方
法

を
明

確
に

示
す

こ
と

が
大

切
で

す
。

経
営

者
が

示
す

障
害

者
雇

用
の

方
針

に
つ

い
て

 

●
企

業
規

模
が

大
き

く
な

る
ほ

ど
、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
障

害
者

の
雇

入
れ

、
人

材
活

用
、
能

力
開

発
等

に
積

極

的
に

取
り

組
む

方
針

・方
向

性
を

示
し

て
い

ま
し

た
。

●
4

0
～

4
9

人
、
5

0
～

9
9

人
規

模
の

企
業

で
は

、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
障

害
者

雇
用

方
針

等
の

言
及

の
有

無
と

、
障

害
者

雇
用

の
有

無
に

有
意

な
差

が
見

ら
れ

ま
し

た
（図

１
）。

経
営

者
の

方
針

の
有

無
と

障
害

者
雇

用
状

況
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
 
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

0
３

ペ
ー

ジ
） 

3

− 209 −



7 

特
化

モ
デ

ル
 

 
障

害
者

が
従

事
で

き
る

作
業

を
切

り
出

し
、
組

み

合
わ

せ
て

職
務

を
構

成
し

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
介

護
施

設
に

お
い

て
、
介

護
職

員
が

行
っ

て
い

る
職

務
の

う
ち

、
清

掃
・洗

濯
作

業
を

切

り
出

し
、
障

害
者

の
担

当
職

務
と

し
て

構
成

す
る

こ

と
に

よ
り

、
介

護
職

員
が

介
護

の
仕

事
に

専
念

で
き

る
と

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

切
り

出
し

・
再

構
成

モ
デ

ル
 

 
能

力
の

向
上

に
必

要
な

時
間

を
考

慮
し

、
一

定
の

時
間

を
か

け
て

次
第

に
職

務
の

内
容

の
幅

を
広

げ
、
多

様
な

業
務

、
専

門
的

な
業

務
、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

等
の

職
務

を
担

当
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

目

指
す

職
務

設
計

を
行

い
ま

す
。
 

 
例

え
ば

、
精

神
障

害
者

の
体

調
の

変
化

に
応

じ
た

職
務

の
調

整
や

、
発

達
障

害
者

の
特

性
に

応
じ

た
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
工

夫
を

行
い

な
が

ら
、
段

階

的
に

職
務

を
積

み
上

げ
て

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

積
み

上
げ

モ
デ

ル
 

 
個

々
の

障
害

の
特

性
、
能

力
や

経
験

の
強

み
に

着

目
し

、
強

み
を

生
か

す
こ

と
の

で
き

る
専

門
性

の
高

い
職

務
を

担
当

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

を
目

指

す
職

務
設

計
を

行
い

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
シ

ス
テ

ム
エ

ン
ジ

ニ
ア

と
し

て
の

技
能

を

持
っ

た
発

達
障

害
者

が
、
不

得
手

な
作

業
（顧

客
対

応
）の

担
当

を
見

直
す

こ
と

で
、
得

意
と

す
る

職
務

（シ
ス

テ
ム

開
発

）に
専

念
・特

化
で

き
る

と
い

っ
た

例
が

あ
り

ま
す

。
 

6 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
仕

事
を

教
え

る
社

員
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

。

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

に
つ

い
て

は
、
社

内
の

各
部

署
や

担
当

者
の

協
力

を
得

て
、
職

務
を

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

し
、
そ

の
職

務
に

必
要

な
ス

キ
ル

な
ど

を
確

認
す

る
等

に
よ

り
、
職

務
内

容
を

検
討

す
る

方
法

が
あ

り
ま

す
。

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

と
併

せ
て

、
「仕

事
を

教
え

る
社

員
」を

決
め

る
こ

と
も

大
切

で
す

。
仕

事
の

段
取

り

の
組

み
方

、
社

員
の

配
置

等
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
長

け
て

い
る

社
員

は
、
新

た
に

雇
用

さ
れ

た
障

害
者

の
指

導
役

と

し
て

適
任

で
す

。

●
既

存
の

職
務

の
中

に
障

害
者

に
合

っ
た

仕
事

が
見

当
た

ら
な

い
場

合
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

と
話

し
合

い
、
既

存
の

仕
事

の
枠

組
み

を
見

直
し

、
新

た
に

障
害

者
が

従
事

す
る

仕
事

を
作

り
ま

す
。

こ
の

方
法

に
は

、
「切

り
出

し
・再

構
成

モ
デ

ル
」、

「積
み

上
げ

モ
デ

ル
」、

「特
化

モ
デ

ル
」が

あ
り

ま
す

。
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
3

3
（2

0
1
7

年
） 

「精
神

障
害

者
及

び
発

達
障

害
者

の
雇

用
に

お
け

る
職

務
創

出
支

援
に

関
す

る
研

究
」よ

り
作

成
） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
の

検
討

方
法

 

障
害

者
に

ど
の

よ
う

な
仕

事
を

配
分

・指
導

す
る

か
は

、
戦

力
化

を
図

る
上

で
も

重
要

な
課

題
で

す
。
 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
し

な
い

理
由

は
、
「当

該
障

害
者

に
適

し
た

業
務

が
な

い
か

ら
」が

最
も

多
い

。
 

（身
体

障
害

者
８

１
．７

％
、
知

的
障

害
者

8
4

.0
％

、
精

神
障

害
者

7
9

.6
％

、
発

達
障

害
者

8
2

.6
％

） 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
際

の
課

題
と

し
て

、
「会

社
内

に
適

当
な

仕
事

が
あ

る
か

」が
最

も
多

い
。
 

（身
体

障
害

者
7

1
.3

％
、
知

的
障

害
者

7
4

.4
％

、
精

神
障

害
者

7
0

.2
％

、
発

達
障

害
者

7
5

.3
％

） 

（厚
生

労
働

省
 
平

成
３

０
年

度
障

害
者

雇
用

実
態

調
査

） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
よ

く

知
る

社
員

の
意

見
を

十
分

に
聞

き
、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中
心

と
な

っ
て

取
り

組
む

な
ど

の
連

携
が

重
要

で
す

。

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
9

8
（2

0
1
0

年
） 

「障
害

者
採

用
に

係
る

職
務

等
の

開
発

に
向

け
た

事
業

主
支

援
技

法
に

関
す

る
研

究
」4

5
～

5
0

ペ
ー

ジ
） 

※
次

ペ
ー

ジ
参

照
 

6
5 

    
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

と
し

て
、
社

内
で

で
き

る
取

組
（会

議
な

ど
で

の
周

知
、
啓

発
用

資
料

の
作

成
な

ど
）の

ほ

か
、
社

外
の

機
関

を
活

用
す

る
方

法
も

あ
り

ま
す

。
そ

れ
ぞ

れ
の

企
業

に
あ

っ
た

効
果

的
な

方
法

で
進

め
る

た
め

に
、

「障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

」に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

 


障

害
者

雇
用

に
関

す
る

知
識

の
習

得
や

演
習

等
、
外

部
講

師
を

招
い

た
社

内
研

修
の

実
施

や
社

外
セ

ミ
ナ

ー
へ

の

参
加

等
を

通
し

て
、
障

害
者

雇
用

の
理

解
を

深
め

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


企

業
の

障
害

者
雇

用
の

取
組

状
況

に
応

じ
て

、
必

要
な

研
修

テ
ー

マ
や

方
法

で
実

施
す

る
こ

と
が

効
果

的
で

す
。


障

害
者

雇
用

企
業

を
見

学
し

、
募

集
・採

用
か

ら
職

場
定

着
ま

で
の

障
害

に
応

じ
た

職
場

環
境

整
備

や
取

組
の

工

夫
に

つ
い

て
の

情
報

を
社

内
理

解
の

促
進

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

を
見

学
し

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
を

知
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
イ

メ
ー

ジ
を

持
つ

こ
と

が
で

き
ま

す
。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

か
ら

の
職

場
見

学
や

職
場

実
習

を
受

け
入

れ
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
社

内

理
解

だ
け

で
な

く
、
職

務
内

容
や

職
場

環
境

の
見

直
し

に
つ

な
が

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
を

配
置

し
て

い
る

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
や

就
労

支
援

機
関

が
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

必
要

性
や

効
果

的
な

支
援

に
つ

い
て

相
談

に
応

じ
ま

す
。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

し
た

社
員

が
、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

」と
し

て
、
障

害
者

の
職

場
適

応
、

職
場

定
着

、
社

内
理

解
の

促
進

の
た

め
の

支
援

を
行

う
方

法
も

あ
り

ま
す

。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
の

支
援

に
よ

り
、
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
社

内
理

解
が

進
ん

で
い

る
事

例
が

多
く

見
ら

れ
ま

す
。

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

は
、
障

害
者

の
働

く
職

場
を

訪
問

し
、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

と
協

力
し

て
、
仕

事
の

進
め

方
や

職
場

で
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
等

、
障

害
者

の
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
を

行
い

ま
す

。
 

障
害

者
雇

用
企

業
等

の
見

学
 

就
労

支
援

施
設

、
特

別
支

援
学

校
等

の
見

学
 

社
員

研
修

の
実

施
 

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

（職
場

適
応

援
助

者
）の

活
用

 

4 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
、
障

害
者

の
配

属
先

の
管

理
責

任
者

と
従

業
員

、
配

属
先

以
外

の
従

業
員

が
、

障
害

者
雇

用
を

理
解

し
、
連

携
し

て
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

趣
旨

、
達

成
方

針
、
達

成
に

向
け

た
具

体
的

方
法

が
、
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
や

、
障

害

者
の

配
属

先
の

管
理

責
任

者
な

ど
特

定
の

社
員

の
み

な
ら

ず
、
社

内
の

幅
広

い
社

員
に

理
解

さ
れ

、
社

員
一

人
一

人
が

障
害

者
雇

用
に

参
画

す
る

意
識

を
持

つ
こ

と
が

大
切

で
す

。

●
社

内
で

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

進
む

と
、
採

用
部

署
の

拡
大

や
障

害
者

の
能

力
発

揮

の
た

め
の

職
場

環
境

の
整

備
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

の
職

場
定

着
と

と
も

に
、
社

員
同

士
の

連
携

や
関

わ
り

が
増

え
て

く
る

こ
と

か
ら

、
障

害
者

雇
用

の
理

解

を
社

内
へ

広
げ

る
意

義
は

大
き

い
と

言
え

ま
す

。

障
害

者
雇

用
の

社
内

理
解

に
つ

い
て

 

●
障

害
者

雇
用

の
理

解
は

、
必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の

ば
か

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
障

害

者
が

他
の

社
員

と
と

も
に

努
力

を
重

ね
る

過
程

で
、
戦

力
と

し
て

の
人

材
で

あ
る

こ
と

の
理

解
が

、
徐

々
に

浸
透

し
た

事
例

も
あ

り
ま

す
。

➔
1
8

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
2

]雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

社
内

理
解

の
効

果
 

障
害

者
雇

用
 

に
つ

い
て

 

社
員

研
修

 
企

業
見

学
 

4 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
、
障

害
者

の
配

属
先

の
管

理
責

任
者

と
従

業
員

、
配

属
先

以
外

の
従

業
員

が
、

障
害

者
雇

用
を

理
解

し
、
連

携
し

て
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

趣
旨

、
達

成
方

針
、
達

成
に

向
け

た
具

体
的

方
法

が
、
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
や

、
障

害

者
の

配
属

先
の

管
理

責
任

者
な

ど
特

定
の

社
員

の
み

な
ら

ず
、
社

内
の

幅
広

い
社

員
に

理
解

さ
れ

、
社

員
一

人
一

人
が

障
害

者
雇

用
に

参
画

す
る

意
識

を
持

つ
こ

と
が

大
切

で
す

。

●
社

内
で

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

進
む

と
、
採

用
部

署
の

拡
大

や
障

害
者

の
能

力
発

揮

の
た

め
の

職
場

環
境

の
整

備
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

の
職

場
定

着
と

と
も

に
、
社

員
同

士
の

連
携

や
関

わ
り

が
増

え
て

く
る

こ
と

か
ら

、
障

害
者

雇
用

の
理

解

を
社

内
へ

広
げ

る
意

義
は

大
き

い
と

言
え

ま
す

。

障
害

者
雇

用
の

社
内

理
解

に
つ

い
て

 

●
障

害
者

雇
用

の
理

解
は

、
必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の

ば
か

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
障

害

者
が

他
の

社
員

と
と

も
に

努
力

を
重

ね
る

過
程

で
、
戦

力
と

し
て

の
人

材
で

あ
る

こ
と

の
理

解
が

、
徐

々
に

浸
透

し
た

事
例

も
あ

り
ま

す
。

➔
1
8

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
2

]雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

社
内

理
解

の
効

果
 

障
害

者
雇

用
 

に
つ

い
て

 

社
員

研
修

 
企

業
見

学
 

5
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9 

＜
募

集
及

び
採

用
時

の
合

理
的

配
慮

の
対

応
例

＞
 

  ●
障

害
者

専
用

求
人

の
場

合
、
募

集
の

対
象

か
ら

特
定

の
障

害
種

別
の

障
害

者
を

排
除

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
例

え
ば

、
採

用
を

身
体

障
害

者
に

限
定

す
る

求
人

票
は

作
成

で
き

ま
せ

ん
。

●
一

般
求

人
に

障
害

者
か

ら
の

応
募

が
あ

っ
た

場
合

、
障

害
が

あ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

応
募

を
受

け
付

け
な

い
こ

と
は

禁
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

た
、
単

に
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
障

害
者

を
募

集
や

採
用

の
対

象
か

ら

排
除

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

➔
 1

9
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

３
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 

募
集

・採
用

時
の

留
意

事
項

 

●
採

用
面

接
で

は
、
配

属
先

や
担

当
業

務
の

決
定

に
向

け
、
雇

用
管

理
上

必
要

な
事

柄
を

把
握

す
る

た
め

、
基

本
的

な

質
問

や
確

認
を

行
い

ま
す

。

採
用

面
接

の
実

施
 

○
障

害
に

関
す

る
こ

と
 
（障

害
状

況
、
通

院
・服

薬
の

状
況

、
配

慮
や

支
援

が
必

要
な

事
項

）

○
勤

務
及

び
職

務
の

遂
行

に
関

す
る

こ
と

（希
望

す
る

仕
事

、
得

意
な

こ
と

・苦
手

な
こ

と
、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

方
法

、

移
動

方
法

等
）

○
そ

の
他

 （
必

要
に

応
じ

て
、
支

援
機

関
を

利
用

し
て

い
る

か
、
支

援
機

関
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
が

受
け

ら
れ

る
か

等
）

「障
害

に
関

す
る

こ
と

」は
、
採

用
後

、
社

内
の

ど
の

範
囲

の
社

員
に

何
を

伝
え

る
か

、
仕

事
上

必
要

と
判

断
さ

れ
る

内

容
を

本
人

と
確

認
し

、
同

意
を

得
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

す
。
 

募
集

及
び

採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

対
応

に
つ

い
て

、「
取

り
組

ん
で

い
る

（
一

部
取

組
も

含
む

）」
と

回
答

の
あ

っ
た

上
位

５
項

目
(1

,4
4

2
社

が
回

答
)。

 

・
 

体
調

に
配

慮
し

た
面

接
時

間
の

設
定

を
し

て
い

る
(3

1
.6

%
)

・
 

面
接

時
に

、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
の

同
席

を
認

め
て

い
る

(3
0

.7
%

)

・
 

面
接

の
際

に
で

き
る

だ
け

移
動

が
少

な
い

よ
う

に
し

て
い

る
(2

3
.6

%
)

・
 

面
接

を
筆

談
等

に
よ

り
行

っ
て

い
る

（
1

1
.7

%
）

 

・
 

文
字

に
よ

る
説

明
プ

リ
ン

ト
を

配
布

し
て

い
る

(1
0

.3
％

)

基
本

的
な

質
問

・確
認

項
目

留
意

事
項

：質
問

や
確

認
の

意
図

を
説

明
す

る
こ

と
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
5

7
(2

0
2

1
年

)「
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

及
び

合

理
的

配
慮

指
針

に
係

る
取

組
の

実
態

把
握

に
関

す
る

調
査

研
究

」5
3

ペ
ー

ジ
) 
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関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

の
求

職
状

況
、
就

職
状

況
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

❏
募

集
や

採
用

の
方

法
で

、
分

か
ら

な
い

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

か
。

募
集

・
採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か

●
就

職
活

動
を

行
っ

て
い

る
障

害
者

は
、
専

門
知

識
や

ス
キ

ル
、
業

務
経

験
が

あ
る

者
、
専

門
的

な
ス

キ
ル

を
も

た
な

い
が

得
意

分
野

が
あ

る
者

、
職

場
環

境
が

整
え

ば
力

を
発

揮
で

き
る

者
等

、
様

々
で

す
。
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性

を
踏

ま

え
、
多

様
な

人
材

を
活

用
す

る
視

点
で

募
集

・採
用

活
動

を
行

っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

す
。

●
令

和
2

年
度

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
（公

共
職

業
安

定
所

）を
通

じ
た

障
害

者
の

就
職

件
数

は
、
身

体
障

害
者

2
0

,0
2

5

件
（2

2
.3

%
）、

知
的

障
害

者
1
9

,8
0

1
件

（2
2

.0
%

）、
精

神
障

害
者

4
0

,6
2

4
件

（4
5

.2
%

）、
そ

の
他

9
,3

9
0

件
（1

0
.5

%
）で

し
た

。
（厚

生
労

働
省

, 
2

0
2

1
）

募
集

・採
用

の
方

法
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
（事

業
主

の
方

へ
の

サ
ー

ビ
ス

） 

・障
害

者
専

用
求

人
の

申
込

み

・障
害

者
の

求
職

情
報

検
索

・各
種

制
度

の
情

報

オ
ン

ラ
イ

ン
上

で
求

人
申

込
み

が
で

き
る

「ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
」も

ご
覧

く
だ

さ
い

。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

に
は

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
が

求
職

申
込

み
（登

録
）を

し
て

い
ま

す
。
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

障
害

者
専

門
の

相
談

窓
口

（専
門

援
助

部
門

）等
で

、
障

害
者

専
用

求
人

を
作

成
し

募
集

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
利

用
 

就
職

を
希

望
す

る
障

害
者

の
中

に
は

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

の
登

録
に

加
え

て
、
支

援
機

関
（地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
）を

利
用

し
て

い
る

人
も

い
ま

す
。
 

こ
の

よ
う

な
場

合
は

、
個

々
の

障
害

者
の

特
性

を
理

解
し

た
各

支
援

機
関

の
担

当
者

と
連

携
す

る
こ

と
に

よ
り

、
障

害
者

の
募

集
・採

用
を

ス
ム

ー
ズ

に
進

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
 [

巻
末

情
報

１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

支
援

機
関

と
の

連
携

 

8
7 

特
化

モ
デ

ル
 

 
障

害
者

が
従

事
で

き
る

作
業

を
切

り
出

し
、
組

み

合
わ

せ
て

職
務

を
構

成
し

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
介

護
施

設
に

お
い

て
、
介

護
職

員
が

行
っ

て
い

る
職

務
の

う
ち

、
清

掃
・洗

濯
作

業
を

切

り
出

し
、
障

害
者

の
担

当
職

務
と

し
て

構
成

す
る

こ

と
に

よ
り

、
介

護
職

員
が

介
護

の
仕

事
に

専
念

で
き

る
と

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

切
り

出
し

・
再

構
成

モ
デ

ル
 

 
能

力
の

向
上

に
必

要
な

時
間

を
考

慮
し

、
一

定
の

時
間

を
か

け
て

次
第

に
職

務
の

内
容

の
幅

を
広

げ
、
多

様
な

業
務

、
専

門
的

な
業

務
、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

等
の

職
務

を
担

当
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

目

指
す

職
務

設
計

を
行

い
ま

す
。
 

 
例

え
ば

、
精

神
障

害
者

の
体

調
の

変
化

に
応

じ
た

職
務

の
調

整
や

、
発

達
障

害
者

の
特

性
に

応
じ

た
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
工

夫
を

行
い

な
が

ら
、
段

階

的
に

職
務

を
積

み
上

げ
て

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

積
み

上
げ

モ
デ

ル
 

 
個

々
の

障
害

の
特

性
、
能

力
や

経
験

の
強

み
に

着

目
し

、
強

み
を

生
か

す
こ

と
の

で
き

る
専

門
性

の
高

い
職

務
を

担
当

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

を
目

指

す
職

務
設

計
を

行
い

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
シ

ス
テ

ム
エ

ン
ジ

ニ
ア

と
し

て
の

技
能

を

持
っ

た
発

達
障

害
者

が
、
不

得
手

な
作

業
（顧

客
対

応
）の

担
当

を
見

直
す

こ
と

で
、
得

意
と

す
る

職
務

（シ
ス

テ
ム

開
発

）に
専

念
・特

化
で

き
る

と
い

っ
た

例
が

あ
り

ま
す

。
 

6 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
仕

事
を

教
え

る
社

員
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

。

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

に
つ

い
て

は
、
社

内
の

各
部

署
や

担
当

者
の

協
力

を
得

て
、
職

務
を

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

し
、
そ

の
職

務
に

必
要

な
ス

キ
ル

な
ど

を
確

認
す

る
等

に
よ

り
、
職

務
内

容
を

検
討

す
る

方
法

が
あ

り
ま

す
。

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

と
併

せ
て

、
「仕

事
を

教
え

る
社

員
」を

決
め

る
こ

と
も

大
切

で
す

。
仕

事
の

段
取

り

の
組

み
方

、
社

員
の

配
置

等
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
長

け
て

い
る

社
員

は
、
新

た
に

雇
用

さ
れ

た
障

害
者

の
指

導
役

と

し
て

適
任

で
す

。

●
既

存
の

職
務

の
中

に
障

害
者

に
合

っ
た

仕
事

が
見

当
た

ら
な

い
場

合
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

と
話

し
合

い
、
既

存
の

仕
事

の
枠

組
み

を
見

直
し

、
新

た
に

障
害

者
が

従
事

す
る

仕
事

を
作

り
ま

す
。

こ
の

方
法

に
は

、
「切

り
出

し
・再

構
成

モ
デ

ル
」、

「積
み

上
げ

モ
デ

ル
」、

「特
化

モ
デ

ル
」が

あ
り

ま
す

。
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
3

3
（2

0
1
7

年
） 

「精
神

障
害

者
及

び
発

達
障

害
者

の
雇

用
に

お
け

る
職

務
創

出
支

援
に

関
す

る
研

究
」よ

り
作

成
） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
の

検
討

方
法

 

障
害

者
に

ど
の

よ
う

な
仕

事
を

配
分

・指
導

す
る

か
は

、
戦

力
化

を
図

る
上

で
も

重
要

な
課

題
で

す
。
 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
し

な
い

理
由

は
、
「当

該
障

害
者

に
適

し
た

業
務

が
な

い
か

ら
」が

最
も

多
い

。
 

（身
体

障
害

者
８

１
．７

％
、
知

的
障

害
者

8
4

.0
％

、
精

神
障

害
者

7
9

.6
％

、
発

達
障

害
者

8
2

.6
％

） 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
際

の
課

題
と

し
て

、
「会

社
内

に
適

当
な

仕
事

が
あ

る
か

」が
最

も
多

い
。
 

（身
体

障
害

者
7

1
.3

％
、
知

的
障

害
者

7
4

.4
％

、
精

神
障

害
者

7
0

.2
％

、
発

達
障

害
者

7
5

.3
％

） 

（厚
生

労
働

省
 
平

成
３

０
年

度
障

害
者

雇
用

実
態

調
査

） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
よ

く

知
る

社
員

の
意

見
を

十
分

に
聞

き
、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中
心

と
な

っ
て

取
り

組
む

な
ど

の
連

携
が

重
要

で
す

。

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
9

8
（2

0
1
0

年
） 

「障
害

者
採

用
に

係
る

職
務

等
の

開
発

に
向

け
た

事
業

主
支

援
技

法
に

関
す

る
研

究
」4

5
～

5
0

ペ
ー

ジ
） 

※
次

ペ
ー

ジ
参

照
 

7
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障
害

種
類

 
事

例
の

特
徴

 
支

障
の

内
容

（例
） 

対
応

の
結

果
（例

） 

視
覚

障
害

 
移

動
に

関
す

る
こ

と
 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

到
着

時
の

電
子

音
が

「昇
り

」も
「降

り
」も

同
じ

で
あ

る
た

め
、
利

用
し

た
い

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
前

に
立

つ
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

る

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
改

修
工

事
に

合
わ

せ
て

、
到

着
時

の
電

子
音

を
「昇

り
」と

「降
り

」で
変

え
た

聴
覚

・言
語

障
害

 
従

業
員

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
こ

と

健
聴

者
と

の
意

思
疎

通
が

円
滑

で
な

い
 

音
声

認
識

ソ
フ

ト
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

し
た

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
を

用
意

し
た

肢
体

不
自

由
 

移
動

に
関

す
る

こ
と

 
車

椅
子

の
た

め
開

き
戸

を
開

閉
し

づ
ら

い
 

自
動

ド
ア

を
設

置
し

た
 

内
部

障
害

 
体

調
管

理
（通

院
・服

薬
）、

体
力

に
関

す
る

こ
と

 
通

院
の

た
め

就
業

で
き

な
い

日
が

あ
る

 

体
力

的
に

長
時

間
の

勤
務

が
困

難
で

あ
る

 

就
業

可
能

な
日

を
就

業
日

と
定

め
雇

い
入

れ
た

 

本
人

の
申

し
出

に
よ

り
適

宜
休

憩
時

間
を

確
保

し
た

 

知
的

障
害

 
業

務
遂

行
に

関
す

る
こ

と
 

長
時

間
一

つ
の

こ
と

に
集

中
で

き
な

い
 

違
う

作
業

に
切

り
替

え
る

タ
イ

ミ
ン

グ
等

、
仕

事
内

容
を

見
直

し
た

精
神

障
害

 
職

場
環

境
に

関
す

る
こ

と
 

周
囲

の
ス

タ
ッ

フ
と

の
人

間
関

係
悪

化
に

よ
り

業
務

に
集

中
で

き
な

い
 

席
な

ど
の

配
置

変
え

、
休

息
を

促
す

等
に

よ
り

継
続

的
に

勤
務

を
行

え
る

よ
う

に
な

っ
た

 

発
達

障
害

 
苦

手
な

業
務

内
容

に
関

す
る

こ
と

 
定

例
的

な
業

務
以

外
（突

発
的

な
業

務
、
電

話
、
接

客
等

）に
対

応
で

き
な

い
 

定
例

的
な

業
務

の
み

と
し

、
他

の
業

務
は

必
ず

上
司

が
同

席
し

た
 

●
事

業
主

は
、
障

害
者

を
採

用
後

、
職

場
に

お
い

て
支

障
と

な
る

事
情

の
有

無
を

確
認

し
、
支

障
と

な
る

事
情

が
あ

れ

ば
、
そ

の
改

善
の

た
め

に
障

害
者

が
希

望
す

る
措

置
の

内
容

を
確

認
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
事

業
主

か
ら

の
確

認
を

待
た

ず
、
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

を
申

し
出

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。

➔
 2

0
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

４
]合

理
的

配
慮

の
提

供
 

障
害

種
類

と
配

慮
事

項
 

●
企

業
へ

の
調

査
に

よ
り

得
ら

れ
た

「採
用

後
の

合
理

的
配

慮
に

関
す

る
障

害
種

類
別

の
特

徴
と

具
体

例
」

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

1
7

、
１
１
８

ペ
ー

ジ
よ

り
作

成
）

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

10
9 

＜
募

集
及

び
採

用
時

の
合

理
的

配
慮

の
対

応
例

＞
 

  ●
障

害
者

専
用

求
人

の
場

合
、
募

集
の

対
象

か
ら

特
定

の
障

害
種

別
の

障
害

者
を

排
除

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
例

え
ば

、
採

用
を

身
体

障
害

者
に

限
定

す
る

求
人

票
は

作
成

で
き

ま
せ

ん
。

●
一

般
求

人
に

障
害

者
か

ら
の

応
募

が
あ

っ
た

場
合

、
障

害
が

あ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

応
募

を
受

け
付

け
な

い
こ

と
は

禁
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

た
、
単

に
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
障

害
者

を
募

集
や

採
用

の
対

象
か

ら

排
除

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

➔
 1

9
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

３
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 

募
集

・採
用

時
の

留
意

事
項

 

●
採

用
面

接
で

は
、
配

属
先

や
担

当
業

務
の

決
定

に
向

け
、
雇

用
管

理
上

必
要

な
事

柄
を

把
握

す
る

た
め

、
基

本
的

な

質
問

や
確

認
を

行
い

ま
す

。

採
用

面
接

の
実

施
 

○
障

害
に

関
す

る
こ

と
 
（障

害
状

況
、
通

院
・服

薬
の

状
況

、
配

慮
や

支
援

が
必

要
な

事
項

）

○
勤

務
及

び
職

務
の

遂
行

に
関

す
る

こ
と

（希
望

す
る

仕
事

、
得

意
な

こ
と

・苦
手

な
こ

と
、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

方
法

、

移
動

方
法

等
）

○
そ

の
他

 （
必

要
に

応
じ

て
、
支

援
機

関
を

利
用

し
て

い
る

か
、
支

援
機

関
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
が

受
け

ら
れ

る
か

等
）

「障
害

に
関

す
る

こ
と

」は
、
採

用
後

、
社

内
の

ど
の

範
囲

の
社

員
に

何
を

伝
え

る
か

、
仕

事
上

必
要

と
判

断
さ

れ
る

内

容
を

本
人

と
確

認
し

、
同

意
を

得
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

す
。
 

募
集

及
び

採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

対
応

に
つ

い
て

、「
取

り
組

ん
で

い
る

（
一

部
取

組
も

含
む

）」
と

回
答

の
あ

っ
た

上
位

５
項

目
(1

,4
4

2
社

が
回

答
)。

 

・
 

体
調

に
配

慮
し

た
面

接
時

間
の

設
定

を
し

て
い

る
(3

1
.6

%
)

・
 

面
接

時
に

、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
の

同
席

を
認

め
て

い
る

(3
0

.7
%

)

・
 

面
接

の
際

に
で

き
る

だ
け

移
動

が
少

な
い

よ
う

に
し

て
い

る
(2

3
.6

%
)

・
 

面
接

を
筆

談
等

に
よ

り
行

っ
て

い
る

（
1

1
.7

%
）

 

・
 

文
字

に
よ

る
説

明
プ

リ
ン

ト
を

配
布

し
て

い
る

(1
0

.3
％

)

基
本

的
な

質
問

・確
認

項
目

留
意

事
項

：質
問

や
確

認
の

意
図

を
説

明
す

る
こ

と
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
5

7
(2

0
2

1
年

)「
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

及
び

合

理
的

配
慮

指
針

に
係

る
取

組
の

実
態

把
握

に
関

す
る

調
査

研
究

」5
3

ペ
ー

ジ
) 

8 

       

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

の
求

職
状

況
、
就

職
状

況
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

❏
募

集
や

採
用

の
方

法
で

、
分

か
ら

な
い

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

か
。

募
集

・
採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か

●
就

職
活

動
を

行
っ

て
い

る
障

害
者

は
、
専

門
知

識
や

ス
キ

ル
、
業

務
経

験
が

あ
る

者
、
専

門
的

な
ス

キ
ル

を
も

た
な

い
が

得
意

分
野

が
あ

る
者

、
職

場
環

境
が

整
え

ば
力

を
発

揮
で

き
る

者
等

、
様

々
で

す
。
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性

を
踏

ま

え
、
多

様
な

人
材

を
活

用
す

る
視

点
で

募
集

・採
用

活
動

を
行

っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

す
。

●
令

和
2

年
度

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
（公

共
職

業
安

定
所

）を
通

じ
た

障
害

者
の

就
職

件
数

は
、
身

体
障

害
者

2
0

,0
2

5

件
（2

2
.3

%
）、

知
的

障
害

者
1
9

,8
0

1
件

（2
2

.0
%

）、
精

神
障

害
者

4
0

,6
2

4
件

（4
5

.2
%

）、
そ

の
他

9
,3

9
0

件
（1

0
.5

%
）で

し
た

。
（厚

生
労

働
省

, 
2

0
2

1
）

募
集

・採
用

の
方

法
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
（事

業
主

の
方

へ
の

サ
ー

ビ
ス

） 

・障
害

者
専

用
求

人
の

申
込

み

・障
害

者
の

求
職

情
報

検
索

・各
種

制
度

の
情

報

オ
ン

ラ
イ

ン
上

で
求

人
申

込
み

が
で

き
る

「ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
」も

ご
覧

く
だ

さ
い

。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

に
は

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
が

求
職

申
込

み
（登

録
）を

し
て

い
ま

す
。
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

障
害

者
専

門
の

相
談

窓
口

（専
門

援
助

部
門

）等
で

、
障

害
者

専
用

求
人

を
作

成
し

募
集

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
利

用
 

就
職

を
希

望
す

る
障

害
者

の
中

に
は

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

の
登

録
に

加
え

て
、
支

援
機

関
（地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
）を

利
用

し
て

い
る

人
も

い
ま

す
。
 

こ
の

よ
う

な
場

合
は

、
個

々
の

障
害

者
の

特
性

を
理

解
し

た
各

支
援

機
関

の
担

当
者

と
連

携
す

る
こ

と
に

よ
り

、
障

害
者

の
募

集
・採

用
を

ス
ム

ー
ズ

に
進

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
 [

巻
末

情
報

１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

支
援

機
関

と
の

連
携

 

9
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13
 

 

社
内

の
チ

ー
ム

支
援

に
つ

い
て

 

●
企

業
の

規
模

や
業

態
に

よ
っ

て
、
社

内
の

体
制

は
様

々
で

す
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

体
制

に
応

じ
て

、
社

員
同

士
が

役
割

分
担

・連
携

し
、
障

害
者

雇
用

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
を

支
え

る

と
と

も
に

、
障

害
者

へ
適

切
な

支
援

を
行

う
「チ

ー
ム

支
援

」の
体

制
を

整
え

る
こ

と
が

大
切

で
す

。

12
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

が
困

っ
て

い
る

こ
と

を
相

談
で

き
る

窓
口

が
あ

り
ま

す
か

。
相

談
の

機
会

を
設

け
て

い
ま

す
か

。

❏
障

害
者

に
仕

事
を

教
え

る
社

員
、
障

害
者

の
相

談
を

受
け

る
社

員
を

、
サ

ポ
ー

ト
す

る
体

制
が

あ
り

ま
す

か
。

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

を
雇

用
し

て
い

る
企

業
で

は
、
雇

用
管

理
の

担
当

者
、
現

場
の

担
当

者
な

ど
が

役
割

分
担

を
し

て
、
チ

ー
ム

で
障

害
者

を
支

え
る

体
制

整
備

を
進

め
て

い
ま

す
。

●
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

が
確

立
さ

れ
れ

ば
、
障

害
者

雇
用

の
課

題
に

取
り

組
ん

で
き

た
担

当
者

が
異

動
・退

職
し

て

も
、
そ

れ
ま

で
の

雇
用

管
理

の
ノ

ウ
ハ

ウ
が

引
き

継
が

れ
、
障

害
者

の
職

場
定

着
を

図
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

雇
用

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
づ

く
り

と
と

も
に

、
障

害
者

雇
用

の
担

当
者

（キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
な

る
社

員
）を

孤
立

さ
せ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
も

重
要

で
す

。
障

害
者

雇
用

に
普

段
関

わ
っ

て
い

な
い

社
員

や
役

員
が

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

に
障

害
者

へ
の

対
応

を
任

せ
き

り
に

し
て

し
ま

う
こ

と
が

な
い

よ
う

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

を
支

え
る

体
制

づ
く

り
が

必
要

で
す

。
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
良

く
知

る
社

員
の

意
見

を
十

分
に

聞
き

、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中

心
と

な
っ

て
取

り
組

む
な

ど
の

連
携

が
重

要
で

す
。

サ
ポ

ー
ト

体
制

を
つ

く
る

た
め

に
 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

 

５
人

以
上

の
障

害
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

に
は

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

社
員

の
中

か
ら

障
害

者
職

業
生

活

相
談

員
を

選
任

し
、
職

業
生

活
に

関
す

る
相

談
・指

導
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
  

企
業

在
籍

型
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
（職

場
適

応
援

助
者

） 

企
業

に
在

籍
し

、
同

じ
企

業
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
障

害
の

あ
る

労
働

者
が

職
場

適
応

で
き

る
よ

う
様

々
な

支

援
を

行
う

人
を

、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

」と
い

い
ま

す
。
 

社
員

が
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

す
る

こ
と

に
よ

り
、
企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

と
し

て
障

害
の

あ

る
従

業
員

へ
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

（産
業

医
、
衛

生
管

理
者

、
産

業
看

護
師

、
産

業
保

健
師

） 

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

12
11

 

 

障
害

種
類

 
事

例
の

特
徴

 
支

障
の

内
容

（例
） 

対
応

の
結

果
（例

） 

視
覚

障
害

 
移

動
に

関
す

る
こ

と
 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

到
着

時
の

電
子

音
が

「昇
り

」も
「降

り
」も

同
じ

で
あ

る
た

め
、
利

用
し

た
い

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
前

に
立

つ
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

る

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
改

修
工

事
に

合
わ

せ
て

、
到

着
時

の
電

子
音

を
「昇

り
」と

「降
り

」で
変

え
た

聴
覚

・言
語

障
害

 
従

業
員

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
こ

と

健
聴

者
と

の
意

思
疎

通
が

円
滑

で
な

い
 

音
声

認
識

ソ
フ

ト
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

し
た

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
を

用
意

し
た

肢
体

不
自

由
 

移
動

に
関

す
る

こ
と

 
車

椅
子

の
た

め
開

き
戸

を
開

閉
し

づ
ら

い
 

自
動

ド
ア

を
設

置
し

た
 

内
部

障
害

 
体

調
管

理
（通

院
・服

薬
）、

体
力

に
関

す
る

こ
と

 
通

院
の

た
め

就
業

で
き

な
い

日
が

あ
る

 

体
力

的
に

長
時

間
の

勤
務

が
困

難
で

あ
る

 

就
業

可
能

な
日

を
就

業
日

と
定

め
雇

い
入

れ
た

 

本
人

の
申

し
出

に
よ

り
適

宜
休

憩
時

間
を

確
保

し
た

 

知
的

障
害

 
業

務
遂

行
に

関
す

る
こ

と
 

長
時

間
一

つ
の

こ
と

に
集

中
で

き
な

い
 

違
う

作
業

に
切

り
替

え
る

タ
イ

ミ
ン

グ
等

、
仕

事
内

容
を

見
直

し
た

精
神

障
害

 
職

場
環

境
に

関
す

る
こ

と
 

周
囲

の
ス

タ
ッ

フ
と

の
人

間
関

係
悪

化
に

よ
り

業
務

に
集

中
で

き
な

い
 

席
な

ど
の

配
置

変
え

、
休

息
を

促
す

等
に

よ
り

継
続

的
に

勤
務

を
行

え
る

よ
う

に
な

っ
た

 

発
達

障
害

 
苦

手
な

業
務

内
容

に
関

す
る

こ
と

 
定

例
的

な
業

務
以

外
（突

発
的

な
業

務
、
電

話
、
接

客
等

）に
対

応
で

き
な

い
 

定
例

的
な

業
務

の
み

と
し

、
他

の
業

務
は

必
ず

上
司

が
同

席
し

た
 

●
事

業
主

は
、
障

害
者

を
採

用
後

、
職

場
に

お
い

て
支

障
と

な
る

事
情

の
有

無
を

確
認

し
、
支

障
と

な
る

事
情

が
あ

れ

ば
、
そ

の
改

善
の

た
め

に
障

害
者

が
希

望
す

る
措

置
の

内
容

を
確

認
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
事

業
主

か
ら

の
確

認
を

待
た

ず
、
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

を
申

し
出

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。

➔
 2

0
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

４
]合

理
的

配
慮

の
提

供
 

障
害

種
類

と
配

慮
事

項
 

●
企

業
へ

の
調

査
に

よ
り

得
ら

れ
た

「採
用

後
の

合
理

的
配

慮
に

関
す

る
障

害
種

類
別

の
特

徴
と

具
体

例
」

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

1
7

、
１
１
８

ペ
ー

ジ
よ

り
作

成
）

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

11

− 213 −
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障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
内

容
（例

）と
対

応
で

き
る

支
援

機
関

 

～
活

用
方

法
が

分
か

り
に

く
い

場
合

は
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

へ
ご

相
談

く
だ

さ
い

～
 

障
害

者
を

雇
用

す
る

際
に

活
用

で
き

る
支

援
制

度
を

知
り

た
い

 

都
道

府
県

支
部

 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

自
社

の
業

務
に

合
っ

た
、
障

害
の

あ
る

求
職

者
を

探
し

て
い

る
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

医
療

機
関

 

特
別

支
援

学
校

 

障
害

者
雇

用
に

向
け

て
、
職

場
実

習
を

受
け

入
れ

た
い

 

特
別

支
援

学
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
つ

い
て

専
門

的
な

支
援

を
受

け
た

い
 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

職
場

適
応

支
援

、
職

場
定

着
支

援
を

受
け

た
い

 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
 

就
労

移
行

支
援

事
業

所
等

 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

14
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

を
雇

用
し

、
人

材
育

成
を

図
る

た
め

、
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
･支

援
機

関
を

活
用

し
て

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か

障
害

者
雇

用
の

支
援

機
関

に
つ

い
て

 

●
全

国
に

設
置

さ
れ

て
い

る
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
企

業
の

相
談

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
地

域
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

担
い

、
企

業
の

状
況

に
応

じ
た

活
用

や
連

携
の

仕
方

に
つ

い
て

情

報
を

提
供

し
て

い
ま

す
。

●
地

域
の

各
支

援
機

関
は

、
お

互
い

の
役

割
や

強
み

を
理

解
し

合
い

、
必

要
な

連
携

を
図

っ
て

い
ま

す
。
障

害
者

の
就

職
の

相
談

か
ら

就
職

後
の

支
援

ま
で

、
障

害
者

の
家

族
、
福

祉
機

関
、
教

育
機

関
、
医

療
機

関
等

と
情

報
共

有
を

行

い
な

が
ら

チ
ー

ム
で

支
援

を
行

う
場

合
が

あ
り

ま
す

。

➔
1
6

、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
1
]障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

 

14
13

 

 

社
内

の
チ

ー
ム

支
援

に
つ

い
て

 

●
企

業
の

規
模

や
業

態
に

よ
っ

て
、
社

内
の

体
制

は
様

々
で

す
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

体
制

に
応

じ
て

、
社

員
同

士
が

役
割

分
担

・連
携

し
、
障

害
者

雇
用

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
を

支
え

る

と
と

も
に

、
障

害
者

へ
適

切
な

支
援

を
行

う
「チ

ー
ム

支
援

」の
体

制
を

整
え

る
こ

と
が

大
切

で
す

。

12
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

が
困

っ
て

い
る

こ
と

を
相

談
で

き
る

窓
口

が
あ

り
ま

す
か

。
相

談
の

機
会

を
設

け
て

い
ま

す
か

。

❏
障

害
者

に
仕

事
を

教
え

る
社

員
、
障

害
者

の
相

談
を

受
け

る
社

員
を

、
サ

ポ
ー

ト
す

る
体

制
が

あ
り

ま
す

か
。

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

を
雇

用
し

て
い

る
企

業
で

は
、
雇

用
管

理
の

担
当

者
、
現

場
の

担
当

者
な

ど
が

役
割

分
担

を
し

て
、
チ

ー
ム

で
障

害
者

を
支

え
る

体
制

整
備

を
進

め
て

い
ま

す
。

●
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

が
確

立
さ

れ
れ

ば
、
障

害
者

雇
用

の
課

題
に

取
り

組
ん

で
き

た
担

当
者

が
異

動
・退

職
し

て

も
、
そ

れ
ま

で
の

雇
用

管
理

の
ノ

ウ
ハ

ウ
が

引
き

継
が

れ
、
障

害
者

の
職

場
定

着
を

図
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

雇
用

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
づ

く
り

と
と

も
に

、
障

害
者

雇
用

の
担

当
者

（キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
な

る
社

員
）を

孤
立

さ
せ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
も

重
要

で
す

。
障

害
者

雇
用

に
普

段
関

わ
っ

て
い

な
い

社
員

や
役

員
が

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

に
障

害
者

へ
の

対
応

を
任

せ
き

り
に

し
て

し
ま

う
こ

と
が

な
い

よ
う

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

を
支

え
る

体
制

づ
く

り
が

必
要

で
す

。
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
良

く
知

る
社

員
の

意
見

を
十

分
に

聞
き

、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中

心
と

な
っ

て
取

り
組

む
な

ど
の

連
携

が
重

要
で

す
。

サ
ポ

ー
ト

体
制

を
つ

く
る

た
め

に
 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

 

５
人

以
上

の
障

害
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

に
は

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

社
員

の
中

か
ら

障
害

者
職

業
生

活

相
談

員
を

選
任

し
、
職

業
生

活
に

関
す

る
相

談
・指

導
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
  

企
業

在
籍

型
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
（職

場
適

応
援

助
者

） 

企
業

に
在

籍
し

、
同

じ
企

業
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
障

害
の

あ
る

労
働

者
が

職
場

適
応

で
き

る
よ

う
様

々
な

支

援
を

行
う

人
を

、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

」と
い

い
ま

す
。
 

社
員

が
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

す
る

こ
と

に
よ

り
、
企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

と
し

て
障

害
の

あ

る
従

業
員

へ
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

（産
業

医
、
衛

生
管

理
者

、
産

業
看

護
師

、
産

業
保

健
師

） 

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料
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▶
障

害
者

の
雇

用
支

援
（障

害
者

雇
用

納
付

金
の

申
告

・申
請

の
受

付
、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

助
成

金
の

受
付

、
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
な

ど
）を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
民

間
企

業
で

障
害

者
雇

用
経

験
を

有
す

る
障

害
者

雇
用

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

が
、
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

及
び

様
々

な
分

野
の

専
門

家
（障

害
者

雇
用

管
理

サ
ポ

ー
タ

ー
）の

派
遣

に
関

す
る

相
談

を
行

っ
て

い
ま

す
。
ま

た
、
就

労
支

援
機

器
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
が

、
障

害
者

の
就

労
を

支
援

す
る

機
器

の
紹

介
や

貸
出

し
に

関
す

る
相

談
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
訓

練
の

実
施

（各
種

職
種

の
専

門
知

識
・技

能
の

訓
練

）

・
就

職
支

援

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
訓

練
状

況
の

見
学

の
受

入
れ

・
職

業
訓

練
受

講
者

又
は

修
了

者
の

求
職

情
報

の
公

開

（就
職

希
望

地
域

、
希

望
職

種
、
免

許
・資

格
、
職

業
訓

練
の

修
了

予
定

日
等

）

・
訓

練
生

の
採

用
を

検
討

す
る

た
め

の
職

場
実

習

◎
国

立
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

と
国

立
吉

備
高

原
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

の

職
業

訓
練

を
受

講
中

又
は

修
了

し
た

障
害

者
の

求
職

情
報

の
公

開
と

問
合

せ
先

 ➔
 

 
 

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

上
の

支
援

を
必

要
と

す
る

方
に

対
し

、
窓

口
で

の
相

談
や

、
職

場
・家

庭
訪

問
等

に
よ

る
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
雇

用
、
保

健
・福

祉
、
教

育
等

の
地

域
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

＜
就

業
面

で
の

支
援

＞
 
就

職
に

向
け

た
準

備
支

援
、
職

場
実

習
の

あ
っ

せ
ん

、
就

職
活

動
の

支
援

、
職

場
定

着
に

向
け

た
支

援
、
企

業
に

対
す

る
障

害
特

性
を

踏
ま

え
た

雇
用

管
理

に
つ

い
て

の
助

言
 

＜
生

活
面

で
の

支
援

＞
 
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

に
関

す
る

助
言

（健
康

管
理

等
の

日
常

の
自

己
管

理
、
生

活
習

慣

の
形

成
、
家

庭
生

活
、
地

域
生

活
、
年

金
等

の
生

活
設

計
等

） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
 

都
道

府
県

支
部

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 

国
立

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（埼

玉
県

所
沢

市
） 

国
立

吉
備

高
原

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（岡

山
県

） 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
等

 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援
 
（障

害
者

雇
用

全
般

の
相

談
に

応
じ

ま
す

）

・
障

害
者

の
雇

用
前

の
準

備
か

ら
雇

用
後

の
職

場
適

応
に

つ
い

て
の

相
談

、
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

「事
業

主
支

援
計

画
」を

作
成

し
、
継

続
し

た
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

の
制

度
や

利
用

で
き

る
支

援
に

つ
い

て
説

明
し

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

社
内

の
理

解
を

進
め

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
相

談
、
職

業
評

価
を

通
し

て
職

業
上

の
特

性
を

整
理

し
、
就

職
及

び
職

場
適

応
の

た
め

の
「職

業
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
」を

策
定

し
ま

す
。

・
「職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

」に
基

づ
い

て
、
就

職
及

び
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
（職

業
準

備
支

援
、
リ

ワ
ー

ク
支

援
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
）を

行
い

ま
す

。

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、
求

職
活

動
支

援
、
職

場
適

応
支

援
、
職

場
定

着
支

援
を

行
い

ま
す

。

▶
関

係
機

関
に

対
す

る
支

援

・
企

業
や

障
害

者
へ

の
支

援
方

法
に

係
る

助
言

・援
助

を
行

い
ま

す
。

・
支

援
技

術
に

関
す

る
実

務
的

な
研

修
を

行
い

ま
す

。

←
詳

し
く

は
こ

ち
ら

！
 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
雇

用
管

理
上

の
助

言
、
助

成
措

置
の

案
内

、
各

種
セ

ミ
ナ

ー
や

障
害

者
の

就
職

面
接

会
の

開
催

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

等
の

専
門

機
関

と
の

連
携

方
法

、
必

要
な

制
度

の
活

用
等

の
紹

介
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
個

々
の

障
害

者
に

応
じ

た
職

業
相

談
、
職

業
紹

介
、
就

職
後

の
職

場
適

応
指

導
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ト

ラ
イ

ア
ル

雇
用

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
各

種
支

援
策

の
活

用
を

図
り

、
障

害
者

の
職

場
適

応
と

職
場

定
着

を

進
め

て
い

ま
す

。

＜
社

員
研

修
の

テ
ー

マ
（

例
）

＞
 

「
障

害
者

雇
用

の
制

度
」、

「
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

」、
「

職
場

定
着

の
ポ

イ
ン

ト
」

 

＜
社

員
研

修
の

方
法

（
例

）
＞

 

企
業

主
催

の
研

修
・

勉
強

会
で

の
従

業
員

へ
の

説
明

 

障
害

者
の

配
置

部
署

の
上

司
へ

の
説

明
 

人
事

担
当

者
へ

の
説

明
 

全
国

５
２

か
所

の
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

が
、
企

業
に

対
し

て
「社

員
研

修
」を

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

（公
共

職
業

安
定

所
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
等

 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援
 
（障

害
者

雇
用

全
般

の
相

談
に

応
じ

ま
す

）

・
障

害
者

の
雇

用
前

の
準

備
か

ら
雇

用
後

の
職

場
適

応
に

つ
い

て
の

相
談

、
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

「事
業

主
支

援
計

画
」を

作
成

し
、
継

続
し

た
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

の
制

度
や

利
用

で
き

る
支

援
に

つ
い

て
説

明
し

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

社
内

の
理

解
を

進
め

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
相

談
、
職

業
評

価
を

通
し

て
職

業
上

の
特

性
を

整
理

し
、
就

職
及

び
職

場
適

応
の

た
め

の
「職

業
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
」を

策
定

し
ま

す
。

・
「職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

」に
基

づ
い

て
、
就

職
及

び
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
（職

業
準

備
支

援
、
リ

ワ
ー

ク
支

援
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
）を

行
い

ま
す

。

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、
求

職
活

動
支

援
、
職

場
適

応
支

援
、
職

場
定

着
支

援
を

行
い

ま
す

。

▶
関

係
機

関
に

対
す

る
支

援

・
企

業
や

障
害

者
へ

の
支

援
方

法
に

係
る

助
言

・援
助

を
行

い
ま

す
。

・
支

援
技

術
に

関
す

る
実

務
的

な
研

修
を

行
い

ま
す

。

←
詳

し
く

は
こ

ち
ら

！
 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
雇

用
管

理
上

の
助

言
、
助

成
措

置
の

案
内

、
各

種
セ

ミ
ナ

ー
や

障
害

者
の

就
職

面
接

会
の

開
催

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

等
の

専
門

機
関

と
の

連
携

方
法

、
必

要
な

制
度

の
活

用
等

の
紹

介
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
個

々
の

障
害

者
に

応
じ

た
職

業
相

談
、
職

業
紹

介
、
就

職
後

の
職

場
適

応
指

導
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ト

ラ
イ

ア
ル

雇
用

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
各

種
支

援
策

の
活

用
を

図
り

、
障

害
者

の
職

場
適

応
と

職
場

定
着

を

進
め

て
い

ま
す

。

＜
社

員
研

修
の

テ
ー

マ
（

例
）

＞
 

「
障

害
者

雇
用

の
制

度
」、

「
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

」、
「

職
場

定
着

の
ポ

イ
ン

ト
」

 

＜
社

員
研

修
の

方
法

（
例

）
＞

 

企
業

主
催

の
研

修
・

勉
強

会
で

の
従

業
員

へ
の

説
明

 

障
害

者
の

配
置

部
署

の
上

司
へ

の
説

明
 

人
事

担
当

者
へ

の
説

明
 

全
国

５
２

か
所

の
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

が
、
企

業
に

対
し

て
「社

員
研

修
」を

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

（公
共

職
業

安
定

所
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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15

 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
内

容
（例

）と
対

応
で

き
る

支
援

機
関

 

～
活

用
方

法
が

分
か

り
に

く
い

場
合

は
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

へ
ご

相
談

く
だ

さ
い

～
 

障
害

者
を

雇
用

す
る

際
に

活
用

で
き

る
支

援
制

度
を

知
り

た
い

 

都
道

府
県

支
部

 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

自
社

の
業

務
に

合
っ

た
、
障

害
の

あ
る

求
職

者
を

探
し

て
い

る
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

医
療

機
関

 

特
別

支
援

学
校

 

障
害

者
雇

用
に

向
け

て
、
職

場
実

習
を

受
け

入
れ

た
い

 

特
別

支
援

学
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
つ

い
て

専
門

的
な

支
援

を
受

け
た

い
 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

職
場

適
応

支
援

、
職

場
定

着
支

援
を

受
け

た
い

 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
 

就
労

移
行

支
援

事
業

所
等

 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

14
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

を
雇

用
し

、
人

材
育

成
を

図
る

た
め

、
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
･支

援
機

関
を

活
用

し
て

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か

障
害

者
雇

用
の

支
援

機
関

に
つ

い
て

 

●
全

国
に

設
置

さ
れ

て
い

る
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
企

業
の

相
談

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
地

域
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

担
い

、
企

業
の

状
況

に
応

じ
た

活
用

や
連

携
の

仕
方

に
つ

い
て

情

報
を

提
供

し
て

い
ま

す
。

●
地

域
の

各
支

援
機

関
は

、
お

互
い

の
役

割
や

強
み

を
理

解
し

合
い

、
必

要
な

連
携

を
図

っ
て

い
ま

す
。
障

害
者

の
就

職
の

相
談

か
ら

就
職

後
の

支
援

ま
で

、
障

害
者

の
家

族
、
福

祉
機

関
、
教

育
機

関
、
医

療
機

関
等

と
情

報
共

有
を

行

い
な

が
ら

チ
ー

ム
で

支
援

を
行

う
場

合
が

あ
り

ま
す

。

➔
1
6

、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
1
]障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等
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 障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 
  

 

▶
 2

0
1
3

年
6

月
に

「障
害

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

に
関

す
る

法
律

」が
制

定
さ

れ
ま

し
た

。
障

害
の

有

無
に

よ
っ

て
分

け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
合

い
な

が
ら

共
生

す
る

社
会

の
実

現

に
向

け
、
障

害
者

差
別

の
解

消
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
 

▶
 障

害
者

差
別

を
解

消
す

る
た

め
に

、
企

業
や

同
じ

職
場

で
働

く
者

は
、
障

害
特

性
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
取

得
や

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

雇
用

分
野

で
の

障
害

者
差

別
の

例
 
（差

別
禁

止
指

針
よ

り
） 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
応

募
を

受
け

付
け

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

排
除

す
る

こ
と

。
 

・ 
採

用
の

基
準

を
満

た
す

者
の

中
か

ら
障

害
者

で
な

い
者

を
優

先
し

て
採

用
す

る
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
賃

金
・手

当
等

に
不

利
な

労
働

条
件

を
課

す
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
教

育
訓

練
を

受
け

さ
せ

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
福

利
厚

生
を

不
利

な
も

の
と

す
る

こ
と

。
 
 
 な

ど
 

▶
 2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「障

害
者

差
別

禁
止

指
針

」で
は

、
す

べ
て

の
事

業
主

を
対

象
に

、
「募

集
及

び
採

用
」、

「賃
金

」、
「配

置
」、

「昇
進

」、
「降

格
」、

「教
育

訓
練

」、
「福

利
厚

生
」、

「職
種

の
変

更
」、

「雇
用

形
態

の
変

更
」、

「退
職

の
勧

奨
」、

「定
年

」、
「解

雇
」、

「労
働

契
約

の
更

新
」の

待
遇

に
つ

い
て

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
不

当
な

差
別

的
取

扱
い

が
行

わ
れ

な
い

よ
う

禁
止

措
置

を
定

め
て

い
ま

す
。
 

た
だ

し
、
次

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
差

別
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

・ 
積

極
的

差
別

是
正

措
置

と
し

て
、
障

害
者

で
な

い
者

と
比

較
し

て
障

害
者

を
有

利
に

取
り

扱
う

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労

働
能

力
等

を
適

正
に

評
価

し
た

結
果

と
し

て
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
（そ

の
結

果
と

し
て

、
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
と

な
る

こ
と

）。
 

・ 
障

害
者

専
用

求
人

の
採

用
選

考
又

は
採

用
後

に
お

い
て

、
仕

事
を

す
る

上
で

の
能

力
及

び
適

性
の

判
断

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

た
め

な
ど

、
雇

用
管

理
上

必
要

な
範

囲
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
つ

つ
、
障

害
者

に
障

害
の

状
況

等
を

確

認
す

る
こ

と
。
 

▶
 障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。
 

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
職

業
生

活
に

相
当

の
制

限
を

受
け

、
ま

た
は

職
業

生
活

を
営

む
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

方
が

対
象

と
な

り
ま

す
。
 

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 
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 雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・
資

料
 

▶
テ

ー
マ

別
に

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。

・
身

体
障

害
や

難
病

の
あ

る
方

な
ど

の
職

場
定

着

・
中

高
年

齢
層

の
障

害
者

の
雇

用
継

続

・
精

神
障

害
の

あ
る

方
や

発
達

障
害

の
あ

る
方

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

・
障

害
者

の
雇

用
管

理
の

知
識

や
ノ

ウ
ハ

ウ
を

有
す

る
企

業
内

の
専

門
人

材
の

育
成

 
 
な

ど

障
害

者
雇

用
が

あ
ま

り
進

ん
で

い
な

い
業

種
に

お
け

る
雇

用
事

例
 

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

障
害

者
雇

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

資
格

認
定

講
習

テ
キ

ス
ト

 

 

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
 

▶
全

国
の

障
害

者
雇

用
の

事
例

を
、
業

種
、
障

害
、
フ

リ
ー

ワ
ー

ド
等

か
ら

検
索

で
き

ま
す

。

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 
 h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.j

e
e
d

.g
o

.j
p

/）
 

▶
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
イ

メ
ー

ジ
を

描
き

に
く

い
企

業
に

向
け

、
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。

は
じ

め
て

の
障

害
者

雇
用

 
事

業
主

の
た

め
の

Q
&

A

障
害

者
雇

用
職

場
改

善
好

事
例

集

▶
中

小
企

業
１
５

事
例

（職
務

内
容

、
工

夫
、
経

営
者

の
声

、
経

営
上

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
）を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
職

場
定

着
と

戦
力

化
の

１
４

事
例

。
企

業
ト

ッ
プ

が
語

る
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
障

害
者

雇
用

の
ノ

ウ
ハ

ウ
や

具
体

的
な

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。

▶
障

害
者

が
働

く
現

場
で

、
障

害
者

の
職

業
生

活
全

般
に

つ
い

て
の

支
援

を
行

う
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
と

し
て

の
認

定
を

受
け

る
方

の
た

め
の

テ
キ

ス
ト

で
す

。

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
の

内
容

別
に

、
相

談
窓

口
・支

援
機

関
を

図
解

し
て

い
ま

す
。

📖📖📖📖
 障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
テ

キ
ス

ト

「事
業

主
の

方
へ

の
支

援
」 

➔
 

「
視

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
知

的
障

害
者

と
働

く
」、

「
聴

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
精

神
障

害
者

と
働

く
」、

 

「
発

達
障

害
者

と
働

く
」、

「
高

次
脳

機
能

障
害

者
と

働
く

」
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▶
障

害
者

の
雇

用
支

援
（障

害
者

雇
用

納
付

金
の

申
告

・申
請

の
受

付
、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

助
成

金
の

受
付

、
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
な

ど
）を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
民

間
企

業
で

障
害

者
雇

用
経

験
を

有
す

る
障

害
者

雇
用

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

が
、
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

及
び

様
々

な
分

野
の

専
門

家
（障

害
者

雇
用

管
理

サ
ポ

ー
タ

ー
）の

派
遣

に
関

す
る

相
談

を
行

っ
て

い
ま

す
。
ま

た
、
就

労
支

援
機

器
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
が

、
障

害
者

の
就

労
を

支
援

す
る

機
器

の
紹

介
や

貸
出

し
に

関
す

る
相

談
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
訓

練
の

実
施

（各
種

職
種

の
専

門
知

識
・技

能
の

訓
練

）

・
就

職
支

援

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
訓

練
状

況
の

見
学

の
受

入
れ

・
職

業
訓

練
受

講
者

又
は

修
了

者
の

求
職

情
報

の
公

開

（就
職

希
望

地
域

、
希

望
職

種
、
免

許
・資

格
、
職

業
訓

練
の

修
了

予
定

日
等

）

・
訓

練
生

の
採

用
を

検
討

す
る

た
め

の
職

場
実

習

◎
国

立
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

と
国

立
吉

備
高

原
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

の

職
業

訓
練

を
受

講
中

又
は

修
了

し
た

障
害

者
の

求
職

情
報

の
公

開
と

問
合

せ
先

 ➔
 

 
 

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

上
の

支
援

を
必

要
と

す
る

方
に

対
し

、
窓

口
で

の
相

談
や

、
職

場
・家

庭
訪

問
等

に
よ

る
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
雇

用
、
保

健
・福

祉
、
教

育
等

の
地

域
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

＜
就

業
面

で
の

支
援

＞
 
就

職
に

向
け

た
準

備
支

援
、
職

場
実

習
の

あ
っ

せ
ん

、
就

職
活

動
の

支
援

、
職

場
定

着
に

向
け

た
支

援
、
企

業
に

対
す

る
障

害
特

性
を

踏
ま

え
た

雇
用

管
理

に
つ

い
て

の
助

言
 

＜
生

活
面

で
の

支
援

＞
 
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

に
関

す
る

助
言

（健
康

管
理

等
の

日
常

の
自

己
管

理
、
生

活
習

慣

の
形

成
、
家

庭
生

活
、
地

域
生

活
、
年

金
等

の
生

活
設

計
等

） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
 

都
道

府
県

支
部

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 

国
立

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（埼

玉
県

所
沢

市
） 

国
立

吉
備

高
原

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（岡

山
県

） 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
等

 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援
 
（障

害
者

雇
用

全
般

の
相

談
に

応
じ

ま
す

）

・
障

害
者

の
雇

用
前

の
準

備
か

ら
雇

用
後

の
職

場
適

応
に

つ
い

て
の

相
談

、
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

「事
業

主
支

援
計

画
」を

作
成

し
、
継

続
し

た
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

の
制

度
や

利
用

で
き

る
支

援
に

つ
い

て
説

明
し

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

社
内

の
理

解
を

進
め

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
相

談
、
職

業
評

価
を

通
し

て
職

業
上

の
特

性
を

整
理

し
、
就

職
及

び
職

場
適

応
の

た
め

の
「職

業
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
」を

策
定

し
ま

す
。

・
「職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

」に
基

づ
い

て
、
就

職
及

び
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
（職

業
準

備
支

援
、
リ

ワ
ー

ク
支

援
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
）を

行
い

ま
す

。

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、
求

職
活

動
支

援
、
職

場
適

応
支

援
、
職

場
定

着
支

援
を

行
い

ま
す

。

▶
関

係
機

関
に

対
す

る
支

援

・
企

業
や

障
害

者
へ

の
支

援
方

法
に

係
る

助
言

・援
助

を
行

い
ま

す
。

・
支

援
技

術
に

関
す

る
実

務
的

な
研

修
を

行
い

ま
す

。

←
詳

し
く

は
こ

ち
ら

！
 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
雇

用
管

理
上

の
助

言
、
助

成
措

置
の

案
内

、
各

種
セ

ミ
ナ

ー
や

障
害

者
の

就
職

面
接

会
の

開
催

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

等
の

専
門

機
関

と
の

連
携

方
法

、
必

要
な

制
度

の
活

用
等

の
紹

介
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
個

々
の

障
害

者
に

応
じ

た
職

業
相

談
、
職

業
紹

介
、
就

職
後

の
職

場
適

応
指

導
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ト

ラ
イ

ア
ル

雇
用

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
各

種
支

援
策

の
活

用
を

図
り

、
障

害
者

の
職

場
適

応
と

職
場

定
着

を

進
め

て
い

ま
す

。

＜
社

員
研

修
の

テ
ー

マ
（

例
）

＞
 

「
障

害
者

雇
用

の
制

度
」、

「
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

」、
「

職
場

定
着

の
ポ

イ
ン

ト
」

 

＜
社

員
研

修
の

方
法

（
例

）
＞

 

企
業

主
催

の
研

修
・

勉
強

会
で

の
従

業
員

へ
の

説
明

 

障
害

者
の

配
置

部
署

の
上

司
へ

の
説

明
 

人
事

担
当

者
へ

の
説

明
 

全
国

５
２

か
所

の
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

が
、
企

業
に

対
し

て
「社

員
研

修
」を

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

（公
共

職
業

安
定

所
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 

17

− 216 −
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確
認
用
に
キ
ャ
プ
チ
ャ
を
貼
り
付
け

20
 

[
巻

末
情

報
4

]
 

 合
理

的
配

慮
の

提
供

 

雇
用

分
野

で
の

合
理

的
配

慮
と

は
、
以

下
の

措
置

の
こ

と
を

指
し

ま
す

。
 

・
募

集
及

び
採

用
時

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
機

会
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置

・
採

用
後

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

の
均

等
な

待
遇

の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と

な
っ

て
い

る
事

情
を

改
善

す
る

措
置

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

▶
2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「合

理
的

配
慮

指
針

」で
は

、
全

て
の

事
業

主
を

対
象

に
、
募

集
及

び
採

用
時

に
は

障
害

者
が

応
募

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

、
採

用
後

は
仕

事
を

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

す
る

こ
と

な
ど

を
定

め

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り

職
業

生
活

に
相

当
の

制
限

を
受

け
、
又

は
職

業
生

活
を

営
む

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
方

が
対

象
と

な
り

ま
す

。

▶
合

理
的

配
慮

の
手

続

＜
募

集
・

採
用

時
＞

・
障

害
者

か
ら

事
業

主
に

対
し

、
募

集
及

び
採

用
に

当
た

っ
て

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

及
び

そ
の

改
善

の
た

め
に

希
望

す
る

措
置

の
内

容
を

申
出

る
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

＜
採

用
後

＞
 

・
事

業
主

か
ら

障
害

者
に

対
し

、
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

の
有

無
を

確
認

す
る

。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

※
募

集
・採

用
時

、
採

用
後

の
い

ず
れ

に
お

い
て

も
、
障

害
者

の
意

向
確

認
が

困
難

な
場

合
、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
に

障
害

者
の

補

佐
を

求
め

て
も

差
し

支
え

な
い

。

募
集

・採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

例

・
募

集
内

容
を

、
音

声
な

ど
で

提
供

す
る

こ
と

（視
覚

障
害

ほ
か

）

・
面

接
を

筆
談

な
ど

に
よ

り
行

う
こ

と
（聴

覚
・言

語
障

害
ほ

か
）

・
机

の
高

さ
を

調
節

す
る

こ
と

な
ど

作
業

を
可

能
に

す
る

工
夫

を
行

う
こ

と
（肢

体
不

自
由

ほ
か

） 
な

ど

採
用

後
の

合
理

的
配

慮
の

例
 

・
本

人
の

習
熟

度
に

応
じ

て
業

務
量

を
徐

々
に

増
や

し
て

い
く

こ
と

（知
的

障
害

ほ
か

）

・
出

退
勤

時
刻

・休
暇

・休
憩

に
関

し
、
通

院
・体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

（精
神

障
害

ほ
か

） 
 
な

ど

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 

 
 

 
事

業
主

の
皆

様
へ

 

 

自
主

点
検

資
料

 
～
障
害
者

の
差

別
禁
止
・

合
理

的
配

慮
の

提
供

の
た

め
に

～
 

          

 ＜
障

害
者

差
別

の
禁

止
＞

 

Ａ
 

募
集

・
採

用
時

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

障
害

者
を

排
除

し
て

い
な

い
。
 

(
例

)
 
 
障

害
者

か
ら

の
応

募
を

拒
否

す
る

こ
と

や
、

障
害

者
で

な
い

者
を

優
先

的
に

採
用

す
る

こ
と

は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 

 

 
２

．
募

集
又

は
採

用
に

当
た

っ
て

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

不
利

な
条

件
を

付
し

て
い

な
い

。
 

(
例

)
 

障
害

者
に

対
し

て
の
み

特
定

資
格

を
有

す
る

こ
と
を

応
募

要
件

と
す

る
こ

と
は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 
 

 

 
 

Ｂ
 

採
用

後
 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
労

働
能

力
を

適
正

に
評

価
す

る
こ

と
な

く
、
「

障
害

者
だ

か
ら

」
と

い
う

理
由

で
、
賃

金
、
配

置
、

昇
進

、
教

育
訓

練
、

契
約

の
更

新
、

雇
用

形
態

の
変

更
、

定
年

、
福

利
厚

生
な

ど
の

面
で

差
別

的
な

取
扱

い
を

し
て

い
な

い
。

 

 
(
例

)
 

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

差
別

に
当
た

り
ま

す
。
 

・
 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
昇

進
、
教

育
訓
練

の
受

講
、
労

働
契

約
の

更
新

、
福

利
厚

生
の

措
置

等
の

対
象

者
と

し
な
い
。

 
・
 
一

定
の

職
務
へ

の
配

置
、
雇

用
契

約
の

変
更

、
解

雇
の
対

象
者

の
選

定
等

に
お

い
て
、
障

害
者

の
み

に
不

利
な

条
件

を
付

す
。
 

・
 
労

働
能

力
に

基
づ

か
ず

、
障

害
者

を
優

先
し

て
降

格
や
退

職
勧

奨
の

対
象

と
す

る
。
 

は
い

 

○
 

障
害

者
雇

用
促

進
法

に
基

づ
き

、
全

て
の

事
業
主

に
募

集
・

採
用

な
ど

雇
用

の
あ

ら
ゆ

る
局

面
で

の
障
害
者

に
対

す
る
差

別
が
禁
止
さ

れ
、

合
理
的

配
慮

の
提

供
が

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

ま
す

。
 

 ○
 

各
企

業
に

お
い

て
障

害
者

差
別

を
行

っ
て

い
な
い

か
、

必
要

な
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

か
、

自
主

点
検
を
実

施
し

て
い
た

だ
き
た
く
、

本
資

料
を
送

付
し

て
お

り
ま

す
。

 

 ○
 

「
は

い
」

に
該

当
し

な
い

項
目

が
あ

る
場

合
は
、

厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

下
記

Ｕ
Ｒ

Ｌ
）

に
掲
載
し

て
お

り
ま
す

指
針
等
を
ご

参
照

の
上
、

措
置

内
容

等
を

改
善

す
る

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
s
t
f
/
s
e
i
s
a
k
u
n
i
t
s
u
i
t
e
/
b
u
n
y
a
/
k
o
y
o
u
_
r
o
u
d
o
u
/
k
o
y
o
u
/
s
h
o
u
g
a
i
s
h
a
k
o
y
o
u

/
s
h
o
u
g
a
i
s
h
a
_
h
2
5
/
i
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d
e
x
.
h
t
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l
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[
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末
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報
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]
 

 障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 
  

 

▶
 2

0
1
3

年
6

月
に

「障
害

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

に
関

す
る

法
律

」が
制

定
さ

れ
ま

し
た

。
障

害
の

有

無
に

よ
っ

て
分

け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
合

い
な

が
ら

共
生

す
る

社
会

の
実

現

に
向

け
、
障

害
者

差
別

の
解

消
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
 

▶
 障

害
者

差
別

を
解

消
す

る
た

め
に

、
企

業
や

同
じ

職
場

で
働

く
者

は
、
障

害
特

性
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
取

得
や

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

雇
用

分
野

で
の

障
害

者
差

別
の

例
 
（差

別
禁

止
指

針
よ

り
） 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
応

募
を

受
け

付
け

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

排
除

す
る

こ
と

。
 

・ 
採

用
の

基
準

を
満

た
す

者
の

中
か

ら
障

害
者

で
な

い
者

を
優

先
し

て
採

用
す

る
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
賃

金
・手

当
等

に
不

利
な

労
働

条
件

を
課

す
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
教

育
訓

練
を

受
け

さ
せ

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
福

利
厚

生
を

不
利

な
も

の
と

す
る

こ
と

。
 
 
 な

ど
 

▶
 2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「障

害
者

差
別

禁
止

指
針

」で
は

、
す

べ
て

の
事

業
主

を
対

象
に

、
「募

集
及

び
採

用
」、

「賃
金

」、
「配

置
」、

「昇
進

」、
「降

格
」、

「教
育

訓
練

」、
「福

利
厚

生
」、

「職
種

の
変

更
」、

「雇
用

形
態

の
変

更
」、

「退
職

の
勧

奨
」、

「定
年

」、
「解

雇
」、

「労
働

契
約

の
更

新
」の

待
遇

に
つ

い
て

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
不

当
な

差
別

的
取

扱
い

が
行

わ
れ

な
い

よ
う

禁
止

措
置

を
定

め
て

い
ま

す
。
 

た
だ

し
、
次

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
差

別
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

・ 
積

極
的

差
別

是
正

措
置

と
し

て
、
障

害
者

で
な

い
者

と
比

較
し

て
障

害
者

を
有

利
に

取
り

扱
う

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労

働
能

力
等

を
適

正
に

評
価

し
た

結
果

と
し

て
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
（そ

の
結

果
と

し
て

、
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
と

な
る

こ
と

）。
 

・ 
障

害
者

専
用

求
人

の
採

用
選

考
又

は
採

用
後

に
お

い
て

、
仕

事
を

す
る

上
で

の
能

力
及

び
適

性
の

判
断

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

た
め

な
ど

、
雇

用
管

理
上

必
要

な
範

囲
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
つ

つ
、
障

害
者

に
障

害
の

状
況

等
を

確

認
す

る
こ

と
。
 

▶
 障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。
 

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
職

業
生

活
に

相
当

の
制

限
を

受
け

、
ま

た
は

職
業

生
活

を
営

む
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

方
が

対
象

と
な

り
ま

す
。
 

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 
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[
巻

末
情

報
2

]
 

 雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・
資

料
 

▶
テ

ー
マ

別
に

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。

・
身

体
障

害
や

難
病

の
あ

る
方

な
ど

の
職

場
定

着

・
中

高
年

齢
層

の
障

害
者

の
雇

用
継

続

・
精

神
障

害
の

あ
る

方
や

発
達

障
害

の
あ

る
方

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

・
障

害
者

の
雇

用
管

理
の

知
識

や
ノ

ウ
ハ

ウ
を

有
す

る
企

業
内

の
専

門
人

材
の

育
成

 
 
な

ど

障
害

者
雇

用
が

あ
ま

り
進

ん
で

い
な

い
業

種
に

お
け

る
雇

用
事

例
 

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

障
害

者
雇

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

資
格

認
定

講
習

テ
キ

ス
ト

 

 

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
 

▶
全

国
の

障
害

者
雇

用
の

事
例

を
、
業

種
、
障

害
、
フ

リ
ー

ワ
ー

ド
等

か
ら

検
索

で
き

ま
す

。

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 
 h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.j

e
e
d

.g
o

.j
p

/）
 

▶
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
イ

メ
ー

ジ
を

描
き

に
く

い
企

業
に

向
け

、
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。

は
じ

め
て

の
障

害
者

雇
用

 
事

業
主

の
た

め
の

Q
&

A

障
害

者
雇

用
職

場
改

善
好

事
例

集

▶
中

小
企

業
１
５

事
例

（職
務

内
容

、
工

夫
、
経

営
者

の
声

、
経

営
上

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
）を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
職

場
定

着
と

戦
力

化
の

１
４

事
例

。
企

業
ト

ッ
プ

が
語

る
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
障

害
者

雇
用

の
ノ

ウ
ハ

ウ
や

具
体

的
な

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。

▶
障

害
者

が
働

く
現

場
で

、
障

害
者

の
職

業
生

活
全

般
に

つ
い

て
の

支
援

を
行

う
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
と

し
て

の
認

定
を

受
け

る
方

の
た

め
の

テ
キ

ス
ト

で
す

。

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
の

内
容

別
に

、
相

談
窓

口
・支

援
機

関
を

図
解

し
て

い
ま

す
。

📖📖📖📖
 障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
テ

キ
ス

ト

「事
業

主
の

方
へ

の
支

援
」 

➔
 

「
視

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
知

的
障

害
者

と
働

く
」、

「
聴

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
精

神
障

害
者

と
働

く
」、

 

「
発

達
障

害
者

と
働

く
」、

「
高

次
脳

機
能

障
害

者
と

働
く

」
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[
巻

末
情

報
5

]
 

 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 

／
 ［

巻
末

情
報

4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 (
2

0
ペ

ー
ジ

) 
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確
認
用
に
キ
ャ
プ
チ
ャ
を
貼
り
付
け

 
 

＜
障

害
者

へ
の

合
理

的
配

慮
の

提
供

＞
 

Ａ
 
募

集
・

採
用
時

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検
結結

果果
  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
応

募
者

か
ら

合
理

的
配

慮
の

提
供

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

過
重

な
負

担
（

注
）

と
な

ら
な

い
範

囲
で

、
必

要
な

配
慮

を
提

供
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

（
例

）
 
視

覚
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、
音

声
な

ど
で

採
用

試
験

を
行

う
こ

と
や

、
聴

覚
・
言

語
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、

筆
談

な
ど

で
面

接
を

行
う

こ
と

が
配

慮
に

当
た

り
ま

す
。

 

は
い

 

 

 Ｂ
 
採

用
後

 

点点
検検

項項
目目

  
点点

検検
結結

果果
  

 
１

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

に
対

し
て

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
（

※
）

が
事

業
主

に
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
る

。
 

 
（

※
)
 
「

合
理

的
配

慮
」
と

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
待

遇
の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と
な

っ
て

い
る

事
情

を
改

善
す
る

た
め

の
措

置
の

こ
と

を
言
い

ま
す

。
 

は
い

 

 
２

．
雇

用
し

て
い

る
労

働
者

が
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

把
握

し
た

場
合

（
注

）
は

、
当

該
労

働
者

に
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
な

い
か

確
認

を
し

て
い

る
。
 

 

 
（

注
）

障
害

者
の

把
握

・
確

認
を

す
る

場
合

は
、

利
用

目
的

を
明

確
に

し
、

業
務

命
令

と
し

て
回

答
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
を

伝
え
た

上
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に
十

分
に

配
慮

し
て

行
う

必
要
が

あ
り

ま
す

。
 

は
い

 

 
３

．
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
あ

る
と

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
過

重
な

負
担

（
注

）
と

な
ら

な
い

範
囲

に
お

い
て

、
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

て
い

る
。

 
 

は
い

 

 
４

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
た

め
の

相
談

窓
口

を
設

置
し

て
、

雇
用

し
て

い
る

労
働

者
に

周
知

を
し

て
い

る
。
 

 
は
い

 

 
５

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

が
合

理
的

配
慮

に
関

し
て

相
談

し
た

こ
と

を
理

由
に

、
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

て
い

な
い

。
 

 
は
い

 

 （
注

）
 

合
理

的
配

慮
の

提
供

義
務

に
つ

い
て

は
、

事
業

主
に

対
し

て
「
過

重
な

負
担

」
を

及
ぼ

す
こ

と
と

な
る

場
合

は
除

く
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
過

重
な

負
担

か
ど

う
か

は
、

①
事

業
活

動
へ

の
影

響
の

程
度

、
②

実
現

困
難

度
、

③
費

用
負

担
の

程
度

、
④

企
業

の
規

模
、

⑤
企

業
の

財
務

状
況

、
⑥

公
的

支
援

の
有

無
、

の
６

つ
の

要
素

を
総

合
的

に
勘

案
し

、
個

別
に

判
断

し
ま

す
。
 

 ※
 

次
に

掲
げ

る
措

置
等
を
講

ず
る

こ
と

は
障

害
者

で
あ
る

こ
と

を
理

由
と

す
る

差
別
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

・
 積

極
的

差
別

是
正

措
置
と
し

て
、

障
害

者
で

な
い

者
と
比

較
し

て
障

害
者

を
有

利
に
取

り
扱

う
こ

と
。

 

・
 合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労
働

能
力

等
を

適
正

に
評

価
し
た

結
果

と
し

て
障

害
が

な
い
者

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る
こ

と
。
 

・
 
合

理
的

配
慮

に
係

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
（

そ
の

結
果
と

し
て

、
障

害
者

で
な

い
者
と

異
な

る
取

扱
い

と
な

る
こ
と

）
。
 

・
 
障

害
者

専
用

の
求

人
の

採
用

選
考

又
は

採
用

後
に

お
い
て

、
仕

事
を

す
る

上
で

の
能
力

及
び

適
性

の
判

断
、
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

た
め

な
ど

、
雇
用
管

理
上

必
要

な
範

囲
で

、
プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

つ
つ
、
障

害
者

に
障

害
の

状
況
等
を

確

認
す

る
こ

と
。

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

厚
生

労
働

省
・

都
道

府
県

労
働

局
・

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

(公
共

職
業

安
定

所
) 

詳
細

に
つ

い
て

は
、

厚
生
労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「

障
害
者

雇
用

対
策

」
に

関
係

資
料
を

掲
載

中
で

す
。
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 合
理

的
配

慮
の

提
供

 

雇
用

分
野

で
の

合
理

的
配

慮
と

は
、
以

下
の

措
置

の
こ

と
を

指
し

ま
す

。
 

・
募

集
及

び
採

用
時

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
機

会
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置

・
採

用
後

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

の
均

等
な

待
遇

の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と

な
っ

て
い

る
事

情
を

改
善

す
る

措
置

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

▶
2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「合

理
的

配
慮

指
針

」で
は

、
全

て
の

事
業

主
を

対
象

に
、
募

集
及

び
採

用
時

に
は

障
害

者
が

応
募

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

、
採

用
後

は
仕

事
を

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

す
る

こ
と

な
ど

を
定

め

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り

職
業

生
活

に
相

当
の

制
限

を
受

け
、
又

は
職

業
生

活
を

営
む

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
方

が
対

象
と

な
り

ま
す

。

▶
合

理
的

配
慮

の
手

続

＜
募

集
・

採
用

時
＞

・
障

害
者

か
ら

事
業

主
に

対
し

、
募

集
及

び
採

用
に

当
た

っ
て

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

及
び

そ
の

改
善

の
た

め
に

希
望

す
る

措
置

の
内

容
を

申
出

る
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

＜
採

用
後

＞
 

・
事

業
主

か
ら

障
害

者
に

対
し

、
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

の
有

無
を

確
認

す
る

。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

※
募

集
・採

用
時

、
採

用
後

の
い

ず
れ

に
お

い
て

も
、
障

害
者

の
意

向
確

認
が

困
難

な
場

合
、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
に

障
害

者
の

補

佐
を

求
め

て
も

差
し

支
え

な
い

。

募
集

・採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

例

・
募

集
内

容
を

、
音

声
な

ど
で

提
供

す
る

こ
と

（視
覚

障
害

ほ
か

）

・
面

接
を

筆
談

な
ど

に
よ

り
行

う
こ

と
（聴

覚
・言

語
障

害
ほ

か
）

・
机

の
高

さ
を

調
節

す
る

こ
と

な
ど

作
業

を
可

能
に

す
る

工
夫

を
行

う
こ

と
（肢

体
不

自
由

ほ
か

） 
な

ど

採
用

後
の

合
理

的
配

慮
の

例
 

・
本

人
の

習
熟

度
に

応
じ

て
業

務
量

を
徐

々
に

増
や

し
て

い
く

こ
と

（知
的

障
害

ほ
か

）

・
出

退
勤

時
刻

・休
暇

・休
憩

に
関

し
、
通

院
・体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

（精
神

障
害

ほ
か

） 
 
な

ど

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 

 
 

 
事

業
主

の
皆

様
へ

 

 

自
主

点
検

資
料

 
～
障
害
者

の
差

別
禁
止
・

合
理

的
配
慮
の

提
供

の
た
め
に

～
 

          

 ＜
障

害
者

差
別

の
禁

止
＞

 

Ａ
 

募
集

・
採

用
時

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検
結結

果果
  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

障
害

者
を

排
除

し
て

い
な

い
。
 

(
例

)
 
 
障

害
者

か
ら

の
応

募
を

拒
否

す
る

こ
と

や
、

障
害

者
で

な
い

者
を

優
先

的
に

採
用

す
る

こ
と

は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 

 

 
２

．
募

集
又

は
採

用
に

当
た

っ
て

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

不
利

な
条

件
を

付
し

て
い

な
い

。
 

(
例

)
 

障
害

者
に

対
し

て
の
み

特
定

資
格

を
有

す
る

こ
と
を

応
募

要
件

と
す

る
こ

と
は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 
 

 

 
 

Ｂ
 

採
用

後
 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検
結結

果果
  

 
１

．
労

働
能

力
を

適
正

に
評

価
す

る
こ

と
な

く
、
「

障
害

者
だ

か
ら

」
と

い
う

理
由

で
、
賃

金
、
配

置
、

昇
進

、
教

育
訓

練
、

契
約

の
更

新
、

雇
用

形
態

の
変

更
、

定
年

、
福

利
厚

生
な

ど
の

面
で

差
別

的
な

取
扱

い
を

し
て

い
な

い
。

 

 
(
例

)
 

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

差
別

に
当
た

り
ま

す
。
 

・
 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
昇

進
、
教

育
訓
練

の
受

講
、
労

働
契

約
の

更
新

、
福

利
厚

生
の

措
置

等
の

対
象

者
と

し
な
い
。

 
・
 
一

定
の

職
務
へ

の
配

置
、
雇

用
契

約
の

変
更

、
解

雇
の
対

象
者

の
選

定
等

に
お

い
て
、
障

害
者

の
み

に
不

利
な

条
件

を
付

す
。
 

・
 
労

働
能

力
に

基
づ

か
ず

、
障

害
者

を
優

先
し

て
降

格
や
退

職
勧

奨
の

対
象

と
す

る
。
 

は
い

 

○
 

障
害

者
雇

用
促

進
法
に

基
づ

き
、

全
て

の
事

業
主

に
募

集
・

採
用

な
ど

雇
用

の
あ

ら
ゆ

る
局

面
で

の
障

害
者

に
対

す
る

差
別

が
禁
止
さ

れ
、

合
理
的

配
慮
の
提
供

が
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

 

 ○
 

各
企

業
に

お
い

て
障
害

者
差

別
を

行
っ

て
い

な
い

か
、

必
要

な
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

か
、

自
主

点
検

を
実

施
し

て
い

た
だ

き
た
く
、

本
資

料
を
送

付
し
て
お
り

ま
す

。
 

 ○
 

「
は

い
」

に
該

当
し
な

い
項

目
が

あ
る

場
合

は
、

厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

下
記

Ｕ
Ｒ

Ｌ
）

に
掲

載
し

て
お

り
ま

す
指

針
等
を
ご

参
照

の
上
、

措
置
内
容
等

を
改

善
す

る
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。
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障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

厚
生
労
働
省
 
障
害
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
な
ど
の
助
成
な
ど
 

▶
特

定
就

職
困

難
者

コ
ー

ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
障

害
者

を
雇

用
す

る
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

▶
発

達
障

害
者

・難
治

性
疾

患
患

者
雇

用
開

発
コ

ー
ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
発

達
障

害
者

又
は

難
治

性
疾

患
患

者
を

継
続

し
て

雇
用

す
る

従
業

員
と

し
て

雇
い

入
れ

、
雇

用
管

理
に

関
す

る
事

項
を

把
握

・報
告

す
る

等
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 

▶
障

害
者

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

・障
害

者
短

時
間

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

障
害

者
を

試
行

的
に

雇
い

入
れ

た
場

合
又

は
週

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
が

難
し

い
精

神
障

害
者

・発
達

障
害

者
を

、

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
を

目
指

し
て

試
行

雇
用

を
行

う
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
助

成
金

 

雇雇
いい

入入
れれ

たた
場場

合合
  

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
た

め
に

、
職

場
の

 

作
業

施
設

・福
祉

施
設

等
の

設
置

・整
備

、
適

切
な

雇
用

管
理

の
た

め
に

必
要

な
介

助
等

の
措

置
、
通

勤
を

容
易

に
す

る
た

め
の

措
置

等
を

講
じ

た
場

合
、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。
 

ま
た

、
職

場
適

応
に

特
に

課
題

を
抱

え
る

障
害

者
に

対
し

て
訪

問
型

・企
業

在
籍

型
職

場
適

応
援

助
者

に
よ

る
支

援
を

実
施

し
た

企
業

、
中

途
障

害
等

に
よ

り
１
ヶ

月
以

上
の

療
養

の
た

め
の

休
職

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

者
の

、
職

域
開

発
そ

の

他
職

場
復

帰
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

が
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
 

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 
施施

設設
等等

のの
整整

備備
やや

  
適適

切切
なな

雇雇
用用

管管
理理

のの
措措

置置
をを

行行
っっ

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

職
業

能
力

開
発

コ
ー

ス

障
害

者
の

職
業

能
力

の
開

発
・向

上
の

た
め

に
、
対

象
障

害
者

に
対

し
て

障
害

者
職

業
能

力
開

発
訓

練
事

業
を

行
う

た

め
の

施
設

ま
た

は
設

備
の

設
置

・整
備

ま
た

は
更

新
を

行
う

企
業

及
び

対
象

障
害

者
に

対
し

て
障

害
者

職
業

能
力

開

発
訓

練
事

業
を

行
う

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

人
材

開
発

支
援

助
成

金
 

職職
業業

能能
力力

開開
発発

をを
しし

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

正
社

員
化

コ
ー

ス

障
害

者
の

雇
用

を
促

進
す

る
と

と
も

に
職

場
定

着
を

図
る

た
め

に
、
（１

）有
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
（多

様
な

正
社

員
を

含
む

）ま
た

は
無

期
雇

用
労

働
者

に
転

換
す

る
措

置
又

は
、
（２

）無
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
に

転
換

す
る

措
置

、
の

い
ず

れ
か

を
継

続
的

に
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
助

成
金

 
職職

場場
定定

着着
のの

たた
めめ

のの
措措

置置
をを

実実
施施

しし
たた

場場
合合
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※※
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
の

う
ち

、
次

の
①

と
②

の
両

方
を

満
た

す
方

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
１

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

し
ま

す
。

①
新

規
雇

入
れ

か
ら

３
年

以
内

の
方

 又
は

 精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
取

得
か

ら
３

年
以

内
で

あ
る

方

②
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
雇

用
さ

れ
、

か
つ

、
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
精

神
障

害
者

保
健

福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

方

[
巻

末
情

報
6

]
 

 障
害

者
雇

用
率

制
度

 
[厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

] 

イ
ラ
ス
ト
は
仮

 

週
の

 

所
定

労
働

時
間

 
３

０
時

間
以

上
 

２
０

時
間

以
上

３
０

時
間

未
満

 

（短
時

間
労

働
者

） 

身
体

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

知
的

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

精
神

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

ま
た

は
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
（※

） 

●
障

害
者

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１
号

で
は

、
障

害
者

を
「身

体
障

害
、
知

的
障

害
又

は
精

神
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
、
職

業
生

活
に

相
当

の
制

限
を

受
け

、
又

は
職

業
生

活
を

営
む

こ
と

が
著

し
く

困

難
な

者
」と

定
め

て
い

ま
す

。

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
は

、
障

害
者

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

4
3

条
第

１
項

に
基

づ
き

、
企

業
等

に
障

害
者

雇
用

率
の

達
成

義
務

を
課

す
こ

と
に

よ
り

、
障

害
者

に
対

し
雇

用
の

機
会

を
保

障
す

る
も

の
で

す
。

障
害

者
雇

用
率

 
（法

定
雇

用
率

） 

＜
民

間
企

業
＞

 

民
間

企
業

 
２

．３
％

 

特
殊

法
人

等
 
２

．６
％

 

＜
国

及
び

地
方

公
共

団
体

＞
 

国
、
地

方
公

共
団

体
 
２

．６
％

 

都
道

府
県

等
の

教
育

委
員

会
 
２

．５
％

 

・
短

時
間

労
働

者
は

、
１
人

を
０

．５
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト

・
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

は
、
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

・
短

時
間

重
度

身
体

障
害

者
、
短

時
間

重
度

知
的

障
害

者
は

、
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「障
害

者
雇

用
率

」 
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[
巻

末
情

報
5

]
 

 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 

／
 ［

巻
末

情
報

4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 (
2

0
ペ

ー
ジ

) 
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確
認
用
に
キ
ャ
プ
チ
ャ
を
貼
り
付
け

 
 

＜
障

害
者

へ
の

合
理

的
配

慮
の

提
供

＞
 

Ａ
 
募

集
・

採
用

時
 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
応

募
者

か
ら

合
理

的
配

慮
の

提
供

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

過
重

な
負

担
（

注
）

と
な

ら
な

い
範

囲
で

、
必

要
な

配
慮

を
提

供
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

（
例

）
 
視

覚
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、
音

声
な

ど
で

採
用

試
験

を
行

う
こ

と
や

、
聴

覚
・
言

語
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、

筆
談

な
ど

で
面

接
を

行
う

こ
と

が
配

慮
に

当
た

り
ま

す
。

 

は
い

 

 

 Ｂ
 
採

用
後

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

に
対

し
て

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
（

※
）

が
事

業
主

に
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
る

。
 

 
（

※
)
 
「

合
理

的
配

慮
」
と

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
待

遇
の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と
な

っ
て

い
る

事
情

を
改

善
す
る

た
め

の
措

置
の

こ
と

を
言
い

ま
す

。
 

は
い

 

 
２

．
雇

用
し

て
い

る
労

働
者

が
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

把
握

し
た

場
合

（
注

）
は

、
当

該
労

働
者

に
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
な

い
か

確
認

を
し

て
い

る
。
 

 

 
（

注
）

障
害

者
の

把
握

・
確

認
を

す
る

場
合

は
、

利
用

目
的

を
明

確
に

し
、

業
務

命
令

と
し

て
回

答
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
を

伝
え
た

上
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に
十

分
に

配
慮

し
て

行
う

必
要
が

あ
り

ま
す

。
 

は
い

 

 
３

．
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
あ

る
と

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
過

重
な

負
担

（
注

）
と

な
ら

な
い

範
囲

に
お

い
て

、
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

て
い

る
。

 
 

は
い

 

 
４

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
た

め
の

相
談

窓
口

を
設

置
し

て
、

雇
用

し
て

い
る

労
働

者
に

周
知

を
し

て
い

る
。
 

 
は

い
 

 
５

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

が
合

理
的

配
慮

に
関

し
て

相
談

し
た

こ
と

を
理

由
に

、
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

て
い

な
い
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②
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６
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。
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 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障
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者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
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率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
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主
の

皆
様

へ
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後
、
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者

で
あ
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こ

と
の

申
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が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
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る
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、
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当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 

／
 ［

巻
末

情
報

4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 (
2

0
ペ

ー
ジ

) 

23
 

[
巻

末
情

報
5

]
 

 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 

／
 ［

巻
末

情
報

4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 (
2

0
ペ

ー
ジ

) 

23
 

[
巻

末
情

報
5

]
 

 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 

／
 ［

巻
末

情
報

4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 (
2

0
ペ

ー
ジ

) 
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障
害
者
雇
用
の
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
 
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
別
参
考
資
料
 

○Ｃ
20
22

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
 

 
本
冊
子
の
ほ
か
、
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
研
究
成
果
物
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
除
い
て
、
下
記
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

PD
F
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
 

【
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
部
門
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】
 

ht
tp
s:
//
ww
w.
ni
vr
.j
ee
d.
go
.j
p/
 

編
集
・
発
行
 

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
 

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
 

〒
26
1-
00
14
 

千
葉
市
美
浜
区
若
葉

3-
1-
3 

電
話
 
04
3-
29
7-
90
67
 

FA
X 

04
3-
29
7-
90
57
 

発
 
行
 
日
 

20
22

年
3
月
 

印
刷
・
製
本
 

情
報
印
刷
株
式
会
社
 

25
 

[
巻

末
情

報
7

]
 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

厚
生
労
働
省
 
障
害
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
な
ど
の
助
成
な
ど
 

▶
特

定
就

職
困

難
者

コ
ー

ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
障

害
者

を
雇

用
す

る
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

▶
発

達
障

害
者

・難
治

性
疾

患
患

者
雇

用
開

発
コ

ー
ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
発

達
障

害
者

又
は

難
治

性
疾

患
患

者
を

継
続

し
て

雇
用

す
る

従
業

員
と

し
て

雇
い

入
れ

、
雇

用
管

理
に

関
す

る
事

項
を

把
握

・報
告

す
る

等
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 

▶
障

害
者

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

・障
害

者
短

時
間

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

障
害

者
を

試
行

的
に

雇
い

入
れ

た
場

合
又

は
週

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
が

難
し

い
精

神
障

害
者

・発
達

障
害

者
を

、

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
を

目
指

し
て

試
行

雇
用

を
行

う
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
助

成
金

 

雇雇
いい

入入
れれ

たた
場場

合合
  

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
た

め
に

、
職

場
の

 

作
業

施
設

・福
祉

施
設

等
の

設
置

・整
備

、
適

切
な

雇
用

管
理

の
た

め
に

必
要

な
介

助
等

の
措

置
、
通

勤
を

容
易

に
す

る
た

め
の

措
置

等
を

講
じ

た
場

合
、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。
 

ま
た

、
職

場
適

応
に

特
に

課
題

を
抱

え
る

障
害

者
に

対
し

て
訪

問
型

・企
業

在
籍

型
職

場
適

応
援

助
者

に
よ

る
支

援
を

実
施

し
た

企
業

、
中

途
障

害
等

に
よ

り
１
ヶ

月
以

上
の

療
養

の
た

め
の

休
職

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

者
の

、
職

域
開

発
そ

の

他
職

場
復

帰
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

が
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
 

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 
施施

設設
等等

のの
整整

備備
やや

  
適適

切切
なな

雇雇
用用

管管
理理

のの
措措

置置
をを

行行
っっ

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

職
業

能
力

開
発

コ
ー

ス

障
害

者
の

職
業

能
力

の
開

発
・向

上
の

た
め

に
、
対

象
障

害
者

に
対

し
て

障
害

者
職

業
能

力
開

発
訓

練
事

業
を

行
う

た

め
の

施
設

ま
た

は
設

備
の

設
置

・整
備

ま
た

は
更

新
を

行
う

企
業

及
び

対
象

障
害

者
に

対
し

て
障

害
者

職
業

能
力

開

発
訓

練
事

業
を

行
う

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

人
材

開
発

支
援

助
成

金
 

職職
業業

能能
力力

開開
発発

をを
しし

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

正
社

員
化

コ
ー

ス

障
害

者
の

雇
用

を
促

進
す

る
と

と
も

に
職

場
定

着
を

図
る

た
め

に
、
（１

）有
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
（多

様
な

正
社

員
を

含
む

）ま
た

は
無

期
雇

用
労

働
者

に
転

換
す

る
措

置
又

は
、
（２

）無
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
に

転
換

す
る

措
置

、
の

い
ず

れ
か

を
継

続
的

に
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
助

成
金

 
職職

場場
定定

着着
のの

たた
めめ

のの
措措

置置
をを

実実
施施

しし
たた

場場
合合

  

24
 

※※
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
の

う
ち

、
次

の
①

と
②

の
両

方
を

満
た

す
方

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
１

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

し
ま

す
。

①
新

規
雇

入
れ

か
ら

３
年

以
内

の
方

 又
は

 精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
取

得
か

ら
３

年
以

内
で

あ
る

方

②
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
雇

用
さ

れ
、

か
つ

、
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
精

神
障

害
者

保
健

福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

方

[
巻

末
情

報
6

]
 

 障
害

者
雇

用
率

制
度

 
[厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

] 

イ
ラ
ス
ト
は
仮

 

週
の

 

所
定

労
働

時
間

 
３

０
時

間
以

上
 

２
０

時
間

以
上

３
０

時
間

未
満

 

（短
時

間
労

働
者

） 

身
体

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

知
的

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

精
神

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

ま
た

は
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
（※

） 

●
障

害
者

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１
号

で
は

、
障

害
者

を
「身

体
障

害
、
知

的
障

害
又

は
精

神
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
、
職

業
生

活
に

相
当

の
制

限
を

受
け

、
又

は
職

業
生

活
を

営
む

こ
と

が
著

し
く

困

難
な

者
」と

定
め

て
い

ま
す

。

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
は

、
障

害
者

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

4
3

条
第

１
項

に
基

づ
き

、
企

業
等

に
障

害
者

雇
用

率
の

達
成

義
務

を
課

す
こ

と
に

よ
り

、
障

害
者

に
対

し
雇

用
の

機
会

を
保

障
す

る
も

の
で

す
。

障
害

者
雇

用
率

 
（法

定
雇

用
率

） 

＜
民

間
企

業
＞

 

民
間

企
業

 
２

．３
％

 

特
殊

法
人

等
 
２

．６
％

 

＜
国

及
び

地
方

公
共

団
体

＞
 

国
、
地

方
公

共
団

体
 
２

．６
％

 

都
道

府
県

等
の

教
育

委
員

会
 
２

．５
％

 

・
短

時
間

労
働

者
は

、
１
人

を
０

．５
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト

・
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

は
、
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

・
短

時
間

重
度

身
体

障
害

者
、
短

時
間

重
度

知
的

障
害

者
は

、
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「障
害

者
雇

用
率

」 
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第４章第２節 Ｅ社ａ本店における職場定着支援 

 

１ 実施結果 

（１）課題の把握のためのヒアリング調査 

 ａ本店においては、初めて雇用した知的障害者の指導・支援体制を整えるため、本店長のもと、２名

の支援者社員を配置していた。そこで、本店長及び２名の支援者社員に対するヒアリング調査を実施し

たところ、職場定着のニーズを充足する上の課題として、大きく分けて以下の二つのことが把握された。   

① 知的障害のある社員の職場適応・定着上の課題の整理 

知的障害者の言動等に対して問題と感じることについて、それを改善すべき課題として取り扱

うべきなのか、障害特性等によるものとして配慮すべきことなのかという判断がつかずにいた。

そのため、十分な支援・指導を行うことができていなかった。そこで、まずは職場適応・定着の

上での課題を整理し、本店長及び支援者社員と共有することが必要と判断された。 

② 知的障害のある社員の課題改善のための支援ノウハウの不足 

    知的障害者に対する支援の経験がなかったため、障害特性及びそれを踏まえた指導ノウハウが

不足していた。そこで、整理した障害者社員の課題の改善を支援者社員とともに支援していくこ

とで、障害特性に応じた支援ノウハウを提供していくことが必要と判断された。 

（２）改善方策（事業主支援計画）の提案 

 ヒアリング調査において把握された課題の改善方策として、地域センターの職場適応援助者（ジョブ

コーチ）支援に相当する支援（以下「ジョブコーチ支援」という。）を通し、知的障害のある社員の職場

適応・定着上の課題の整理を行い、OJT による支援者社員の知的障害者に対する就労支援スキルの向上

の支援を提案し、事業主より同意を得た。 

（３）改善方策の実行 

2020年 12月から 2021年３月にかけて改善方策を実行した。なお、ジョブコーチ支援における障害者

職業カウンセラーの役割は研究員（障害者職業カウンセラー）、ジョブコーチの役割は研究員とＦ社の企

業在籍型ジョブコーチが担当した1。 

 毎回の支援の後には、その日に把握された知的障害のある社員の課題、課題改善に向けた支援とその

結果について、課題の背景となる障害特性等についての説明も含め、本店長及び支援者社員と共有した。

また、支援担当者の質問や日々の支援における疑問や悩みに対するアドバイスも行い、それらのアドバ

イスをもとにした支援者社員の支援・指導の実行結果に対するフィードバックを行い、支援者社員をエ

ンパワーメントしていった。なお、支援に要した時間は数分程度のこともあれば、１時間ということも

 
1
 Ｆ社は、関係会社の障害者雇用に対する支援を業務内容に加えることを予定しており、そのために企業及び企業在籍型ジョブコーチの事業主支

援力の向上を図りたいというニーズを持っていた。そこで、Ｅ社におけるジョブコーチ支援をＦ社の企業在籍型ジョブコーチと協同して実施

し、その中で企業在籍型ジョブコーチへの OJTを行うこととした。 

本資料では、第４章第２節で報告した試行の協力企業であるＥ社の障害者の職場定着というニーズ

に対して実施した、Ｅ社ａ本店に対する支援結果について報告する。 

資料 14 

− 221 −



 

- 222 - 

 

あった。把握された課題、課題改善に向けた支援及びその結果については、以下のとおりである。 

知的障害のある社員の課題１：働くことに対する理解の不足 

ジョブコーチ支援の対象となった知的障害のある社員は、働くことに対する理解が不十分であること

により、安易な欠勤や職業人としてふさわしくない行動、職場にふさわしくない服装やお洒落をするこ

とがあった。これについては、本人と働くことの意義や目的について話し合っていくことにより、改善

を図っていった。また、支援者社員からの指導方法についての質問に対して、抽象的な指摘は理解する

ことが難しいため、具体的に、何がいけなくて、何が正解なのかということを伝えるようアドバイスを

行い、支援者社員にそれを実践してもらうことにより、改善を促した。 

知的障害のある社員の課題２：作業の効率・能率の向上 

丁寧な作業で仕上がりがきれいなことは高く評価されていたが、効率や能率に対する意識の問題から、

本人の作業能力に比して、作業能率が低調であった。これについては、本人の作業の中で大きなウエイ

トを占めるパンフレット等への押印作業をもとに指導を実施した。まずは、本人の普段の作業を観察し、

効率・能率向上を図るための工夫の提案、PDCAサイクルを回しながら、作業の効率・能率の向上を図っ

ていくための支援を実施した。 

知的障害のある社員の課題３：作業の進捗管理 

本人の担当職務については、職場にある定型的な作業を切り出し、再構成したルーティン作業と、他

の社員から不定期に依頼されるスポット作業があった。これらの作業の進捗管理を本人に任せていたた

め、スポット作業については期限を守れないことがあった。また、本人の作業能力に比して作業量が少

ない傾向があり、本人の能力が十分発揮できていない面があった。これについては、M-メモリーノート

2を活用した支援を試みた。本人には一日のスケジュール（実績）、スポット作業の To-Do リストへの記

載、作業ごとの作業量及び作業時間等も記録してもらった。更に、支援者社員に対しては、将来的には

本人自身で作業の進捗管理ができるようにすることを目指しつつも、現段階では支援者社員の方で進捗

管理を行うようアドバイスを行い、そのための情報共有ツールとしても M-メモリーノートの活用を促し

た。 

知的障害のある社員の課題４：コミュニケーションスキル 

傾聴のスキルに課題があり、話を聞くときの返事や復唱、相づちや頷きが少ないために、相手を不安

にしてしまうことがあった。また、質問や相談のスキルにも不足が見られた。そこで、コミュニケーシ

ョンスキル向上支援の方法である SSTを活用した支援を行った。 

（４）結果の確認 

結果の確認のため、本店長及び支援者社員に対してヒアリング調査を行った。 

本店長に対するヒアリング調査においては、以下のような意見が把握された。 

支援者社員の本人に対する不要な遠慮がなくなり、率直なコミュニケーションが図られるようになっ

たことで、本人と支援者社員との信頼関係が強くなり、また、支援者社員の積極的な支援により、本人

 
2
 障害者職業総合センターにて開発された障害者の職場適応促進のための支援ツールで、「予定管理」「行動管理」「行動記録」「情報共有」という

4つの機能がある（障害者職業総合センター（2014）「マニュアル、教材、ツール等 No.21-3 M-メモリーノート（幕張版）のご紹介」: https:
//www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/21_3_mnote.html(最終アクセス：2021年 11月 24日)）。 
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の成長が促されている。また、支援者社員以外の社員についても、仕事の指示の出し方が、具体的にな

ったと感じる。本人に対する支援も有効であったが、毎回の支援後のフィードバックが最も有効であり、

重要であったと考える。 

２名の支援者社員に対するヒアリング調査においては以下の意見が把握された。 

対象障害者は、勤怠も勤務態度も安定し、安心して仕事を任せられるようになった。研修をとおし、

本人の障害について理解することができ、また、具体的な支援・指導例をみることで、どういうことを

課題と捉え、それに対してどう指導していけばよいのかということを理解でき、また、遠慮と配慮の区

別がつけられたことにより、踏み込んだ指導ができるようになったと思う。今回の取組で、職場での情

報共有が障害者支援において一番重要であると感じるようになった。理論的な研修は職場全体の支援力

を向上する上でも役立つと思う。今回の支援は本人にとっても、自分たちにとっても有効な支援であっ

た。 

なお、支援の中で、本人にも感想を求めたところ、最初は支援者社員の対応の変化（積極的な支援・

指導が行われるようになったこと）に戸惑ったが、そのおかげで仕事がスムーズに進むようになり、他

の社員の人とも親しくなれたと思うとのことであった。 

 

２ まとめ 

ジョブコーチ支援は、多くの企業において活用され、障害者の職場適応・定着支援において効果を発

揮している。ジョブコーチ支援において把握された課題及びその改善のために実施した支援を、課題の

背景となっている障害特性を含めて伝えること、そして日々の支援・指導に対する提案を行い、その実

行結果に対するフィードバックを行い、支援者社員等をエンパワーメントしていくことにより、その効

果は更に高くなると考える。ジョブコーチ支援においても、ニーズ・課題の把握及び共有、課題改善方

策の提案・実行、結果の確認という事業主支援の基本を、より意識して行っていくことが重要と考える。 
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第４章第２節 中小企業事業主の任意団体を対象とした研修プログラムの試行 

 

１ アンケート調査結果 

 研修終了後に、参加者に対して研修内容について尋ねたアンケート調査を実施し、参加者 10名のうち

５名より回答を得た。 

アンケート調査の設問項目は、参考資料 17のアンケート調査に、研修終了後の障害者雇用に対する意

欲の変化や具体的な取組の検討がなかった理由を把握するための質問項目を加え、①研修の満足度、②

障害者雇用の理解に対する研修の貢献度、③研修で役立ったと思われる項目、④-１研修受講による障害

者雇用に対する意欲の変化の有無、④-２（「あった」場合）具体的な変化（自由記述）、④-３（あった

場合）特に意欲の変化につながったと思われる項目1、④-４（「どちらとも言えない」又は「なかった」

場合）意欲の変化につながらなかった理由2、⑤-１研修受講による障害者雇用に向けた具体的な行動へ

の検討の有無、⑤-２（「あった」場合）具体的な検討項目3、⑤-３（「あった」場合）特に具体的な行動

への検討につながったと思われる研修内容4、⑤-４（なかった場合）具体的な行動への検討ができなか

った理由5、⑥地域センターの利用希望の有無、⑦その他意見や要望で構成した。アンケート調査につい

ては、参加者５名から回答を得た。 

 ①研修の満足度については、５名中４名が「満足」と回答し、１名が「どちらとも言えない」と回答

していた（図表 資 15－１）。 

 ②障害者雇用の理解に対する研修の貢献度についての設問では、５名全員が「役立った」と回答して

いた（図表 資 15－２）。 

 
1 選択項目は、①障害者雇用制度の理解、②障害に対する理解、③支援機関の理解、④支援制度の理解、⑤担当職務の創出方法の考え方、⑥受け
入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等）、⑦ 障害者雇用の進め方（ロードマップ）、⑧その他とした。 

2
 選択項目は、①研修内容が不十分だった、②研修の意義や内容を十分に理解できなかった、③研修内容と知りたい内容が異なっていた、④研修

内容に関して既にある程度の知識をもっていた、⑤主に自社の職務に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用することが難しい、⑥主

に自社の人手や時間に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用することが難しい、⑦研修内容の活用方法が分からない、⑧その他とし

た。 
3 選択項目については、①関係機関への相談、②職場実習の受入れ、③採用計画の策定、④採用活動とした。 
4
 選択項目については、①障害者雇用制度の理解、②障害に対する理解、③支援機関の理解、④支援援制度の理解、⑤担当職務の創出方法の考え

方、⑥受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等）、⑦障害者雇用の進め方（ロードマップ）、⑧その他とした。 
5 選択項目については④－４と同じ項目とした。 

第４章第２節で報告した障害者雇用の意思決定支援を目的とした研修プログラムを活用した事業

主支援の試行で実施した研修内容の汎用性等について検討するため、中小企業事業主により組織され

た障害者雇用問題について考える会にて、本試行で実施した研修プログラムを試行した（2021 年８

月２日）。ここでは、研修終了後に実施したアンケート調査及びヒアリング結果を紹介する。 

試行については、対面で実施することを予定していたが、新型コロナ感染症拡大防止のため緊急事

態宣言が発令されたことで、急遽オンラインでの実施となり、研修参加者は主催企業の１名以外の９

名はオンライン参加となった。なお、当初参加予定していた事業主の中には、オンラインになったこ

とで不参加となった者もいた。また、参加者についても PC操作に戸惑う場面が見られ、アンケート

についても、PC操作の問題から回答できない者もいた。 
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 ③研修で役立ったと思われる項目について複数選択にて尋ねた設問では、５名全員が「支援機関の理

解」を役立った項目として挙げていた。その他、「支援制度の理解」（５名中３名）、「障害者雇用制度の

理解」（５名中２名）、「障害者雇用の進め方（ロードマップ）」（５名中２名）、「担当職務の創出方法」（５

名中１名）が役立った項目として挙げられていた（図表 資 15－３）。 

 ④研修を受けたことによる障害者雇用に対する意欲の変化の有無について尋ねた設問で、変化が「あ

った」との回答した者は５名中１名であり、３名が「どちらとも言えない」と回答していた（図表 資 15

－４）。また１名が、変化が「なかった」と回答していた。変化があった１名について、具体的な変化に

ついて尋ねたところ、「短時間のトライアルを活かせるなと思った」との回答が得られた。特に意欲の変

化につながった項目としては、「担当職務の創出方法」が挙げられていた。また、変化が「なかった」あ

るいは「どちらとも言えない」と回答した４名に対し、変化につながらなかった理由について複数選択

形式にて尋ねたところ、「なかった」と回答した１名は「主に自社の職務に関する理由から、研修内容を

自社での取組に活用することが難しい」、また「主に自社の人手や時間に関する理由から、研修内容を自

社での取組に活用することが難しい」と回答していた（図表 資 15－５）。「どちらでもない」と回答し

た３名は「その他」を選択しており、具体的には「すでに実施済みだったから」、「もともと障害者雇用

に取り組んでいるから」、「障害者雇用に関して普段から意欲がある程度あるため」との回答が得られた。 

 ⑤研修を受けたことによる障害者雇用に向けた具体的な行動への検討の有無について尋ねた設問では、

５名中４名が「はい」と回答していた（図表 資 15－６）。この４名に対し、具体的な検討事項について

複数選択形式で尋ねたところ、うち３名が「職場実習の受入れ」と回答していた（図表 資 15－７）。な

お、この３名のうちの１名については、意欲の変化については「なかった」と回答していた。また、２

名が「社内研修の実施」、１名が「関係機関への相談」と回答していた。また、この４名に対し、特に行

動への検討につながった研修内容について尋ねたところ、４名中２名は「障害者雇用制度の理解」と回

答していた（図表 資 15－８）。また、「支援機関の理解」、「担当職務の創出方法」を挙げていた回答者

がそれぞれ１名ずつあった。行動への検討がなかった１名に、その理由を複数選択形式で尋ねたところ、

「その他」の項目として「すでに障害者雇用に着手している」との回答があった。 

 ⑥地域センターの利用希望の有無については、５名中３名が「はい」と回答していた（図表 資 15－

９）。 

 ⑦その他意見や要望については、２名から回答が得られ、「障害者の中途採用の短時間トライアルを知

る事が出来、機会があれば取り組みたい」、「リアル開催ができるとよかった」との意見が挙げられた。 

図表 資 15－１ 研修の満足度についての回答数 

 ① 大変満足 満足 どちらとも言えない やや不満 不満 

研修の満足度 （n=5） 0 4 1 0 0 

図表 資 15－２ 障害者雇用促進の理解に対する研修の貢献度についての回答数 

 ② 大変役立った 役立った どちらとも言えない 
あまり 

役立たなかった 
役立たなかった 

研修の貢献度 （n=5） 0 5 0 0 0 
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図表 資 15－３ 研修で役立ったと思われる項目についての回答数 
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方 
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） 

そ
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他 
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（n=5） 
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図表 資 15－４ 研修受講による障害者雇用に対する意欲の変化の有無についての回答数 

 ④ あった どちらとも言えない なかった 

研修による意欲の変化 （n=5） 1 3 1 

 

図表 資 15－５ 意欲の変化につながらなかった理由についての回答数及び回答割合 
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0 0 0 0 1 1 0 3 

 

図表 資 15－６ 研修受講による障害者雇用に向けた具体的な行動への検討についての回答数 

 ⑤ はい いいえ 

研修による具体的な行動の検討の有無 （n=5） 4 1 

 

図表 資 15－７ 具体的な検討内容についての回答数 

 ⑤-２ 
社内研修の実施 

関係機関への 

相談 

職場実習の 

受入れ 
採用計画の策定 採用活動 

具体的な検討内容 

（n=4） 
2 1 3 0 0 
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図表 資 15－８ 特に行動への検討につながった研修内容についての回答数 

 ⑤-３ 
障
害
者
雇
用
制
度
の
理
解 

障
害
に
対
す
る
理
解 

支
援
機
関
の
理
解 

支
援
制
度
の
理
解 

担
当
職
務
の
創
出
方
法 

受
け
入
れ
態
勢
の
整
え
方 

（
労
働
条
件
、
教
育
訓
練 

体
制
等
） 

障
害
者
雇
用
の
進
め
方 

（
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
） 

そ
の
他 

特に行動の検討に 

つながった項目 （n=4） 
2 0 1 0 1 0 0 0 

 

図表 資 15－９ 地域センターの利用希望の有無についての回答数 

 ⑥ はい いいえ 

地域センターの利用希望 （n=5） 3 2 

 

※ ④-３「特に意欲の変化につながった研修内容」、⑤-４「具体的な行動への検討ができなかった理由」については、それぞれ

回答者が１名のみであったため、表は省略した。 

 

２ ヒアリング調査結果 

 研修終了後、研修主催企業の事業主（会の代表者）及び研修プログラムにて提案した「支援機関を活

用した週 10時間から始める障害者雇用」に向け、地域センターを活用した取組を開始した事業主に対す

るヒアリング調査を実施した。その結果、障害者雇用問題に積極的に取り組み、すでに障害者雇用を行

っている事業主であっても、必ずしも支援機関や支援制度に精通しているわけではなく、特にハローワ

ーク等の支援機関を介した障害者雇用を行ったことのない事業主についてはこれらに関する丁寧な情報

提供とともに、具体的な活用例や活用事例の提示が重要であることが把握された。また、地域センター

を活用した障害者雇用の取組を始めた事業主からは、10時間から始める障害者雇用ということで、職務

創出に対するハードルが下がったこと、また、職務と障害者のマッチングやジョブコーチ支援等の地域

センターの支援が受けられることにより、今回の障害者雇用の取組に前向きになれたとの意見が聞かれ

た。なお、この事業主は研修終了後のアンケート調査において、研修を受けたことにより障害者雇用に

対する意欲の変化があったと回答した事業主であった。 

また、アンケート調査において、「主に自社の職務に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用

することが難しい」、「主に自社の人手や時間に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用するこ

とが難しい」という理由により、研修を受けたことによる意欲の変化はなかったと回答したが、具体的

な行動の検討はあったと回答した事業主にその理由を確認した。その結果、「現段階での雇用は難しいけ

れども、 将来的な雇用に向けてまずは職場実習から受け入れてみよう」と考えての回答であり、また、

まずは経営者自ら実践企業の話を聞きながら学んでいこうと考えているとのことであった。 
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障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度

 平成30年４月１日から、従従業業員員4455..55人人以以上上の民間企業
において障害者の雇用が義務付けられている

 平成33年（令和３年）４月までには、更更にに00..11％％引引きき上上
げげ（（民間企業：従従業業員員4433..55人人以以上上））

事業主区分
法定雇⽤率

現⾏
（平成30年4⽉1⽇以降）

３年を経過する⽇より前
（令和３年３⽉1⽇以降）

⺠間企業 2.2% ⇒ 2.3%

国、地⽅公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%

都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

【【目目的的】】：：

 障障害害者者のの雇雇用用義義務務等に基づく雇用の促進等のための措置、
職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の
安定を図ること

職業の

安定

雇用義務

制度

納付金
助成金
制度

納付金

制度

障障害害者者雇雇用用率率に相当する
人数の障害者の雇用

障害者の雇用に伴う
経経済済的的負負担担のの調調整整

施設の設置、介助者の
配置等に助助成成金金をを支支給給

ステップ１
障害者雇用の理解を深める

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

障害者雇用事例の把握 ・F社さまの見学

障障害害者者雇雇用用制制度度の理解
・自社の障害者雇用状況（雇用率未達成）の把握
・自社の障害者雇用納付金の納付状況（令和2年
度355万円）の把握

支支援援機機関関の理解
・特別支援学校、愛知障害者職業センター、就労
移行支援事業所等の見学

経営者・社員の理解促進 特別支援学校からの職場実習の受け入れ

機運の醸成 a本店長 → 社員の皆様

スステテッッププ１１

障害者雇用の理解を深める

スステテッッププ２２

職務の選定

スステテッッププ３３

受け入れ態勢を整える・雇用条件の検討

スステテッッププ４４

採用活動（募集～採用）

スステテッッププ５５

職場定着

障障害害者者雇雇用用にに向向けけたた段段階階的的なな取取組組

参考：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
「はじめからわかる障害者雇用—事業主のためのＱ＆Ａ－」

１．E社a本店さまにおける
障害者雇用のお取組をもとに

－障害者雇用に係るステップ・

基本事項の確認－

障害者雇用を進めるために

第４章第２節 研修資料 資料 16 

①

③

⑤

②

④

⑥
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③③納納付付金金助助成成金金制制度度

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

障害者作業施設設
置等助成⾦

雇⽤する障害者が障害を克服し、作業を容易に⾏えるよう配慮された作業施設や設
備、就労を容易にするために配慮されたトイレ・スロープ等の附帯施設の設置・整備を
⾏う場合、その費⽤の⼀部を助成

障害者福祉施設設
置等助成⾦

障害者が利⽤できるよう配慮された保健施設、給⾷施設、教養⽂化施設等の福利厚
⽣施設の設置・整備を⾏う場合、その費⽤の⼀部を助成

障害者介助等助成
⾦

重度⾝体障害者（⼜は就労が特に困難と認められる⾝体障害者）を雇⽤している
事業主が、障害の程度に応じた必要な介助等の措置を⾏う場合、その費⽤の⼀部を
助成（ICT（情報通信技術）を活⽤した事例でも⽀給対象）

重度障害者等通勤
対策助成⾦

通勤が特に困難と認められる⾝体・知的・精神障害者に、通勤を容易にするための措
置（住宅の賃借や通勤⽤バス・⾃動⾞の購⼊など）を⾏う場合、その費⽤の⼀部を
助成

重度障害者多数雇
⽤事業所施設設置
等助成⾦

重度⾝体障害者、知的障害者、精神障害者を労働者として多数雇⽤し、安定して
雇⽤できると認められる事業主が、障害者のための事業施設等の整備を⾏い、モデル
性が認められる場合に、その費⽤の⼀部を助成

問合わせ先 （独）⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構 各都道府県⽀部 ⾼齢・障害者業務課
（東京・⼤阪は⾼齢・障害者窓⼝サービス課）

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

②②納納付付金金制制度度
（対象：常時雇用している労働者数が100人を超える事業主）

 障障害害者者雇雇用用納納付付金金

雇用障害者数の年度間合計数が法定雇用障害者数の年度間合計数に満
たない場合に、不足している雇用障害者数1人あたり月額50,000円を
納付しなければならない。

 障障害害者者雇雇用用調調整整金金

法定雇用率を超えて雇用している雇用障害者1人あたり月額27,000
円（月額）が支給される。

⾼障求未達成企業
達成企業

不⾜障害者1⼈につき
50,000円/ ⽉

超過障害者1⼈につき
27,000円/ ⽉

納付⾦ 調整⾦

⾝体障害者⼿帳 療育⼿帳 精神障害者保健福祉⼿帳

根拠 ⾝体障害者福祉法
（昭和24年法律第283号）

療育⼿帳制度について
（昭和48年厚⽣事務次官通知）
※ 通知に基づき、各⾃治体において

要綱を定めて運⽤。

精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律
（昭和25年法律第123号）

交付主体
・都道府県知事
・指定都市の市⻑
・中核市の市⻑

・都道府県知事
・指定都市の市⻑

・都道府県知事
・指定都市の市⻑

障害分類

・視覚障害
・聴覚障害・平衡機能障害
・⾳声・⾔語・そしゃく障害
・肢体不⾃由（上肢不⾃由、下
肢不⾃由、体幹機能障害、脳原
性運動機能障害）
・⼼臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう・直腸機能障害
・⼩腸機能障害
・HIV免疫機能障害
・肝臓機能障害

知的障害

・統合失調症
・気分（感情）障害
・⾮定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害（⾼次脳機能
障害を含む）
・発達障害
・その他の精神疾患

所持者数 5,087,275⼈
（平成30年度福祉⾏政報告例）

1,115,962⼈
（平成30年度福祉⾏政報告例）

1,062,700⼈
（平成30年度衛⽣⾏政報告例）

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

出所：厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html）

身身体体障障害害者者：：身身体体障障害害者者手手帳帳（※１）

知知的的障障害害者者：：都道府県知事又は政令指定都市市長が交付
する療療育育手手帳帳（※２）又は児童相談所、知的障害者更生相
談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは
障害者職業センターによる判判定定書書

精精神神障障害害者者：：精精神神障障害害者者保保健健福福祉祉手手帳帳（平成18 年 4 月以降）

※１ 身体障害者については、当分の間、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による
障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（ただし、心臓、じん
臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障
害については、当分の間、指定医によるものに限る。）によって確認を行うことも 認められ
ている。
※２ 療育手帳（自治体によっては別の名称を用いる場合がある。

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度：：障障害害者者のの確確認認方方法法

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

• 「⾝体障害、知的障害、精神障害（ 発達障害を含む。）そ
の他の⼼⾝の機能の障害があるため、⻑期にわたり、職
業⽣活に相当の制限を受け、⼜は職業⽣活を営むことが
著しく困難な者」（「障害者の雇⽤の促進等に関する法律」第2条）

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度：：障障害害者者のの範範囲囲、、雇雇用用義義務務のの対対象象

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

障害者のうち、
⾝体障害があ
る者であって、
別表に掲げる
障害があるも
の
（法第２条第２号）

障害者のうち、
知的障害があ
る者であって省
令で定めるも
の
（法第２条第４号）

障害者のうち、
左記に該当し
ないもの

発達障害者
難治性疾患患者
等

障害者のうち、精神障害があって
省令で定めるもの（法第２条第６号）

⾝体障害者 知的障害者 精神障害者 その他

精神障害者保健
福祉⼿帳所持者

①統合失調症
②そううつ病
③てんかん
※⼿帳所持者を除く

雇⽤義務の対象 参考：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
「はじめからわかる障害者雇用—事業主のためのＱ＆Ａ－」

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度：：障障害害者者雇雇用用率率ののカカウウンントト方方法法

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上
30時間未満

⾝体障害者 1 0.5

重度 2 1

知的障害者 1 0.5

重度 2 1

精神障害者 1 0.5※

精神障害者である短時間労働者は、
以下の要件を満たす場合、1カウント
として計上

・新規雇⼊れから３年以内
・⼿帳の交付から３年以内
・令和５年３⽉31⽇までの雇⼊れ
・令和５年３⽉31⽇までの⼿帳交付

※退職後3年以内に同じ事業主に再
雇⽤された場合は対象外

⑦

⑨

⑪

⑧

⑩

⑫
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障害者就業・生活センター（334 センター （令和元年 5 月 現在））

身近な地域において、就業面と生活面の相談・支援を実施

障害のある⽅

障害者就業・⽣活⽀援センター

〇就業に関する相談
⽀援

〇障害特性を踏まえ
た雇⽤管理に関する
助⾔

〇関係機関との連絡
調整

〇⽇常⽣活・地域
⽣活に関する助⾔

〇関係機関との連
絡調整

⼀
体
的
な
⽀
援

ハローワーク

地域障害者
職業センター

特別⽀援
学校

職業能⼒
開発施設

事業主 医療機関

保健所

福祉事務所

就労移⾏
⽀援事業者等基礎訓練

のあっせん

対象者
の送り出し

福祉サービスの
利⽤調整

保健サービスの
利⽤調整

医療⾯の
相談職場適応⽀援

連携

連携

専⾨的
⽀援の依頼

技術的⽀援

求職活動
⽀援

相談

就業⽀援 ⽣活⽀援

⾃⽴・安定した職業⽣活の実現
出所：厚生労働省資料（https://www.mhlw.go.jp/content/000525099.pdf）より一部改変

職場

地地域域障障害害者者職職業業セセンンタターー（（各各都都道道府府県県にに１１ヶヶ所所＋＋５５ヶヶ所所のの支支所所））

障害のある⽅ 事業主（企業）

関係⽀援機関
（障害者就業・⽣活⽀援センターなど）

医療・福祉・教育
関連分野

・職業評価
・職業準備⽀援
・精神障害者総合雇⽤⽀援

・事業主のニーズや課題を分析
・⽀援計画作成
・専⾨的な助⾔、援助

・専⾨的・技術的な助⾔・援助
・マニュアルの作成、実務研修の実施

・職業リハビリテーション推進フォーラム等を
通じ、地域における就労⽀援のネットワーク
を形成

ジョブコーチ
⽀援

地域障害者
職業センター

就職件数の推移（障害種別）

出所：厚生労働省「令和元年度 障害者の職業紹介状況等」

精神障害者
就職率46.2%

⾝体障害者
就職率41.1%

知的障害者
就職率59.4%

• 障害者雇用の主眼点は精神障害者に

新規求職者申込件数の推移（障害種別）

出所：厚生労働省「令和元年度 障害者の職業紹介状況等」

• 障害者雇用の主眼点は精神障害者に

公共職業安定所（ハローワーク）

障
害
者

企
業

ハローワーク

求職者への⽀援 企業への⽀援・指導

・専⾨窓⼝による相談・
⽀援
・職業訓練のあっせん
・他機関との連携
→チームによる定着⽀援

・雇⽤率達成指導
・職務の切り出し

・求⼈条件の緩和指導
・セミナー・⾒学会の実施
・障害者トライアル雇⽤

⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構 医療機関

福祉施設 特別⽀援学校

就労⽀援機関

就
職

職場定着⽀援

障害者就労⽀援チーム
連
携

出所：東京都産業労働局雇用就業部就業推進課「平成28年度障害者雇用促進ハンドブック」（一部改変）

障害者雇用に関する支援機関

企業（事業主）就労⽀援
事業所

公共職業安定所
（ハローワーク）

⾼齢・障害者
業務課

地域障害者
職業センター

障害者就業・
⽣活⽀援センター

障害者職業
能⼒開発校

・職業紹介
・雇⽤率達成指導
など

・事業主⽀援
・ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ⽀援
・ﾘﾜｰｸ⽀援 など

・助成⾦の受付、相談員
認定講習実施など

・就労に必要
な訓練 など

・就職・職場定着
に向けた⽀援

・⽇常⽣活の助⾔

・職業訓練
など

都道府県⽀部

独
⽴
⾏
政
法
⼈

⾼
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
⽤
⽀
援
機
構

運営

全国18校中
2校を運営

特別⽀援学校

・学校教育
・⾃⽴⽀援

など

⑬

⑮

⑰

⑭

⑯

⑱

− 230 −



ステップ３
受け入れ態勢を整える・雇用条件の検討

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

雇用形態、就業時間、賃金な
どの決定

・正社員、9時～18時、月給16万

職場環境の見直し ・指導担当者の選任

教育訓練体制の整備 ・指導担当者によるマンツーマン指導体制の整備

社内意識の向上 ・（社員研修の計画）

採用計画の作成 ・令和2年4月に採用

・指示命令系統が統一されることにより、本人が混乱する
ことを防ぐことができ、また、報告・連絡・相談の窓口が
明確化され、安心して働くことができる環境が確保できる

・採用時点では短時間からはじめ、本人が職場に慣れ、対
応可能な作業が増加に伴い、勤務時間を増やしていき、将
来的に正社員への登用を検討することも無理なく障害者を
雇用するための一つの方法

ステップ２
職務の選定

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

配属部署の選定 ・選任した指導スタッフの下につける（新たな部署）

従事職務の選定
・判断要素の少ない、定型反復作業を切り出し、再構
成し、職務を創出（※切り出し・再構成モデル）

出所：障害者職業総合センター「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する研究」

ステップ２
職務の選定

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

配属部署の選定 ・選任した指導スタッフの下につける（新たな部署）

従事職務の選定
・判断要素の少ない、定型反復作業を切り出し、再構
成し、職務を創出（※切り出し・再構成モデル）

①

出所：障害者職業総合センター「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する研究」

学⽣に対する
職業相談

特
別
⽀
援
学
校

企
業

�
�
�

�
�
�

⽣徒の就職希望
等の把握

実
習
先
の
確
保

実
習
開
始 採

⽤
検
討

求
⼈
提
出

応
募 選

考

採
⽤
内
定

就
職

特別支援学校

・企業訪問、職場⾒学
・受⼊部署、実習内容の

相談

職業教育の⽬的
勤労の意義について理解する
とともに、職業⽣活に必要な
能⼒を⾼め実践的な態度を
育てる

参考：愛知労働局「特別支援学校の生徒を採用するまでの流れ」（一部改変）

(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku/_79409/index0/index1-4-3.html)

就労支援事業所：就労移行支援と就労継続支援

就労移⾏⽀援 就労継続⽀援
（A型）

就労継続⽀援
（B型）

対象者 企業等への就労を希望する者 企業等への就労が困難な者

⽬的 就労のための知識・能⼒の向上 就労・⽣産活動の機会の提供

雇⽤契約 なし あり なし
⼯賃

（給与） なし（⼀部事業所ではあり） あり あり

年齢制限 65歳未満 65歳未満 制限なし

利⽤期間 原則として2年間 制限なし

事業所数 2,952事業所 2,623事業所 9,176事業所

利⽤者数 28,637⼈ 46,446⼈ 193,508⼈

※「事業所数」及び「利用者数」は国保連データ（平成27年2月）による

就労支援事業所：就労移行支援と就労継続支援

就労移⾏⽀援 就労継続⽀援
（A型・B型）

⼀般企業などへの
就労を希望する者に対して、
1.職場体験等の活動の機会を
提供、就労に必要な知識・能
⼒の向上に必要な訓練

2.求職活動に関する⽀援
3.適性に応じた職場の開拓
4.就職後の職場定着のために必
要な相談

等を⾏う。

⼀般企業などへの
就労が困難な者(⼜は離職者)
に対して、
1. 雇⽤契約の締結等による就
労の機会の提供（A型）

2. 就労の機会の提供及び⽣産
活動の機会の提供（B型）

3. その他就労に必要な知識・能
⼒の向上に必要な訓練

を⾏う。

⑲

㉑

㉓

⑳
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主な精神疾患

• 統統合合失失調調症症
 発症の原因はよくわかっていないが、100人に１人弱か

かる、比較的一般的な病気

 「「幻幻覚覚」」や「「妄妄想想」」が特徴的な症状だが、その他にも
様々な生活のしづらさが障害として表れる

・幻覚︓
悪⼝や指図などの幻聴が多い
・妄想︓
被害妄想（誰かに嫌がらせをさ
れている）など

 陽陽性性症症状状

・意欲や集中⼒の低下
・⼊浴や着替えが苦⼿になる

 陰陰性性症症状状

・考えがまとまらない
・話の内容がつかめない

 認認知知やや行行動動のの障障害害

精神障害者保健福祉手帳

• 何らかの精神疾患（てんかん、発達障害などを含む）により、⻑
期にわたり社会⽣活に制約がある⽅を対象に、各⾃治体が交付

• 主主なな対対象象疾疾患患：

 統合失調症

 うつ病、そううつ病などの気分障害

 てんかん

 高次脳機能障害

 発達障害

主な症状や状態によって
交付されない場合もある

知的な遅れを
伴うこともある

広汎性発達障害

発達障害
• ⾃閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意
⽋陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常
低年齢において発現するもの（「発達障害者⽀援法」による定義）

⾃閉症

アスペルガー症候群

注意⽋陥多動性障害（AD/HD）
・不注意
・多動・多弁
・衝動的に⾏動する

学習障害（LD）
・「読む」「書く」「計算する」などの
能⼒が、全体的な知的発達に
⽐べて極端に苦⼿

・⾔葉の発達の遅れ
・コミュニケーションの障害
・対⼈関係・社会性の障害
・パターン化した⾏動・こだわり

・基本的に⾔語発達の遅れはない
・コミュニケーションの障害
・対⼈関係・社会性の障害
・パターン化した⾏動、興味関⼼のかたより
・不器⽤（⾔語発達に⽐べて） 出所：厚生労働省資料「発達障害の理解のために」

（https://www.mhlw.go.jp/seisaku/dl/17b_0001.pdf）

1. 知的機能

2. ⽇常⽣活への適応機能

3. 障害が発達期（概ね18歳まで）に表れていること

に⽀障が⽣じていること

知的障害

知的障害
• 日日本本における知的障害の定定義義（厚生労働省）：

【⽤語の定義】
（知的障害とは）「知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあら
われ、⽇常⽣活に⽀障が⽣じているため、何らかの特別な援助を必要とする状
態にあるもの」
【知的障害であるかどうかの判断基準】
以下の（a）および（b）のいずれにも該当するものを知的障害とする。
(a) 「知的機能の障害」について︓
標準化された知能検査（ウェクスラーによるもの、ビネーによるものなど）によっ
て測定された結果、知能指数が概ね70までのもの。
(b) 「⽇常⽣活能⼒」について︓
⽇常⽣活能⼒（⾃⽴機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、⽣活
⽂化、職業等）の到達⽔準が総合的に同年齢の⽇常⽣活能⼒⽔準に照ら
した場合どうであるかを検討する。

参考：厚生労働省「平成17年度知的障害児（者）基礎調査の結果の概要」

ステップ４
採用活動（募集～採用）

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

求人し採用者を決める
・特別支援学校との連携

職場実習 → 採用者の決定

・支援機関を通して、募集をかけると支援機関のマッチング機
能が働くため、ミスマッチ防止に効果がある。（採用に至らな
かった場合のトラブル防止にも効果がある。）
・知知的的障障害害者者、精精神神障障害害者者等の場合、面接だけでは能力特性や
作業適性等の把握が難しいことが多いので、一定期間の職場実
習を行うことが望ましい。

㉕
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障害者トライアル雇用
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間（原則
３か月間）試行雇用する制度で、助成金も受けることができる

【障害者トライアルコース】

① 就労経験のない職業へ就職希望

② ２年以内に離職/転職が２回以上

③ 離職期間６か月以上

④ 重度身体/知的/精神障害者

ハローワーク

紹
介

８万円/⽉×３か⽉ ４万円/⽉×３か⽉

４万円/⽉×３か⽉

＋ 最
⻑
６
�
�
�最

⻑
３
�
�
�

精神障害者

精神障害者以外

企業

求⼈
提出

一定期間雇入れ
（原則３か月）

職業適性・
障害特性の

見極め

雇⼊れ 労働局

E社さまにおける
障害者雇用のロードマップ案

66..11調調査査ままででにに障障害害者者雇雇用用ををすするるたためめにに・・・・・・
➀➀週週所所定定労労働働時時間間3300時時間間をを目目標標ととししたた障障害害者者雇雇用用

2月 支援機関からの職場見学・職場実習の受け入れ

3月～5月 障害者トライアル雇用（有期雇用）

短時間（週20時間以上）勤務から、徐々に勤務時間を延長

ジョブコーチ支援の活用もできます！

6月1日 継続雇用

➀➀週週所所定定労労働働時時間間2200時時間間をを目目標標ととししたた障障害害者者雇雇用用

2月 支援機関からの職場見学・職場実習の受け入れ

3月～5月 障害者短時間トライアル雇用（有期雇用）

短時間（週10時間以上）勤務から、徐々に勤務時間を延長

ジョブコーチ支援の活用もできます！

6月1日 継続雇用

E社さまにおける
障害者雇用のロードマップ案

ステップ１ 障害者雇用の理解を深める

（地域障害者職業センターでは各種情報提供のほか、ニーズに合わせた研
修も実施しています）

ステップ２ 職務の選定

・E社a本店さまのお取組を参考に、まずは同様の職務を選定

ステップ３ 受け入れ態勢を整える・雇用条件の検討

・指導担当者の選任

・当面の職務内容と量に応じた勤務時間の設定

ステップ４ 採用活動

支援機関からの職場見学の受け入れ

→職場実習

→障害者トライアル雇用（有期雇用）
精神障害者又は発達障害者を雇用する場合、週10以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始し、職
トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す「障害者短時間トライアル雇用」制度もあります。

→継続雇用

ステップ５ 職場定着

○済  

○済  

２．障害者雇用における
ロードマップ

－E社a本店さまにおける障害者雇用の

お取組をもとに－

ステップ５
職場定着

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

職場定着のための支援・
雇用管理

・障害者就業・生活支援センター、特別支援学校、
障害者職業総合センターなどとの連携
（・キャリア形成支援（職務の拡大））
（・人事評価（昇給）制度の検討）

必要な職場改善 （・社員研修）

今後の取組

出所：障害者職業総合センター「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する研究」

主な精神疾患

• 気気分分障障害害（（ううつつ病病、、そそううううつつ病病））
 気気分分のの波波がが主主なな症症状状として表れる病気

 うつ状態のみ見られる時はううつつ病病と呼び、うつ状態とそ
う（躁）状態を繰り返す場合には、そそううううつつ病病 （（双双極極
性性障障害害））と呼ぶ

●気持ちが過剰に⾼揚する状態

・異常な浪費をする
・眠らずに働き続ける
・他⼈に対して怒りっぽくなる
・他⼈の話を聞かない

 そそうう（（躁躁））状状態態

●気持ちが強く落ち込む状態

・何事にもやる気が出ない、
・疲れやすい
・考えが働かない
・⾃分が無価値な⼈間に思える

 ううつつ状状態態

㉛
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障害者雇用の段階と利用可能な助成金制度

助成⾦名 ⼊⾦⽇ ⽀給額
障害者トライアル雇⽤助成⾦ 28.03.09 ¥120,000 
特定求職者雇⽤開発助成⾦
第1期 28.10.07 ¥400,000 
特定求職者雇⽤開発助成⾦
第2期 29.05.02 ¥400,000 
特定求職者雇⽤開発助成⾦
第3期 29.06.16 ¥99,999 

合計 ¥1,019,999 
※⽀給額、⽀給の体系は申請当時のもの

• ああるる中中小小企企業業のの活活用用事事例例：：精精神神障障害害者者

障害種︓精神障害
仕事の内容︓プログラマー

不安傾向が強いためマイナ
ス思考な状態にならないよ
うにコントロールが必要

助成⾦の活⽤（２種類）

特定求職者雇用開発助成金

【【中中小小企企業業のの定定義義】】

 業種ごとに、以下に該当するものをいう。

業種 要件

⼩売業・飲⾷店
資本⾦もしくは出資の総額が５千万円以下

または
常時雇⽤する労働者数50⼈以下

サービス業
資本⾦もしくは出資の総額が５千万円以下

または
常時雇⽤する労働者数100⼈以下

卸売業
資本⾦もしくは出資の総額が１億円以下

または
常時雇⽤する労働者数100⼈以下

その他の業種
資本⾦もしくは出資の総額が３億円以下

または
常時雇⽤する労働者数300⼈以下

労働局雇⼊れ

特定求職者雇用開発助成金

【【特特定定就就職職困困難難ココーースス】】

 高高齢齢者者や障障害害者者等の就職困難者を、

11.. ハハロローーワワーーククまたは民民間間のの職職業業紹紹介介事事業業者者等の紹介により、

22.. 継継続続ししてて雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）

として雇い入れる事業主に助成。

対象労働者 ⽀給額 助成対象期間 ⽀給対象期ごとの⽀給額

短時間労
働者以外

の者

[1]⾼年齢者
⺟⼦家庭の⺟等

６０万円
(５０万円) 

１年
(１年)  

３０万円 × ２期
(２５万円 × ２期)

[2]重度障害者等を除く
⾝体・知的障害者

１２０万円
(５０万円) 

２年
(１年)  

３０万円 × ４期
(２５万円 × ２期)

[3]重度障害者等 ２４０万円
(１００万円)   

３年
(１年６か⽉) 

４０万円 × ６期
(３３万円※× ３期)

※第３期の⽀給額は３４万円

短時間
労働者

[4] ⾼年齢者
⺟⼦家庭の⺟等

４０万円
(３０万円)  

１年
(１年)  

２０万円 × ２期
(１５万円 × ２期)

[5]重度障害者等を含む
⾝体・知的・精神障害者

８０万円
(３０万円)   

２年
(１年)  

２０万円 × ４期
(１５万円 × ２期)

※（）内は中⼩企業以外の企業

労働局雇⼊れ

障害者トライアル雇用

【支給対象外となる場合の要件】

雇⼊れ 労働局

1
基準期間（障害者トライアル雇⽤を開始した⽇の前⽇から起算して６か⽉前の⽇から障害者トライ
アル雇⽤期間を終了する⽇までの期間をいう）に、障害者トライアル雇⽤を⾏う事業所において、雇
⽤保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある場合

2
基準期間に障害者トライアル雇⽤を⾏う事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち、
「雇⽤保険被保険者離職票」の離職区分コードの１Ａまたは３Ａの理由によって離職した⼈の数を
事業所全体の雇⽤保険被保険者数で割った割合が、６%を超えていた場合（この離職者数が３
⼈以下の場合を除く）

3 ⾼年齢者雇⽤確保措置をとっていなかったために、「⾼年齢者等の雇⽤の安定等に関する法律第
10 条第２項」 に基づく勧告を受けた後、⽀給申請⽇までにその是正がなされていない場合

4 障害者総合⽀援法に基づく就労継続⽀援事業（A 型）を⾏う事業所である場合（対象労働者
を職員などの施設利⽤者以外の⼈として雇い⼊れる場合を除く）

5

障害者トライアル雇⽤を開始した⽇の前⽇から起算して過去３年間に、障害者トライアル雇⽤を⾏っ
た事業所において、障害者トライアル雇⽤を実施した後に継続雇⽤する労働者として雇⽤されなかっ
た障害者（障害者本⼈の都合による離職や本⼈の責めに帰すべき解雇等は除く）の数に障害者ト
ライアル雇⽤結果報告書 兼 障害者トライアル雇⽤助成⾦ ⽀給申請書が提出されていない⼈の数
を加えた数が３⼈を超え、 継続雇⽤する労働者として雇⽤された数を上回っている場合

障害者トライアル雇用

【障害者短時間トライアルコース】
• 精神障害者

又は

• 発達障害者

ハローワーク

紹
介

４万円/⽉×12か⽉ 最
⻑
12
�
�
�

精神/発達障害者
企業

求⼈
提出

10～20時間/週
雇入れ（３～12か月）

体調・適応状況に応じて
20時間/週 以上を目指す

雇⼊れ 労働局

㊲

㊴

㊶

㊳

㊵
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研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

 

このたびは、「障害者雇用を進めるために」（研修）にご参加いただき、ありがとうござい

ます。 

本研修は、「障害者雇用及び雇用継続において事業主が抱える課題の把握方法及び提案型

事業主支援の方法に関する研究」における研究活動の一環として、事業所における障害者雇

用の促進を支援することを目的とした研修プログラムを試行実施させていただいたもので

す。 

ご参加いただきました皆様からご意見をいただくことにより、研修のさらなる質的向上

を図っていくために、参加者の皆様にアンケートをお願いしております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願え

ますと幸いです。 

 

１１．．今今回回のの研研修修ににつついいてて満満足足ししてていいまますすかか。。  

 

□ 大変満足  □ やや満足  □ どちらとも言えない  □ やや不満  □ 大変不満 

 

２２．．今今回回のの研研修修はは、、障障害害者者雇雇用用にに関関すするる理理解解のの促促進進にに役役立立ちちままししたたかか。。  

 

□ とても役立った  □ 役立った  □ どちらとも言えない  □ 役立たなかった 

□ 全く役立たなかった 

 

３３．．今今回回のの研研修修をを受受けけたたここととでで役役立立っったたとと思思わわれれるる項項目目のの□□にに✓✓をを記記入入ししててくくだだささいい（（複複

数数選選択択可可））。。  

 

□ 障害者雇用制度の理解 

□ 障害に対する理解 

□ 支援機関の理解 

□ 支援制度の理解 

□ 担当職務の創出方法の考え方 

□ 受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等） 

□ 障害者雇用の進め方（ロードマップ） 

□ その他（                                 ） 

 

  

 

次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  

資料 17 

第４章第２節 調査票「研修に関するアンケート」 
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４４．．今今回回のの研研修修をを受受けけたたここととでで、、障障害害者者雇雇用用へへのの意意欲欲にに変変化化ががあありりままししたたかか。。  

 

□ あった  □ どちらとも言えない  □ なかった 

 

（（「「ああっったた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな変変化化ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

  

 

５５．．今今回回のの研研修修をを受受けけたたここととでで、、障障害害者者雇雇用用にに向向けけたた具具体体的的なな行行動動をを検検討討すするるよよううににななりり

ままししたたかか。。  

 

□ はい       □ いいえ 

 

６６．．今今後後、、地地域域障障害害者者職職業業セセンンタターーのの利利用用をを希希望望さされれまますすかか。。  

 
□ はい       □ いいえ 

  

77．．最最後後にに、、本本セセミミナナーーににつついいててののごご意意見見・・ごご要要望望ががあありりままししたたららおお聞聞かかせせくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

 

◎ よよろろししけけれればば、、おお名名前前、、ごご連連絡絡先先ををごご記記入入くくだだささいい。。  

おお勤勤めめ先先   

おお名名前前   

ごご連連絡絡先先  
TTeell：：  

EE--mmaaii：： 

 

ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
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第４章第２節 アンケート調査の自由記述回答の結果 
①①  意意欲欲変変化化有有//行行動動検検討討有有  

本日はありがとうございました。社内でどういった業務を担当いただくのかが難しい部分はありますが（また育成について

も周囲の理解や協力が今以上に必要だと感じております）、今後実際に採用するにあたってどういった業務ができるのか

等、検討したいと思います。この度は貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。また、当社でも障害者雇

用を行う場合に質問等させていただければありがたいです。 

とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。採用は社内で相談して検討していきたいと思います。 

状況によって判断したいと考えたいと思います。 

ありがとうございました。自支店では4月から1名受け入れます。支援機関等とも連携し対応してまいります。 

ありがとうございました。制度活用で収入となることと同時に社会貢献にもつながる点、よく理解できました。 

妻が知的障害者施設に勤務しています。健常者以上に能力が高いと感じる部分も多くあるようです。受入れ側の障害者に対

する認識、理解が今後重要と考えます。ありがとうございました。制度活用で収入となることと同時に社会貢献にもつなが

る点、よく理解できました。 

自支店では、現在、１名、発達障害のメンバーを障害者雇用として就労いただいています。一度、自分なりに制度を学習し

ましたが、今回のような講義を受講できてよかったです。期待レベルでは活躍いただいていますが、間もなく助成金を受領

できなくなってしまうのでどうしても本人への期待を高めてしまい、うまく機能しなくなることを懸念しています。 

（F社から離れた）地方都市の為、具体的にF社に（支援を）お願いするようなことは難しいかと思いますが、障害者雇用

に対する考え方が大変大きく変わり、とても勉強になりました。ありがとうございます。 

（近隣の）支社（拠点）にもいらっしゃるのでイメージがしやすく、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

障害者雇用の意義を知ることができて、とても有益な勉強会でした。 

貴重なお話をいただきありがとうございました。 

②②  意意欲欲変変化化無無//行行動動検検討討有有  

過去に障害者職業生活相談員の講習を受けたので一通りの知識は学んだうえでの参加でした。それを復習する意味、今の制

度がどのようになっているかを整理する意味で有意義でした。所在地にもF社の支社があるので接点づくりから始めること

を検討したいです。一方で、判断不要の定型業務が少なくなっている昨今、何を担っていただくかが難しいと感じます。ま

た、バリアフリーの環境設定についても、収支を勘案して即座の対応が難しいと感じたことが率直な意見です。主旨や制度

の理解は十分に持っていると認識していますので、できることから検討していきたいと思います。 

質問です。現在障害者雇用の方がいらっしゃるのですが、在宅勤務での業務について困っています。通常の業務は清掃やシ

ュレッダー、パソコンでの入力等ですが、在宅ではできない作業がほとんどです。障害者雇用の在宅勤務の業務例で参考に

できるものがあれば教えていただきたく。 

貴重な機会をありがとうございました。 

資料 18 
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出先支社（拠点）ですので、支店や本店組織で決めていくことが多いと思いますので、すぐに行動できるところまでにはい

きませんが、内容は大変参考になりました。 

③③  意意欲欲変変化化有有//行行動動検検討討無無  

人数の多い職場では役割分担による労働創出ができ、効果発揮が期待できると拝察、一方で限られた人数となる出先での雇

用には未だ課題多いと感じた次第。 

自支店では現時点で1名採用しており、この社員についてきちんと対話できていないことに対し、猛省しています。 

実際の採用事例をもとにした説明なので興味を持って拝聴することができました。有難うございました。 

④④  意意欲欲変変化化無無//行行動動変変化化無無  

当支社（拠点）には既に1名障害者雇用の従業員がおり、助成金申請等も定期的に対応しているが、現在の拠点長や人事担

当が採用当時に在籍していなかったため、採用に至るまでの機関との詳細なやり取りや助成金申請初期の対応については資

料でしか把握しておらず、もっと理解する必要があると感じた。今回の研修を受け、雇用までの流れや制度、業務分担のポ

イントの基礎的な部分を知ることができたため、今後、対象の従業員が働く上でのよりよい環境づくりや業務分担について

改めて考えていきたい。 

（自支店では）既に1名採用していますので、一部回答をNOとしております 

以前、F社を見学したことがあります。皆さん一生懸命働いていました。支社（拠点）は少人数で余裕がなく、採用となる

と支店や本店かなと。逆に支社で採用している事例とかあれは教えてほしい。 

支店内で採用を検討する必要があり、社員数が少ない拠点での採用は実質的になしと思います。知識として得ておく必要も

あり勉強になりました。 

自社（E社のグループ会社）の置かれている状況を考えれば、採用は不可欠だと思うが、単に雇えばよいということではな

く、障害者の方の雇用も守っていく、障害者の方にマッチした仕事を切り出し、周りの理解も得て、伴走していく社員も必

要ということになると、正直現時点で採用しても、十分にケアができない。よって、上記の答えはネガティブな答えではな

く、現時点の状況を踏まえた上で難しいと感じたものです。 

障害者雇用について、制度や重要性が理解できました。ありがとうございました。 

人数の少ない拠点であり、すぐに障害者雇用に動ける状況にありませんが、頭に入れておきます。 

本店等で、総務的な機能を持つ部署においては活躍の場があると感じた。一方、営業の最先端の職場として考えたとき、実

感が湧かないのが現状です。 

障害者雇用ができると障害者の就職支援もでき、収益を給付金の支払いに充てることもなく滞りがちな業務改善も行えるメ

リットは感じたが、実際のところ専門的知識の不足とそこにかけられる時間や担当者を生み出すことが難しい現状があると

思った。 

大変わかりやすいセミナーでした。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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第第●●回回  研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

研修にご参加いただき、ありがとうございます。 

さらなる研修の質の向上のために、参加者の皆様にアンケートを実施しております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願えま

すと幸いです。 
 
 

11..  今今回回のの研研修修のの満満足足度度をを教教ええててくくだだささいい。。  

□とても満足   □満足   □どちらとも言えない   □やや不満   □不満 

 

 

22．．研研修修内内容容のの難難易易度度はは適適切切ででししたたかか？？  

□とても難しい   □少し難しい   □適切   □やや易しい   □易しすぎる 

 

 

33..  講講師師のの説説明明ははわわかかりりややすすかかっったたでですすかか？？  

□とてもわかりやすい □わかりやすい □普通 □ややわかりにくい □わかりにくい 

 

 

44．．研研修修のの時時間間はは適適切切ででししたたかか？？  

□長い     □やや長い     □適切     □やや短い     □短い 

 

 

55．．研研修修でで学学んんだだここととはは、、ああななたたのの仕仕事事でで役役立立ちちまますすかか？？  

□とても役立つ □役立つ □どちらとも言えない □あまり役立たない □役立たない 

 

 

ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  

資料 19 

第４章第３節・第４節 調査票「第●回 研修に関するアンケート」 
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次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  

研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

 

研修にご参加いただき、ありがとうございます。 

さらなる研修の質の向上のために、参加者の皆様にアンケートを実施しております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願えま

すと幸いです。 

 

 

１１．．今今回回のの研研修修ににつついいてて満満足足ししてていいまますすかか。。  

 

□ 大変満足   □ 満足   □ どちらとも言えない  □ やや不満   □ 不満 

 

２２．．今今回回のの研研修修にによよりり、、障障害害者者雇雇用用やや就就労労支支援援にに関関すするる理理解解のの深深ままりりやや広広ががりりははあありりまましし

たたかか。。  

 

□ あった          □ どちらとも言えない         □ なかった 

 

（（「「ああっったた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな変変化化ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

３３．．今今回回のの研研修修でで役役立立っったたとと思思わわれれるる内内容容をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ エゴグラムを活用した自己理解や行動変容等 

 

□ 認知再構成法（コラム法） 

 

□ 問題解決技法 

 

□ アサーショントレーニング（SST） 

 

□ その他（                                 ） 

資料 20 

第４章第３節 調査票「研修に関するアンケート」 
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４４．．今今回回のの研研修修でで学学んんだだここととににつついいてて、、職職場場ででのの活活用用ははあありりままししたたかか。。  

 

□ 活用した   

□ まだ活用していないが、近い将来、活用を予定している  

□ 活用の予定はない 

 

（（「「活活用用ししたた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな活活用用状状況況とと効効果果ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

具具体体的的なな  

活活用用状状況況  
  

活活用用ししたた  

効効果果 
 

 

 

 

（（「「活活用用のの予予定定ははなないい」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 活用する場面がない（なかった） 

 

□ 活用する時間がない（なかった） 

 

□ 活用したいがその方法や手順がわからない（わからなかった） 

 

□ 考え方は参考になるが、すぐには活用できない 

 

□ 活用する価値を感じない（感じなかった） 

 

□ その他（                                ） 

 

 

 

 

 

次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  
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５５．．今今回回のの研研修修のの内内容容をを社社内内でで伝伝ええたたりり、、成成果果をを還還元元ししままししたたかか。。  

 

□ はい       □ いいえ 

 

（（「「いいいいええ」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））そそのの理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 機会がなかった 

 

□ 時間がなかった 

 

□ 内容を十分理解できていなかった 

 

□ 自信がなかった 

 

□ その価値を感じなかった 

 

□ その他（                             ） 

 

６６．．最最後後にに、、本本研研修修ににつついいててののごご意意見見・・ごご要要望望ががあありりままししたたららおお聞聞かかせせくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 差差支支ええののなないい範範囲囲でで、、おお勤勤めめ先先、、おお名名前前、、ごご連連絡絡先先をを教教ええててくくだだささいい。。  

おお勤勤めめ先先   

おお名名前前   

ごご連連絡絡先先  

TTeell::    

EE--mmaaiill::  

 ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
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第４章第３節 支援者社員に対するヒアリング調査結果 

 

  

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

障障害害者者支支援援ににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・相手の認知機能障害を踏まえて対応すること。自分の対応を変えることにより、相手の変化を促すこと。 

・支援者社員が共通の知識・理解を持って、支援を行っていくこと。 

・支援者が一方的に支援するのではなく、障害者社員とともに問題解決に向け、意見を出し合い、取り組ん

でいくことが非常に重要であると感じた。 

・問題の本質がわかっていないと、支援したつもりでも結局違ったことになる。何となく「こうであろう」と

いうところで支援しても無駄になる。知識を深めて、問題の本質へアプローチすることが必要である。企

業である以上、社員は業績に貢献しなければならない。しかし本人たちの負担になりすぎないように、本

人の成長を促すために何ができるかといったことを考えるようになった。（障害者社員が）できなかったこ

とをできるようにする、その引き出し方は結局、自分たちにかかっている。だからこそ自分自身が知識を

深めて成長しなければならない。 

・障害者社員に対する直接的な支援のみならず、研修で学んだことを周囲の人に伝えていくことにより、職

場全体の支援力を上げていくことがこれらかの自分たちの大きな役割と感じている。 

・研修ではエゴグラムによる主観的評価と客観的評価が割と一致したが、支援者と障害当事者では、ひらき

があると思う。主観的評価と客観的評価のずれが大きいほど本人は苦しみ、ストレスが溜まっていくので、

支援する上では、そのずれに気づき、配慮しながら、ずれを修正していく必要がある。 

・支援者社員が一人で悩みを抱え込まず、情報共有し、話し合い、連携しながら支援を行うこと。 

・障害者の特性を踏まえた上で、その人の行動の背景を考え、支援すること。 

・障害を理解し、「できるはず」と思い込まず、客観的に対応すること。どうしたらできるようになるか考え

ながら支援すること。 

そそのの他他  

・すべての研修内容が障害者支援につながっていたので、興味がある部分を拾い上げて支援にいかすことが

でき、有意義だと感じた。興味を持ったテーマについては、書籍を購入し、読んで理解を深めた。 

・知識の習得のみならず、具体的な支援技法を身に着け、役立てることができた。 

・エゴグラムによる自己理解は有効であったと感じる。普段はなかなか（自身でも）分からないことを可視

化することで、得意なこと、苦手なことを理解することができた。また、他者を理解する上でも役立つもの

と感じた。 

・・他企業の支援者社員が「こんなことに困っている、 悩んでいる」ということを知ることができ、視野が広

がった。 

・他企業の支援者社員の意見を聞くことにより、自社にはない考え方を知ることができ、また、これまでに

ない対処法について知ることができた。 
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レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・アサーティブなコミュニケーションを心掛け、オープンクエスチョンを意識して会話するようになった。

他の支援者社員については、それぞれの立場で障害者社員のキャリア形成に研修で学んだことを取り入れ

ようとするようになった。 

・アサーティブなコミュニケーションを心掛けるようになった。他の支援者社員についても、障害者社員に

対するコミュニケーションの取り方が変わったように感じる。 

・傾聴を普段から意識するようになり、ただ意見を聞いて、それ対して答えるのではなく、障害者の気持ち

に寄り添いながら、その意見を咀嚼し、それに対する意見を伝えるようになった。他の支援者社員にも、説

明はできないが何らかの変化を感じている。 

・その人が抱えている問題の本質はなんであるかを考えて支援するようになった。ジョブコーチとして、彼

らが外から評価されるような業務のマッチングを考えるようになってきた。 

・これまでは自分の経験・感覚で支援を行ってきたため、それを人に伝えることが難しかった。研修を受け

たことで、自分が行ってきた支援に対する理論的な裏付けを得ることができたことにより、自信を持って

支援や他者に対する説明ができるようになった。障害者支援の経験がなかった支援者社員については、障

害者社員の問題へのアプローチ方法が深いものとなったと感じている。 

・アサーティブなコミュニケーションを心掛けるようになった。認知再構成法を活用し、「こういう見方もあ

るのではないか」という形で本人の認知の歪みに対して反証となる事実を伝えるようになった。他の支援

者社員については、支援に対してより積極的になった、コミュニケーションの発信力が上がったと感じる。 

・問題解決技法を取り入れた障害者支援を行うようになった。相手がどんなタイプであるのか、エゴグラム・

プロフィールを思い浮かべながら、対処するようになった。他の支援者社員については、障害者社員の行

動に対する気づきや自己理解が深まり、支援に対してより前向き、積極的になったと感じる。 

・相手の気持ちに寄り添いながら、支援をするようになった。他の支援者社員については、リーダーシップ

が強くなったように感じる。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・コミュニケーション方法を工夫したことにより、苦手だった障害者社員との話が続くようになり、関係が

よくなったと周囲の社員からも言われた。研修で得た知識等が、障害者社員のキャリアマップ作りの推進

力となり、SSTの受講をキャリアパスに組み込んだ。また、支援者社員に SSTを実施してもらうことに

より、支援者社員の育成も行っていくことを検討している（問題は、どのようにして支援者社員にSSTを

実施するスキルを身に着けてもらうかということである）。 

・ある問題について、問題解決技法を試みた結果、真の問題は問題解決技法のテーマとした問題ではなく、

子どもとの関係であることに気が付き、コミュニケーションの取り方等を工夫するようになった。 

・気分が落ち込んだ時、認知再構成法を活用し、気分の立て直しを図れるようになった。 

・エゴグラムを学んだことで、人と接する時の対応の幅が広がった。 

・研修で学んだことを活用することで、他人の行動、その背景が理解しやすくなった。  

（２社については、コロナ禍において、在宅勤務が主となっているため、事業所内の変化については、確認で

きていないとのことであった。）  
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そそのの他他  ・幅広く、興味深い内容を学ぶことができ、有意義であった。一番学びたかった認知再構成法の回について

は、欠席となったが、他の参加者の実践結果を共有し、それにより研修内容を知ることができたのでよか

った。 

・これから何を学んでいけばよいかということがわかった研修であった。 

・他企業の社員と情報交換や日頃の悩みを相談する機会はあっても、それに対するスーパーバイズを受けら

れる機会はなかったので、スーパーバイズを受けられたことがありがたかった。 

・他の企業の人の意見に触れるよい機会であったが、顔見知りが多いとやりにくい部分はある。全く知らな

い人との方がもっと自由に意見交換等ができたと思う。 

・研修を通し、その企業の障害者雇用や障害者の就労支援に対する考え方等に対する理解が深まった。 

・共通の学びを得たことで、同じ視点に立って話ができるようになった。 

・他者の支援者社員とのつながりが強くなった。 

・役員が参加していた企業があったが、経営陣と支援者社員が一緒に研修に参加するのはよいことだと思っ

た。また、「SSTを活用した人材育成プログラム」については、障害者社員と支援者社員が一緒に研修に参

加した試行があったが、同様に障害者社員とともに参加できる研修があるとよいと思う。 

・欠席者がいると、次回に復習の時間がとられたことが残念であった（そのため、全研修終了後のアンケー

トについての設問に対しては「どちらとも言えない」と回答した）。 

・（第5回の研修終了後のアンケート調査において、研修内容の業務への貢献度について「どちらとも言えな

い」と回答した理由を尋ねたところ）直接障害者を指導する立場にないため、（演習で実施した集団認知行

動療法を）活用する場面がないというからという回答であった。  
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第４章４節 SSTを活用した人材育成プログラムの概要 

１ SST  

SSTとは、“Social Skills Training”の略で、主としてコミュニケーションスキルをトレーニン

グする認知行動療法であり、社会生活を営む全ての人に必要かつ有益な訓練とされている。SST に

はいくつかの方法があるが、最も普及しているのは基本訓練モデルと呼ばれている方法である（図

表 資 22－１左）。基本訓練モデルによる SSTでは、目的・方法の説明、ウォーミングアップ、宿題

の報告の後、ロールプレイを用いた訓練を行う。ロールプレイを用いた訓練では、各メンバー（参

加者）の希望の実現、目標達成に向けた練習場面を設定し、予行練習のロールプレイ（ドライラン）

の後、リーダー、コ・リーダー、他のメンバーは、そのロールプレイにおいてよかった点（正）の

フィードバックを行った後、さらによくするための工夫として改善点を提示し、必要に応じ、リー

ダーや他のメンバーがその改善点を取り入れたモデルのロールプレイを行う。その後、ドライラン

を行ったメンバーが改善点を取り入れたロールプレイを実施し、最後に、改善点に焦点を当てた実

際の生活場面におけるスキルの活用が宿題として設定されるというのが基本的な流れとなる。 

 

図表 資 22－１ 基本訓練モデルとステップ・バイ・ステップ方式の SSTの流れ 

（出所）障害者職業総合センター（2013）より抜粋 

 

本研究では、障害者職業総合センター（2013）の調査研究をもとに、ベラックら（2005）による

ステップ・バイ・ステップ方式の SSTを採用した（図表 資 22－１右）。ステップ・バイ・ステップ

方式による SSTでは、対象者が訓練する技能（スキル）の内容をその場で選択する基本訓練モデル

とは異なり、SST の実施前に対象者に実施するアセスメント面接の結果をもとに、カリキュラムメ

ニューを作成する。また、基本訓練モデルでは予行練習として、対象者の普段のやり方によるロー

ルプレイが行われるのに対し、ステップ・バイ・ステップ方式の SSTでは、ロールプレイ前にスキ

ルを学ぶ意義の説明を行い、スキルをいくつかの要素に細かく分けたステップについての話合いが

行われる。その後、リーダーによる適応的なモデルを観察学習した後、各メンバーがロールプレイ

を実施する。なお、メンバーのロールプレイ以降の手順については、基本訓練モデルと同様の流れ
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となる。ステップ・バイ・ステップ方式の SSTを実施する際、スキルを細分化したステップを示す

ことは、認知機能障害のある者にとって学びやすさにつながり、障害者を支援する立場の者にとっ

ては、障害者の課題や指導のポイント等を把握しやすいというメリットがある（障害者職業総合セ

ンター, 2013）。 

 

２ SSTを活用した人材育成プログラム 

 SST を活用した人材育成プログラムは、障害者社員のコミュニケーションスキル及び支援者社員

の障害者支援スキルの向上を支援することを目的としている。 

SST の効果の指標とされるスキルの般化（ある場面で獲得された技能を、それ以外の場面でも使

えるようになること）のためには、SST 以外の場でも、SST のセッションや SST で保証されたコミ

ュニケーションの構造が一貫して維持されていることが重要となる。SST は、セッションにおける

学びと日常生活場面におけるトレーニングが一体となってはじめて効果を発揮するが、日常生活に

おけるトレーニングには支援者社員の支援が不可欠である（図表 資 22－２）。支援者社員が効果的

な支援を行うためには、障害者社員の障害特性を理解し、SST で実践されている支援方法を習得す

ることが必要となる。そこで、本プログラムは、支援者社員に対する障害者支援スキル向上のため

の研修（パートナー研修）を SST と並行して実施する構成となっている。SSTにて障害者社員はコ

ミュニケーションスキルを学び、パートナー研修にて支援者社員は障害者支援スキルを学ぶ。そし

て職場において、それぞれ学んだスキルのトレーニングを行い、相互作用的にスキルの向上を図っ

ていくことにより、互いの自己効力感も向上するという考えをもとにプログラムは構成され、調査

研究においてもその効果が確認されている（障害者職業総合センター, 2013）。 

 

研修での学びと日常生活におけるトレーニング

今日のスキル 講義＆解説・質疑
トトレレーーニニンンググ ききっっかかけけ＆＆

強強化化

ＳＳＳＳＴＴ
（（障障害害者者社社員員））

ﾊﾊﾟ゚ｰーﾄﾄﾅﾅｰー研研修修
（（支支援援者者社社員員））

スス
キキ
ルル
ＵＵ
ＰＰ

日日常常生生活活

スス
キキ
ルル
ＵＵ
ＰＰ

ココミミュュニニケケーーシショョンン
ススキキルルのの学学習習

障障害害者者支支援援ススキキルルのの
学学習習 ススキキルルトトレレーーニニンンググ

トトレレーーニニンンググ
ききっっかかけけ＆＆

強強化化
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図表 資 22－２ SSTを活用した人材育成プログラムが効果を発揮する仕組み 

３ 本研究における SSTを活用した人材育成プログラム 

 SST を活用した人材育成プログラムにはいくつかの実施方法があるが、本研究においては、障害

者職業総合センター（2016）が行った以下の方法を応用し、実施した。この方法は、SST を活用し

た人材育成プログラムの効果を維持、向上させるため、支援者社員による SSTの自主的、発展的運

営に対する事業主のニーズに応え、実施されたものである。この方法では、外部講師による SSTの

セッション（本セッション）に、支援者社員がリーダー、コ・リーダーとなり実施する SSTのセッ

ション（ブースターセッション）を加えた二段構えで実施する（図表 資 22－３）。 

具体的な手続きとしてはまず、本セッション開始前後に、支援者社員に対してその日の SSTのセ

ッションの解説、質疑応答等を実施する。本セッションのリーダーは研究員が、コ・リーダーは支

援者社員１名が担当し、それ以外の支援者社員は見学参加とする。本セッションの後、支援者社員

は自社の社員を対象としたブースターセッションを実施する。なお、本セッションの後、最初に実

施するブースターセッションには研究員も参加し、進行をサポートする。リーダー、コ・リーダー

以外の支援者社員は見学参加とし、ブースターセッションの前に実施する予行練習ではメンバー役

を担当する。 

ブースターセッションを加えたこの方法では、SST の基本構造（モデルの観察学習、ロールプレ

イの実践、フィードバックという一連の手続き）を、支援者社員のスキル向上を目的としたプログ

ラムに取り入れている。すなわち障害者社員がモデルのロールプレイを観察学習した後、自身もロ

ールプレイを行い、フィードバックを受けることにより、コミュニケーションスキルの向上を図っ

ていくように、支援者社員も本セッションにおける観察学習後、セッション及び日常生活場面にお

いて、障害者支援スキルを実際に用いる。その結果としての障害者社員のコミュニケーションスキ

ルの変化は、支援者社員に対するフィードバックとなる。加えて、ブースターセッション終了後に

は研究員及び見学参加した支援者社員からの正のフィードバックも行い、質疑応答を通して改善点

のフィードバックも行う。また、研究員が参加しないブースターセッションについても、次回の本

セッション前後の質疑応答等の時間において、各社における SSTの実施状況を確認し、それに対す

るフィードバックを実施する。このように、研修による学びと日常生活場面におけるトレーニング

の繰り返しにより、障害者社員のコミュニケーションスキルと支援者社員の障害者支援スキルの向

上をより効果的に支援する仕組みとなっている。 
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※ 黒丸は支援者社員、白抜き丸は障害者社員、網掛け丸は研究員を示す。 

  ブースターセッション（a）：本セッションの後、最初に実施されるブースターセッションを示す。 

図表 資 22－３ 本研究におけるプログラムの構成 
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今日のスキル

―――――
―――――

今日のスキル

―――――
―――――

研究員
（リーダー）

支援者社員
（コ・リーダー）

研究員
（補助）

支援者社員
（リーダー、
コ・リーダー）

障害者社員
（メンバー）

支援者社員
（見学）

今日のスキル

―――――
今日のスキル

―――――

自自社社でで実実施施すするるブブーーススタターーセセッッシショョンン（（ａａ以以外外））
（（支支援援者者社社員員ががリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーをを担担当当））

本本セセッッシショョンン前前後後にに実実施施
（（事事前前打打ちち合合わわせせ、、解解説説・・質質疑疑応応答答等等））

本本セセッッシショョンン
（（研研究究員員ががリリーーダダーーをを担担当当））

ブブーーススタターーセセッッシショョンン（（ａａ））
（（支支援援者者社社員員ががリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーをを担担当当））

1

２ ４

５

３

1

２
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研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

 

研修にご参加いただき、ありがとうございます。 

さらなる研修の質の向上のために、参加者の皆様にアンケートを実施しております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願えま

すと幸いです。 

 

 

１１．．今今回回のの研研修修ににつついいてて満満足足ししてていいまますすかか。。  

 

□ 大変満足   □ 満足   □ どちらとも言えない  □ やや不満   □ 不満 

 

２２．．今今回回のの研研修修にによよりり、、障障害害者者雇雇用用やや就就労労支支援援にに関関すするる理理解解のの深深ままりりやや広広ががりりははあありりまましし

たたかか。。  

 

□ あった          □ どちらとも言えない         □ なかった 

 

（（「「ああっったた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな変変化化ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

３３．．今今回回のの研研修修でで役役立立っったたとと思思わわれれるる内内容容をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ SST概論 

□（SSTの背景となる）社会的学習理論       

□ 認知機能障害                  

□ アセスメント面接                

□ ①研究員がリーダーを担当した第 1グループの SST 

□ ②支援者社員が担当した第 2グループの SST 

□ ①②の前後の解説及び質疑応答 

□その他（                              ） 

  

次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  
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４４．．今今回回のの研研修修でで学学んんだだここととににつついいてて、、職職場場ででのの活活用用ははあありりままししたたかか。。  

 

□ 活用した   

□ まだ活用していないが、近い将来、活用を予定している  

□ 活用の予定はない 

 

（（「「活活用用ししたた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな活活用用状状況況とと効効果果ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

具具体体的的なな  

活活用用状状況況  
  

活活用用ししたた  

効効果果 
 

 

（（「「活活用用のの予予定定ははなないい」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 活用する場面がない（なかった） 

□ 活用する時間がない（なかった） 

□ 活用したいがその方法や手順がわからない（わからなかった） 

□ 考え方は参考になるが、すぐには活用できない 

□ 活用する価値を感じない（感じなかった） 

□ その他（                                ） 

 

  

  次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  
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５５．．今今回回のの研研修修のの内内容容をを社社内内でで伝伝ええたたりり、、成成果果をを還還元元ししままししたたかか。。  

 

□ はい       □ いいえ 

 

（（「「いいいいええ」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））そそのの理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 機会がなかった 

□ 時間がなかった 

□ 内容を十分理解できていなかった 

□ 自信がなかった 

□ その価値を感じなかった 

□ その他（                             ） 

 

６６．．最最後後にに、、本本研研修修ににつついいててののごご意意見見・・ごご要要望望ががあありりままししたたららおお聞聞かかせせくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 差差支支ええののなないい範範囲囲でで、、おお勤勤めめ先先、、おお名名前前、、ごご連連絡絡先先をを教教ええててくくだだささいい。。  

おお勤勤めめ先先   

おお名名前前   

ごご連連絡絡先先  
TTeell::    

EE--mmaaiill::  

 

ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
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第４章第４節２ 全研修終了後のアンケート調査結果 

 

図表 資 24－１ 研修全体の満足度についての回答数及び回答割合（①） 

 大変満足 満足 
どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

満足度（n=6） 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

図表 資 24－２ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の変化 

についての回答数及び回答割合（②） 

 あった 
どちらとも 

言えない 
なかった 

研修による理解度

の変化（n=6） 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

図表 資 24－３ 研修で役立った項目についての回答数及び回答割合（③） 

 SST 概論 
社会的学習 

理論 
認知機能 

障害 

アセス 

メント 

面接 

①研究員が 

ﾘｰﾀﾞｰを担当 

した第1 

ｸﾞﾙｰﾌﾟのSST 

②支援者社員

がﾘｰﾀﾞｰを 

担当した 

第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

のSST 

①②の前後

の解説及び 

質疑応答 
その他 

研修で役立った 

項目（n=6） 

※複数回答 

4 66.7% 4 66.7% 5 83.3% 4 66.7% 6 100.0% 6 100.0% 4 66.7% 1 16.7% 

 

 

図表 資 24－４ 研修内容の活用の有無についての回答数及び回答割合（④） 

 活用した 

まだ活用していない

が、近い将来、活用

を予定している 

活用の予定はない 

研修内容の活用の

有無（n=6） 
6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

図表 資 24－５ 研修内容の成果の還元についての回答数及び回答割合（⑤） 

 はい いいえ 

研修内容の成果の

還元（n=6） 6 100.0% 0 0.0% 
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図表 資 24－６ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の具体的な変化についての 

自由記述回答（②-２） 

サポートする従業員、本社機能が充実し、団結力が高まった。 

ウォーミングアップの言動により、個々の障害特性が見えてくるということをお聞きし、仕事（作業）以外の場面でも、注意

して観察する意識を持つことができました。 

日々の業務指導について、個々の障害特性をしっかりと行ったうえで指導することの重要さを再確認することができました。

まだ、大きな変化は出ていないのですが、日常会話にSST を取り入れ、社員と話すことを意識しています。 

障害者社員の新たな一面に気づけたこと。 

障害者社員個々人との関わりの中で、本人の個性や特徴を考察することができた。指導員と障害者社員障害者社員の交流とし

ても意味があると思う。 

障害者社員の行動、言動に対して、より深く着眼点の持ち方と対応により、指導する幅が広がったこと。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 

 

図表 資 24－７ 研修内容の活用状況と活用の効果についての自由記述回答 （④-２） 

活活用用状状況況 活活用用のの効効果果 

教育制度として取り入れた。 ３年目以上の障害者社員にコミュニケーションスキルを学ぶ

機会を提供することができ、コミュニケーションについて話

す機会が増えた。 

いろんな人から話しかけられることが多くなった。 

上司と部下、同僚間など、コミュニケーションの場面で話の

内容だけでなく、スキル、ステップの習得・活用に着目する

ようになった。 

感覚的にコミュニケーションの得手、不得手を判断していた

が、そこに一つの基準となる目安ができた。今後、教育、育

成のポイントを考えやすくなった。 

社内講師を育成し、各事業所にて SST を実践する活動を行

っている。 

一部の事業所では、SST に対して、社員一人ひとりの意識が

高まり、自ら積極的に日常に SST を取り入れている様子が

見られる。結果、職場全体がすごくよい雰囲気になった。 

違う障害者社員に向けて同じ研修を実施した。 育成に一役買っていると思う。 

・受講した障害者社員は積極的にスキルを活用してくれてい

る。 

・指導員等の管理層も、SST を活用している障害者社員の姿

勢を認め、よい雰囲気づくりのきっかけとなっていると思う。 

・職場の雰囲気が明るくなった。 

・管理層と障害者社員のコミュニケーションが活発化した

（ハードルが下がった？） 

障害者社員のみで、清掃治具の活用と運用方法について、ミ

ーティングを実施しました。司会はSST 研修受講者で、ミー

ティングの進行を任せました。 

意見を出した障害者社員に対して、SST研修で学んだステッ

プを活用して、話の聞き方や、質問の仕方をうまく取り入れ

ていたので、今後も、障害者社員のみのミーティングを実施

していきます。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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図表 資 24－８ 研修全体に関する意見・要望についての自由記述回答（⑥） 

引き続きフォロー体制があると、継続しやすいと思いました。 

意見や要望は特にありませんが、ロールプレイを通し、メンバーの見えていなかった一面が見えたりと、いい機会になりまし

た。ありがとうございました。 

意見、要望ではなく、感想になるのですが、今回のSST を通じて、自分の日常会話や指導時の表現などを見つめ直す機会に

なりました。当初はSST の本質を理解することが難しかったのですが、周囲の協力にも恵まれ、何とか自分なりに解釈する

ことができ、安堵しております。今後は、社内にて積極的に普及活動を進めていき、社員が働きやすい職場づくりに励んでい

きます。ありがとうございました。 

今後も継続的に実施するにあたっての助言があればお聞きしたい。 

基本から様々なことを教えていただき、ありがとうございました。今回の研修会は４回で終わりましたが、職場のよい雰囲気

づくりのためには、普段からSSTで学んだことの活用を続けていくことが重要ではないかと思います。障害者社員だけでな

く、管理層を含めた全員が共通の理解を持って実践していくためにも継続的なSST の実施が有効ではないかと思います。 

まだまだ試行錯誤の段階ですが、よい職場づくりに役立てて行きたいと思います。 

事業所では、本セミナーの内容を教育していたつもりでしたが、やはり「体系的」に教育できていなかったと痛感しました。

本セミナーのように、「体系的」に教育することで、各障害者社員の理解した上での実践を通して、今後のさらなる成長に寄

与したいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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第４章第４節２ 全研修終了後のヒアリング調査結果 

 

図表 資 25－１ 支援者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・自分のコミュニケーションを楽に・円滑にするためのトレーニング。 

・コミュニケーションスキル（話す、聞く、伝える）を武器として活用できるようにするトレーニング。 

・本人の目標を達成するために行うコミュニケーションスキルのトレーニング。 

・実践的なコミュニケーションに関する研修で、座学には限界のある障害者には有効なOJT的な研修。 

・理論を実務に落とし込んでいくことができる研修。 

・メンバーとともにリーダー、コ・リーダーがコミュニケーションを高めていくことができる研修（一番成長

できるのはリーダー）。理論を学び、実践トレーニングができる有効な訓練で、同じ目標に向かって全員が向

かっていくことが重要。 

・障害者社員と支援者社員をともに育てていくことができる研修。 

・コミュニケーションスキルのトレーニング。 

障障害害者者支支援援ににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・相手をよく観察し、よいところを見つけ、それを強化すること。 

・相手のよいところを見つけ、具体的に褒めること。 

・個人の特性（どういったところに「生きにくさ」を感じるか）を理解すること。 

・相手が何を伝えたいかを、まず聞くこと（積極的な傾聴）。障害特性を理解すること。 

・学んだことを実践させること。強化すること。 

・認知機能障害に配慮すること。支援者社員が共通認識を持って支援すること。 

SSSSTTののリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーととししててのの自自身身及及びび他他者者のの変変化化  

・（自身）最初はメンバーのロールプレイに対するフィードバックが思いつかず、引き出しも少なかったが、

２、３回目になると，リラックスしてきたからか、定型的な文言ではなく、ゆとりをもったフィードバック

ができるようになったと同時に視野も広がった。（他者）最初は緊張・プレッシャーを感じているようで台本

どおりの進行であったが、セッションを重ねる中で慣れていき、自分の頭で考えた言葉でセッションを進行

できるようになっていた。もともとコミュニケーションスキルの高い人であったが、回を重ねる中で、その

バリエーションが増えていった。 

・（自身）メンバーの反応に対し、臨機応変な対応ができるようになっていった。（他者）進行が的確になり、

理解させながらも上手くまとめる運営ができるようになっていった。 

・（自身）難しさは拭えないが、回を重ねる中で、メンバーの小さな変化に気づくことができるようになった。 

（他者）メンバーの反応により、自分の対応を微調整できるようになった（台本どおりではない対応ができ

るようになった）。説明にアレンジが効くようになり、グループに応じた進行が行えるようになった。 

・（自身）指導計画を自分なりに咀嚼し、グループに応じたアレンジができるようになってきた。（他者）回を

重ねるごとにスムーズに、流暢に進行していくことができていた。 

・（他者）回を重ねるごとにスムーズに進行できるようになり、メンバーのロールプレイに対するフィードバッ

クのバリエーションも増えていった。 

・・（自身）メンバーの反応に敏感になり、それに対応できるようになった。（他者）自分の言葉で話ができるよ
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うになった。 

 
  

メメンンババーー（（障障害害者者社社員員（（MM11～～MM55））））のの変変化化  

（M1～M5の変化については、図表 資25－３に記載）  

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・障害者社員を評価するときの一つの基準を持つことができ、よいところ（強化のポイント）を探しやすくな

り、褒めるという行動が増えた。これまで、仕事をしながら障害者社員の話を聞くことがあったが、話を聞

くときは手を止め、相手に視線を向けるようになった。障害者社員は程度に差はあるが、それぞれがSSTで

伝えられたコミュニケーションスキルを使う際のポイントを意識して話をするようになった。 

・よいところを見つけ、褒める回数が増えた。メンバーは自ら積極的に話しかけるようになり、同僚、上司と

コミュニケーションが増えた。 

・メンバー個人それぞれが人の話をよく聞くようになり、意見交換が活発になった。 

・障害特性等のアセスメントの方法、質問を促すための話し方の工夫についての理解が深まったことで、スム

ーズに面談を行うことができるようになった。支援者社員は日々の練習の支援を積極的に支援し、褒めると

いう行動が増えた。障害者社員の中には、家庭でも学んだスキルを活用している人もおり、積極的にコミュ

ニケーションをとる場面が増えた。 

・「相手の気持ちを汲んだ上で自分はこう思う」というコミュニケーションの取り方になった。障害者社員との

コミュニケーションに苛立ちを覚えることもあったが、障害の特性を理解し、「何を伝えたいか」を考えるよ

うになったことで、理性的に接することができるようになった。メンバーはスキルを活用する際の声の大き

さ、視線の合わせ方を意識してコミュニケーションをとることが増えた。 

・積極的傾聴のスキルを意識して使うようになった。家庭でも子どもの無邪気な反応に傾聴のスキルで対応で

きるようになった。支援者社員は学んだスキルを積極的に学んだスキルを活用し、障害者支援にあたるよう

になった。 

・コミュニケーションをテーマとし、人と話をすることが多くなった。支援者社員は総務部で自分が担ってい

る役割を理解し、自分を頼ってくれることが増えた。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・家庭生活においても、子どものふとした行動の変化に目が行くようになり、関係がよくなったように感じる。

障害者社員は指導員に話しかける際の恐る恐る感が減ったように感じる。研修を受講していない指導員も、

「ありがとう」という言葉で終わらず、良かった点を伝え、強化（褒める）することが増えたことにより、

職場内のコミュニケーションが活性化した。他事業所の支援者社員との結び付きが強くなった。 

・プライベートでもスキルを使い、効果を感じている。経験で培ってきた支援方法の裏付けとなる理論を学ん

だことで、視野が広がり、ゆとりをもって人と接することができるようになった。 

・支援者社員間のコミュニケーションが増え、関係が深くなった。 

・家族に対しても自分の気持ちを伝えられることができるようになり、理解してもらえるようになったことで、

トラブルが減った。また、職場でも気持ちのよいコミュニケーションが増えた。 

・相手のよいところを褒める、相談しやすい雰囲気をつくる、修正のフィードバックなど、職場だけでなく、

日常生活の子育て等にいかせていると感じる。職場内のコミュケーションの齟齬が少なくなり、気持ちよく

仕事ができるようになった。 

・支援者社員と総務の結びつきが強くなり、一体となった支援ができるようになり、ともに研修を受け、共通

の知識を得たことで、会話がしやすくなった。障害者社員と支援者社員のコミュニケーションが増えた。 
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図表 資 25－２ 障害者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル１１  

（（反反応応））  

SSSSTTのの満満足足度度ににつついいてて（（５５段段階階評評定定））  

「大変満足」「満足」「どちらでもない」「不満」「大変不満」の中から全員が「大変満足」を選択  

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・ソーシャルスキルトレーニング。先輩社員として活躍できるスキルを学ぶ。 

・お願いごとをしたり、社会人として人付き合いに必要なスキルを学ぶ。 

・自分の生活に役立つ（コミュニケーションがとりやすくなる）訓練。 

・人とのコミュニケーションを学ぶ。 

・自分の考えや用件の伝え方を学ぶ。 

ココミミュュニニケケーーシショョンンににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・視線や体の向きを相手に向けること。 

・視線の合わせ方、相手の話を聞くときのキーワード復唱。どのようにしたら自分の求めているこ

とを聞き出せるか。 

・視線、表情、話し方の工夫。相手と自分の気持ちを伝えられるようなコミュニケーションを心掛

けること。 

・シンプルに伝えること。 

・相手の目を見ること。相手との距離。 

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・すらすらと話すことができるようになった。表現力が豊かになった。相手のよいところを見つけ

ようとするようになった。頼みごとや指示を出すときにスキルを使えるようになった。相手にも

自分の気持ちが伝わるようになった。弟を起こす時など、日常でもSSTで学んだスキルを使う

ようになった。指導員（支援者社員）は気持ちを伝えられた時などには褒めてくれ、それによっ

て、継続のモチベーションが上がった。他のメンバーも作業のミスを注意するときに視線に気を

付けるなどスキルを使っている。 

・相手を尊重したり、受け入れられるようになった。質問するようになった。指導員（支援者社員）

は言葉使いが良くなった、声の調子がよかったと褒めてくれることが多くなった。 

・いろいろな人に話しかけられるようになった。職場で声をかけたり、指示をだしたりしやすくな

った。職場以外でも、いつもより明るく話すように心がけるようになった。指導員（支援者社員）

の話し方がわかりやすくなり、SST で学んだスキルを活かしていると感じる。アドバイスや褒

めてくれることも多くなった。 

・作業指示をシンプルに伝えられるようになった。頼みごとのスキルを役立てている。後輩にも「相

手をほめる」スキルを使って、意識して気持ちも伝えるようになった。指導員（支援者社員）は

「頼りになる」との評価を多く与えてくれるようになった。 

・相手の顔を見るよう心掛けるようになった。コミュニケーションをとることが増えた。相手の話

を最後まで聞けるようになった。作業の内容がしっかり理解できるようになり、後輩にも仕事を

わかりやすく教えることができるようになった。指導員（支援者社員）も「笑顔が増えた」等の

評価をしてくれるようになり、指導員も以前より明るくなった。 

※ 障害者社員がそれぞれの変化について行った自己・他者評価は図表 資25－３に記載。 
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レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・同僚が以前よりも頼ってくれるようになった。周りのメンバーも積極的にコミュニケーションを

とるようになった。昼休みにも話すようになった。事業所の雰囲気がよくなった。 

・頼みごとを断られたときのバックアップスキルを学んだことで、頼み事がしやすくなった。メン

バーと親しく話せるようになり、コミュニケーションの幅が広がり、事業所以外の人とも話せる

ようになった。SST 未受講者もコミュニケーションが活発になり、上司とのコミュニケーショ

ンも増え、職場が楽しくなったと感じる。 

・周囲の人がたくさん話しかけてくれ、うれしいと感じる。賑やかになり、職場の雰囲気も明るく

なった。 

・褒められることで余裕が生まれた。訪問看護に来るヘルパーや家族に「コミュニケーションが上

手にとれるようになった」と言われた。後輩社員から話しかけられるようになった。職場内のコ

ミュニケーションが増えた。 

・自分なりに表現することに自信がついた。コミュニケーションが増えた。職場が明るく、良い雰

囲気になった。 
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図表 資 25－３ 研修実施前後の自身及び他のメンバーの変化 

被評価者 

評価者 
Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ Ｍ５ 

Ｍ１ 

すすららすすららとと話話すすここととがが

ででききるるよよううににななっったた。。  

表表現現力力がが豊豊かかににななっったた。。  

相相手手ののよよいいととこころろをを見見
つつけけよよううととすするるよよううにに

ななっったた。。  

視線を向けて、話しかけ

てくれる頻度が増えた。 

目線などに気をつけて、

作業のミスの指摘などを
してくれるようになっ

た。 

しっかりスキルを使って

いた。 

作業について質問した

り、話しかけたりしてく
れるようになった。 

Ｍ２ 
以前は会話が途切れがち

だったが、なめらかに話
すようになった。 

相相手手をを尊尊重重ししたたりり、、受受けけ

入入れれたたりりででききるるよよううにに
ななっったた。。質質問問すするるよよううにに
ななっったた。。遠遠慮慮気気味味だだっったた

がが、、「「駄駄目目ででももととももとと」」とと
頼頼みみごごととががででききるるよようう
ににななっったた。。  

ババッッククアアッッププススキキルルをを

学学んんだだおおかかげげでで、、頼頼みみ事事
ががししややすすくくななっったた。。  

無口だったが、自分から

話すようになったと感じ
る。 

頼み方（表情、落ち着い

た言い方）が上手くなっ
た。 

遠慮がちだったが、積極

的になった。話せる人が
少なかったが、ＳＳＴを
経て増えた。自信が顔に

表れていて、頼もしいと
感じる。 

Ｍ３ 
もごもごして暗い印象だ

ったが、表情が明るくな
った。 

言葉の使い方（口調）を

意識しているように感じ
る。 

いいろろんんなな人人にに話話ししかかけけ

らられれるるよよううににななっったた。。  

話している内容がわかり

やすくなった。 

暗い印象だったが、いろ

んな人とコミュニケーシ

ョンをとるようになった
と感じる。 

Ｍ４ 
指示が途切れ途切れにな

っていたところが、スム
ーズになった。 

口調が荒かったが、ソフ

トになった。 

他の人とコミュニケーシ

ョンをとるようになっ
た。 

以以前前ははやややや雑雑だだっったた指指

示示がが、、丁丁寧寧ににななっったた。。  

ネガティブな印象だった

が、自信がついて前向き

に、明るくなったように
感じる。 

Ｍ５ 話し方が明るくなった。 話し方が優しくなった。 
積極的に話しかけてくれ

るようになった。 

班長らしくハキハキと話

すようになった。 

相相手手のの顔顔をを見見るるここととをを

心心ががけけるるよよううににななっったた。。
ココミミュュニニケケーーシショョンンをを
ととるる機機会会がが増増ええたた。。自自分分

ななりりにに表表現現すするるここととにに
自自信信ががつついいたた。。  

支援者 

社員ａ 

一番変化を感じている。

来客者に挨拶をすること
すら難しかったが、今で
は作業説明等も行うこと

ができている。自信をも
って積極的にコミュニケ
ーションをとるようにな

り、同僚や上司とスムー
ズに話ができるようにな
った。 

意識してソフトな話し方

をするようになったこと
により、人から話しかけ
られることが増えた。 

特定の人としか話をしな

かったが、いろいろな人
と話をするようになっ

た。休憩時間に雑談を楽
しめるようになった。 

相手に合わせた話し方が

できるようになった。自
信を持って指示等を出せ
るようになった。 

視線を合わせて話ができ

るようになり、表情も明

るくなった。また、人と
の距離を意識してコミュ
ニケーションをとるよう

になった。 

※太字は自己評価 
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第４章第４節３ 「SSTを活用した人材育成プログラム」を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ-Ⅱの前

に実施したワークショップについて 

 

１ ワークショップ参加者 

ワークショップについては、Ｋ社からの広報に対し、応募のあった障害者雇用事業所４社の支援者社

員 10名と教育機関の職員１名の計 11名を対象として実施した。５社の概要等については図表 資 26－

１のとおりである。 

 

図表 資 26－１ ワークショップ参加企業の概要等  

企業ＩＤ K社 Ｌ社 Ｍ社 Ｎ社 Ｏ社 

産業分類 情報通信業 酒類製造業 
輸送用機械器具 

製造業 

その他の事業 

サービス業 

社会保険・社会福祉 

・介護事業 

従業員数 

(うち障害者数) 

２９名 

（24名） 

597名 

（16名） 

358名 

（４名） 

226名 

（186名） 

13名 

（３名） 

設立年 2012年 1949年 2017年 1985年 2016年 

備考 
特例子会社 

 
  特例子会社  

試行協力者数 4名 1名 1名 2名 2名 

 

２ 実施方法 

 2020年 12月に２時間のワークショップを実施した。 

研修資料については、「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー～パートナー研修資料集

～」（障害者職業総合センター,2013）に追加の資料を加え、作成した。研修においては、まずは受講者

に SSTをメンバーの立場で体験してもらい、次に、SSTについての講義を実施した。講義においては、

SSTについての概論、SSTの背景となる「社会的学習理論」、精神障害者、発達障害者、知的障害者、高

次脳機能障害者等に共通してみられる「認知機能障害」等についての説明を行った。最後に、2011年度

～2015年度にかけて実施した「SSTを活用した人材育成プログラム」に関する研究の成果をもとに、本

プログラムの効果等についての講義を行った。 

 

本試行の実施については、ある障害者雇用企業団体が開催したセミナーにて「SSTを活用した人材

育成プログラム」のことを知り、これを自社のみならず、地域の障害者雇用事業所に普及させること

で支援者社員の人材育成を図り、地域の就労支援力の向上を目指したい、また、この取組を活用し、

地域の就労支援ネットワークづくりに役立てたいというＫ社の事業主のニーズがきっかけとなった。

この事業主には、研修プログラムを事業主の指示による開催といったトップダウン式ではなく、支援

者社員のニーズに基づくボトムアップ式で実施したいというニーズもあった。そこで、まずは、「SST

を活用した人材育成プログラム」を地域の就労支援ネットワークの中で実践したいという支援者社員

のニーズを引き出すためのワークショップ形式の研修を実施した。以下、そのワークショップについ

て記載する。 
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３ 実施結果 

 研修終了後、Ｋ社の支援者社員によるワークショップ参加者に対するアンケート調査が実施された。 

アンケート結果によると、ワークショップ・講習の内容について「理解できた」が９名、「どちらかと

言えば理解できた」が２名であった（図表 資 26－２）。また、参加した 11名全員が SSTを「興味深い」

と感じ、「SST を活用した人材育成プログラム」を８名が自社で「単独でも展開したい」、３名が「合同

で展開したい」と回答した。また、「所属団体に導入希望された理由（課題と期待される効果）」につい

ての自由記述には、本プログラムの障害者社員及び支援者社員の人材育成に対する効果、他企業との学

びの機会への期待等に関する記述が見られた（図表 資 26－３）。また、「（SSTは）本人が望んだ上で実

施することに意味があると思う」という SSTを希望志向的に実施することの重要性、「（ほめる行動（強

化）と反復学習を）日頃の支援の中でも即実践していきたい」、「『お互いを評価し合う（相手の行動を強

化する）』ことで、良い職場環境（雰囲気）になる」といった SSTの背景となる社会的学習理論に関する

こと等に関する記述も見られた。 

この結果を受け、Ｋ社の支援者社員より、ワークショップ参加者の総意により、「SSTを活用した人材

育成プログラム」を活用した提案型事業主支援を、地域の障害者雇用事業所を対象として実施したいと

の申し出があり、事業主の希望どおり、支援者社員のニーズに基づく「SST を活用した人材育成プログ

ラム」を活用した事業主支援を実施することとなった。 

 

 

 

図表 資 26－２ ワークショップ終了後のアンケート結果 

 

  

9, 
82%

2, 
18%

ワークショップ・講習内容

理解できた

どちらかといえば理解できた

どちらかと言えば理解できなかった

理解できなかった

11, 
100%

SSTへの興味

理解できた

どちらかといえば理解できた

どちらかと言えば理解できなかった

理解できなかった

8, 
73%

3, 
27%

今後の展開

理解できた

どちらかといえば理解できた

どちらかと言えば理解できなかった

理解できなかった
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図表 資 26－３ ワークショップ終了後のアンケート結果 

 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 

所属団体に導入希望された理由（課題と期待される効果）

1
教育指導の現場では利用者のみでなく保護者、地域の方々（支援者としての立場でも）との高いコミュニケー

ションが必要と考えます。
是非教育機関の研究会として実施できればと思います。

2
創業四年目の若い会社です。障害者雇用もスタートしたばかり。

障害者雇用のみならず、一般の社員にも非常に成長の機会をえることができるプログラムと感じたため。

3
トレーニングすることで、伸ばしていく方がいると感じましたので、支援者としてまず学びたいと思いまし

た。プラス、よりよい職場環境になると期待しました。

4
発達障がいの子ども達が多く通所する施設の中で、指導スタッフも様々な知識をつけ、それを日々子ども達へ

のレッスンに取り入れていきたい。
その為に学習する機会があれば参加し合同で進めていきたい。

5
支援するスタッフに学んでもらいたい内容のため平日日中での開催を希望します。本日はありがとうございま

した。

6
大変興味深く、勉強になる研修でした。今回の様に他社の方と学ばせていただくのも貴重ですし、会社として

も学びが大きいと思います。
今回の様な機会がありましたら、ぜひ参加させて頂きたいです。本日はありがとうございました。

7
様々な障害の方がおり、コミュニケーションによる問題も多く発生していることと、

支援者（本人だけでなく）も　というところが、自社でも（多人数のため）実施できるとよいと思いました。

8
他企業様の支援の方と意見交換しながらトレーニングを進めさせていただけると、より学びも深まるのではと

思いました。

9
大変勉強になりました。社内でも日頃の支援の中でも即実践していきたいと思います（褒める行動と反復学

習）。ゆくゆくは社内でもSST講習を運営していけるよう今後もこういった学びの機会を継続できるとよいと
感じました。ありがとうございました。

10

現状コミュニケーションに課題感のあるメンバーが複数いるため。ただし研修でもあったように本人が望んだ

上（アセスメント面談）で実施することに意味があると思うので、その認識をしていくことが必要だと感じ
た。実際のワークショップでの「お互いを評価し合う」ことで、よい職場環境（雰囲気）になることを期待し
たい。

11
他社もとても興味を持ってくれていたので、希望があれば合同で展開し、当該地域の障害者雇用の強化ととも

にネットワークを広げたいです。
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第４章第４節３ 全研修終了後のアンケート調査結果 

 

図表 資 27－１ 研修の満足度についての回答数と回答割合（①） 

 大変満足 満足 
どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

全体 

（n=13） 
11 84.6% 2 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表 資 27－２ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解の深まりや広がりについての 

回答数と回答割合（②） 

 あった 
どちらとも 

言えない 
なかった 

全体 

（n=13） 
12 92.3% 1 7.7% 0 0.0% 

 

図表 資 27－３ 研修で役立った項目についての回答数と回答割合（複数選択形式）（③） 

 SST概論 

（SSTの背景

となる）社会

的学習理論 

認知機能 

障害 

アセスメント

面接 

①SSTの本セ

ッション 

②SSTのブー

スターセッシ

ョン 

①②の前後の

解説及び質疑

応答 

その他 

全体 

（n=13） 
7 53.8% 5 38.5% 2 15.4% 5 38.5% 11 84.6% 7 53.8% 12 92.3% 1 7.7% 

講義 

参加 

（n=10） 

7 70.0% 5 50.0% 2 20.0% 5 50.0% 8 80.0% 4 40.0% 9 90.0% 1 10.0% 

※ 13名中３名は、「SST概論」、「社会的学習理論」、「認知機能障害」、「アセスメント面接」の４項目を

取り扱った講義に不参加であった。 

 

図表 資 27－４ 研修内容の活用についての回答数と回答割合（④） 

 活用した 

まだ活用していないが、近い

将来、 

活用を予定している 

活用の予定はない 

全体 

（n=13） 
10 76.9% 3 23.1% 0 0.0% 

 

図表 資 27－５ 研修内容の社内への還元についての回答数と回答割合（⑤） 

 はい いいえ 

全体 

（n=13） 
11 84.6% 2 15.4% 
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図表 資 27－６ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の 

具体的な変化の内容についての自由記述回答（②-２） 

今までは、こちらから予測して、前もって対応をしていたが、それでは本人の根本的な困りごとへの解消には

至っていないと気づいた。今後は、様子がおかしい、何か困っているのかなと感じても、まずは相手の出方を

見守ろうと感じました。 

障害別にどのような点で困り感があるのか、スキルが足りていないのか、について具体的にご説明いただける

ことで、自身の面談時の問いかけ方や上司への依頼の仕方などが変わってきたと感じている。 

また、沈黙の意味を知ることの重要性を学んだ。本人に問いかけることやどこまでも待つ姿勢を見せることで

発言・行動を引き出せることなど、つい先回りして助けてしまいがちな点を意識でき、修正するきっかけにな

った。 

支援をする際に、何でも手取り足取りしてあげるのもよくないとは思っていたが、その加減がわからなかっ

た。何かを支援するときや教えるときに、それをするとどう役に立つのかなどをしっかり定義づけすること、

役立つと思えるように導くことが大事なのだと気付きました。 

強化、評価する方法が理解、意識することで障害者が、いきいきと成長する姿が見られた。 

挨拶や業務上のコミュニケーションの向上ができた。 

障害のある方との関わりにおいて、つい先回りしてフォローしがちだが、自分の言葉で伝えていただくこと、

それができるようにきちんと待つことが大切だと知り、できるだけ関わりの中で待つようになりました。 

私自身、障害のあるメンバーが抱えるコミュニケーションの難しさについて、「それが特性なんだ」と思いこ

み、そこを強化しようという意識が薄かったように思います。今回、 SST セミナーに参加させていただき、

まずは障害のあるメンバー本人が自らのコミュニケーションの課題を知り具体的に取り組んだことで、変化・

成長がみられ、私の思い込みがとても勿体ないことだったのだと気づかされました。 

人と話をすることが苦手なメンバーが、人前に立って業務を教えられるようになったことに大きな変化を感

じました。 

障害者の方へ業務指示や業務における間違いを正す際に、1つ依頼をするときには、1つよいポイントを付け

て依頼や間違いを正すようにした。 

1つよいポイントを付け足すことによって、業務管理をするうえで、障害者の方をよく観察するようになり、

障害の特性や個々人の理解が深まった。 

弊社は障害者の就業を目指し、学童期の年齢からの就労に向けて日々活動をしていますが、大人の障害のある

方がどのようなことに課題を持っているのか、またそれに対してどのような支援をしたら良いのか等を学ぶ

とてもよい機会になりました。 

就労後においても、SST に取り組むことで、その方の課題が明確になり、また本人も課題を自覚し、改善し

ようとする意識が芽生えていくことが実践を通して、気づけた。 

頼みごとをする、相手の気持ちを受け入れることのSSTを受け、自分も相手もお互いが気持ちよくコミュニ

ケーションを図るためのスキルを意識して活用することができ、職場での円滑な行動ができるようになった。

自分が実践して感じたことを踏まえて、支援する側として、どのように障害者に伝えることで理解が深まるか

という方法を具体的にイメージすることができ、支援に広がりができた。 

何のためにSSTで学んだのか（SSTの必要性）を念頭に置いて、会話や働きかけを行うようになりました。

また夢（将来のなりたい姿）を共有しながら仕事をするようにもなりました。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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図表 資 27－７ 研修内容の具体的な活用状況と活用の効果についての自由記述回答（④-２） 

活活用用状状況況 活活用用のの効効果果 

自分自身が社員に対して研修を行う際に、「言い切りの

かたち」を意識して話すようにした。実際使ってみる

と思っていたより難しく、普段自分がいかに「言い切

りのかたち」を使えていなかったかが実感できた。 

「～だと思います」「～だと感じています」といったか

たちで終わるのではなく、言い切ることによってより

強調することができ、必要なことなんだ、そうしてい

くべきだと感じていただけたかなと思いました。 

社内でもブースターセッションを行うことで、コミュ

ニケーションスキルを学ぶ機会になった。また、それ

に伴う面談等も定期的に行うことができた。 

視線や仕草、声のトーンなどを意識しての言動が増え

た。 

参加メンバーの意識や姿勢の変化 

例：受動的なコミュニケーションをする人が能動的な

コミュニケーションも少しではあるが、できるように

なった。 

何を聞いても「わからない」または無言だったが、部分

的にではあるが皆の前で発言できるようになった。 

声のトーンなどを意識することで、伝わり方が異なる。

（疲れている時こそ口角を上げて笑顔を意識！など実

践中です） 

SSTのセッションを受けたスタッフが事業所にて、利

用者さん向けにSSTのセッションを実施した。 

支援者へ話しかける時のサインや、人に気持ちを伝え

る時の手順の踏み方などを理解して実践する人が出て

きた。また、支援員が改善を促すときも「SSTでもや

ったことある事かな？」と話をするきっかけとなって

いる。 

障害者と会話するときに、「強化」を意識したコミュニ

ケーション。 

強化した行動は喜んで繰り返すようになった。 

日頃の障害者社員との関わりにおいて、「待つ」ことと

「強化する」ことを取り入れるようにしています。 

特に「強化」に関して褒められた分同じ行動が増える

様子が見られるなどの効果を感じています。 

社内での SST 研修はまだ実施できていませんが、日

ごろのコミュニケーションの中で、即時フィードバッ

クやグッドモデル・バッドモデルの実演をやってみま

した。 

例）相手が仕事中にあまりよくない声掛けの仕方をし

た 

⇒私がグッドモデル・バッドモデルを実践し本人も実

践。即時良かったところを褒め、強化した。 

即時にフィードバックをもらうことで、「この行動が良

かった」と具体的に理解し、次に質問する際には意識

した行動ができていました。 

SST で相手を褒めるときに具体的にどこがよかった

のか相手に伝える点を現場で実践した。事業所では、

帰りの会で子どもたちに「１日頑張ったことや楽しか

ったこと」を答えてもらう場面がある。 

そこでは、いつも「すごい」などの抽象的な一言と拍手

をするだけで終わってしまっていたが、一人ひとりに

対して具体的にコメントを伝えるようにした。 

頑張ったことに対して、みんなの前で先生から具体的

にコメントをもらい褒めてもらうことで子どもたちの

肯定感も上がっている様子だった。 

また、スタッフが「〜くんの〇〇がよかったね」と伝え

ると、周りの子どもたちも「そうだね」等と共感する姿

も見られ、褒められた子どもはより嬉しそうにする姿

が見られた。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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活活用用状状況況 活活用用のの効効果果 

• セミナーでスタッフが学んだことをいかし、就労移

行支援事業所および放課後等デイサービスにおいて、

SST研修の実施を行った。 

• 講師からの日々の言葉がけに関するアドバイスに

ついて、スタッフ間でその意図と共に共有し、日常の

場面でいかせるようにした。 

・スタッフが、より生徒の特性を把握した上で、感情

的になることなく、言葉がけをしようという意識が強

まった。 

・生徒に対しての効果は、日常の中で目立って見えて

きているものはまだないが、研修の間では、お互いの

プラスの気持ちを伝え合うことで、互いの関係性にプ

ラスの効果が見られた。 

• 相手からフォローや手助けをしてもらったときに

きちんと感謝の言葉と、具体的な気持ち（助かった、嬉

しかったなど）を伝えるように心がけた。 

• 相手に頼みごとをする際に、状況にもよるが、「～

お願いできますか？」ではなく、「～お願いします。」

と断定した表現を活用している。 

相手とのコミュニケーションが以前よりもスムーズに

進んでいるように感じている。そのことにより、自分

自身も自信がついてきて、より積極的な関わりや業務

への取組ができている。 

職場研修時の緊張緩和や脳活性化を意図して、開始時

に習ったゲームを実施。管理スタッフへの情報共有を

行い、日報に「褒めた回数」「褒められた回数」を今年

度半期10月より導入。 

参加した障害のあるメンバーは終了後も引き続き学ん

だことを実践しており、他者への話しかけを努力して

いることと、視線を合わせたり、笑顔が多くなったと

感じる。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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図表 資 27－８ 研修全体への意見や要望についての自由記述回答（⑥） 

現在の業務状況等ですぐにいかせるものではなかったのですが、タイミングを見て活用したいと思う内容、現

在私が実施している内容やキャッチボールで問題ないと自信がついた部分があり参加でき良かったです。 

指導する必要があるときに良い評価を伝え続けることが難しい部分もあるのでまだチャレンジは続いていま

す。 

第４回からの参加となりましたが、障害者への活用方法はもちろん自分自身も活用できることがたくさんあ

り、学ぶこともたくさんあり、同時に反省することもたくさん感じられた。セミナーで学んだことを従業員へ

広める活動を今後も継続して行っていきたいと思います。 

今回の研修を社内でも広めていきたいが、難しさも感じている。多くの社員に知ってほしいと思っている。（自

身のスキルアップが必要） 

全５回のセミナーに参加させていただき、メンバーの変化が目に見えてわかり、そのとき一瞬ではあっても、

人は常に成長や変化ができるのだと強く感じました。 

その変化を常態化できるような働きかけについて、実践させてもらえるとても貴重な学びの時間をいただい

たと思っています。 

途中からの参加でしたが、参加させていただいて様々な学びがありました。今後就労移行として、社会に出て

働いていく人たちの支援をする中で、SST のセッションでやったような事が訓練時に既にできていると強み

になると感じました。 

オンライン受講時には、カメラの画角が、先生や受講者の顔が見えるようになっていると音以外の状況も把握

して掴みやすいので助かります。 

障害者雇用、支援にとても役立つ知識が身につきました。 

悪いところではなく、良いところに目を向けて関わることは、障害者雇用以外にも必要なことなので、今後の

マネジメントにもいかせると感じています。 

SSTのセッションを今後の業務やスキルアップ研修時に取り入れられるように検討していきたいです。 

長期にわたり、SST のご指導をいただきありがとうございました。 

SST セミナーへの参加により、障害者社員のスキルアップはもちろん、支援者社員のスキルアップも実感す

ることができました。 

また、県内の障害者雇用をしている企業だけでなく、県外のSST を行っていらっしゃる企業ともつないでい

ただいたことで意見交換の幅が大きく広がり、学びや連携が深まったと感じております。 

今後もご指導いただいたことを日頃の支援の中でいかして、障害のある方が働きやすい会社を作っていきた

いです。 

SST 研修に参加させていただいた障害者の皆さんの変化を目の当たりにし、改めて大変有意義な研修をして

いただけたことに、とても感謝しております。 

リーダー、コ・リーダーとして 、私も SST 研修に参加させていただき、なかなか難しく、反省することが

多々ありましたが、 大変学びの多い時間でございました。 

また今後、自社でもSST 研修を実施したいと思います。 

濃密な研修をありがとうございました。 

研修で学んだことを社内でもいかし、メンバー一人ひとりがいきいき働けるよう力を尽くしたいと思います。 

今回のセミナーでは、弊社から障害者の参加はなく、支援者のみの参加であったが、支援者としての伝え方や

関わり方を学ばせていただいた。 

今後は、面談等の機会を通して、長期目標や短期目標を共に考え、働き甲斐を持って仕事できる環境づくりに

取り組んでいきたい。 

また、講師の障害者の方との絶妙な関わりや言葉がけが大変魅力的で、障害者の方がみるみる変わっていく様

子が見てとれた。関わりによってこんなに大きく成長できる様を観察できたことは、今後の支援者としてのモ

チベーションにもつながる。 
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弊社の都合上 1 回目のセミナーのみ現場で参加させていただき、その後は弊社スタッフより研修内容の共有

を受けておりました。 

自社では、小学1年生〜高校３年生を対象にSSTを行う中で、年齢、障害の特性に合わせてどのように進め

たらよいのか等課題がありましたが、今回のセミナーや実際にSST の様子を見ていただきアドバイスをいた

だいて、子どもたちへの声かけの仕方や SSTを指導する姿勢、また改めて SSTの概念について理解を深め

ることができました。 

今回、セミナーで学んだことを今後事業所の方でいかしていきたいと思います。 

障害者雇用における障害当事者、支援者両者の現場の課題を日々見られているからこそのアドバイスをたく

さんいただき、それがとても学びに繋がりました。 

オンラインで参加できるセミナー等がありましたら、ぜひご紹介いただけるとありがたいです。 

今回のセミナーを受講して、普段無意識に行っていることを意識して取り組むことができるようになったの

で、今後も学んだことを振り返り、実践しながら、仕事に反映していけるように取り組んでいく。 

オンラインでの参加環境も充実していけると、より学習の機会が増えていくと感じた。 

同内容のセミナーを開催される際には、新しい支援員等にオンラインで参加させていただく機会を頂戴でき

るとありがたいです。（講師から学んだ内容を寸分漏らさず伝える自信がまだありません） 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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第４章第４節３ 全研修終了後のヒアリング調査結果 

 

図表 資 28－１ 支援者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・メンバーのコミュニケーションスキル、メンバーへの支援スキルの向上の場としても役立つもの。 

・障害のある方が職場でより働きやすくなるためのコミュニケーションのスキルを学ぶトレーニング。 

・コミュニケーションスキルを学ぶ研修。チームとして成長するための研修。 

・コミュニケーションスキルをトレーニングするための研修。（本人が意識しているか否かに関わらず）

苦手とする対人技能を訓練するもの。SSTは本人のストレングスを強化する上で重要。 

・個人の目標を達成するために行うコミュニケーションのトレーニング。 

・自分自身がストレスを抱えないための適切なコミュニケーションの方法を学ぶ場。 

・コミュニケーションの練習をする場。 

・社会に出るために最低限必要なスキルのトレーニング。 

・日常生活の中でコミュニケーションのスキルを学ぶことで、自分も相手も楽に、よい関係を築くため

のトレーニング。 

・コミュニケーションを円滑に進めるためのトレーニング。 

障障害害者者支支援援ににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・本人の強みを見つけ、それをポジティブに伝えること。とにかく体験してもらい、行動に対してフィ

ードバックをすることにより望ましい行動の獲得を支援していくことや、普段の細やかな強化。 

・自信を持たせることが重要だと感じた。 

・認めてあげることや、成功体験を積ませてあげることが重要だと改めて認識した。 

・何がよかったのか具体的に詳しく伝えること。 

・相手の行動の意味を理解し、対応すること。 

・褒め方、誘導の仕方、意見の聞き出し方。障害者支援では、ダメなものはダメだと言わなければ伝わ

らないということ、また、「なぜダメなのか」を自分の言葉で言えるようになる必要があるということ

を感じた。 

・できていることを褒めること。それぞれの発達に合わせた言葉掛けや、間を置くゆとり。 

・すぐに手を差し伸べてしまわず、待ってあげること。 

・すぐに支援の手を差し伸べるのではなく相手の反応を待つこと。 

SSSSTTののリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーととししててのの自自身身及及びび他他者者のの変変化化  

・（自身）メンバーの行動に対して「ありがとう」で済ませることなく、「ここがよかった」と具体的に

伝え、行動を強化できるようになった。（他者）話の内容が具体的になった。 

・（自身）すぐに褒めたり（即時フィードバック）、答えやすい質問の仕方をしたりということを意識す

るようになった。（他者）より自然にセッション自体を楽しむというか，余裕が感じられるようになっ

た。台本ではなく、心から思ったことを発言できるようになった。 

・（自身はリーダー、コ・リーダーは体験せず。）褒める＋更に改善点を呈示する（修正のフィードバッ

ク）ための考え方が早くなったと思う。人前で話すことに対する自信がついていった。 

・（自身）どうしても自分で説明しなくては、という意識が、参加メンバーに積極的に話してもらおうと

いう意識になった。（他者）メンバーの行動に細かく注意を払うようになった。 

・（自身）メンバーの行動に対して「ありがとう」で片づけず、「何がどうよかったのか」等を具体的に

伝えられるようになった。（他者）回を追うごとに会話が滑らかになり、話の内容がしっかりしてきた。

メンバーとの信頼関係もしっかりと築いていっていた。 

・（自身）最初は必死だったが、段々個々のメンバーを冷静に観察できるようになり、本セッションのア

ドバイスの仕方を参考に自分でアレンジして、それぞれに適切なアドバイスができるようになった。 

・（自身）メンバーの特性（個性）が回を追うごとに明確に感じられるようになり、それに応じて次のフ

ィードバックのポイントを絞ることができるようになった。 

メメンンババーー（（障障害害者者社社員員（（ＭＭ６６～～ＭＭ1100））のの変変化化  

（Ｍ６～Ｍ10の変化については、図表 資28－2に記載） 
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レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・障害者社員の小さな行動の変化に気づき、それを強化するようになった。他の支援者社員も同じく強

化をすることが増え、強化の仕方も具体的になった。もともと支援者社員の目標として、1日1回は

各障害者社員に話しかけるという目標があったが、話す内容がより具体的になり、話しかける回数も

増えた。障害者社員でも褒め合うことが増えた。 

・障害者社員の強みを見つけ、褒めることを意識して実践するようになった。支援者社員間の会話の中

でも「強化」という言葉が使われるようになり、障害者社員のよいところを見つけて支援者社員間で

共有し、お互いに強化していこうという意識が強くなった。 

・障害者社員の「よいところを探そう」という視点で関わろうとするようになった。 

・提案型の指導をするようになった。 

・「何がどうよかったのか」「何がどう駄目だったのか」を具体的に伝えるようになった。障害者社員は

褒められた時にそれに対する気持ちを笑顔で返せるようになった。 

・メンバーとして参加した障害者社員は白杖を持つようになり、自分の障害及びそれに対して望まれる

配慮等について話すようになった。 

・望ましい行動をとっている人を褒めることにより、問題行動をとる人の行動を変えていくよう働きか

けるようになった。他の支援者社員は具体的にポイントを絞った話をすること、できていない時に注

意するのではなく、できていることを褒めることが増えた。 

・相手の行動の意味を考えて、対応できるようになった。障害者社員は自己主張がきちんとできるよう

になり、視線や表情から自信が感じられるようになった。 

・障害者社員の特性を踏まえた対応ができるようになった。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・支援者社員間で、ネガティブな視点ではなく、ポジティブなことを伝えようという意識が共有でき、

同じ視点で話ができるようになった。 

・職場内のコミュニケーションが活性化した。 

・障害者社員との関係がより良好になったと感じる。障害者社員が褒められて嬉しそうにする場面が増

えた。支援者社員に相談することが増えた。事業所内では、褒める、感謝するということが活発にな

り、褒め合う文化が形成されていったと感じる。 

・自身が具体的に話をすることにより、障害者社員が同じ間違いを繰り返すことが少なくなった。また、

こちらが積極的に話しかけることで、障害者社員からも話しかけられることが増えた。職場内のコミ

ュニケーション、笑顔が増え、職場全体が明るくなり、活性化した。 

・家庭では、妻の子どもに対して「褒めて伸ばす」関わり方に足並みをそろえた関わり方ができるよう

になった。支援者社員の、障害者社員のよいところに目を向け、それを強化する（褒める）というプ

ラスの関わり方の頻度が増えた結果、障害者社員全体、職場全体のコミュニケーションが向上した。 

・ SSTのセッションを参考に、職場のメンバーに対しても指導がしやすくなった。障害者社員がその

提案を受け入れ、自らの行動を改善してくれるようになった。職場内のコミュニケーションが増えた。 

・研修を受けた先輩社員がアドバイスをくれるようになった。褒められることによって、デイケアで支

援している子どもたちの行動やデイケアの雰囲気が変わった。 

・障害者社員への対応の幅が広がり、他の支援者社員と共通の視点を持って対応ができるようになった。

メンバーとなった障害者社員の変化が他の障害者社員にもよい変化をもたらし、障害者社員間のコミ

ュニケーションが増えた。 

・障害のある子の母として、職場でもこういったトレーニングを受けられることを知り、希望や安心感

を持つことができた。職場内のコミュニケーションが活性化した。 

他他社社ととのの関関係係のの変変化化  

・他社の支援者社員と気軽にメールや電話で情報交換ができるネットワークができた。 

・これをきっかけに定期的に勉強会や情報交換会を行うことを予定している。 

・互いの取組を深く知ることができた。 

・悩みを共有し、問題に対する違ったアプローチを学び合うことができた。 

・共通の視点で話ができるようになった。 
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図表 資 28－２ 障害者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル１１  

（（反反応応））  

SSSSTTのの満満足足度度ににつついいてて（（５５段段階階評評定定））  

「大変満足」「満足」「どちらでもない」「不満」「大変不満」の中から全員が「大変満足」を選択  

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・普段の生活でも役立つ、コミュニケーションスキルの訓練。 

・とても勉強になるもの。 

・職場でのコミュニケーションを円滑にするスキルトレーニング。 

・コミュニケーションスキルを高める実践的な方法。 

・コミュニケーションを上達させるために学ぶこと。 

ココミミュュニニケケーーシショョンンににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・人を褒めること。 

・褒めること、質問すること、頼みごとの仕方。言葉遣い、あいさつ。声の大きさ、視線。 

・自分の気持ちを伝える。言葉の使い方。相手の力をうまく引き出していくこと。 

・相手の目を見ること、相手の様子を見ること。 

・表情やわかりやすい表現で伝えること。 

SSSSTTににおおけけるる自自身身及及びび他他ののメメンンババーーのの変変化化  

図表 資28－３に記載 

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・自分から話しかけるようになった。話す際に、考えこむ時間が短くなった。毎日ではないが、人を褒

めることが増えた。家庭でもSSTで学んだスキルを使うようになった。 

・挨拶は大切と思うようになり、挨拶をしっかりとするようになった。支援者社員はよりわかりやすく

話をしてくれ、褒めてくれることが増えた。 

・人との接し方が変わった。「どうしてそう思ったの？」と質問したりすることで、深い話ができるよう

になった。またSST以外の場でも、SSTで身につけたことが生かせるようになった。一緒に指導員

として働く他のスタッフに対し、「こういうところで困っている」と自身の障害由来の困りごとを伝え

るようになり、プライベートで会う人にも、自分の障害について、どんな手助けが必要なのか伝えら

れるようになった。 

・積極的に質問等ができるようになった。明るい表情を意識して職場でも話をするようになり、人に話

しかけることが増えた。支援者社員は、以前より具体的に話をしてくれるようになり、（自身の行動に

対し）きちんとフィードバックをしてくれるようになった。グループホームでも明るく挨拶をするよ

う心掛けている。 

・相談の中で自分の気持ちを伝えられるようになった。相手の目を見るようになった。支援者社員は、

以前よりも話しやすくなった。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・家族や会社の人と、コミュニケーションをスムーズにとれるようになり、ブースターセッションを一

緒に受講したメンバーから、コミュニケーションを取りやすくなったと言われる。以前よりも褒めら

れるようになった。同僚に「話がはっきりと聞きやすくなった」と言われるようになった。職場の雰

囲気が、以前よりもよくなった。 

・掃除をしていると、スタッフから「ありがとう」と言われたり褒められたりすることが増えた。たま

に家族からも、料理や皿洗いをしていると、褒められるようになった。前より職場内で笑ったり、話

をしたりすることが増えた。 

・デイケアで支援している子どもたちが、自分の意見や気持ちを伝えられるようになった。言葉で「あ

りがとう」等と言うようになった。他の指導員も具体的に褒めることを意識し、また、褒める回数も

増えたことにより、デイケアの雰囲気がソフトになった。就労移行支援事業所で支援をしているメン

バーは積極的傾聴のスキルを活用して話を聞くことができるようになり、自分の意見も伝えられるよ

うになった。一緒に指導員として働く他のスタッフや子どもたちが自分の困りごとに対してさりげな

く支援をしてくれるようになった。 

・話しかけられることが増えた。研修に参加していない支援者社員からも褒められることが増えた。職

場の雰囲気も明るくなったと感じる。 

・面談の際、研修に参加していない支援者社員から、自分の意見をはっきり言うことができていると評

価されるようになった。職場がより楽しくなり、家族からも楽しそうだねと言われることが増えた。 
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図表 資 28－３ SSTのメンバーの変化 

 

 

M－６ Mー７ M－８ M－９ M－10CB3:G13

M-６
目目をを見見てて話話せせるるよよううににななっっ

たた。。

声の大きさが変わり、落ち着

いてはっきり話せるように
なった。

声が大きくなり、はっきりわ

かりやすく話せるようになっ
た。

初回は緊張していたが、５回

目にはあまり固まらずにはっ
きり話せるようになった。

ロールプレイの時に緊張して

いたが、落ち着いた。

M-７

初めは静かで何も話さず考え

込んでいたが、徐々に表情が
変化し、大きな声で話すよう
になった。

声声がが大大ききくくななりり、、目目線線をを合合

わわせせななががらら「「おおははよよううごござざ
いいまますす」」ととああいいささつつががでできき
るるよよううににななっったた。。前前でで演演技技
ををししたた時時、、「「ととててももわわかかりり
ややすすかかっったた」」「「大大ききなな声声がが
出出てていいたた」」とと言言わわれれるるよようう
ににななっったた。。

子供たちの面倒を見る仕事を

しているためか、言葉が上手
でとてもやさしい。人見知り
の自分に、話しかけてくれた
（※スキルの向上は語られ
ず）。

初めはM-６同様に静かで話し

かけたりしなかったが、質
問・感想が上手になり、うま
く詳しく話せるようになっ
た。不愉快な気持ちを伝える
ケースでも。コミュニケー
ションのポスターにある、声
の大きさ、視線がよくなっ
た。

直接話をしたことはないが、

ロールプレイの時、癖なのか
最初はフラフラしていた。し
かしそれを指摘されると、す
ぐに直した。声の大きさもす
ぐに良くなった。声が大きい
と、相手によく伝わる。動き
を止めるとフラフラしていた
時より印象がよくなった。

M-８

声の大きさ、伝えようとする

気持ち、参加する姿勢に変化
が見られた。最初は、参加さ
せられている感じだった。

自分の気持ちや意見、困った

ことを言えるようになり、場
に溶け込めるようになった。

相相手手にに目目的的ををききちちんんとと伝伝ええ

るるよよううににななっったた。。ままたた、、
「「どどううししててそそうう思思っったた
のの？？」」とと質質問問ししたたりりすするるここ
ととでで、、腹腹をを割割っってて深深いい話話がが
ででききるるよよううににななっったた。。

目を見て話せるようになっ

た。最初は意識的にそうして
いるように見えたが、最後は
自然にできるようになってい
た。

表情が明るくなった。最初は

とても緊張していたが、徐々
に積極的に発言するように
なった。

M-９
回を追うごとに思いを伝える

ことが上手できるようになっ
た。

自分の意見をはっきり言える

ようになった。

最初からしっかり話せる方で

学ぶことが多かったが、研修
を通して全体的にスキルアッ
プしていた。

（（指指導導員員ととのの））相相談談でで自自分分

のの気気持持ちちをを伝伝ええるるここととががでで
ききるるよよううににななっっててききたた。。相相
手手のの目目をを見見るるよよううににななっっ
たた。。

最初の頃は緊張したり、手が

動いたりしていたが、注意す
べきことに気をつけて頑張っ
ていた。以前より明るくなっ
た。

M-１０

話すことが苦手な印象だった

が、セッションを通じて口調
や声の大きさなどが変化し、
自信を感じるようになった。

話す内容がわかりやすくなっ

た。
表現方法が幅広くなった。

最初は控えめだったが、段々

と積極的になっていった。

最最初初はは話話しし方方やや表表情情がが上上手手

くくででききてていいななかかっったたがが、、
徐徐々々ににななれれてていいきき、、ははっっきき
りり話話すすここととががででききるるよよううにに
ななっったた。。無無表表情情でで話話すすこことと
がが多多かかっったたがが、、明明るるいい表表情情
でで話話すすよよううににななっったた。。

M-６の

事業所の
支援者社員

顔を見て話をする頻度が増

え、声量も大きくなった。
話すときの視線，体の向き，
声のトーンは以前とは比べ物
にならないほど改善した（以
前は体が90度別の方を向
き、やっと話せる程度だっ
た）。
声の大きさが大きくなり、表
情が生き生きしていくのを感
じた。
相手にきちんと体と視線を向
け、話すようになった考える
時間が減った。

最初は支援者に助けを求める

ような行動が多かったが、な
んとか自分でやってみようと
いう姿勢が見受けられるよう
になった。
自信を持って話をするように
なったし、明るくなっていっ
たと感じる。
しっかり発言するようになっ
た。

回を重ねるごとにリラックス

していっていた。
相手のことを考えた接し方が
できるようになっていったと
思う。
より周囲への気遣いができる
ようになっていた。

表情が明るくなった。自分の

意見を言うことに抵抗がなく
なったように感じる。
回を追うごとに、表情が明る
くなり、積極性が増したよう
に感じる。
表情が明るくなった。
回を重ねるごとに、SSTを楽
しんでいるようであった。

視線や姿勢から自信がついた

ように感じる。
自分から発信する頻度も増
え、表情や伝え方の面でも成
長が見られたと感じる。
自分の意見や気持ちを言うこ
とに対して積極的なった。
声量が大きくなり、表情も明
るくなった。回を重ねるごと
に積極的にSSTに参加してい
た。

M-７の

事業所の
支援者社員

初めは意思表示ができず、周

りがついつい選択肢を提示し
ていたが、徐々に表情・仕草
が変わり、自分で意思を伝え
られるようになった

ほめられた時の返し方、笑顔

が身についた。

元々上手だが、間を意識した

りできるようになった。

視線、表情、声の大きさ等、

アドバイスを受け、変わろう
と努力している様子が見て取
れた。心を開くようになり、
思うことを自然に伝えられる
ようになった。

初めは手が震えていたが、

「手を握るように」との指導
を受け改善された。
視線、表情、声の大きさ等、
アドバイスを受け、変わろう
と努力している様子が見て取
れた。心を開くようになり、
思うことを自然に伝えられる
ようになった。

M－８の

事業所の
支援者社員

声が大きくなり、はきはきと

話せるようになった。考えこ
む時間が短くなり、自分で話
をまとめられるようになっ
た。
考えて悩む時間が短くなっ
た。

M-９、M-10 と同様の変化

があり、「認められている」
「批判されない」ということ
を心地よく感じているように
見受けられた。
大きな声が出るようになっ
た。

（※SSTにおける変化は語ら

れず。研修後、白杖を持つよ
うになり、そのことで子供た
ちが配慮について話す機会が
できた。また、自分の障害由
来の困りごとを隠さず、課題
として捉えて取り組むように
なった。）

初めは緊張していたが、慣れ

てからは自分の言葉で話せる
ようになった。
堂々とロールプレイを行うよ
うになり、臨機応変な対応も
できるようになっていた。

M－９と同じく、初めは緊張

が強い様子だったが、徐々に
考えを言語化できるようにな
り、目を合わせて話せるよう
になった。
自分の言葉でロールプレイを
実施できるようになってい
た。

M-９及び

M-10の
事業所の

支援者社員

声のトーンや張り具合（大き

さ）の変化が顕著で、顔を上
げて、話している人の顔を見
て話すように一生懸命に意識
している様子が感じられた。

最初はおどおどして、何と

いったら良いかわからない、
指示通りの行動をするという
印象から、自分で考え、「わ
からないので教えてくださ
い」と、自発的な行動が見ら
れるようになった。表情や声
のトーンも明るくなった。

支援者的な視点（自分がどう

したら相手が話しやすくなる
か、など）を積極的に取り入
れようとしている姿勢が感じ
られ、最初の回からステップ
アップしている様子を感じ
た。

自信がついたように感じる。

他人と違うところを見つけよ
うとする点を意識しているよ
うに感じる。何か問題が起き
た時にも、多角的にものをみ
ることができるようになっ
た。

以前はYesかNoだけで答える

ようなコミュニケーション
だったが、YesやNoの後に
「～だからです」と理由づけ
ることができるようになり、
会話らしくなった。また、明
るくなった。

※太字は自己評価

評価者

被評価者
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